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20
0

1.
7

10
3.
1

3.
1

1
0
2
.
3

3
.
9

8
,
4
0
5

△
 
0
.
5

30
年

5,
56
1,
89
6

0.
6

-
5,
54
3,
00
5

0.
6

10
4.
2

1.
1

1
0
3
.
1

0
.
8

8
,
2
3
5

△
 
2
.
0

令
和

元
年

5,
59
8,
26
7

0.
7

-
5,
54
3,
74
1

0.
0

10
1.
1

△
 3
.0

9
9
.
9

△
 
3
.
1

8
,
3
8
3

1
.
8

2
年

5,
38
6,
09
1

△
 3
.8

-
5,
28
5,
23
8

△
 4
.7

90
.6

△
 1
0.
4

8
7
.
1

△
 
1
2
.
8

7
,
7
7
3

△
 
7
.
3

平
成

31
年

１
～
３
月

5,
59
3,
99
0

0.
7

2.
7

5,
56
2,
79
1

0.
4

10
2.
8

△
 2
.1

1
0
1
.
6

△
 
3
.
0

1
,
9
1
6

△
 
6
.
1

令
和

元
年

４
～
６
月

5,
61
0,
39
0

0.
3

1.
2

5,
56
9,
15
5

0.
1

10
2.
8

0.
0

1
0
2
.
1

0
.
5

2
,
0
7
4

△
 
1
.
6

７
～
９
月

5,
62
7,
78
7

0.
3

1.
2

5,
57
6,
23
7

0.
1

10
1.
7

△
 1
.1

1
0
0
.
2

△
 
1
.
9

2
,
1
8
2

8
.
2

10
～
12
月

5,
56
1,
97
5

△
 1
.2

△
 4
.6

5,
46
9,
99
5

△
 1
.9

98
.0

△
 3
.6

9
5
.
6

△
 
4
.
6

2
,
2
1
1

6
.
8

令
和

2
年

１
～
３
月

5,
53
1,
26
4

△
 0
.6

△
 2
.2

5,
44
2,
31
2

△
 0
.5

98
.0

0.
0

9
4
.
6

△
 
1
.
0

2
,
1
6
4

1
2
.
9

４
～
６
月

5,
10
1,
13
0

△
 7
.8

△
 2
7.
7

5,
00
2,
32
3

△
 8
.1

81
.5

△
 1
6.
8

7
5
.
3

△
 
2
0
.
4

1
,
8
3
7

△
 
1
1
.
4

７
～
９
月

5,
38
4,
37
1

5.
6

24
.1

5,
26
6,
97
2

5.
3

88
.8

9.
0

8
5
.
1

1
3
.
0

2
,
0
2
1

△
 
7
.
4

10
～
12
月

5,
51
5,
76
2

2.
4

10
.1

5,
41
5,
12
1

2.
8

93
.9

5.
7

9
2
.
6

8
.
8

1
,
7
5
1

△
 
2
0
.
8

3
年

１
～
３
月

5,
44
4,
00
2

△
 1
.3

△
 5
.1

5,
36
0,
89
7

△
 1
.0

96
.6

2.
9

9
5
.
6

3
.
2

1
,
5
5
4

△
 
2
8
.
2

令
和

3
年

１
月

-
-

-
-

-
96
.9

3.
1

9
5
.
7

3
.
2

4
7
4

△
 
3
8
.
7

２
月

-
-

-
-

-
95
.6

△
 1
.3

9
3
.
0

△
 
2
.
8

4
4
6

△
 
3
1
.
5

３
月

-
-

-
-

-
97
.2

1.
7

9
8
.
2

5
.
6

6
3
4

△
 
1
4
.
3

４
月

-
-

-
-

-
10
0.
0

2.
9

9
9
.
3

1
.
1

4
7
7

△
 
3
5
.
8

５
月

-
-

-
-

-
4
7
2

5
0
.
3

（
注
）
国
民
経
済
計
算
及
び
鉱
工
業
生
産
指
数
の
四
半
期
別
・
月
別
の
数
値
並
び
に
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率
の

月
別
の

数
値
は
、
季
節
調
整
値
及
び
前
期
（
月
、
四
半
期
）
比
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
24
年
以
前
の
鉱
工
業
生
産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
は
接
続
指
数
よ
り
推
計
し
た
値
で
あ
る
。

資
料
出
所

内
閣
府
「
国
民
経
済
計
算
」

経
済
産
業
省
「
鉱
工
業
指
数
」

東
京

商
工

リ
サ

ー
チ

調
べ

総
務
省
「
労
働
力
調
査
」

（
※
）
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率
の
〈
括
弧
内
〉
の
数
値
は
補
完
的
に
推
計
し
た
値
（
20
15
年
国
勢
調
査
基
準
）
で
あ
る
。

1
9
4

1
4

2
.
8

2
0
3

0
2
.
9

1
8
0

△
 
2
3

2
.
6

2
0
3

△
 
7

2
.
9

1
9
3

2
8

2
.
8

2
0
4

4
3

3
.
0

2
0
1

4
8

2
.
9

1
6
5

0
2
.
4

1
9
4

2
6

2
.
8

1
6
1

△
 
7

2
.
3

1
5
3

△
 
1
0

2
.
2

1
6
5

△
 
1

2
.
4

1
6
8

△
 
1

2
.
4

1
6
2

△
 
4

2
.
4

1
9
1

2
9

2
.
8

1
9
0

△
 
1
8

2
.
8

1
6
6

△
 
2
4

2
.
4

2
2
2

△
 
1
4

3
.
4

2
0
8

△
 
1
4

3
.
1

2
6
5

△
 
2
0

4
.
0

2
3
6

△
 
2
9

3
.
6

<
3
0
2
>

〈
△
3
2
〉

<
4
.
6
>

2
8
5

△
 
1
7

4
.
3

（
万
人
）

（
万
人
）

（
％
）

指
数

前
期
比

指
数

前
期
比

実
数

前
年
比

Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）

鉱
工
業
生
産
指
数

製
造
工
業
稼
働
率
指
数

倒
産
件
数

完
全
失
業
者
数
（
※
）

（
月
平
均
）

完
全
失
業
率

（
※
）

名
目

前
期
比

実
質

前
期
比

実
数

前
年
差

-
1
-

8



１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物

価
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

（
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

％
）

（
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（
27
年
=1
00
）

（
％

）
（

％
）

平
成

2
3
年

1
.
0
5

0
.
6
5

9
5
.
4

△
 
0
.
3

9
8
.
8

1
.
4

9
9
.
9

0
.
3

1
0
4
.
7

0
.
5

2
3
.
4
1

9
8
.
8

2
.
2

1
0
3
.
6

2
.
4

1
1
.
1
7

2
4
年

1
.
2
8

0
.
8
0

9
5
.
4

0
.
0

9
8
.
0

△
 
0
.
8

9
8
.
9

△
 
1
.
0

1
0
3
.
7

△
 
1
.
0

2
4
.
1
0

9
8
.
1

△
 
0
.
7

1
0
2
.
8

△
 
0
.
8

1
0
.
0
8

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
5
.
8

0
.
5

9
9
.
2

1
.
2

9
8
.
9

△
 
0
.
1

1
0
3
.
1

△
 
0
.
6

2
4
.
3
7

9
8
.
0

△
 
0
.
1

1
0
2
.
2

△
 
0
.
6

1
0
.
3
0

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
9
.
0

3
.
3

1
0
2
.
4

3
.
2

1
0
0
.
0

1
.
1

1
0
1
.
0

△
 
2
.
2

2
4
.
5
0

9
9
.
8

1
.
9

1
0
0
.
8

△
 
1
.
5

1
0
.
4
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

1
0
0
.
0

1
.
0

1
0
0
.
0

△
 
2
.
3

1
0
0
.
0

0
.
1

1
0
0
.
0

△
 
0
.
9

2
5
.
4
0

1
0
0
.
0

0
.
2

1
0
0
.
0

△
 
0
.
7

1
1
.
5
2

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
9
.
9

△
 
0
.
1

9
6
.
5

△
 
3
.
5

1
0
1
.
2

1
.
1

1
0
1
.
3

1
.
3

2
5
.
2
2

1
0
0
.
7

0
.
8

1
0
0
.
8

0
.
9

1
1
.
3
2

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

1
0
0
.
5

0
.
6

9
8
.
7

2
.
3

1
0
1
.
7

0
.
5

1
0
1
.
2

△
 
0
.
1

2
5
.
0
9

1
0
2
.
0

1
.
3

1
0
1
.
5

0
.
7

1
0
.
7
8

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

1
0
1
.
7

1
.
2

1
0
1
.
3

2
.
6

1
0
2
.
9

1
.
2

1
0
1
.
2

0
.
0

2
5
.
0
9

1
0
3
.
5

1
.
5

1
0
1
.
8

0
.
3

1
0
.
1
6

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
2
.
3

0
.
6

1
0
1
.
5

0
.
2

1
0
2
.
7

△
 
0
.
2

1
0
0
.
4

△
 
0
.
8

2
5
.
5
9

1
0
3
.
7

0
.
2

1
0
1
.
4

△
 
0
.
4

1
0
.
2
7

２
年

1
.
9
5

1
.
1
8

1
0
2
.
3

0
.
0

1
0
0
.
3

△
 
1
.
2

1
0
1
.
0

△
 
1
.
7

9
8
.
7

△
 
1
.
7

2
5
.
2
8

9
9
.
6

△
 
4
.
0

9
7
.
4

△
 
3
.
9

1
0
.
6
3

2
年

１
～
３
月

2
.
1
8

1
.
4
5

1
0
2
.
5

△
 
0
.
3

1
0
1
.
8

△
 
0
.
3

1
0
2
.
5

△
 
0
.
5

9
9
.
9

△
 
0
.
6

2
5
.
7
1

1
0
2
.
0

△
 
1
.
8

9
9
.
4

△
 
1
.
9

1
0
.
8
2

４
～
６
月

1
.
8
0

1
.
2
0

1
0
2
.
3

△
 
0
.
3

9
9
.
3

△
 
2
.
5

1
0
0
.
7

△
 
1
.
8

9
8
.
4

△
 
1
.
5

2
4
.
7
7

9
9
.
4

△
 
2
.
5

9
7
.
1

△
 
2
.
3

1
0
.
4
2

７
～
９
月

1
.
8
3

1
.
0
6

1
0
2
.
4

0
.
2

1
0
0
.
2

0
.
9

1
0
0
.
7

0
.
0

9
8
.
3

△
 
0
.
1

2
5
.
1
7

9
9
.
2

△
 
0
.
2

9
6
.
8

△
 
0
.
3

1
0
.
5
3

1
0～

12
月

2
.
0
0

1
.
0
4

1
0
1
.
8

△
 
0
.
6

1
0
0
.
0

△
 
0
.
2

1
0
0
.
7

0
.
0

9
9
.
2

0
.
9

2
5
.
4
5

1
0
0
.
0

0
.
8

9
8
.
5

1
.
8

1
0
.
7
3

３
年

１
～
３
月

1
.
9
7

1
.
1
0

1
0
2
.
1

0
.
3

1
0
1
.
5

1
.
5

1
0
2
.
4

1
.
7

1
0
0
.
3

1
.
1

2
5
.
2
3

1
0
2
.
8

2
.
8

1
0
0
.
7

2
.
2

1
0
.
8
5

令
和

３
年

１
月

2
.
0
3

1
.
1
0

1
0
2
.
1

0
.
7

1
0
0
.
8

0
.
5

1
0
2
.
1

2
.
0

1
0
0
.
1

1
.
2

2
5
.
2
8

1
0
2
.
9

5
.
8

1
0
1
.
0

5
.
0

1
0
.
9
1

２
月

1
.
8
8

1
.
0
9

1
0
2
.
1

0
.
1

1
0
1
.
3

0
.
5

1
0
2
.
6

0
.
5

1
0
0
.
6

0
.
5

2
5
.
3
8

1
0
2
.
3

△
 
0
.
6

1
0
0
.
3

△
 
0
.
7

1
1
.
0
2

３
月

1
.
9
9

1
.
1
0

1
0
2
.
4

0
.
3

1
0
2
.
3

1
.
0

1
0
2
.
6

0
.
0

1
0
0
.
3

△
 
0
.
3

2
5
.
0
4

1
0
3
.
2

0
.
9

1
0
0
.
9

0
.
6

1
0
.
6
3

４
月

1
.
8
2

1
.
0
9

1
0
1
.
9

△
 
0
.
5

1
0
3
.
2

0
.
9

1
0
3
.
7

1
.
1

1
0
1
.
8

1
.
5

2
4
.
5
6

1
0
3
.
7

0
.
5

1
0
1
.
8

0
.
9

1
0
.
4
4

５
月

1
0
2
.
2

0
.
3

1
0
3
.
9

0
.
7

（
注

）
１

　
職

業
安

定
業

務
統

計
、

賃
金

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
及

び
消

費
者

物
価

指
数

の
月

別
の

数
値

は
季

節
調

整
値

及
び

そ
の

前
期

（
四

半
期

、
月

）
比

で
あ

り
、

　
　

　
　

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

は
、

事
業

所
規

模
3
0
人

以
上

の
結

果
で

あ
り

、
平

成
2
4
年

以
降

は
再

集
計

さ
れ

た
公

表
値

、
平

成
2
3
年

以
前

は
時

系
列

比
較

の
た

め
の

推
計

値
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
毎

月
勤

労
統

計
調

査
の

令
和

３
年

４
月

分
の

数
値

は
速

報
値

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
求

人
倍

率
は

、
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。
　

　
　

４
　

国
内

企
業

物
価

指
数

の
令

和
３

年
５

月
分

の
数

値
は

速
報

値
で

あ
る

。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
(
現

金
給

与
総

額
)
指

数
、

パ
ー

ト
比

率

（
持
家
の
帰
属
家
賃
を

除
く

総
合

）
調

査
産

業
計

製
造

業

有
効

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

日
本

銀
行

「
企

業
物

価
指

数
」

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

名
目

指
数

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率
名

目
指

数
新

規

-
2
-

9



２
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：
倍

）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

全
国

0
.
6
5

0
.
8
0

0
.
9
3

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
1
8

1
.
1
0

1
.
0
9

1
.
1
0

1
.
0
9

Ａ
ラ

ン
ク

0
.
6
7

0
.
8
4

1
.
0
0

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
4

1
.
5
2

1
.
6
2

1
.
6
0

1
.
1
3

0
.
9
8

1
.
0
0

0
.
9
8

0
.
9
9

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
6
7

0
.
7
8

0
.
8
7

1
.
0
5

1
.
1
7

1
.
3
2

1
.
5
1

1
.
6
3

1
.
6
0

1
.
1
5

1
.
0
7

1
.
0
8

1
.
1
1

1
.
1
4

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
7
3

0
.
8
9

1
.
0
0

1
.
1
6

1
.
2
5

1
.
4
2

1
.
5
7

1
.
6
8

1
.
6
9

1
.
2
9

1
.
2
2

1
.
2
1

1
.
2
3

1
.
2
7

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
6
1

0
.
7
3

0
.
8
5

0
.
9
7

1
.
0
8

1
.
2
3

1
.
3
8

1
.
4
7

1
.
4
5

1
.
1
6

1
.
1
2

1
.
1
3

1
.
1
6

1
.
1
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
都

道
府

県
ご

と
の

数
値

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
４

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

２
年

令
和

３
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

令
和

元
年

3
0
年

2
4
年

平
成

2
3
年

-
3
-

10



　
(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の

推
移

（
単

位
：

倍
）

区
分

年
齢

計
１

９
歳

２
０

～
２

５
～

３
０

～
３

５
～

４
０

～
４

５
～

５
０

～
５

５
～

６
０

～
６

５
歳

以
下

２
４

歳
２

９
歳

３
４

歳
３

９
歳

４
４

歳
４

９
歳

５
４

歳
５

９
歳

６
４

歳
以

上

平
成

2
2
年

0
.
4
8

2
.
6
3

0
.
5
4

0
.
3
9

0
.
4
0

0
.
3
8

0
.
4
2

0
.
4
4

0
.
4
8

0
.
4
0

0
.
3
4

1
.
0
5

2
3
年

0
.
5
9

3
.
3
2

0
.
7
0

0
.
5
0

0
.
5
1

0
.
4
6

0
.
4
7

0
.
5
3

0
.
5
9

0
.
5
3

0
.
3
8

1
.
1
5

2
4
年

0
.
7
2

4
.
5
6

0
.
9
0

0
.
6
1

0
.
6
3

0
.
5
7

0
.
5
6

0
.
6
5

0
.
7
2

0
.
7
0

0
.
4
7

1
.
1
1

2
5
年

0
.
8
3

5
.
2
9

1
.
0
4

0
.
7
1

0
.
7
3

0
.
6
7

0
.
6
3

0
.
7
2

0
.
8
2

0
.
8
3

0
.
5
8

1
.
0
7

2
6
年

0
.
9
7

6
.
2
9

1
.
2
3

0
.
8
4

0
.
8
7

0
.
8
2

0
.
7
4

0
.
8
4

0
.
9
6

1
.
0
0

0
.
7
1

1
.
0
5

2
7
年

1
.
0
8

7
.
1
2

1
.
3
8

0
.
9
5

0
.
9
8

0
.
9
3

0
.
8
3

0
.
9
1

1
.
0
3

1
.
1
1

0
.
7
9

1
.
0
4

2
8
年

1
.
2
2

8
.
0
3

1
.
6
0

1
.
1
1

1
.
1
4

1
.
1
0

0
.
9
5

0
.
9
8

1
.
1
5

1
.
2
3

0
.
8
9

1
.
0
7

2
9
年

1
.
3
5

8
.
7
6

1
.
8
1

1
.
2
7

1
.
3
0

1
.
2
7

1
.
1
0

1
.
0
6

1
.
2
5

1
.
3
4

0
.
9
7

1
.
0
6

3
0
年

1
.
4
5

9
.
5
8

2
.
0
2

1
.
4
4

1
.
4
7

1
.
4
3

1
.
2
5

1
.
1
4

1
.
3
1

1
.
4
1

1
.
0
2

0
.
9
6

令
和

元
年

1
.
4
5

9
.
8
3

2
.
0
6

1
.
4
7

1
.
5
2

1
.
4
9

1
.
3
2

1
.
1
5

1
.
2
8

1
.
3
9

0
.
9
8

0
.
8
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
新

規
学

卒
者

、
臨

時
・

季
節

労
働

者
を

除
き

、
常

用
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
２

　
令

和
２

年
４

月
以

降
、

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
が

公
表

さ
れ

な
く

な
っ

た
た

め
、

令
和

元
年

ま
で

の
数

値
を

掲
載

し
て

い
る

。

-
4
-
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３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額

・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

1
.
1

0
.
1

1
.
1

0
.
5

1
.
2

△
 
0
.
2

△
 
1
.
7

△
 
0
.
7

△
 
0
.
1

0
.
7

2
.
2

5
0
0
人

以
上

0
.
1

△
 
0
.
2

0
.
5

0
.
0

4
.
1

△
 
1
.
1

△
 
1
.
5

0
.
5

0
.
2

1
.
1

3
.
4

1
0
0
～

4
9
9
人

0
.
4

0
.
1

0
.
9

△
 
0
.
2

2
.
4

0
.
1

△
 
2
.
7

△
 
0
.
6

△
 
0
.
7

0
.
1

0
.
5

3
0
～

9
9
人

1
.
1

△
 
0
.
2

1
.
4

1
.
4

△
 
0
.
9

△
 
0
.
5

△
 
1
.
3

△
 
2
.
4

△
 
0
.
6

0
.
2

2
.
3

0
.
0

1
.
0

0
.
3

1
.
0

△
 
0
.
7

△
 
0
.
1

0
.
0

△
 
1
.
7

△
 
0
.
3

0
.
5

1
.
2

0
.
3

0
.
5

0
.
6

0
.
4

0
.
7

0
.
1

△
 
1
.
1

0
.
0

△
 
0
.
3

1
.
1

1
.
9

(
0
.
0
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
1
)

(
0
.
4
)

(
0
.
3
)

(
1
.
5
)

(
1
.
3
)

△
 
0
.
8

0
.
0

0
.
5

△
 
0
.
1

3
.
0

△
 
0
.
4

△
 
0
.
7

0
.
5

0
.
0

1
.
7

2
.
1

(
△

 
1
.
2
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
3
)

(
0
.
5
)

(
1
.
0
)

(
0
.
6
)

(
2
.
1
)

(
1
.
0
)

△
 
0
.
3

0
.
4

0
.
3

△
 
0
.
1

2
.
0

0
.
2

△
 
1
.
9

△
 
0
.
8

△
 
1
.
0

△
 
0
.
1

0
.
6

(
△

 
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
3
)

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
1
.
0
)

(
△

 
0
.
4
)

(
△

 
0
.
5
)

(
0
.
2
)

(
0
.
1
)

0
.
6

0
.
5

0
.
6

1
.
1

△
 
1
.
1

△
 
0
.
6

△
 
1
.
1

△
 
0
.
2

△
 
0
.
4

1
.
1

2
.
4

(
0
.
5
)

(
0
.
3
)

(
0
.
7
)

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
3
)

(
1
.
6
)

(
2
.
1
)

△
 
0
.
3

0
.
4

0
.
1

1
.
0

△
 
0
.
6

△
 
0
.
2

0
.
2

△
 
0
.
2

△
 
0
.
3

△
 
0
.
2

1
.
1

(
△

 
0
.
4
)

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
0
.
4
)

(
0
.
6
)

(
0
.
4
)

(
1
.
0
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
令

和
３

年
４

月
分

の
数

値
は

速
報

値
で

あ
る

。

現 金 給 与 総 額

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

3
0
年

令
和

元
年

5
～

2
9
人

２
年

令
和

３
年

平
成

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

-
5
-

12



　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

2
4
.
1
0

2
4
.
3
7

2
4
.
5
0

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
2
8

2
5
.
2
8

2
5
.
3
8

2
5
.
0
4

2
4
.
5
6

5
0
0
人

以
上

1
5
.
9
2

1
6
.
3
0

1
6
.
6
7

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
5
.
3
9

1
5
.
3
0

1
5
.
4
7

1
5
.
0
9

1
4
.
7
0

1
0
0
～

4
9
9
人

2
2
.
8
8

2
3
.
2
9

2
3
.
7
2

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
4
.
9
2

2
4
.
7
0

2
4
.
6
4

2
4
.
3
9

2
4
.
0
8

3
0
～

9
9
人

2
8
.
6
8

2
9
.
1
2

2
9
.
1
9

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
1
5

3
1
.
5
2

3
1
.
7
3

3
1
.
3
2

3
0
.
6
6

3
5
.
4
1

3
6
.
4
7

3
6
.
9
1

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

3
9
.
1
4

3
9
.
2
1

3
9
.
1
9

3
9
.
3
9

3
8
.
9
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
令

和
３

年
４

月
分

の
数

値
は

速
報

値
で

あ
る

。

3
0
年

令
和

元
年

２
年

令
和

３
年

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 比 率

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

-
6
-

13



　
　
ハ
　
初
任
給
の
上
昇
額
・
率
の
推
移

上
段

：
上

昇
額

（
単

位
：

円
）

下
段

：
上

昇
率

（
単

位
：

％
）

区
分

高
専

卒
短

大
卒

大
学

院

（
現

業
）

（
技

術
）

（
事

務
）

（
修

士
）

一
律

一
律

卒

年
度

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

1
7
8

5
2

5
1

1
5
0

1
6
1

2
6
6

2
3
9

8
6

9
8

3
0
3

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

1
4
0

1
6
1

9
1

7
2

9
1

1
2
5

2
0
7

2
3
2

3
0

1
7
6

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

1
4
1

1
8
7

1
2
5

3
8

1
5
3

2
2
3

1
3
2

4
6
1

1
7
5

1
6
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
1

7
0
2

5
6
9

5
4
4

7
3
6

8
4
2

6
5
5

8
0
6

6
0
1

4
6
4

7
8
7

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
4

1
2
3
9

9
0
4

7
0
6

1
1
5
1

1
5
7
9

1
3
4
2

1
5
7
4

1
9
3
3

1
3
1
8

1
8
7
5

0
.
8

0
.
5

0
.
4

0
.
7

0
.
9

0
.
8

0
.
8

0
.
9

0
.
7

0
.
9

8
2
4

5
8
2

6
1
6

7
4
8

9
9
5

7
6
7

8
8
0

1
2
6
3

6
3
1

1
1
5
3

0
.
5

0
.
3

0
.
4

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
6

0
.
3

0
.
5

1
0
9
3

5
6
5

5
3
2

8
3
4

9
6
6

8
5
1

1
1
0
9

1
1
3
2

7
4
5

9
3
0

0
.
7

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

1
3
6
1

2
6
1
8

2
3
8
5

1
3
8
6

1
6
6
0

1
4
9
3

1
6
3
7

2
1
7
1

1
5
1
1

1
7
0
7

0
.
8

1
.
6

1
.
5

0
.
8

0
.
9

0
.
8

0
.
8

1
.
0

0
.
8

0
.
8

1
6
7
0

1
7
3
7

1
6
4
1

1
6
1
3

1
4
9
0

1
6
4
2

1
5
4
4

1
2
5
1

1
0
4
1

1
5
6
9

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

0
.
8

0
.
9

0
.
7

0
.
6

0
.
6

0
.
7

1
6
8
1

1
0
9
8

1
1
6
0

1
4
4
3

1
5
9
7

1
2
0
2

1
4
0
8

1
6
0
8

1
2
3
1

1
4
9
8

1
.
0

0
.
8

0
.
7

0
.
8

0
.
8

0
.
7

0
.
7

0
.
8

0
.
7

0
.
7

5
5
3

1
0
0

1
8
3

6
2
5

6
9
2

5
1
4

5
3
7

4
4
3

4
5
2

4
6
3

0
.
3

0
.
1

0
.
1

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
2

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

「
労

政
時

報
」

高
校

卒
大

学
卒

（
事

務
・

技
術

）
（

事
務

・
技

術
）

差
あ

り
差

あ
り

（
注

）
１

　
上

昇
額

・
率

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

を
も

と
に

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

、
東

証
第

１
部

上
場

企
業

等
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

令
和

３
年

度
は

速
報

値
で

あ
る

。

平
成

2
3
年

度

2
4
年

度

2
5
年

度

2
6
年

度

2
7
年

度

2
8
年

度

2
9
年

度

3
0
年

度

令
和

元
年

度

２
年

度

３
年

度

-
7
-

14



　
(2

)　
賃

金
・
労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［事

業
所

規
模

30
人

以
上

］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
5
年

9
9
.
4

△
 
0
.
9

1
0
0
.
7

△
 
1
.
3

9
8
.
7

0
.
4

2
6
6
,
8
6
0

1
3
6
.
9

1
,
9
4
9

2
6
年

9
9
.
4

0
.
0

1
0
0
.
1

△
 
0
.
5

9
9
.
3

0
.
5

2
6
8
,
8
8
1

1
3
6
.
3

1
,
9
7
3

2
7
年

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
0
.
0

△
 
0
.
1

1
0
0
.
0

0
.
7

2
6
5
,
5
4
0

1
3
5
.
8

1
,
9
5
5

2
8
年

1
0
0
.
6

0
.
6

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
6

0
.
6

2
6
7
,
2
1
0

1
3
5
.
8

1
,
9
6
8

2
9
年

1
0
1
.
2

0
.
6

9
9
.
9

△
 
0
.
1

1
0
1
.
3

0
.
7

2
6
8
,
7
3
6

1
3
5
.
7

1
,
9
8
0

3
0
年

1
0
1
.
9

0
.
7

9
9
.
3

△
 
0
.
6

1
0
2
.
6

1
.
3

2
7
0
,
6
9
4

1
3
4
.
9

2
,
0
0
7

令
和

元
年

1
0
2
.
0

0
.
1

9
7
.
2

△
 
2
.
1

1
0
4
.
9

2
.
2

2
7
0
,
8
4
7

1
3
2
.
0

2
,
0
5
2

２
年

1
0
2
.
1

0
.
1

9
5
.
5

△
 
1
.
7

1
0
6
.
9

1
.
8

2
7
1
,
0
2
5

1
2
9
.
6

2
,
0
9
1

平
成

3
1
年

１
～

３
月

1
0
1
.
0

0
.
0

9
4
.
6

△
 
1
.
7

1
0
6
.
8

1
.
7

2
6
8
,
0
7
7

1
2
8
.
5

2
,
0
8
6

令
和

元
年

４
～

６
月

1
0
2
.
3

0
.
1

9
8
.
1

△
 
3
.
0

1
0
4
.
3

3
.
1

2
7
1
,
6
6
5

1
3
3
.
2

2
,
0
4
0

７
～

９
月

1
0
2
.
2

0
.
1

9
7
.
7

△
 
1
.
3

1
0
4
.
6

1
.
4

2
7
1
,
4
8
4

1
3
2
.
7

2
,
0
4
6

1
0
～

1
2
月

1
0
2
.
5

0
.
1

9
8
.
5

△
 
2
.
4

1
0
4
.
1

2
.
5

2
7
2
,
1
3
6

1
3
3
.
8

2
,
0
3
4

２
年

１
～

３
月

1
0
1
.
4

0
.
4

9
4
.
2

△
 
0
.
4

1
0
7
.
6

0
.
8

2
6
9
,
2
9
3

1
2
7
.
9

2
,
1
0
5

４
～

６
月

1
0
2
.
1

△
 
0
.
2

9
4
.
2

△
 
4
.
0

1
0
8
.
4

3
.
8

2
7
1
,
2
5
0

1
2
7
.
9

2
,
1
2
1

７
～

９
月

1
0
2
.
2

0
.
0

9
5
.
6

△
 
2
.
1

1
0
6
.
9

2
.
1

2
7
1
,
2
9
2

1
2
9
.
7

2
,
0
9
2

1
0
～

1
2
月

1
0
2
.
5

0
.
0

9
7
.
9

△
 
0
.
6

1
0
4
.
7

0
.
6

2
7
2
,
2
7
0

1
3
3
.
0

2
,
0
4
7

３
年

１
～

３
月

1
0
2
.
1

0
.
7

9
3
.
6

△
 
0
.
6

1
0
9
.
1

1
.
3

2
7
1
,
1
8
1

1
2
7
.
2

2
,
1
3
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
平

成
2
7
年

＝
1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
8
-

15



　
　

イ
　

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

［事
業

所
規

模
５

～
29

人
］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
5
年

1
0
0
.
2

△
 
0
.
7

1
0
1
.
3

△
 
1
.
5

9
8
.
9

0
.
8

2
0
7
,
5
6
0

1
3
2
.
0

1
,
5
7
2

2
6
年

9
9
.
8

△
 
0
.
4

1
0
0
.
6

△
 
0
.
7

9
9
.
2

0
.
3

2
0
6
,
7
2
0

1
3
1
.
1

1
,
5
7
7

2
7
年

1
0
0
.
0

0
.
2

1
0
0
.
0

△
 
0
.
6

1
0
0
.
0

0
.
8

2
0
7
,
1
6
5

1
3
0
.
3

1
,
5
9
0

2
8
年

1
0
0
.
2

0
.
2

9
8
.
9

△
 
1
.
0

1
0
1
.
3

1
.
2

2
0
7
,
4
4
7

1
2
8
.
9

1
,
6
0
9

2
9
年

1
0
0
.
9

0
.
7

9
8
.
3

△
 
0
.
6

1
0
2
.
6

1
.
3

2
0
8
,
9
5
6

1
2
8
.
2

1
,
6
3
0

3
0
年

1
0
0
.
4

△
 
0
.
5

9
7
.
0

△
 
1
.
3

1
0
3
.
5

0
.
8

2
0
7
,
9
0
2

1
2
6
.
4

1
,
6
4
5

令
和

元
年

1
0
0
.
3

△
 
0
.
1

9
4
.
7

△
 
2
.
4

1
0
5
.
9

2
.
3

2
0
7
,
7
8
0

1
2
3
.
5

1
,
6
8
2

２
年

1
0
1
.
1

0
.
8

9
2
.
8

△
 
2
.
0

1
0
8
.
9

2
.
8

2
0
9
,
3
7
9

1
2
0
.
9

1
,
7
3
2

平
成
31
年

１
～
３
月

9
8
.
8

△
 
0
.
9

9
2
.
2

△
 
2
.
4

1
0
7
.
2

1
.
5

2
0
4
,
5
8
1

1
2
0
.
2

1
,
7
0
2

令
和

元
年

４
～

６
月

1
0
0
.
4

△
 
0
.
7

9
5
.
4

△
 
3
.
5

1
0
5
.
2

2
.
8

2
0
7
,
9
8
5

1
2
4
.
3

1
,
6
7
3

７
～

９
月

1
0
0
.
9

0
.
6

9
5
.
1

△
 
1
.
7

1
0
6
.
1

2
.
3

2
0
8
,
9
5
8

1
2
4
.
0

1
,
6
8
5

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
1

0
.
7

9
6
.
1

△
 
1
.
9

1
0
5
.
2

2
.
6

2
0
9
,
5
2
6

1
2
5
.
3

1
,
6
7
2

２
年

１
～

３
月

1
0
0
.
0

1
.
2

9
1
.
9

△
 
0
.
3

1
0
8
.
8

1
.
5

2
0
7
,
1
5
1

1
1
9
.
7

1
,
7
3
1

４
～

６
月

1
0
1
.
3

0
.
9

9
1
.
3

△
 
4
.
3

1
1
1
.
0

5
.
2

2
0
9
,
8
5
2

1
1
8
.
9

1
,
7
6
5

７
～

９
月

1
0
1
.
3

0
.
4

9
3
.
1

△
 
2
.
1

1
0
8
.
8

2
.
5

2
0
9
,
8
3
4

1
2
1
.
3

1
,
7
3
0

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
7

0
.
6

9
4
.
9

△
 
1
.
2

1
0
7
.
2

1
.
8

2
1
0
,
6
6
3

1
2
3
.
7

1
,
7
0
3

３
年

１
～

３
月

1
0
0
.
5

0
.
5

9
0
.
1

△
 
2
.
0

1
1
1
.
5

2
.
5

2
0
8
,
1
2
0

1
1
7
.
4

1
,
7
7
3

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

５
～

2
9
人

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

に
つ

い
て

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
平

成
2
7
年

＝
1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
9
-

16



　
　

ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移

年
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

⑤
⑥

⑤
／

⑥

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
3
年

2
9
6
.
8

1
6
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1
,
7
8
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△
0
.
4

2
5
7
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1
7
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1
,
4
9
7
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.
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5
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.
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1
7
4

1
,
4
5
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△
0
.
6

2
4
年

2
9
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8
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1
7
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5
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6
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.
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2
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年

2
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,
8
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5

1
7
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5
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5
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.
9

1
7
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1
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5
1
1
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.
9

2
6
年

2
9
9
.
6

1
6
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1
,
8
3
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1
.
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2
6
2
.
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1
7
1

1
,
5
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5

△
0
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6
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1
7
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1
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4
9
6

△
1
.
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年
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.
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2
6
4
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1
7
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5
3
7
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2
6
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6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

2
8
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
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2
6
0
.
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1
7
3

1
,
5
0
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△
1
.
0

2
9
年

3
0
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1
6
5
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,
8
4
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△
0
.
5

2
6
9
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0

1
7
1

1
,
5
7
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0
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6
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.
6

1
7
2

1
,
5
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1
.
4

3
0
年

3
0
6
.
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1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
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.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
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2
6
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.
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,
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2
.
9

令
和

元
年

3
0
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.
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0
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,
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6
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1
,
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.
6
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0
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9
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.
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２
年

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
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1
7
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1
,
6
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-
 

2
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1

1
,
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資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
数

値
は

、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

般
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
（

平
成

1
6
年

以
前

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

）
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
又

は
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が

　
　

　
　

一
般

の
労

働
者

よ
り

も
少

な
い

労
働

者
を

い
う

。

　
　

　
３

　
前

年
比

は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
５

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の

調
査

結
果

を
単

純
比

較
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

1
0
人

以
上

1
0
～

9
9
人

５
～

９
人

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
0
-

17



　
　

ハ
　

月
間

労
働

時
間

の
動

き

(時
間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）

平
成
25
年

13
6.
9

△
 1

.3
13

2.
0

△
 1

.5
12

.4
2.

7
16

.4
4.

2
8.

0
4.

6
1
0
.
6

△
 
1
.
8

26
年

13
6.
3

△
 0

.5
13

1.
1

△
 0

.7
12

.8
3.

9
17

.5
6.

9
8.

5
6.

5
1
1
.
2

5
.
4

27
年

13
5.
8

△
 0

.1
13

0.
3

△
 0

.6
12

.9
△
 1

.0
17

.6
△

 0
.4

8.
4

△
 2

.3
1
1
.
4

1
.
9

28
年

13
5.
8

0.
0

12
8.

9
△

 1
.0

12
.7

△
 1

.7
17

.5
△

 0
.6

8.
3

△
 0

.8
1
0
.
6

△
 
6
.
8

29
年

13
5.
7

△
 0

.1
12

8.
2

△
 0

.6
12

.7
△
 0

.1
17

.9
2.

4
8.

7
4.

7
1
1
.
2

5
.
4

30
年

13
4.
9

△
 0

.6
12

6.
4

△
 1

.3
12

.5
△
 1

.1
18

.0
0.

6
8.

3
△

 4
.7

1
1
.
5

2
.
5

令
和
元
年

13
2.
0

△
 2

.1
12

3.
5

△
 2

.4
12

.4
△
 1

.0
16

.7
△

 7
.4

8.
0

△
 3

.6
1
0
.
0

△
 
1
2
.
5

２
年

12
9.
6

△
 1

.7
12

0.
9

△
 2

.0
10

.8
△

 1
3.

1
13

.4
△

 1
9.

8
7.

0
△

 1
2.

7
7
.
6

△
 
2
4
.
5

令
和
３
年
１
月

12
4.
1

△
 1

.4
11

2.
8

△
 1

.9
11

.0
△
 6

.8
14

.2
△

 4
.0

6.
7

△
 1

0.
6

7
.
1

△
 
1
6
.
5

２
月

12
4.
3

△
 2

.7
11

7.
7

△
 3

.5
11

.1
△
 8

.3
15

.0
△

 5
.6

6.
9

△
 1

2.
7

8
.
3

△
 
1
7
.
0

３
月

13
3.
1

2.
2

12
1.

6
△

 0
.4

12
.0

0.
9

15
.7

△
 0

.7
7.

5
△

 5
.0

8
.
3

△
 
9
.
8

４
月

13
8.
6

4.
0

12
6.

8
3.

4
12

.2
16

.2
15

.7
17

.2
7.

6
11

.7
8
.
3

6
.
4

資
料

出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
注

）
１
　
再
集
計
さ
れ
た
平
成
24
年
以
降
の
公
表
値
を
掲
載
し

て
い

る
。

　
　

　
２
　
常
用
労
働
者
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
３
　
各
年
（
月
）
の
前
年
比
の
数
値
は
、
指
数
の
対
前
年

（
同

月
）

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
２
　
令
和
３
年
４
月
分
の
数
値
は
速
報
値
で
あ
る
。

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

年
・
期

所
定
内
労
働
時
間

所
定

外
労

働
時

間

30
人
以
上

５
～

29
人

30
人

以
上

５
～

29
人

調
査
産
業
計

調
査
産

業
計

調
査

産
業

計
製
造

業
調

査
産

業
計

製
造

業

前
年

比
前

年
比

-
1
1
-
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４
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

　
(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

３
年

）

連
合

第
６

回
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
3
年

6
月

4
日

)
経

団
連

(
大

手
企

業
)
第

１
回

集
計

(
令

和
3
年

5
月

2
8
日

)

平
均

賃
上

げ
方

式

（
加

重
平

均
）

1
7
3
組

合
6
6
8
,
9
4
4
人

2
8
組

合
9
0
,
7
1
1
人

2
6
組

合
1
1
2
,
8
0
3
人

8
9
社

6
,
0
4
4
円

(
6
,
4
6
7
円

)
2
,
6
0
7
円

(
1
,
0
5
6
円

)
3
7
0
円

(
7
8
5
円

)
6
,
0
4
0
円

(
7
,
2
9
7
円

)

2
.0

2
%

(
2
.
1
4
%
)

0
.7

6
%

(
0
.
3
2
%
)

0
.1

3
%

(
0
.
2
7
%
)

1
.8

2
%

(
2
.
1
7
%
)

3
2
2
組

合
1
7
4
,
9
4
9
人

4
8
組

合
2
6
,
7
4
6
人

4
3
組

合
2
2
,
3
9
7
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

東
証

一
部

上
場

、
従

業
員

数

5
,
5
3
9
円

(
5
,
6
2
0
円

)
1
,
5
2
3
円

(
1
,
3
7
4
円

)
8
0
2
円

(
2
,
2
8
8
円

)
　

　
　

5
0
0
人

以
上

の
企

業
を

対
象

。

2
.0

6
%

(
2
.
0
9
%
)

0
.5

3
%

(
0
.
4
8
%
)

0
.3

3
%

(
0
.
9
5
%
)

　
　

２
　

1
3
6
社

(
5
4
.
6
%
)
の

回
答

を
把

握
し

た
が

、

4
9
9
組

合
9
1
,
0
4
6
人

7
2
組

合
1
1
,
8
5
2
人

7
4
組

合
1
2
,
1
3
8
人

　
　

　
こ

の
う

ち
4
7
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

5
,
3
0
0
円

(
5
,
3
5
0
円

)
7
6
8
円

(
1
,
3
9
5
円

)
5
2
1
円

(
1
,
0
6
4
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

2
.0

5
%

(
2
.
1
0
%
)

0
.2

9
%

(
0
.
5
2
%
)

0
.2

2
%

(
0
.
4
5
%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
令

和
2
年

5
月

2
1
日

付

4
2
7
組

合
2
2
,
1
4
8
人

8
3
組

合
3
,
8
7
4
人

9
4
組

合
4
,
3
5
9
人

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

4
,
7
9
7
円

(
5
,
2
7
8
円

)
8
8
3
円

(
8
5
0
円

)
7
3
9
円

(
1
,
3
3
3
円

)

1
.9

9
%

(
2
.
1
8
%
)

0
.3

6
%

(
0
.
3
4
%
)

0
.3

2
%

(
0
.
5
7
%
)

1
,
4
2
1
組

合
9
5
7
,
0
8
7
人

2
3
1
組

合
1
3
3
,
1
8
3
人

2
3
7
組

合
1
5
1
,
6
9
7
人

5
,
8
3
0
円

(
6
,
1
8
8
円

)
1
,
1
8
9
円

(
1
,
1
6
9
円

)
6
4
2
円

(
1
,
3
4
0
円

)

2
.0

3
%

(
2
.
1
3
%
)

0
.4

4
%

(
0
.
4
3
%
)

0
.2

7
%

(
0
.
5
5
%
)

経
団

連
(
中

小
企

業
)
第

１
回

集
計

(
令

和
3
年

6
月

1
1
日

)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
2
年

6
月

5
日

付
　

第
6
回

回
答

集
計

結
果

。
平

均
賃

上
げ

方
式

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。
（

加
重

平
均

）

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
2
1
2
社

4
,
4
4
4
円

(
4
,
4
7
1
円

)

1
.7

2
%

(
1
.
7
2
%
)

連
合

(
有

期
・

短
時

間
・

契
約

等
労

働
者

)
第

６
回

 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
3
年

6
月

4
日

)
(
注

)
１

　
従

業
員

数
5
0
0
人

未
満

の
企

業
を

対
象

。

　
　

２
　

2
2
4
社

(
2
9
.
7
%
)
か

ら
回

答
を

把
握

し
た

が
、

賃
上

げ
額

1
8
.
4
5
円

(
2
5
.
1
8
円

)
2
1
.
2
4
円

(
2
7
.
1
6
円

)
　

　
　

こ
の

う
ち

1
2
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

平
均

時
給

1
,
0
3
5
.
0
0
円

(
1
0
2
9
.
7
2
円

)
1
,
0
4
4
.
3
6
円

(
1
0
2
6
.
5
8
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

賃
上

げ
額

3
,
9
9
1
円

(
4
,
2
1
9
円

)
4
,
2
1
8
円

(
6
,
3
3
9
円

）
　

　
３

　
了

承
、

妥
結

を
含

む
。

賃
上

げ
率

1
.
8
6
%
(
2
.
0
5
%
)

1
.
9
4
%
(
3
.
0
3
%
)

　
　

４
　

（
　

）
の

数
値

は
、

令
和

２
年

6
月

1
2
日

付

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
2
年

6
月

5
日

付
　

第
6
回

回
答

集
計

結
果

。
　

　
　

第
1
回

集
計

結
果

。

単
純

平
均

加
重

平
均

時
給

2
4
9
組

合
5
9
2
,
9
6
0
人

月
給

7
9
組

合
1
8
,
8
8
9
人

3
0
0
～

9
9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

～
9
9
人

規
模

計

1
,
0
0
0
人

以
上

1
7
業

種
7
5
4
社

平
均

賃
上

げ
方

式
個

別
賃

金
方

式
（

組
合

数
に

よ
る

単
純

平
均

）

（
加

重
平

均
）

3
5
歳

3
0
歳

主
要

2
1
業

種
大

手
2
4
9
社

-
1
2
-
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（

２
）

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移

　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
２
年
）

（
単
位
：
％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
3

年
3
,
5
1
3

2
,
7
6
2

1
.
2

1
.
0

2
4

年
4
,
0
3
6

3
,
3
4
4

1
.
4

1
.
2

(
8
7
.
6
)

(
2
.
2
)

(
1
0
.
2
)

2
5

年
4
,
3
7
5

3
,
9
1
1

1
.
5

1
.
5

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

企
業

業
績

4
8
.
8

8
1
.
1

3
0
.
6

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

世
間

相
場

2
.
9

-
0
.
4

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

雇
用

の
維

持
8
.
0

4
.
5

3
.
0

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

労
働

力
の

確
保

・
定

着
7
.
8

1
2
.
4

1
.
8

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

物
価

の
動

向
0
.
5

-
-

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

労
使

関
係

の
安

定
2
.
0

-
-

２
年

4
,
9
4
0

4
,
2
5
0

1
.
7

1
.
6

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ

）
会

社
の

改
定

の
動

向
4
.
4

-
0
.
5

前
年

度
の

改
定

の
実

績
4
.
6

0
.
3

0
.
4

そ
の

他
1
.
5

-
0
.
2

重
視

し
た

要
素

は
な

い
1
6
.
1

1
.
0

4
.
4

不
明

3
.
3

0
.
7

5
8
.
7

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
資

料
出

所
　

厚
生

労
働

省
「

賃
金

引
上

げ
等

の
実

態
に

関
す

る
調

査
特

別
集

計
」

（
注

）
１

　
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

１
人

（
注

）
（

　
）

内
は

賃
金

の
改

定
を

実
施

又
は

予
定

し
て

い
る

企
業

及
び

賃
金

の
改

定
を

実
施

　
　

　
　

平
均

所
定

内
賃

金
の

改
定

額
、

改
定

率
で

あ
る

。
　

　
　

し
な

い
企

業
に

占
め

る
賃

金
の

改
定

状
況

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
割

合
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

加
重

平
均

と
は

常
用

労
働

者
数

に
よ

る
加

重
平

均
、

単
純

平
均

と
は

企
業

数
　

　
　

　
に

よ
る

平
均

で
あ

る
。

賃
金

の
改

定
を

実
施

し
な

い
企

業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

を
引

き
上

げ
た

・
引

き
上

げ
る

企
業

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
を

引
き

下
げ

た
・

引
き

下
げ

る
企

業

-
1
3
-
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５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

連
合

第
６

回
 回

答
集

計
結

果
(令

和
3
年

6
月

4
日

)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（参
考

）昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

1,
69

1組
合

1,
15

9,
43

9人
1
,6

4
4
組

合
1
,3

2
3
,4

2
8
人

1,
06

0組
合

76
1,

12
0人

1
,1

9
1
組

合
7
4
2
,7

8
4
人

1,
73

9組
合

1,
69

6,
66

3人
1
,7

9
5
組

合
1
,7

5
3
,3

4
1
人

93
3組

合
1,

01
7,

19
6人

1
,0

8
6
組

合
1
,0

4
5
,1

4
5
人

注
　

（１
）△

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 （
２

）数
値

は
組

合
員

一
人

当
た

り
の

加
重

平
均

。
　

　
 （

３
）2

02
0年

回
答

の
数

値
は

20
20

年
6月

5日
付

　
第

6回
集

計
結

果

経
団

連
第

1回
集

計
(令

和
3
年

6
月

  
日

)

社
数

妥
結

額
増

減
率

（％
）

社
数

妥
結

額
増

減
率

（
％

）

総
平

均
－

－
－

86
92

5,
94

7
△

 6
.0

0

製
造

業
平

均
－

－
－

79
90

0,
96

0
△

 5
.1

4

非
製

造
業

平
均

－
－

－
7

1,
07

9,
91

5
△

 9
.8

8
注

 （
１

）　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
東

証
一

部
上

場
の

従
業

員
数

50
0人

以
上

。
　

　
（２

） 
 2

02
1年

夏
季

の
数

値
は

公
表

前
。

　
　

（３
）　

数
値

は
組

合
員

一
人

当
た

り
の

加
重

平
均

（一
部

従
業

員
平

均
含

む
）。

　
　

（４
）　

20
20

年
夏

季
の

数
値

は
、

20
20

年
6月

17
日

付
第

1回
集

計
結

果
。

調
査

対
象

は
主

要
2
1
業

種
・
大

手
2
5
7
社

。
　

　
  
 　

18
業

種
14

4社
（5

6.
0％

）で
妥

結
が

出
て

い
る

が
、

こ
の

う
ち

58
社

は
平

均
額

不
明

な
ど

の
た

め
集

計
よ

り
除

外
。

　
　

（５
）　

増
減

率
は

、
各

年
の

集
計

企
業

の
前

年
の

妥
結

額
か

ら
の

増
減

率
を

示
し

た
も

の
（同

対
象

比
較

）
。

２
０

２
１

年
夏

季
２

０
２

０
年

夏
季

2
5
,5

9
3
円

6
8
0
,0

3
3
円

年 間

回
答

月
数

4.
63

ヶ
月

△
0.

2
0
ヶ

月

4
.8

3
ヶ

月

回
答

額
1,

57
0,

25
7円

△
1
6
,0

5
7
円

1
,5

8
6
,3

1
4
円

一
時

金
20

21
回

答
2
0
2
0
回

答

夏 季

回
答

月
数

2.
26

ヶ
月

△
0.

0
2
ヶ

月

2
.2

8
ヶ

月

回
答

額
70

5,
62

6円

-
1
4
-
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６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

全
国

△
 
0
.
3

0
.
0

0
.
5

3
.
3

1
.
0

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
0

△
 
0
.
7

△
 
0
.
5

△
 
0
.
2

△
 
0
.
5

△
 
0
.
1

Ａ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
5

0
.
0

0
.
4

3
.
0

1
.
2

△
 
0
.
1

0
.
3

1
.
1

0
.
6

△
 
0
.
1

△
 
0
.
9

△
 
0
.
7

△
 
0
.
5

△
 
1
.
0

△
 
0
.
6

Ｂ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
3

0
.
1

0
.
5

3
.
3

1
.
2

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
0

△
 
0
.
8

△
 
0
.
5

△
 
0
.
3

△
 
0
.
6

△
 
0
.
1

Ｃ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
3

△
 
0
.
1

0
.
4

3
.
3

1
.
0

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
0

△
 
0
.
4

△
 
0
.
2

0
.
0

△
 
0
.
4

0
.
0

Ｄ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
2

0
.
0

0
.
3

3
.
2

0
.
9

0
.
0

0
.
7

1
.
2

0
.
5

△
 
0
.
2

△
 
0
.
5

△
 
0
.
3

0
.
1

△
 
0
.
4

0
.
2

資
料

出
所

　
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」

（
注

）
１

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
を

用
い

た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
の

数
値

は
都

道
府

県
の

県
庁

所
在

地
に

お
け

る
指

数
を

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

単
純

平
均

し
、

そ
の

対
前

年
上

昇
率

を
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

2
5
年

平
成

2
3
年

2
4
年

２
年

令
和

３
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

-
1
5
-
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７
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（時
間

額
）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成
23

年
24

年
25
年

26
年

27
年

28
年

2
9
年

3
0
年

令
和
元
年

２
年

７
３
７

７
４
９

７
６

４
７

８
０

７
９

８
８

２
３

８
４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

１
．
７

２
．
１

１
．

９
２

．
０

１
．

９
２

．
７

１
．
７

１
．
９

１
．
６

２
．
０

３
．
４

４
．
９

７
．

４
７

．
３

９
．

０
１

１
．

１
１
１
．
９

１
３
．
８

１
６
．
３

４
．
７

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
）
１
　
最
低
賃
金
額
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
事
業
所
規
模
30
人
未
満
（
製
造
業
等
は
10
0人

未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）

-
1
6
-

23



８
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
未

満
率

及
び

影
響

率
未
満

率
及

び
影

響
率

の
イ

メ
ー

ジ
図

従
来
の
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

未
満
率

１
．
８

１
．
８

２
．
０

１
．
９

１
．
９

１
．
５

１
．
５

１
．
６

１
．
９

－

影
響
率

２
．
５

２
．
８

３
．
６

３
．
６

４
．
０

４
．
５

４
．
９

５
．
１

６
．
０

－

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
４
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
一
部
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
除
く
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
令
和
２
年
よ
り
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
が
調
査
事
項
か
ら
廃
止
さ
れ
、

　
　
　
　
　
な
お
か
つ
集
計
方
法
も
変
更
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
特
別
集
計
値
と
同
じ
集
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

令
和
２
年
に
変
更
さ
れ
た
集
計
方
法
に
基
づ
く
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

※
曲
線
は
、
賃
金
額
を
横
軸
に
と
っ
た
と
き
の
労
働
者
分
布
を
表
し
て
い
る
。

未
満
率

－
－

－
－

１
．
７

１
．
３

１
．
３

１
．
３

１
．
８

２
．
０

影
響
率

－
－

－
－

４
．
０

４
．
３

４
．
８

４
．
８

６
．
１

２
．
５

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
全
て
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
平
成
27
年
～
令
和
元
年
の
値
は
、
時
系
列
比
較
を
行
う
た
め
、
令
和
２
年
調
査
と
同
じ
集
計
方
法
で
集
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

改 正 前 最 低 賃 金 額

改 正 後 最 低 賃 金 額

賃
金
額

労 働 者 数

影
響
率

未
満
率

-
1
7
-

24



９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
＝

②
／

③
①

／
④

⑤
⑥

⑦
＝

⑤
／

⑥
①

／
⑦

（
円

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
3
年

7
3
7

2
9
6
.
8

1
6
6

1
,
7
8
8

4
1
.
2

2
5
7
.
4

1
7
2

1
,
4
9
7

4
9
.
2

2
4
年

7
4
9

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

4
1
.
5

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

4
9
.
9

2
5
年

7
6
4

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

4
2
.
1

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

4
9
.
7

2
6
年

7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

2
7
年

7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

2
8
年

8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

2
9
年

8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

3
0
年

8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和

元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

２
年

9
0
2

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

4
8
.
4

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

5
5
.
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
及

び
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の

調
査

結
果

を
　

　
　

　
単

純
比

較
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

時
間

額
比

一
般

労
働

者
（

男
女

計
）

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

所
定

内
給

与
(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
所

定
内

給
与

(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

-
1
8
-
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
短

時
間

労
働

者
）

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
男

女
計

）
（

女
性

）
（

男
女

計
）

（
女

性
）

年
①

②
①

／
②

③
①

／
③

④
①

／
④

⑤
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
3
年

7
3
7

1
,
0
1
5

7
2
.
6

9
8
8

7
4
.
6

1
,
0
2
4

7
2
.
0

9
8
8

7
4
.
6

2
4
年

7
4
9

1
,
0
2
6

7
3
.
0

1
,
0
0
1

7
4
.
8

1
,
0
3
8

7
2
.
2

1
,
0
0
2

7
4
.
8

2
5
年

7
6
4

1
,
0
3
0

7
4
.
2

1
,
0
0
7

7
5
.
9

1
,
0
2
9

7
4
.
2

9
9
7

7
6
.
6

2
6
年

7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

2
7
年

7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

2
8
年

8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

2
9
年

8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

3
0
年

8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和

元
年

9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

平
成

2
7
年

7
9
8

1
,
2
0
0

6
6
.
5

1
,
0
8
9

7
3
.
3

1
,
1
5
4

6
9
.
2

1
,
0
7
0

7
4
.
6

2
8
年

8
2
3

1
,
2
3
8

6
6
.
5

1
,
1
1
6

7
3
.
7

1
,
1
8
0

6
9
.
7

1
,
0
8
6

7
5
.
8

2
9
年

8
4
8

1
,
2
3
5

6
8
.
7

1
,
1
3
0

7
5
.
0

1
,
1
7
2

7
2
.
4

1
,
0
9
1

7
7
.
7

3
0
年

8
7
4

1
,
2
8
0

6
8
.
3

1
,
1
7
1

7
4
.
6

1
,
2
3
4

7
0
.
8

1
,
1
3
2

7
7
.
2

令
和

元
年

9
0
1

1
,
3
0
4

6
9
.
1

1
,
1
8
4

7
6
.
1

1
,
2
5
6

7
1
.
7

1
,
1
5
3

7
8
.
1

２
年

9
0
2

1
,
4
1
2

6
3
.
9

1
,
3
2
1

6
8
.
3

1
,
3
7
8

6
5
.
5

1
,
3
0
6

6
9
.
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
①

、
②

の
と

お
り

集
計

方
法

の
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

そ
の

ま
ま

で
は

令
和

２
年

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

以
前

　
　

　
　

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
7
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

掲
載

　
　

　
　

し
て

い
る

。
　

　
　

　
①

　
復

元
倍

率
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

回
収

率
等

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

見
直

し
を

行
う

。
　

　
　

　
②

　
短

時
間

労
働

者
の

集
計

範
囲

に
つ

い
て

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
大

学
教

授
等

特
定

の
職

種
で

１
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
て

い
る

者
を

除
外

し
て

　
　

　
　

　
い

た
が

、
見

直
し

後
は

こ
れ

ら
の

者
を

除
外

せ
ず

集
計

範
囲

に
含

め
る

。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法

短
時

間
労

働
者

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比

-
1
9
-

26



９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
毎

月
勤

労
統

計
調

査
、

産
業

計
・

事
業

所
規

模
3
0
人

以
上

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
5
年

7
6
4

2
6
6
,
8
6
0

1
8
.
9

1
3
6
.
9

1
4
,
1
2
0

1
,
9
4
9

3
9
.
2

2
6
年

7
8
0

2
6
8
,
8
8
1

1
8
.
9

1
3
6
.
3

1
4
,
2
2
7

1
,
9
7
3

3
9
.
5

2
7
年

7
9
8

2
6
5
,
5
4
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
1
2
4

1
,
9
5
5

4
0
.
8

2
8
年

8
2
3

2
6
7
,
2
1
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
2
1
3

1
,
9
6
8

4
1
.
8

2
9
年

8
4
8

2
6
8
,
7
3
6

1
8
.
7

1
3
5
.
7

1
4
,
3
7
1

1
,
9
8
0

4
2
.
8

3
0
年

8
7
4

2
7
0
,
6
9
4

1
8
.
6

1
3
4
.
9

1
4
,
5
5
3

2
,
0
0
7

4
3
.
6

令
和

元
年

9
0
1

2
7
0
,
8
4
7

1
8
.
2

1
3
2
.
0

1
4
,
8
8
5

2
,
0
5
1

4
3
.
9

２
年

9
0
2

2
7
1
,
0
2
5

1
7
.
9

1
2
9
.
6

1
5
,
1
4
1

2
,
0
9
1

4
3
.
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

計
・

事
業

所
規

模
３

０
人

以
上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比

-
2
0
-

27



1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　
(1
)
　
日
銀
短
観
に
よ
る
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

平
成

31
年

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

最
近

先
行

き

製
造
業

18
17

16
16

7
3

-1
-4

-1
2

-3
9

-3
7

-2
0

-6
-
7

非
製
造
業

15
15

14
15

15
14

14
11

1
-2

5
-2

1
-1

1
-9

-
1
2

製
造
業

24
21

19
19

12
7

5
0

-8
-3

4
-2

7
-1

0
5

4

非
製
造
業

23
24

22
24

21
23

21
20

8
-1

7
-1

2
-5

-1
-
1

製
造
業

19
20

15
17

7
5

2
1

-8
-3

6
-3

4
-1

7
-2

-
6

非
製
造
業

21
20

18
17

18
18

18
14

0
-2

7
-2

3
-1

4
-1

1
-
1
2

製
造
業

15
14

14
14

6
-1

-4
-9

-1
5

-4
5

-4
4

-2
7

-1
3

-
1
2

非
製
造
業

10
8

10
11

12
10

10
7

-1
-2

6
-2

2
-1

2
-1

1
-
1
6

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（

日
銀

短
観

）

（
注
）
１
 調

査
対
象

調
査
対
象
企
業
は
下
表
の
と
お
り

で
あ

る
。

な
お

、
平

成
30

年
３

月
調

査
に

お
い

て
「

平
成

26
年

経
済

セ
ン

サ
ス

‐
基

礎
調

査
」

に
基

づ
く

調
査

対
象

企
業

の
見

直
し

を

行
っ
て
い
る
（
前
回
の
見
直
し
は

平
成

27
年

３
月

調
査

）
。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
平

成
30

年
３

月
調

査
の

時
点

で
、

10
,0

20
で

あ
る

。

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

　
　
　
２
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

(1
)　

回
答
企
業
の
収
益
を
中
心
と
し
た
、
業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
　
季
節
変
動
を
除
い
た
実
勢
ベ
ー
ス
で
、
３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、

「
３

．
悪

い
」

）
の

中
か

ら
１

つ
を

選
び

回
答

し
て

も
ら

う
。

(2
)　

３
つ
の
選
択
肢
毎
の
回
答
社
数
を
単
純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　
そ
し
て
、
次
式
に
よ
り
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

Di
ff

us
io

nI
nd

ex
）

を
算

出
す

る
。

令
和

３
年

３
月

規
模
計

1億
円
以
上
10

億
円
未

満

平
成
30

年

大
企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

資
本
金

10
億
円
以
上

令
和

元
年

令
和

２
年

2千
万
円
以
上
1億

円
未
満

Ｄ
.Ｉ

.＝
（
第
１
選
択
肢
の
回
答
者
数
構
成

百
分

比
）

－
（

第
３

選
択

肢
の

回
答

者
数

構
成

百
分

比
）

-
2
1
-
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ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

平
成

3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
3
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
3
年

度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
-
0
.
3

-
1
5
.
9

-
1
8
.
6

4
.
2

製
造

業
7
.
0
9

6
.
1
4

5
.
4
4

5
.
5
0

非
製

造
業

0
.
9

-
5
.
1

-
3
7
.
7

1
2
.
2

非
製

造
業

5
.
0
1

4
.
7
8

3
.
2
4

3
.
5
7

製
造

業
-
0
.
9

-
1
7
.
5

-
1
7
.
5

1
.
8

製
造

業
8
.
2
1

7
.
0
0

6
.
3
0

6
.
2
5

非
製

造
業

-
0
.
1

-
7
.
8

-
4
2
.
3

5
.
6

非
製

造
業

6
.
5
3

6
.
1
8

3
.
9
1

4
.
0
6

製
造

業
5
.
8

-
3
.
1

-
1
9
.
5

5
.
4

製
造

業
5
.
3
3

5
.
2
2

4
.
5
2

4
.
5
7

非
製

造
業

4
.
0

-
2
.
8

-
3
2
.
5

1
6
.
9

非
製

造
業

3
.
8
8

3
.
7
0

2
.
7
1

3
.
0
8

製
造

業
-
1
.
8

-
1
8
.
1

-
2
5
.
5

2
0
.
6

製
造

業
4
.
5
2

3
.
8
0

3
.
1
0

3
.
6
2

非
製

造
業

1
.
1

0
.
7

-
3
0
.
1

2
2
.
9

非
製

造
業

3
.
5
1

3
.
5
3

2
.
6
8

3
.
2
2

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

の
方

法
に

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
よ

り
母

集
団

推
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
「

経
済

セ
ン

サ
ス

」
（

総
務

省
・

経
済

産
業

　
除

し
て

、
売

上
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
省

）
を

ベ
ー

ス
と

し
た

層
別

の
母

集
団

数
を

乗
じ

、
こ

れ
を

合
計

し
た

推
計

値
を

、

　
前

期
値

と
比

較
し

て
率

を
算

出
す

る
。

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
2
-

29



（
注

）
1
.
シ

ャ
ド

ー
は

、
景

気
後

退
期

（
内

閣
府

調
べ

）
。

グ
ラ

フ
右

上
部

に
あ

る
△

は
直

近
の

景
気

の
山

。
以

下
同

じ
。

 
 
 
 
 
 
2
.
2
0
0
4
年

3
月

調
査

よ
り

調
査

対
象

企
業

等
の

見
直

し
を

行
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

以
前

と
2
0
0
4
年

3
月

調
査

以
降

の
計

数
は

連
続

し
な

い
(
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

に
つ

い
て

は
、

新
ベ

ー
ス

に
よ

る

 
 
 
 
 
 
 
 
再

集
計

結
果

を
併

記
）

。
以

下
同

じ
。

▽
業
況
判

断
の

推
移

資
料
出
所
　
日
本
銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
（

日
銀

短
観

）
」

（
2
02

1
年

３
月

調
査

）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

－
23
－
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▽
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

製
  
造
  
業

非
 製

 造
 業

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

（
日

銀
短

観
）

」
（

20
21
年
３
月
調
査
）

－
24
－

31



　
(
2
)
　

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企

業
収

益

（
単

位
：

億
円

、
％

）

1
1
.
4

0
.
4

▲
 
1
4
.
9

▲
 
2
8
.
4

▲
 
4
6
.
6

▲
 
2
8
.
4

▲
 
0
.
7

2
6
.
0

　
資

本
金

規
模

1
0
億

円
以

上

　
　

前
年

同
期

比
9
.
1

4
.
2

▲
 
1
3
.
6

▲
 
3
7
.
4

▲
 
3
0
.
6

▲
 
2
6
.
2

▲
 
1
3
.
9

4
8
.
9

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円

　
　

前
年

同
期

比
1
6
.
3

5
.
1

▲
 
1
5
.
6

▲
 
2
3
.
9

▲
 
6
0
.
1

▲
 
2
3
.
5

7
.
3

2
1
.
7

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円

　
　

前
年

同
期

比
1
3
.
3

▲
 
1
1
.
2

▲
 
1
6
.
0

▲
 
1
6
.
8

▲
 
7
9
.
6

▲
 
3
5
.
4

2
4
.
6

1
.
6

5
.
4

5
.
5

4
.
8

4
.
6

4
.
4

4
.
0

5
.
6

6
.
0

　
資

本
金

規
模

1
0
億

円
以

上
8
.
1

8
.
2

7
.
4

4
.
9

8
.
7

5
.
3

6
.
9

7
.
3

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
4
.
5

4
.
6

4
.
0

3
.
7

1
.
9

3
.
7

4
.
5

4
.
9

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
3
.
8

3
.
6

3
.
1

4
.
8

1
.
1

2
.
8

4
.
7

5
.
1

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
　

金
融

業
、

保
険

業
を

除
く

全
産

業
。

5
9
,
3
4
3

6
1
,
9
4
7

1
5
4
,
4
3
8

売 上 高 経 常 利 益 率

規
模

計

経 常 利 益

規
模

計

9
3
,
7
8
7

1
0
5
,
0
2
7

1
3
0
,
0
4
5

1
3
6
,
6
1
7

1
1
5
,
3
0
6

2
7
,
7
5
2

3
3
,
7
7
3

3
1
,
3
7
5

1
1
,
2
3
8

8
3
5
,
5
4
3

6
0
,
9
7
3

1
2
,
0
4
6

3
2
,
6
6
0

2
0
6
,
8
8
3

1
8
3
,
7
8
9

6
7
,
2
9
9

2
4
,
0
2
5

2
0
0
,
7
4
6

前
年

同
期

比

4
6
2
,
9
9
8

4
8
2
,
3
7
8

4
1
6
,
9
9
5

7
0
,
5
3
7

1
0
0
,
8
5
6

8
3
9
,
1
7
7

7
1
4
,
3
8
5

1
5
9
,
2
6
2

1
2
4
,
1
4
0

1
2
3
,
9
8
4

1
8
4
,
5
0
5

令
和

２
年

令
和

３
年

１
～

３
月

期
４

～
６

月
期

７
～

９
月

期
1
0
～

1
2
月

期
１

～
３

月
期

令
和

元
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

-
2
5
-
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(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

平
成

3
1
年

令
和

３
年

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

合
計

-
1
9
.
3

-
1
6
.
1

-
1
8
.
5

-
1
8
.
0

-
2
0
.
1

-
1
7
.
3

-
1
9
.
7

-
2
3
.
9

-
3
2
.
6

-
6
6
.
7

-
5
7
.
2

-
4
6
.
4

-
4
4
.
7

製
造

業
-
1
1
.
7

-
9
.
4

-
1
3
.
4

-
1
2
.
5

-
1
8
.
2

-
1
7
.
2

-
2
1
.
9

-
2
5
.
9

-
3
7
.
3

-
7
0
.
3

-
6
5
.
2

-
5
4
.
2

-
4
4
.
5

建
設

業
-
7
.
1

-
6
.
6

-
7
.
9

-
3
.
8

-
4
.
3

-
1
.
9

-
1
.
9

-
3
.
4

-
1
1
.
6

-
3
8
.
1

-
3
1
.
7

-
2
3
.
9

-
1
9
.
0

卸
売

業
-
1
4
.
8

-
1
5
.
9

-
1
4
.
7

-
1
3
.
8

-
2
0
.
1

-
2
0
.
2

-
2
2
.
2

-
2
8
.
1

-
3
7
.
9

-
6
9
.
8

-
6
2
.
7

-
5
0
.
0

-
4
4
.
6

小
売

業
-
3
3
.
6

-
3
0
.
0

-
3
1
.
4

-
3
1
.
0

-
3
2
.
2

-
2
9
.
2

-
3
0
.
4

-
3
6
.
2

-
4
1
.
0

-
7
0
.
4

-
5
7
.
5

-
4
6
.
6

-
4
7
.
7

サ
ー

ビ
ス

業
-
2
0
.
0

-
1
4
.
6

-
1
7
.
7

-
1
8
.
6

-
1
8
.
5

-
1
3
.
9

-
1
6
.
6

-
2
0
.
6

-
2
9
.
9

-
7
2
.
0

-
6
0
.
4

-
4
8
.
5

-
5
3
.
3

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
：

資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
３

０
０

人
以

下
卸

売
業

：
資

本
金

１
億

円
以

下
又

は
従

業
員

１
０

０
人

以
下

　
　

　
　

小
売

業
：

資
本

金
５

千
万

円
以

下
又

は
従

業
員

５
０

人
以

下
サ

ー
ビ

ス
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

元
年

令
和

２
年

平
成

3
0
年

-
2
6
-
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▲
80

▲
70

▲
60

▲
50

▲
40

▲
30

▲
20

▲
10010

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

平
成

27
年

28
年

29
年

30
年

31
年

令
和

元
年

2
年

３
年

業
況

判
断

D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業

建
設

業

卸
売

業

小
売

業

サ
ー

ビ
ス

業

（期
）

（年
）

資
料

出
所

中
小

企
業

庁
「中

小
企

業
景

況
調

査
」

（％
ポ

イ
ン

ト
）

（注
）前

年
同

期
比

「好
転

」－
「悪

化
」

-
2
7
-

34



１
１

　
法

人
企

業
統

計
で

み
た

労
働

生
産

性
の

推
移

年
度

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

22
年

度
67

1
4.

7
1,

04
6

14
.9

54
8

4.
4

41
7

6
.6

9
2
9

4
.1

5
5
2

0
.7

4
4
5

▲
 0

.2

23
年

度
66

8
▲

 0
.4

1,
01

7
▲

 2
.8

54
4

▲
 0

.7
43

8
5
.0

9
1
6

▲
 1

.4
5
5
5

0
.5

4
8
6

9
.2

24
年

度
66

6
▲

 0
.3

1,
02

3
0.

6
53

5
▲

 1
.7

43
4

▲
 0

.9
9
3
6

2
.2

5
5
0

▲
 0

.9
4
7
9

▲
 1

.4

25
年

度
69

0
3.

6
1,

13
5

10
.9

54
3

1.
5

45
3

4
.4

9
6
4

3
.0

5
5
9

1
.6

4
7
8

▲
 0

.2

26
年

度
70

5
2.

2
1,

14
9

1.
2

54
7

0.
7

44
6

▲
 1

.5
9
7
2

0
.8

5
7
0

2
.0

4
9
0

2
.5

27
年

度
72

5
2.

8
1,

13
7

▲
 1

.0
55

5
1.

5
52

1
1
6
.8

1
,0

0
7

3
.6

5
8
6

2
.8

4
9
1

0
.2

28
年

度
72

7
0.

3
1,

15
8

1.
8

55
4

▲
 0

.2
52

7
1
.2

1
,0

3
3

2
.6

5
8
2

▲
 0

.7
5
0
3

2
.4

29
年

度
73

9
1.

7
1,

22
7

6.
0

57
2

3.
2

48
4

▲
 8

.2
1
,0

3
6

0
.3

5
9
1

1
.5

5
0
2

▲
 0

.2

30
年

度
73

0
▲

 1
.2

1,
20

1
▲

 2
.1

57
0

▲
 0

.3
48

5
0
.2

1
,0

5
9

2
.2

5
6
6

▲
 4

.2
4
9
4

▲
 1

.6

令
和

元
年

度
71

5
▲

 2
.1

1,
10

4
▲

 8
.1

55
1

▲
 3

.3
46

7
▲

 3
.7

1
,0

3
5

▲
 2

.3
5
5
1

▲
 2

.7
4
9
6

0
.4

（資
料

出
所

）　
法

人
企

業
統

計
 年

次
別

調
査

 ｢
金

融
業

、
保

険
業

以
外

の
業

種
｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（労

働
生

産
性

）　
＝

　
付

加
価

値
額

　
/　

従
業

員
数

 

「付
加

価
値

額
」の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（営
業

利
益

－
支

払
利

息
等

）＋
役

員
給

与
＋

役
員

賞
与

＋
従

業
員

給
与

＋
従

業
員

賞
与

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「従
業

員
数

」は
常

用
者

の
期

中
平

均
人

員
と

、
当

期
中

の
臨

時
従

業
員

（総
従

事
時

間
数

を
常

用
者

の
１

か
月

平
均

労
働

時
間

数
で

除
し

た
も

の
）
と

の
合

計
 

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

（
単

位
：
万

円
、

％
）

産
業

・資
本

金
規

模
計

製
造

業
非

製
造

業

資
本

金
１

億
円

以
上

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満
資

本
金

１
億

円
以

上

-2
8-
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（
資

料
出

所
）
　

法
人

企
業

統
計

 年
次

別
調

査
 ｢

金
融

業
、

保
険

業
以

外
の

業
種

｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（
労

働
生

産
性

）
　

＝
　

付
加

価
値

額
　

/
　

従
業

員
数

 

「
付

加
価

値
額

」
の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

［
平

成
1
8
年

度
（
2
0
0
6
年

度
）
調

査
以

前
］
 

［
平

成
1
9
年

度
（
2
0
0
7
年

度
）
調

査
以

降
］
 

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
従

業
員

給
与

 
付

加
価

値
額

＝
営

業
純

益
（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
役

員
賞

与
＋

従
業

員
給

与
＋

従
業

員
賞

与
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
＋

福
利

厚
生

費
＋

支
払

利
息

等
＋

動
産

・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「
従

業
員

数
」
は

常
用

者
の

期
中

平
均

人
員

と
、

当
期

中
の

臨
時

従
業

員
（
総

従
事

時
間

数
を

常
用

者
の

１
か

月
平

均
労

働
時

間
数

で
除

し
た

も
の

）
と

の
合

計
で

あ
る

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

1
4
0
0

6
2

昭
和

6
3

元

平
成

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

元

令
和

①
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

②
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

③
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）
④

非
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

⑤
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

⑥
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）

（万
円

）

［
年

度
］

④①

⑥

③

⑤
②

-
2
9
-
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京
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0
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0
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各

ラ
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成
2
9
年

度
か

ら
の

適
用

区
分

で
あ

る
（

以
下

同
じ

）
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２

　
各

指
数

に
つ

い
て

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。
　

　
　

３
　

１
人

あ
た

り
県

民
所

得
は

、
平

成
2
3
年

基
準

（
2
0
0
8
S
N
A
）

。

Ａ ラ ン ク

（
千

円
）

（
千

円
）

１
人
当
た
り
県
民
所
得
（

平
成

29
年

度
）

標
準

生
計

費
（

月
額

、
令

和
2
年

４
月

）
新

規
学

卒
者

(高
卒

)の
所

定
内

給
与

額
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業
計

､企
業

規
模

10
人

以
上

､令
和

２
年

)
男

性
女

性

厚
生

労
働

省
「

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

」

Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

資
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出
所

内
閣

府
「

県
民

経
済

計
算
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都

道
府

県
人

事
委

員
会

「
給

与
勧

告
（

参
考

資
料

）
」

-
3
0
-
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3

2.
9

2.
9

2.
4

2.
1

1.
8

2.
1

2.
4

3.
0

鹿
児

島
4
.8

4
.5

4.
3

3.
9

3.
5

2.
9

2.
9

2.
5

2.
6

2.
8

2.
8

佐
賀

4
.2

3
.8

3.
4

3.
4

3.
0

2.
1

2.
0

1.
6

1.
9

2.
0

1.
4

青
森

6
.2

5
.3

4.
9

4.
2

4.
2

3.
6

3.
0

2.
7

2.
5

3.
0

3.
6

秋
田

5
.2

4
.4

4.
0

3.
7

3.
5

3.
2

2.
8

2.
6

2.
8

3.
0

3.
4

宮
崎

4
.4

4
.3

3.
7

3.
1

3.
2

2.
3

2.
0

1.
4

1.
6

2.
1

2.
5

沖
縄

6
.9

6
.8

5.
7

5.
4

5.
1

4.
4

3.
8

3.
4

2.
7

3.
3

3.
8

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

　
　

　
　

注
意

が
必

要
。

　
　

　
４

　
平

成
23

年
の

岩
手

県
、

宮
城

県
及

び
福

島
県

に
つ

い
て

は
、

補
完

推
計

値
を

用
い

て
推

計
し

た
値

で
あ

る
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

  
 
  

 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

-
3
2
-

40



４
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

実
情

と
推

移
　
(1
)　

賃
金

　
　
定
期
給
与
の
推
移

(単
位

：
円

)
ラ

ン
ク

都
道

府
県

平
成

23
年

2
4年

2
5年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

東
京

36
8,

74
5

36
3
,2

6
7

3
63

,
9
82

36
5,

20
3

35
8,

96
3

35
7,

89
2

35
9,

25
5

36
1,

00
9

36
1,

56
2

－
神

奈
川

29
6,

50
8

29
4
,6

1
4

2
94

,
6
67

29
6,

71
7

30
1,

15
3

30
1,

20
5

30
4,

77
7

31
1,

75
8

30
9,

00
3

－
大

阪
31

1,
14

8
30

2
,9

9
7

2
99

,
3
02

30
1,

14
2

30
0,

75
1

30
1,

15
3

29
8,

03
1

29
8,

47
0

29
7,

35
3

－
愛

知
30

0,
14

4
29

4
,8

1
3

2
98

,
0
93

30
2,

81
7

30
5,

27
8

30
8,

27
1

30
7,

63
9

30
9,

84
2

30
9,

45
7

－
埼

玉
26

4,
47

9
25

8
,8

0
3

2
58

,
1
39

25
8,

45
1

25
0,

62
9

25
2,

46
7

25
5,

92
0

26
7,

49
3

26
7,

48
0

－
千

葉
26

5,
86

6
26

4
,8

7
2

2
64

,
1
07

26
0,

67
5

26
3,

35
4

26
4,

58
1

26
7,

51
2

26
9,

05
0

27
5,

33
0

－
京

都
27

7,
47

2
25

4
,2

7
2

2
56

,
0
79

26
0,

84
0

26
6,

27
2

26
8,

47
4

27
1,

02
6

26
8,

38
0

27
1,

01
1

－
兵

庫
26

9,
79

5
27

0
,5

6
9

2
73

,
2
12

27
6,

05
5

26
4,

31
1

26
8,

13
5

27
0,

60
1

28
2,

49
7

28
4,

18
4

－
静

岡
27

9,
99

9
27

6
,5

6
1

2
77

,
7
13

27
9,

57
0

27
3,

18
8

27
4,

15
7

27
4,

83
9

27
4,

63
1

27
6,

85
1

－
滋

賀
27

6,
91

7
27

5
,5

2
4

2
75

,
2
14

27
4,

64
7

28
7,

62
4

29
0,

23
1

28
8,

40
0

28
5,

70
0

29
0,

32
1

－
茨

城
27

9,
92

6
28

3
,5

3
9

2
81

,
9
40

28
3,

37
4

27
9,

69
9

28
2,

91
9

28
4,

83
1

29
0,

22
0

29
1,

25
7

－
栃

木
29

1,
11

0
28

6
,9

3
0

2
86

,
3
57

28
5,

24
8

28
1,

69
8

28
4,

33
6

28
7,

27
1

28
1,

88
0

27
9,

69
6

－
広

島
28

4,
23

6
26

6
,0

3
1

2
68

,
0
11

27
3,

07
0

28
3,

56
0

28
6,

96
2

29
0,

00
2

28
8,

11
3

28
9,

70
5

－
長

野
26

6,
60

9
26

8
,8

5
6

2
67

,
5
15

26
7,

79
1

27
4,

11
3

27
4,

31
2

27
6,

18
3

27
4,

73
8

27
4,

96
4

－
富

山
26

3,
74

1
27

1
,0

6
9

2
71

,
7
76

27
3,

59
0

27
1,

96
6

27
4,

81
0

27
3,

58
2

27
3,

64
6

27
2,

53
6

－
三

重
27

4,
91

1
28

2
,5

0
5

2
85

,
7
98

28
9,

35
6

27
5,

49
5

27
7,

99
3

28
1,

53
7

28
5,

76
0

28
7,

08
4

－
山

梨
26

5,
84

2
26

3
,2

7
4

2
63

,
6
08

26
6,

27
4

26
5,

27
4

26
6,

47
6

26
9,

77
8

27
3,

43
3

26
5,

39
5

－
群

馬
27

2,
59

7
27

1
,6

0
3

2
72

,
3
13

27
4,

91
8

27
2,

58
5

27
3,

94
3

28
0,

35
0

28
1,

06
2

26
8,

39
9

－
岡

山
29

1,
21

5
27

2
,8

5
8

2
76

,
1
63

27
7,

92
8

28
1,

69
8

28
1,

31
6

28
5,

78
9

26
9,

31
1

26
4,

82
8

－
石

川
26

9,
18

3
25

9
,4

5
2

2
59

,
8
53

26
4,

96
9

27
7,

96
8

27
9,

70
8

27
9,

83
4

27
8,

38
7

27
0,

27
1

－
香

川
26

0,
49

9
26

7
,4

0
7

2
65

,
1
93

26
7,

75
5

26
7,

76
6

26
6,

42
5

26
4,

92
8

27
5,

13
0

27
1,

07
3

－
奈

良
26

0,
02

4
25

2
,7

6
3

2
48

,
6
88

24
9,

90
8

24
9,

52
9

24
7,

71
6

25
0,

71
9

24
6,

58
5

24
5,

58
4

－
宮

城
27

0,
83

5
26

9
,2

2
2

2
69

,
4
45

27
6,

60
2

25
8,

08
4

25
9,

70
9

26
2,

28
3

26
9,

79
9

26
8,

95
4

－
福

岡
27

9,
23

5
27

1
,6

0
0

2
71

,
1
76

27
8,

45
9

27
5,

66
9

27
7,

90
3

28
0,

59
0

27
4,

89
3

26
9,

11
0

－
山

口
27

8,
42

3
26

7
,5

8
2

2
67

,
7
53

27
1,

12
1

27
1,

65
3

27
2,

01
3

27
2,

88
9

26
7,

64
9

26
0,

02
2

－
岐

阜
27

1,
14

8
25

6
,7

0
5

2
59

,
9
43

26
6,

47
5

26
3,

76
3

26
3,

14
3

26
3,

73
0

25
7,

31
8

26
3,

71
2

－
福

井
27

5,
38

7
26

7
,5

9
3

2
65

,
6
63

26
7,

57
4

27
7,

73
1

27
9,

57
8

28
2,

06
0

27
7,

40
7

27
9,

46
3

－
和

歌
山

25
3,

98
6

25
4
,8

6
8

2
52

,
9
35

25
5,

47
1

25
2,

88
6

25
2,

74
2

24
8,

30
7

25
6,

37
4

25
4,

27
1

－
北

海
道

25
0,

90
3

24
4
,7

2
9

2
44

,
8
61

24
8,

64
1

24
5,

19
1

24
6,

08
3

25
0,

40
6

26
1,

64
9

26
8,

98
8

－
新

潟
26

4,
83

4
26

3
,4

8
7

2
64

,
8
62

26
8,

29
3

25
8,

33
2

26
0,

72
2

26
4,

72
5

26
0,

12
0

25
0,

65
6

－
徳

島
26

4,
16

0
27

0
,6

9
8

2
65

,
2
38

26
9,

35
8

26
5,

22
4

26
6,

25
3

26
7,

23
6

26
6,

72
6

26
3,

21
7

－
福

島
25

7,
11

1
27

0
,2

4
0

2
68

,
1
99

26
9,

01
9

26
8,

83
8

27
0,

35
4

27
0,

46
2

27
0,

10
7

27
0,

60
1

－
大

分
25

0,
76

7
25

4
,2

6
7

2
52

,
8
65

25
5,

18
4

25
7,

00
0

25
8,

25
1

26
0,

74
4

25
3,

86
1

25
2,

01
9

－
山

形
26

1,
46

8
24

1
,8

4
2

2
43

,
8
98

24
7,

03
3

25
3,

75
9

25
4,

37
5

25
7,

28
7

26
0,

67
8

25
8,

97
5

－
愛

媛
24

9,
69

6
25

3
,5

6
2

2
53

,
7
40

25
5,

17
4

26
0,

26
5

26
2,

60
8

26
5,

11
7

25
0,

09
8

24
7,

72
3

－
島

根
25

3,
65

9
25

0
,2

9
9

2
53

,
1
20

25
8,

02
9

25
4,

88
3

25
8,

03
8

26
0,

04
2

26
0,

06
2

26
0,

84
1

－
鳥

取
24

0,
37

2
24

5
,0

3
0

2
45

,
0
68

24
8,

11
9

25
7,

03
0

25
9,

36
8

26
0,

37
4

25
1,

11
5

24
4,

31
9

－
熊

本
25

4,
54

1
25

3
,3

8
3

2
55

,
5
04

25
8,

57
6

25
9,

80
4

26
0,

63
0

26
4,

27
5

25
7,

68
0

25
6,

77
3

－
長

崎
24

9,
45

7
23

8
,8

1
6

2
35

,
9
05

23
8,

18
5

24
7,

42
1

24
7,

94
5

24
8,

93
7

24
4,

04
3

24
8,

75
1

－
高

知
25

9,
25

1
26

9
,0

2
4

2
66

,
8
30

26
8,

41
3

26
9,

47
1

26
6,

90
7

26
6,

31
5

24
7,

01
3

25
9,

22
0

－
岩

手
24

0,
75

8
24

1
,4

8
4

2
44

,
6
59

24
7,

27
4

23
9,

79
4

24
3,

46
3

24
2,

58
7

24
6,

89
5

25
0,

86
7

－
鹿

児
島

24
0,

77
9

23
6
,1

9
4

2
33

,
1
09

23
2,

75
9

22
6,

79
3

22
8,

37
2

23
0,

60
3

22
9,

38
8

23
3,

03
8

－
佐

賀
23

3,
14

1
24

1
,8

3
5

2
42

,
3
76

24
3,

10
5

25
2,

26
6

25
2,

62
5

25
5,

73
8

26
0,

74
8

24
6,

92
4

－
青

森
23

1,
24

2
22

7
,4

3
7

2
28

,
8
99

22
5,

81
1

23
7,

49
4

23
7,

20
2

23
7,

53
3

22
4,

89
6

23
0,

56
2

－
秋

田
23

0,
10

6
23

5
,2

5
8

2
34

,
9
83

24
0,

65
2

24
0,

19
9

24
3,

52
5

24
9,

04
0

25
0,

85
1

24
5,

12
7

－
宮

崎
23

2,
11

5
22

8
,3

6
5

2
26

,
9
24

22
9,

42
2

24
4,

15
8

24
5,

75
4

24
4,

29
8

23
4,

93
1

23
7,

61
2

－
沖

縄
23

3,
89

2
22

4
,6

9
9

2
26

,
9
07

23
0,

52
5

23
5,

52
4

23
8,

66
2

24
0,

67
1

23
3,

58
8

23
6,

19
4

－

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

令
和

２
年

結
果

は
、

令
和

３
年

７
月

公
表

予
定

。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク
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(2

)　
労
働
時
間

　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均
月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
（
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）

（
単

位
：

時
間

）
ラ

ン
ク

都
道
府
県

平
成
23
年

24
年

25
年

26
年

2
7年

2
8年

2
9年

30
年

令
和

元
年

２
年

平
成

2
3
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

東
京

1
49

.
5

15
2.

4
15

0.
1

14
9.

9
14

7
.
7

14
6
.
6

14
6
.7

14
6.

5
14

3.
2

-
13

.0
13

.7
13

.7
14

.0
13

.5
12

.7
12

.4
12

.3
13

.0
-

神
奈

川
1
42

.
3

14
3.

6
14

2.
3

14
2.

0
14

5
.
1

14
4
.
9

14
4
.8

14
1.

8
14

0.
2

-
13

.0
12

.0
12

.1
12

.7
13

.5
13

.1
12

.6
12

.6
13

.6
-

大
阪

1
48

.
3

14
7.

8
14

6.
4

14
7.

1
14

6
.
6

14
6
.
7

14
5
.2

14
3.

8
14

1.
9

-
11

.2
11

.9
11

.8
12

.6
12

.5
12

.5
12

.0
11

.5
11

.6
-

愛
知

1
51

.
6

15
2.

0
15

0.
8

15
1.

2
15

1
.
4

15
1
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99

.9
10

0.
0

- 
和

歌
山

1
01

.
8

1
0
1.

7
1
0
2.

0
10

0.
5

99
.7

99
.9

10
0.

1
10

0.
5

10
0.

0
- 

北
海

道
99

.
0

9
9.

3
1
0
0.

2
98

.7
98

.7
99

.1
99

.5
10

0.
7

10
0.

5
- 

新
潟

98
.
7

9
8.

6
9
9.

1
99

.0
99

.5
99

.3
99

.2
99

.1
99

.1
- 

徳
島

1
01

.
1

1
0
0.

3
9
9.

8
98

.6
99

.3
99

.8
99

.8
10

1.
2

10
1.

4
- 

福
島

1
01

.
4

1
0
1.

6
1
0
1.

4
10

1.
3

10
1.

5
10

1.
2

10
1.

1
10

0.
8

10
0.

8
- 

大
分

97
.
8

9
8.

6
9
8.

2
98

.3
98

.4
98

.0
97

.7
99

.1
99

.5
- 

山
形

1
01

.
0

1
0
1.

3
1
0
1.

5
10

0.
2

10
0.

4
10

0.
4

10
0.

4
10

0.
0

10
0.

6
- 

愛
媛

98
.
8

9
9.

6
9
8.

9
97

.6
98

.4
98

.3
98

.3
99

.0
98

.7
- 

島
根

1
01

.
0

1
0
1.

4
1
0
0.

7
10

0.
2

10
0.

7
10

0.
5

10
0.

1
10

0.
4

10
0.

3
- 

鳥
取

98
.
1

9
8.

4
9
8.

3
97

.8
97

.9
98

.0
98

.1
99

.0
98

.9
- 

熊
本

1
00

.
1

1
0
0.

6
1
0
0.

0
98

.9
98

.3
98

.6
98

.6
99

.4
99

.3
- 

長
崎

1
02

.
6

1
0
2.

3
1
0
2.

4
10

0.
3

10
2.

0
10

1.
8

10
1.

7
10

1.
0

10
0.

6
- 

高
知

99
.
2

9
9.

7
9
9.

8
98

.6
99

.2
99

.2
99

.5
10

0.
1

10
0.

4
- 

岩
手

99
.
1

9
8.

7
9
8.

9
97

.8
99

.3
99

.0
99

.4
99

.8
99

.4
- 

鹿
児

島
1
00

.
0

9
9.

3
9
8.

0
98

.1
97

.5
96

.6
97

.3
97

.6
97

.8
- 

佐
賀

97
.
4

9
8.

0
9
7.

5
96

.7
96

.9
96

.5
96

.5
97

.8
98

.1
- 

青
森

99
.
8

9
9.

5
9
9.

5
99

.3
99

.0
98

.9
98

.4
99

.2
99

.3
- 

秋
田

97
.
3

9
7.

3
9
7.

3
98

.1
98

.2
97

.7
98

.1
98

.6
98

.6
- 

宮
崎

96
.
7

9
7.

3
9
7.

1
96

.8
97

.3
96

.9
97

.4
97

.4
97

.5
- 

沖
縄

99
.
7

1
0
0.

1
1
0
1.

2
99

.1
98

.9
99

.1
98

.9
10

0.
4

10
0.

3
- 

資
料

出
所

　
総

務
省

「
小

売
物

価
統

計
調

査
（

構
造

編
）

」
（

平
成

25
年

以
前

は
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
に

よ
る

）
（

注
）

１
　

各
都

道
府

県
の

数
値

は
、

都
道

府
県

庁
所

在
都

市
の

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

令
和

２
年

結
果

は
、

令
和

３
年

９
月

公
表

予
定

。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

（
全

国
平

均
＝

10
0）

-
3
6
-
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平
成
28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

平
成
28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

東
　
京

7
3
7

7
5
0

7
9
7

8
1
2

-
1
.
4

1
.
7

6
.
3

1
.
9

-
神
奈
川

2
7
3

2
7
6

2
9
9

3
0
3

-
0
.
8

1
.
4

8
.
2

1
.
3

-
大
　
阪

3
8
4

3
9
2

3
8
9

3
9
4

-
2
.
3

2
.
0

△
 
0
.
7

1
.
2

-
愛
　
知

3
0
0

3
0
2

3
1
9

3
2
0

-
0
.
5

0
.
7

5
.
5

0
.
4

-
埼
　
玉

2
0
8

2
0
9

2
1
1

2
1
4

-
0
.
5

0
.
3

1
.
2

1
.
5

-
千
　
葉

1
6
8

1
6
9

1
7
4

1
7
2

-
0
.
4

0
.
8

2
.
6

△
 
0
.
9

-
京
　
都

8
7

8
8

9
2

9
5

-
0
.
7

1
.
0

4
.
2

4
.
1

-
兵
　
庫

1
7
2

1
7
2

1
8
0

1
8
2

-
0
.
7

△
 
0
.
2

4
.
7

0
.
9

-
静
　
岡

1
4
0

1
4
0

1
4
0

1
4
1

-
0
.
2

0
.
1

△
 
0
.
2

1
.
0

-
滋
　
賀

4
8

4
9

5
1

5
1

-
0
.
6

2
.
2

3
.
5

△
 
0
.
9

-
茨
　
城

1
0
0

1
0
0

9
9

9
9

-
0
.
6

0
.
3

△
 
0
.
5

△
 
0
.
4

-
栃
　
木

7
2

7
1

7
0

7
0

-
0
.
9

△
 
0
.
5

△
 
1
.
7

0
.
6

-
広
　
島

1
0
0

1
0
1

1
0
5

1
0
7

-
0
.
0

0
.
4

4
.
6

1
.
7

-
長
　
野

7
2

7
3

7
5

7
4

-
1
.
2

0
.
8

2
.
8

△
 
0
.
7

-
富
　
山

4
1

4
2

4
2

4
2

-
0
.
6

1
.
1

0
.
1

0
.
1

-
三
　
重

6
2

6
3

6
5

6
5

-
△

 
0
.
2

0
.
8

3
.
3

0
.
1

-
山
　
梨

2
7

2
8

2
9

2
9

-
0
.
0

1
.
4

4
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1

1
.
5

-
群
　
馬

7
1

7
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7
3

7
3

-
0
.
5

0
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3
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4

△
 
0
.
1

-
岡
　
山
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6
8

6
8

6
8

-
1
.
0

0
.
4

0
.
5

0
.
7

-
石
　
川

4
3

4
4

4
3

4
4

-
1
.
7

0
.
2

△
 
1
.
8

2
.
3

-
香
　
川

3
3

3
4

3
4

3
5

-
0
.
7

1
.
5

0
.
9

1
.
3

-
奈
　
良

3
4

3
3

3
9

3
9

-
0
.
7

△
 
1
.
7

1
6
.
4

0
.
2

-
宮
　
城

8
3

8
3

8
1

8
0

-
0
.
8

△
 
0
.
8

△
 
2
.
3

△
 
0
.
8

-
福
　
岡

1
6
6

1
6
6

1
8
0

1
8
0

-
△

 
1
.
1

0
.
3

8
.
4

△
 
0
.
3

-
山
　
口

4
9

5
0

4
8

4
9

-
1
.
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1
.
5

△
 
2
.
5

0
.
2

-
岐
　
阜

6
7

6
6

6
8

6
8

-
2
.
1

△
 
0
.
2

2
.
0

0
.
2

-
福
　
井

2
9

2
9

3
0

3
0

-
1
.
1

0
.
8

0
.
7

1
.
2

-
和
歌
山

2
8

2
8

2
9

2
9

-
3
.
1

0
.
9

3
.
3

0
.
1

-
北
海
道

1
7
5

1
7
7

1
7
7

1
7
9

-
△

 
0
.
1

0
.
9

△
 
0
.
3

1
.
4

-
新
　
潟

8
1

8
1

8
0

8
2

-
△

 
0
.
5

△
 
0
.
2

△
 
0
.
7

2
.
5

-
徳
　
島

2
3

2
3

2
4

2
3

-
0
.
9

△
 
0
.
1

4
.
4

△
 
1
.
4

-
福
　
島

6
7

6
8

6
5

6
6

-
0
.
1

1
.
2

△
 
4
.
3

1
.
7

-
大
　
分

3
9

3
9

3
8

3
8

-
0
.
4

0
.
2

△
 
2
.
5

0
.
2

-
山
　
形

3
8

3
8

3
8

3
8

-
0
.
3

0
.
5

△
 
0
.
9

1
.
3

-
愛
　
媛

4
3

4
3

4
5

4
6

-
0
.
0

0
.
4

3
.
8

1
.
4

-
島
　
根

2
3

2
4

2
3

2
4

-
0
.
1

1
.
7

△
 
1
.
2

1
.
1

-
鳥
　
取

1
8

1
8

1
8

1
8

-
0
.
4

0
.
9

△
 
3
.
7

1
.
2

-
熊
　
本

5
4

5
4

5
7

5
8

-
0
.
6

0
.
3

5
.
2

0
.
9

-
長
　
崎

4
2

4
2

4
3

4
3

-
0
.
8

△
 
0
.
1

1
.
9

1
.
1

-
高
　
知

2
1

2
2

2
3

2
3

-
2
.
0

2
.
2

2
.
8

0
.
9

-
岩
　
手

4
2

4
1

4
2

4
2

-
0
.
8

△
 
0
.
4

2
.
4

△
 
1
.
4

-
鹿
児
島

4
7

4
7

5
1

5
3

-
△

 
1
.
1

0
.
5

8
.
2

4
.
0

-
佐
　
賀

2
6

2
5

2
8

2
8

-
0
.
4

△
 
1
.
2

8
.
5

0
.
3

-
青
　
森

4
0

4
1

4
2

4
2

-
1
.
6

1
.
0

4
.
5

△
 
0
.
5

-
秋
　
田

3
2

3
2

3
3

3
3

-
1
.
5

0
.
4

2
.
1

0
.
5

-
宮
　
崎

3
1

3
1

3
4

3
5

-
△

 
1
.
2

0
.
5

9
.
5

1
.
4

-
沖
　
縄

4
1

4
1

4
6

4
7

-
1
.
3

1
.
5

1
1
.
0

2
.
2

-

4
,
8
7
7

5
,
0
0
3

4
,
9
8
1

5
,
0
7
8

5
,
1
3
0

2
.
1

2
.
5

1
.
1

2
.
0

1
.
0

　
６
　

労
働
者
数
等
の
推
移

　
　

(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

５
人

以
上

］
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン
ク

都
道

府
県

人
数

（
万

人
）

増
減

（
％

）

資
料
出
所
　
厚

生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注
）
１
　
事

業
所
規
模
５
人
以
上
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
全

国
計
の
数
値
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
全
国
調
査
の
結
果
で
あ
り
、
都
道
府
県
別
の

数
値
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

　
　
　
４
　
令

和
２
年
結
果
は
、
令
和
３
年
７
月
公
表
予
定
。

Ａ ラ ン ク B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国
計

　
　
　
３
　
各

都
道
府
県
の
増
減
率
は
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
常
用
労
働
者
数
か
ら
算
出
。
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平
成
28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

平
成
28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

東
　
京

9
5
3

9
8
3

1
,
0
0
6

1
,
0
2
8

1
,
0
3
9

1
.
9

3
.
1

2
.
3

2
.
2

1
.
0

神
奈
川

2
0
9

2
1
5

2
2
0

2
2
3

2
2
6

2
.
0

3
.
2

2
.
0

1
.
4

1
.
3

大
　
阪

3
4
4

3
5
4

3
6
2

3
6
8

3
7
0

1
.
4

2
.
8

2
.
2

1
.
7

0
.
7

愛
　
知

2
7
2

2
8
1

2
8
6

2
9
1

2
9
3

1
.
7

3
.
1

1
.
9

1
.
8

0
.
5

埼
　
玉

1
4
2

1
4
8

1
5
1

1
5
4

1
5
6

2
.
5

4
.
1

2
.
4

1
.
7

1
.
5

千
　
葉

1
1
4

1
1
9

1
2
2

1
2
4

1
2
6

2
.
5

4
.
6

2
.
4

2
.
0

1
.
5

京
　
都

7
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7
4

7
5

7
6

7
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1
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2
.
6

1
.
4

1
.
3
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.
8

兵
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3
4
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1
4
1

1
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2

1
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3

1
.
3

3
.
3

1
.
8

1
.
3

0
.
6

静
　
岡

1
1
2

1
1
5

1
1
7

1
1
8

1
1
8

1
.
1

3
.
0

1
.
5

1
.
2

0
.
2

滋
　
賀

3
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3
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3
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4
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.
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3
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1
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.
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3

茨
　
城
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1
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1
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.
9
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富
　
山
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1
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.
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福
　
岡
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2
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7
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7
7

1
.
7

3
.
6

2
.
0

1
.
5

1
.
4

山
　
口

3
9

4
0

4
1

4
1

4
1

1
.
6

2
.
6

1
.
0

0
.
7

0
.
0

岐
　
阜
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7

5
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6
0
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0

6
1

1
.
5

2
.
8

1
.
6

1
.
2

0
.
4

福
　
井

2
5

2
6
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6

2
6

2
6

1
.
1

2
.
8

1
.
1

0
.
9

0
.
3

和
歌
山

2
3

2
4

2
4

2
4

2
4

1
.
1

2
.
8

1
.
2

0
.
8

0
.
3

北
海
道

1
4
8

1
5
2

1
5
4

1
5
6

1
5
7

1
.
4

2
.
7

1
.
2

1
.
1

0
.
8

新
　
潟

7
1

7
2

7
3

7
3

7
3

0
.
6

1
.
6

1
.
2

0
.
6

△
 
0
.
3

徳
　
島

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

1
.
4

1
.
0

0
.
4

0
.
7

0
.
0

福
　
島

5
6

5
8

5
8

5
8

5
8

1
.
3

2
.
0

0
.
9

0
.
4

△
 
0
.
3

大
　
分

3
2

3
3

3
4

3
4

3
3

0
.
8

2
.
5

1
.
0

0
.
1

△
 
0
.
1

山
　
形

3
2

3
2

3
3

3
3

3
2

0
.
3

1
.
6

0
.
8

0
.
2

△
 
0
.
6

愛
　
媛

3
9

4
0

4
1

4
1

4
1

1
.
4

2
.
5

1
.
2

0
.
5

0
.
2

島
　
根

2
0

2
0

2
1

2
1

2
1

0
.
4

1
.
9

0
.
7

0
.
3

△
 
0
.
8

鳥
　
取

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
.
0

2
.
3

1
.
0

0
.
7

△
 
0
.
1

熊
　
本

4
6

4
8

4
9

4
9

5
0

0
.
8

2
.
5

2
.
4

1
.
1

0
.
7

長
　
崎

3
6

3
7

3
7

3
7

3
7

1
.
2

2
.
3

0
.
8

0
.
0

△
 
0
.
1

高
　
知

1
9

2
0

2
0

2
0

2
0

0
.
7

1
.
8

0
.
5

0
.
1

△
 
0
.
2

岩
　
手

3
6

3
7

3
7

3
7

3
7

0
.
4

1
.
6

0
.
6

0
.
2

△
 
0
.
4

鹿
児
島

4
4

4
5

4
6

4
6

4
6

0
.
7

2
.
2

0
.
9

0
.
8

0
.
3

佐
　
賀

2
3

2
4

2
4

2
4

2
4

1
.
0

1
.
9

1
.
2

0
.
6

0
.
4

青
　
森

3
5

3
6

3
6

3
6

3
6

0
.
6

1
.
7

0
.
7

0
.
3

△
 
0
.
5

秋
　
田

2
8

2
9

2
9

2
9

2
9

△
 
0
.
1

1
.
4

0
.
3

△
 
0
.
2

0
.
4

宮
　
崎

2
9

2
9

3
0

3
0

3
0

0
.
9

2
.
7

1
.
5

0
.
9

0
.
3

沖
　
縄

3
9

4
1

4
2

4
3

4
4

3
.
1

4
.
4

2
.
7

2
.
2

2
.
0

4
,
1
3
4

4
,
2
5
6

4
,
3
3
5

4
,
3
9
9

4
,
4
3
0

1
.
6

3
.
0

1
.
8

1
.
5

0
.
7

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

　
　
　
　
　
（

＝
雇
用
保
険
に
お
け
る
一
括
適
用
）

　
　
　
２
　
一

括
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
場
合
、
雇
用
保
険
デ
ー
タ
に
お
け
る
被
保
険
者
数
の
計
上

は
、
届
出
の
あ
っ
た
都
道
府
県
の
み
で
計
上
さ
れ
る
。

　
　
　
３
　
被

保
険
者
に
は
、
一
般
被
保
険
者
の
他
、
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
、
短
期
雇
用
特
例
被

保
険
者
、
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
含
む
。

　
　
　
４
　
一

般
被
保
険
者
の
雇
用
保
険
加
入
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20

時
間
以
上
及
び
31
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国
計

資
料
出
所
　
厚

生
労
働
省
「
雇
用
保
険
事
業
月
報
」

（
注
）
１
　
労

働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
ご
と
に
適
用
事
業
所
と
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
原
則
で

あ
る
が
、
本
社
の
み
で
労
務
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
本
社
が
支
社
を
一
括
し
て
適
用
事
業
所
の
届
出
を
行
う
場
合
が
あ
る
。

Ａ ラ ン ク

ラ
ン
ク

都
道

府
県

人
数

（
万

人
）

増
減

（
％

）

-
3
8
-
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平
成

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

平
成

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

東
　

京
7
5
2

7
6
8

7
9
2

8
0
6

8
1
0

1
.
3
 

2
.
2
 

3
.
1
 

1
.
8
 

0
.
5
 

神
奈

川
4
7
8

4
8
5

4
9
6

5
0
9

5
0
4

2
.
5
 

1
.
6
 

2
.
3
 

2
.
6
 

△
 
0
.
9
 

大
　

阪
4
2
9

4
3
4

4
4
2

4
5
8

4
6
1

1
.
3
 

1
.
0
 

1
.
9
 

3
.
6
 

0
.
6
 

愛
　

知
3
9
2

3
9
6

4
0
8

4
1
5

4
1
5

0
.
6
 

1
.
1
 

3
.
0
 

1
.
7
 

0
.
0
 

埼
　

玉
3
7
6

3
8
3

3
9
3

3
9
8

3
9
7

0
.
9
 

1
.
9
 

2
.
7
 

1
.
4
 

△
 
0
.
4
 

千
　

葉
3
2
4

3
2
7

3
3
2

3
3
5

3
3
5

0
.
9
 

1
.
0
 

1
.
4
 

1
.
0
 

0
.
0
 

京
　

都
1
3
3

1
3
4

1
3
6

1
3
7

1
3
7

2
.
0
 

1
.
4
 

1
.
0
 

0
.
8
 

△
 
0
.
1
 

兵
　

庫
2
6
8

2
7
1

2
7
4

2
7
5

2
7
4

1
.
6
 

1
.
3
 

1
.
1
 

0
.
1
 

△
 
0
.
3
 

静
　

岡
1
9
4

1
9
7

2
0
0

1
9
9

1
9
7

0
.
4
 

1
.
4
 

1
.
5
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
9
 

滋
　

賀
7
0

7
3

7
6

7
7

7
6

△
 
0
.
1
 

5
.
5
 

3
.
0
 

1
.
6
 

△
 
0
.
9
 

茨
　

城
1
4
8

1
4
8

1
4
9

1
5
0

1
4
9

0
.
3
 

0
.
4
 

0
.
7
 

0
.
1
 

△
 
0
.
3
 

栃
　

木
1
0
2

1
0
2

1
0
3

1
0
3

1
0
2

0
.
0
 

0
.
4
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

広
　

島
1
4
1

1
4
3

1
4
3

1
4
4

1
4
4

0
.
9
 

0
.
9
 

0
.
4
 

0
.
6
 

0
.
1
 

長
　

野
1
1
1

1
1
2

1
1
3

1
1
3

1
1
2

0
.
2
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
0
 

△
 
0
.
7
 

富
　

山
5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

0
.
5
 

△
 
0
.
2
 

0
.
5
 

0
.
2
 

△
 
0
.
4
 

三
　

重
9
5

9
3

9
6

9
9

9
6

0
.
6
 

△
 
2
.
0
 

3
.
4
 

3
.
0
 

△
 
2
.
7
 

山
　

梨
4
2

4
4

4
5

4
5

4
3

△
 
0
.
5
 

4
.
8
 

3
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
2
.
9
 

群
　

馬
1
0
0

1
0
0

1
0
2

1
0
2

1
0
2

0
.
4
 

0
.
5
 

1
.
4
 

0
.
4
 

△
 
0
.
1
 

岡
　

山
9
4

9
4

9
5

9
5

9
5

0
.
5
 

0
.
6
 

0
.
6
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

石
　

川
6
1

6
1

6
2

6
2

6
1

1
.
3
 

0
.
2
 

1
.
5
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
5
 

香
　

川
4
8

4
8

4
9

4
9

4
9

0
.
0
 

0
.
8
 

1
.
4
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
4
 

奈
　

良
6
4

6
5

6
5

6
6

6
6

0
.
6
 

1
.
6
 

1
.
2
 

0
.
3
 

0
.
0
 

宮
　

城
1
1
6

1
1
9

1
2
1

1
2
2

1
2
2

0
.
4
 

2
.
8
 

1
.
7
 

1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

福
　

岡
2
4
9

2
5
3

2
5
7

2
5
9

2
5
9

0
.
8
 

1
.
6
 

1
.
5
 

0
.
7
 

0
.
2
 

山
　

口
6
9

6
9

7
0

6
9

6
8

2
.
1
 

0
.
7
 

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
6
 

岐
　

阜
1
1
0

1
1
1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

0
.
9
 

1
.
2
 

1
.
4
 

0
.
4
 

△
 
0
.
2
 

福
　

井
4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

△
 
0
.
9
 

△
 
1
.
4
 

1
.
2
 

0
.
0
 

△
 
0
.
5
 

和
歌

山
4
8

4
9

4
7

4
8

4
7

0
.
2
 

0
.
4
 

△
 
2
.
9
 

1
.
7
 

△
 
2
.
5
 

北
海

道
2
5
7

2
5
8

2
6
4

2
6
6

2
6
2

0
.
3
 

0
.
4
 

2
.
3
 

0
.
9
 

△
 
1
.
3
 

新
　

潟
1
1
7

1
1
8

1
1
8

1
1
8

1
1
7

0
.
3
 

0
.
4
 

0
.
7
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
9
 

徳
　

島
3
6

3
6

3
6

3
6

3
5

△
 
0
.
3
 

0
.
0
 

0
.
3
 

0
.
0
 

△
 
0
.
8
 

福
　

島
9
7

9
8

9
8

9
8

9
7

0
.
6
 

0
.
4
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
5
 

大
　

分
5
8

5
8

5
9

5
9

5
9

1
.
8
 

0
.
3
 

1
.
0
 

1
.
0
 

△
 
0
.
2
 

山
　

形
5
7

5
7

5
7

5
8

5
7

△
 
2
.
2
 

△
 
1
.
4
 

1
.
6
 

1
.
7
 

△
 
1
.
9
 

愛
　

媛
6
7

6
7

6
8

6
8

6
8

0
.
6
 

0
.
3
 

1
.
3
 

0
.
3
 

△
 
0
.
7
 

島
　

根
3
4

3
4

3
6

3
6

3
4

△
 
0
.
3
 

0
.
6
 

4
.
9
 

△
 
0
.
6
 

△
 
4
.
2
 

鳥
　

取
2
9

3
0

3
0

3
0

3
0

1
.
0
 

1
.
4
 

1
.
4
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

熊
　

本
8
9

9
0

9
1

9
1

9
1

1
.
0
 

1
.
1
 

1
.
0
 

0
.
4
 

0
.
1
 

長
　

崎
6
7

6
7

6
8

6
7

6
7

0
.
3
 

0
.
1
 

1
.
3
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
6
 

高
　

知
3
5

3
5

3
6

3
6

3
5

△
 
0
.
3
 

0
.
0
 

0
.
3
 

0
.
0
 

△
 
0
.
8
 

岩
　

手
6
5

6
6

6
7

6
6

6
6

2
.
5
 

0
.
2
 

1
.
7
 

△
 
0
.
5
 

△
 
0
.
9
 

鹿
児

島
7
9

8
1

8
1

8
0

8
0

3
.
1
 

1
.
6
 

0
.
4
 

△
 
1
.
6
 

0
.
0
 

佐
　

賀
4
2

4
3

4
4

4
2

4
4

△
 
0
.
9
 

2
.
4
 

0
.
7
 

△
 
2
.
5
 

3
.
5
 

青
　

森
6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

0
.
2
 

0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
0
 

△
 
0
.
5
 

秋
　

田
4
9

4
9

4
9

4
9

4
8

△
 
0
.
6
 

0
.
4
 

0
.
6
 

△
 
0
.
4
 

△
 
1
.
8
 

宮
　

崎
5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

0
.
6
 

0
.
5
 

0
.
7
 

0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

沖
　

縄
6
8

6
9

7
1

7
3

7
3

1
.
9
 

1
.
5
 

2
.
3
 

2
.
7
 

0
.
1
 

6
,
4
6
5

6
,
5
3
0

6
,
6
6
4

6
,
7
2
4

6
,
6
7
6

1
.
0
 

1
.
0
 

2
.
1
 

0
.
9
 

△
 
0
.
7
 

 
 
 
 
 
 
２

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

 
 
 
 
 
 
３

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

Ａ ラ ン ク

(3
)　

就
業

者
数

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
・

暦
年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）

-3
9-

47



Ⅲ
　

業
 務

 統
 計

 資
 料

 編

48



最
低

賃
金

額
(
円

)
引

上
げ

額
(
円

)
引

上
げ

率
（

％
）

A
東

 
 京

10
13

10
13

0
0.
00
%

8月
5日

▲
労
側
一
部
退
席

A
神

奈
川

10
11

10
12

1
0.
10
%

8月
5日

●
10
月
1日

A
大

　
阪

96
4

9
64

0
0.
00
%

8月
20
日

▲

A
愛

　
知

92
6

9
27

1
0.
11
%

8月
5日

●
10
月
1日

A
埼

　
玉

92
6

9
28

2
0.
22
%

8月
5日

○
10
月
1日

A
千

　
葉

92
3

9
25

2
0.
22
%

8月
5日

○
10
月
1日

B
京

　
都

90
9

9
09

0
0.
00
%

8月
7日

▲

B
兵

　
庫

89
9

9
00

1
0.
11
%

8月
5日

●
10
月
1日

B
静

　
岡

88
5

8
85

0
0.
00
%

8月
4日

○

B
滋

　
賀

86
6

8
68

2
0.
23
%

8月
5日

◐
◭

10
月
1日

B
茨

　
城

84
9

8
51

2
0.
24
%

8月
5日

●
10
月
1日

B
栃

　
木

85
3

8
54

1
0.
12
%

8月
5日

●
10
月
1日

B
広

　
島

87
1

8
71

0
0.
00
%

8月
21
日

▲

B
長

 
 野

84
8

8
49

1
0.
12
%

8月
5日

○
10
月
1日

B
富

　
山

84
8

8
49

1
0.
12
%

8月
5日

●
10
月
1日

B
三

　
重

87
3

8
74

1
0.
11
%

8月
5日

●
10
月
1日

B
山

　
梨

83
7

8
38

1
0.
12
%

8月
12
日

○
10
月
8日

C
群

　
馬

83
5

8
37

2
0.
24
%

8月
7日

●
10
月
3日

C
岡

　
山

83
3

8
34

1
0.
12
%

8月
5日

●
10
月
1日

C
石

　
川

83
2

8
33

1
0.
12
%

8月
11
日

○
10
月
7日

C
香

　
川

81
8

8
20

2
0.
24
%

8月
5日

●
10
月
1日

C
奈

　
良

83
7

8
38

1
0.
12
%

8月
5日

●
10
月
1日

C
宮

　
城

82
4

8
25

1
0.
12
%

8月
3日

○
10
月
1日

C
福

　
岡

84
1

8
42

1
0.
12
%

8月
3日

●
10
月
1日

C
山

　
口

82
9

8
29

0
0.
00
%

8月
11
日

▲
労
側
一
部
退
席

C
岐

　
阜

85
1

8
52

1
0.
12
%

8月
4日

●
10
月
1日

C
福

　
井

82
9

8
30

1
0.
12
%

8月
6日

◐
▲

10
月
2日

C
和

歌
山

83
0

8
31

1
0.
12
%

8月
5日

●
10
月
1日

C
北

海
道

86
1

8
61

0
0.
00
%

8月
11
日

▲

C
新

　
潟

83
0

8
31

1
0.
12
%

8月
4日

○
10
月
1日

C
徳

　
島

79
3

7
96

3
0.
38
%

8月
7日

●
使
側
一
部
退
席

10
月
3日

D
福

　
島

79
8

8
00

2
0.
25
%

8月
6日

●
10
月
2日

D
大

　
分

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
5日

▲
10
月
1日

D
山

　
形

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
愛

　
媛

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

○
10
月
3日

D
島

　
根

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
3日

○
10
月
1日

D
鳥

　
取

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
6日

○
10
月
2日

D
熊

　
本

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
5日

●
10
月
1日

D
長

　
崎

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
高

　
知

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
7日

○
10
月
3日

D
岩

　
手

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
鹿

児
島

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
佐

　
賀

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
6日

▲
10
月
2日

D
青

　
森

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
秋

　
田

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
5日

○
10
月
1日

D
宮

　
崎

79
0

7
93

3
0.
38
%

8月
7日

●
10
月
3日

D
沖

　
縄

79
0

7
92

2
0.
25
%

8月
7日

▲
10
月
3日

90
1

9
02

-
-

備
考

　
５

　
引

上
げ

状
況

　
据

え
置

き
7件

　
　

＋
１

円
 1
7件

　
　

＋
２

円
 1
4件

　
　

＋
３

円
 9
件

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

令
和

２
年

度
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

の
答

申
で

は
「

引
上

げ
額
の
目
安
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

現
行

水
準

を
維

持
す

る
こ

と
が

適
当

」
と

さ
れ

た
。

　
６

　
異

議
申

出
状

況
　

46
局

（
前

年
度

4
6局

）

　
４

　
発

効
日

　
前

年
よ

り
早

い
 1
4件

　
　

前
年

よ
り

遅
い

 6
件

　
　

前
年

と
同

じ
 2
0件

　
（
据
え
置
き
 7
件
）

効
力

発
生

日

- 40 -

全
国

加
重

平
均

額

　
１

　
全

国
加

重
平

均
額

　
9
02
円

　
２

　
答

申
時

の
裁

決
状

況
　

○
全

会
一

致
 1
3件

　
　

●
使

用
者

側
反

対
 2
3件

　
　

▲
労
働
者
側
反
対
 9
件

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
◐◭

使
側

一
部

反
対

・
労

働
者

側
一

部
反

対
 1
件
　
　
◐

▲
使
側
一
部
反
対
・
労
働
者
側
反
対
 1
件

　
３

　
答

申
時

期
　

前
年

よ
り

早
い

 1
8件

　
　

前
年

よ
り

遅
い

 1
3件

　
　

前
年

と
同

じ
 1
6件

令
和

２
年

度
　

地
域

別
最

低
賃

金
の

審
議

・
決

定
状

況

目
安

ラ
ン

ク
都

道
府

県
名

前
年

度
決

定
金

額
(
円

)

改
定

最
低

賃
金

額
結

審
年

月
日

(
答

申
日

)
裁

決
状

況

49



(2
)　

目
安

と
改

定
額

と
の

関
係

の
推

移
（

都
道

府
県

別
）

（
単

位
：

円
）

年
度

都
道

府
県

名
 
 
 

平
成
２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和
元

２
都

道
府

県
名

　
東

　
京

東
　

京
Ａ

神
奈

川
－
１

＋
１

神
奈

川
ラ

大
　

阪
＋
１

大
　

阪
ン

愛
　

知
＋
１

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

愛
　

知
ク

埼
　

玉
＋
２

＋
２

＋
１

＋
２

埼
　

玉
千

　
葉

＋
２

＋
２

＋
２

＋
２

千
　

葉
京

　
都

＋
１

＋
２

＋
１

京
　

都
兵

　
庫

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

兵
　

庫
Ｂ

静
　

岡
＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

静
　

岡
滋

　
賀

＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

滋
　

賀
ラ

茨
　

城
＋
１

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

茨
　

城
栃

　
木

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

栃
　

木
ン

広
　

島
＋
２

＋
２

＋
１

広
　

島
長

　
野

＋
２

＋
１

＋
１

長
　

野
ク

富
　

山
＋
４

＋
１

＋
１

富
　

山
三

　
重

＋
２

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

三
　

重
　

山
　

梨
＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

山
　

梨
群

　
馬

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

群
　

馬
岡

　
山

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

岡
　

山
Ｃ

石
　

川
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

石
　

川
香

　
川

＋
２

＋
３

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

香
　

川
　

奈
　

良
＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

奈
　

良
ラ

宮
　

城
＊

＋
１

＋
１

＋
１

宮
　

城
福

　
岡

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

岡
　

山
　

口
＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

山
　

口
ン

岐
　

阜
＋
２

＋
１

＋
１

岐
　

阜
　

福
　

井
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

井
和

歌
山

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

和
歌

山
ク

北
海

道
北

海
道

　
新

　
潟

＋
１

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

新
　

潟
　

徳
　

島
＋
１

＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

徳
　

島
福

　
島

＊
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

福
　

島
大

　
分

＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

大
　

分
山

　
形

＋
１

＋
３

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

山
　

形
Ｄ

愛
　

媛
＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
３

愛
　

媛
島

　
根

＋
３

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

島
　

根
鳥

　
取

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

鳥
　

取
ラ

熊
　

本
＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

熊
　

本
　

長
　

崎
＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

長
　

崎
高

　
知

＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

高
　

知
ン

岩
　

手
＊

＋
４

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

岩
　

手
　

鹿
児

島
＋
４

＋
３

＋
１

＋
１

＋
３

＋
３

鹿
児

島
佐

　
賀

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

佐
　

賀
ク

青
　

森
＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

青
　

森
秋

　
田

＋
１

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

秋
　

田
宮

　
崎

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

宮
　

崎
　

沖
　

縄
＋
２

＋
４

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

沖
　

縄
（

注
）

１
　

平
成

2
3
年

度
の

岩
手

、
宮

城
及

び
福

島
の

３
県

に
つ

い
て

は
、

同
年

度
の

目
安

が
、

「
各

県
ご

と
の

被
害

状
況

等
に

十
分

に
配

慮
」

等
し

た
審

議
を

求
め

た
経

緯
を

踏
ま

え
、

　
　

　
２

　
令

和
２

年
度

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
の

答
申

で
は

「
引

上
げ

額
の

目
安

を
示

す
こ

と
は

困
難

で
あ

り
、

現
行

水
準

を
維

持
す

る
こ

と
が

適
当

」
と

さ
れ

た
が

、

　
　

　
　

　
目

安
と

改
定

額
と

の
差

額
を

記
載

し
て

い
な

い
。

　
　

　
　

　
表

で
は

便
宜

的
に

引
上

げ
額

を
記

載
し

て
い

る
。

-
 4

1
 -
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(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

年
度

都
道
府
県
名

平
成
23

24
25

26
27

28
29

30
令
和
元

２
都
道
府
県

東
　

京
10
.1

10
.1

10
.1
9

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

東
　

京

Ａ
神

奈
川

10
.1

10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

神
奈

川

ラ
大

　
阪

9.
30

9.
30

10
.1
8

10
.5

1
0.
1

10
.1

9.
30

10
.1

10
.1

大
　

阪

ン
愛

　
知

10
.7

10
.1

10
.2
6

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
　

知

ク
埼

　
玉

10
.1

10
.1

10
.2
0

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

埼
　

玉

千
　

葉
10
.1

10
.1

10
.1
8

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

千
　

葉

京
　

都
10
.1
6

10
.1
4

10
.2
4

10
.2
2

1
0.
7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

京
　

都

兵
　

庫
10
.1

10
.1

10
.1
9

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

兵
　

庫

Ｂ
静

　
岡

10
.1
4

10
.1
2

10
.1
2

10
.5

1
0.
3

10
.5

10
.4

10
.3

10
.4

静
　

岡

滋
　

賀
10
.2
0

10
.6

10
.2
5

10
.9

1
0.
8

10
.6

10
.5

10
.1

10
.3

10
.1

滋
　

賀

ラ
茨

　
城

10
.8

10
.6

10
.1
9

10
.4

1
0.
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

茨
　

城

栃
　

木
10
.1

10
.1

10
.1
9

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

栃
　

木

ン
広

　
島

10
.1

10
.1

10
.2
4

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

広
　

島

長
　

野
10
.1

10
.1

10
.2
0

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

長
　

野

ク
富

　
山

10
.1

11
.4

10
.6

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

富
　

山

三
　

重
10
.1

9.
30

10
.1
9

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

三
　

重

山
　

梨
10
.2
0

10
.1

10
.1
8

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1
4

10
.3

10
.1

10
.9

山
　

梨

群
　

馬
10
.7

10
.1
0

10
.1
3

10
.5

1
0.
8

10
.6

10
.7

10
.6

10
.6

10
.3

群
　

馬

岡
　

山
10
.2
7

10
.2
4

10
.3
0

10
.5

1
0.
2

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

10
.3

岡
　

山

Ｃ
石

　
川

10
.2
0

10
.6

10
.1
9

10
.5

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.7

石
　

川

香
　

川
10
.5

10
.5

10
.2
4

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

香
　

川

奈
　

良
10
.7

10
.6

10
.2
0

10
.3

1
0.
7

10
.6

10
.1

10
.4

10
.5

10
.1

奈
　

良

ラ
宮

　
城

10
.2
9

10
.1
9

10
.3
1

10
.1
6

1
0.
3

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

宮
　

城

福
　

岡
10
.1
5

10
.1
3

10
.1
8

10
.5

1
0.
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

福
　

岡

山
　

口
10
.6

10
.1

10
.1
0

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.5

山
　

口

ン
岐

　
阜

10
.1

10
.1

10
.1
9

10
.1

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

岐
　

阜

福
　

井
10
.1

10
.6

10
.1
3

10
.4

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.2

福
　

井

和
歌

山
10
.1
3

10
.1

10
.1
9

10
.1
7

1
0.
2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

和
歌

山

ク
北

海
道

10
.6

10
.1
8

10
.1
8

10
.8

1
0.
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

北
海

道

新
　

潟
10
.7

10
.5

10
.2
6

10
.4

1
0.
3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

10
.1

新
　

潟

徳
　

島
10
.1
5

10
.1
9

10
.3
0

10
.1

1
0.
4

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

徳
　

島

福
　

島
11
.2

10
.1

10
.6

10
.4

1
0.
3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

福
　

島

大
　

分
10
.2
0

10
.4

10
.2
0

10
.4

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

大
　

分

山
　

形
10
.2
9

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
7

10
.1
6

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

山
　

形

Ｄ
愛

　
媛

10
.2
0

10
.2
4

10
.3
1

10
.1
2

1
0.
3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

愛
　

媛

島
　

根
11
.6

10
.1
4

11
.6

10
.5

1
0.
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

島
　

根

鳥
　

取
10
.2
9

10
.2
0

10
.2
5

10
.8

1
0.
4

10
.1
2

10
.6

10
.5

10
.5

10
.2

鳥
　

取

ラ
熊

　
本

10
.2
0

10
.1

10
.3
0

10
.1

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

熊
　

本

長
　

崎
10
.1
2

10
.2
4

10
.2
0

10
.1

1
0.
7

10
.6

10
.6

10
.6

10
.3

10
.3

長
　

崎

高
　

知
10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.1
8

10
.1
6

10
.1
3

10
.5

10
.5

10
.3

高
　

知

ン
岩

　
手

11
.1
1

10
.2
0

10
.2
7

10
.4

10
.1
6

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.3

岩
　

手

鹿
児

島
10
.2
9

10
.1
3

10
.2
7

10
.1
9

1
0.
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

鹿
児

島

佐
　

賀
10
.6

10
.2
1

10
.2
6

10
.4

1
0.
4

10
.2

10
.6

10
.4

10
.4

10
.2

佐
　

賀

ク
青

　
森

10
.1
6

10
.1
2

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
8

10
.2
0

10
.6

10
.4

10
.4

10
.3

青
　

森

秋
　

田
10
.3
0

10
.1
3

10
.2
6

10
.5

1
0.
7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

秋
　

田

宮
　

崎
11
.2

10
.2
6

11
.2

10
.1
6

10
.1
6

10
.1

10
.6

10
.5

10
.4

10
.3

宮
　

崎

沖
　

縄
11
.6

10
.2
5

10
.2
6

10
.2
4

1
0.
9

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.3

沖
　

縄

-
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2
 -
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（
4）

　
加
重
平
均
額
と
引
上
げ
率
の
推
移
（

全
国
・
ラ
ン
ク
別
）

(円
）

年
度

平
成

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和

元
２

ラ
ン

ク

　
　

全
　

　
国

73
7

74
9

76
4

78
0

79
8

82
3

8
4
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

(0
.9

6)
(1

.6
3)

(2
.0

0)
(2

.0
9)

(2
.3

1)
(3

.1
3)

(3
.0

4)
(3

.0
7)

(3
.0

9)
(0

.1
1)

A
ラ

ン
ク

80
4

81
7

83
6

85
5

87
5

90
0

9
2
0

9
4
7

9
7
5

9
7
6

(1
.5

2)
(1

.6
2)

(2
.3

3)
(2

.2
7)

(2
.3

4)
(2

.8
6)

(2
.2

2)
(2

.9
3)

(2
.9

6)
(0

.1
0)

B
ラ

ン
ク

72
5

73
4

74
7

76
3

78
1

80
6

8
2
1

8
4
7

8
7
4

8
7
5

(0
.1

4)
(1

.2
4)

(1
.7

7)
(2

.1
4)

(2
.3

6)
(3

.2
0)

(1
.8

6)
(3

.1
7)

(3
.1

9)
(0

.1
1)

C
ラ

ン
ク

69
1

69
9

71
1

72
5

74
2

76
4

7
8
7

8
1
2

8
3
8

8
3
9

(0
.7

3)
(1

.1
6)

(1
.7

2)
(1

.9
7)

(2
.3

4)
(2

.9
6)

(3
.0

1)
(3

.1
8)

(3
.2

0)
(0

.1
2)

D
ラ

ン
ク

64
8

65
4

66
6

67
9

69
5

71
7

7
3
9

7
6
3

7
9
1

7
9
3

(0
.7

8)
(0

.9
3)

(1
.8

3)
(1

.9
5)

(2
.3

6)
(3

.1
7)

(3
.0

7)
(3

.2
5)

(3
.6

7)
(0

.2
5)

(注
）

１
　

金
額

は
適

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

時
間

額
で

あ
る

。
２

　
（　

　
)内

は
引

上
げ

率
（％

）を
示

す
。

３
　

各
ラ

ン
ク

は
、

各
年

度
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

４
　

平
成

23
年

度
と

平
成

29
年

度
は

ラ
ン

ク
区

分
の

入
替

え
（例

え
ば

平
成

29
年

度
は

、
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が

あ
っ

た
た

め
、

　
　

引
上

げ
率

等
の

比
較

に
は

注
意

が
必

要
。

-
 4

3
 -
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(
5
)
　

最
高

額
と

最
低

額
及

び
格

差
の

推
移

年
度

平
成
23

24
25

26
27

28
29

3
0

令
和
元

2
区

分

①
　

最
高

額
　

　
　

(
円

）
8
3
7

8
5
0

8
6
9

8
8
8

9
0
7

9
3
2

9
5
8

9
8
5

1
,0

1
3

1
,0

1
3

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　

最
低

額
　

　
　

(
円

）
6
4
5

6
5
2

6
6
4

6
7
7

6
9
3

7
1
4

7
3
7

7
6
1

7
9
0

7
9
2

岩
手

高
知

沖
縄

島
根

高
知

※
１

※
２

※
３

宮
崎

沖
縄

※
４

鹿
児

島
※

５
※

６

格
差

②
／

①
×

1
0
0

7
7
.1

7
6
.7

7
6
.4

7
6
.2

7
6
.4

7
6
.6

7
6
.9

7
7
.3

7
8
.0

7
8
.2

※
１

　
鳥

取
、

島
根

、
高

知
、

佐
賀

、
長

崎
、

熊
本

、
大

分
、

宮
崎

、
沖

縄
※

２
　

鳥
取

、
高

知
、

長
崎

、
熊

本
、

大
分

、
宮

崎
、

沖
縄

※
３

　
鳥

取
、

高
知

、
宮

崎
、

沖
縄

※
４

　
高

知
、

佐
賀

、
長

崎
、

熊
本

、
大

分
、

宮
崎

、
鹿

児
島

、
沖

縄
※

５
　

青
森

、
岩

手
、

秋
田

、
山

形
、

鳥
取

、
島

根
、

愛
媛

、
高

知
、

佐
賀

、
長

崎
、

熊
本

、
大

分
、

宮
崎

、
鹿

児
島

、
沖

縄
※

６
　

秋
田

、
鳥

取
、

島
根

、
高

知
、

佐
賀

、
大

分
、

沖
縄

-
 4

4
 -
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(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

年
度

都
道

府
県

平
成

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和

元
２

　
東

　
京

1
.
9
5

1
.
5
5

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
1
4

2
.
7
6

2
.
7
9

2
.
8
2

2
.
8
4

0
.
0
0

Ａ
神

奈
川

2
.
2
0

1
.
5
6

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
0
3

2
.
7
6

2
.
8
0

2
.
8
2

2
.
8
5

0
.
1
0

ラ
大

　
阪

0
.
9
0

1
.
7
8

2
.
3
8

2
.
3
2

2
.
3
9

2
.
9
1

2
.
9
4

2
.
9
7

2
.
9
9

0
.
0
0

ン
愛

　
知

0
.
6
7

1
.
0
7

2
.
9
0

2
.
5
6

2
.
5
0

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
1
1

ク
埼

　
玉

1
.
2
0

1
.
5
8

1
.
8
2

2
.
1
7

2
.
2
4

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
2
2

千
　

葉
0
.
5
4

1
.
0
7

2
.
7
8

2
.
7
0

2
.
3
8

3
.
0
6

3
.
0
9

3
.
1
1

3
.
1
3

0
.
2
2

京
　

都
0
.
2
7

1
.
0
7

1
.
8
4

2
.
0
7

2
.
2
8

2
.
9
7

3
.
0
1

3
.
0
4

3
.
0
6

0
.
0
0

Ｂ
兵

　
庫

0
.
6
8

1
.
3
5

1
.
6
0

1
.
9
7

2
.
3
2

3
.
1
5

3
.
0
5

3
.
2
0

3
.
2
1

0
.
1
1

　
静

　
岡

0
.
4
1

0
.
9
6

1
.
9
0

2
.
1
4

2
.
3
5

3
.
0
7

3
.
1
0

3
.
1
3

3
.
1
5

0
.
0
0

ラ
滋

　
賀

0
.
4
2

0
.
9
9

1
.
9
6

2
.
1
9

2
.
4
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
2

0
.
2
3

茨
　

城
0
.
2
9

1
.
0
1

2
.
0
0

2
.
2
4

2
.
4
7

3
.
2
1

3
.
2
4

3
.
2
7

3
.
2
8

0
.
2
4

ン
栃

　
木

0
.
4
3

0
.
7
1

1
.
8
4

2
.
0
9

2
.
4
6

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
2
5

3
.
2
7

0
.
1
2

広
　

島
0
.
8
5

1
.
2
7

1
.
9
5

2
.
3
2

2
.
5
3

3
.
1
2

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
0

0
.
0
0

ク
長

　
野

0
.
1
4

0
.
8
6

1
.
8
6

2
.
1
0

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

富
　

山
0
.
1
4

1
.
1
6

1
.
7
1

2
.
2
5

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

　
三

　
重

0
.
4
2

0
.
9
8

1
.
8
0

2
.
1
7

2
.
3
9

3
.
1
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
1
9

0
.
1
1

山
　

梨
0
.
1
5

0
.
7
2

1
.
5
8

2
.
1
2

2
.
2
2

2
.
9
9

3
.
2
9

3
.
3
2

3
.
3
3

0
.
1
2

群
　

馬
0
.
2
9

0
.
8
7

1
.
5
8

1
.
9
8

2
.
2
2

2
.
9
9

3
.
1
6

3
.
3
2

3
.
2
1

0
.
2
4

Ｃ
岡

　
山

0
.
2
9

0
.
8
8

1
.
7
4

2
.
2
8

2
.
2
3

2
.
9
9

3
.
1
7

3
.
3
3

3
.
2
2

0
.
1
2

石
　

川
0
.
1
5

0
.
8
7

1
.
5
9

1
.
9
9

2
.
3
7

2
.
9
9

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
3

0
.
1
2

香
　

川
0
.
4
5

1
.
0
5

1
.
7
8

2
.
3
3

2
.
4
2

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
3
9

3
.
2
8

0
.
2
4

ラ
奈

　
良

0
.
2
9

0
.
8
7

1
.
5
7

1
.
9
7

2
.
2
1

2
.
9
7

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
1

0
.
1
2

宮
　

城
0
.
1
5

1
.
4
8

1
.
6
1

2
.
0
1

2
.
2
5

3
.
0
3

3
.
2
1

3
.
3
7

3
.
2
6

0
.
1
2

福
　

岡
0
.
4
3

0
.
8
6

1
.
5
7

2
.
1
1

2
.
2
0

2
.
9
6

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
3
2

0
.
1
2

ン
山

　
口

0
.
4
4

0
.
8
8

1
.
5
9

2
.
0
0

2
.
2
4

3
.
0
1

3
.
1
9

3
.
2
2

3
.
3
7

0
.
0
0

岐
　

阜
0
.
1
4

0
.
8
5

1
.
5
4

1
.
9
3

2
.
1
7

2
.
9
2

3
.
0
9

3
.
1
3

3
.
1
5

0
.
1
2

福
　

井
0
.
1
5

0
.
8
8

1
.
5
9

2
.
1
4

2
.
2
3

3
.
0
1

3
.
1
8

3
.
2
1

3
.
2
4

0
.
1
2

ク
和

歌
山

0
.
1
5

0
.
7
3

1
.
5
9

2
.
0
0

2
.
2
4

3
.
0
1

3
.
1
9

3
.
3
5

3
.
3
6

0
.
1
2

北
海

道
2
.
0
3

1
.
9
9

2
.
0
9

1
.
9
1

2
.
1
4

2
.
8
8

3
.
0
5

3
.
0
9

3
.
1
1

0
.
0
0

新
　

潟
0
.
2
9

0
.
8
8

1
.
7
4

2
.
0
0

2
.
2
4

3
.
0
1

3
.
3
2

3
.
2
1

3
.
3
6

0
.
1
2

徳
　

島
0
.
3
1

1
.
0
8

1
.
8
3

1
.
9
5

2
.
3
6

3
.
0
2

3
.
3
5

3
.
5
1

3
.
5
2

0
.
3
8

福
　

島
0
.
1
5

0
.
9
1

1
.
6
6

2
.
0
7

2
.
3
2

2
.
9
8

3
.
0
3

3
.
2
1

3
.
3
7

0
.
2
5

大
　

分
0
.
6
2

0
.
9
3
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低
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３
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果
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※
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和
３
年
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緊
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出
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働
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の
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談
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れ
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施
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施
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反
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れ
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れ
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っ
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い
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最
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れ
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知
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な

か
っ
た
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み
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先
行
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Ｉ

＜
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気
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ッ
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ー
調

査
＞
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都
道
府
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に
み
た
新
規
求
人
数
の
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＜
職
業
安
定
業
務
統
計
＞
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ラ
ン
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別
に
み
た
完
全
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率
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労
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力
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求
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倍
率
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労
働
力

調
査
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安
定
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務
統
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＞
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産
業
別
の
状
況
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別
に
み
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新
規
求
人
数
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＜
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安
定
業
務
統
計
＞
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別
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別
に
み
た
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者
数
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労
働
力
調
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○
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別
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別
に
み
た
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業
者
数
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割
合
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の
動
向
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労
働
力
調
査
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○
産
業
別
に
み
た
給
与
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働
時
間
の
動
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毎
月
勤
労
統
計
調
査
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○
産
業
別
に
み
た
企
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の
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利
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債
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法
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計
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．
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発
生
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の
発
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＜
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＞
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＜
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＞
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＜
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＞

○
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＜
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＞
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＜
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３
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＜
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仕
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響

＜
JI

L
P
T
・
連

合
総
研
共
同
研
究
調
査
＞

○
雇
用
形
態
別
・性

別
に
み
た
雇
用
者
数
の
動
向

＜
労
働
力
調
査
＞

○
雇
用
形
態
別
に
み
た
休
業
者
数
の
動
向

＜
労
働
力
調
査
＞

○
性
・年

齢
階
級
別
に
み
た
非
労
働
力
人
口
の
動
向

＜
労
働
力
調
査
＞

３
．
政
府
の
対
策
と
実
施
状
況

○
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
安
心
と
希
望
の
た
め
の
総
合
経
済
対
策
（
令
和
２
年

1
2
月

8
日
閣
議
決
定
）

○
各
種
支
援
策
一
覧

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
た
め
の
一
連
の
経
済
財
政
政
策
の
経
済
効

果
（
令
和
２
年

1
2
月
８
日
閣
議
決
定
）

○
経
済
対
策
・各

種
施
策
の
進
捗
状
況

○
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
・支

給
状
況

○
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
実
施
状
況

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
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１
．

感
染

症
の

発
生

状
況

2
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
国

内
発

生
動

向

3

陽
性
者
数

（
日

毎
）

（
資

料
出

所
）
厚

生
労

働
省

「
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

」
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
c
o
vi

d
-
1
9
/
o
pe

n
-
da

ta
.h

tm
l）

（
令

和
３

年
６

月
1
8
日

取
得

）
を

も
と

に
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
。

0

1
00
0

2
00
0

3
00
0

4
00
0

5
00
0

6
00
0

7
00
0

8
00
0

9
00
0

2020/1/1

2020/2/1

2020/3/1

2020/4/1

2020/5/1

2020/6/1

2020/7/1

2020/8/1

2020/9/1

2020/10/1

2020/11/1

2020/12/1

2021/1/1

2021/2/1

2021/3/1

2021/4/1

2021/5/1

2021/6/1

（
人

）
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
都

道
府

県
別

発
生

動
向

4

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
各
都
道
府
県
の
検
査
陽
性
者
の
状
況
（
空
港
・
海
港
検
疫
、
チ
ャ
ー
タ
ー
便
案
件
を
除
く
国
内
事
例
）
」
（

2
02
1/
6/
17
 2
4時

時
点
）
、
総
務
省
「
人
口
推
計
」
を
も
と
に
厚
生
労
働
省

労
働
基
準
局
に
て
作
成
。

（
注
）
１
．
空
港
・
海
港
検
疫
、
チ
ャ
ー
タ
ー
便
案
件
を
除
く
国
内
事
例
。

２
．
人
口
は
令
和
元
年
1
0月

１
日

現
在

の
も

の
を

用
い

て
い

る
。

陽
性

者
数

の
累

計
（

令
和

３
年

６
月

1
7
日

現
在

）
（

人
）

人
口

1
0
万

人
あ

た
り

の
累

計
陽

性
者

数
(
人

）

陽
性

者
数

の
累

計
（

令
和

３
年

６
月

1
7
日

現
在

）
（

人
）

人
口

1
0
万

人
あ

た
り

の
累

計
陽

性
者

数
(
人

）

東
京

都
1
6
7
,
8
6
8

1
,
2
0
6

石
川

県
3
,
8
9
4

3
4
2

大
阪

府
1
0
2
,
1
4
4

1
,
1
6
0

和
歌

山
県

2
,
6
5
5

2
8
7

神
奈

川
県

6
4
,
8
9
0

7
0
5

山
口

県
3
,
0
9
0

2
2
8

愛
知

県
5
0
,
0
7
0

6
6
3

徳
島

県
1
,
6
5
0

2
2
7

千
葉

県
3
8
,
8
1
6

6
2
0

香
川

県
2
,
0
7
9

2
1
7

埼
玉

県
4
5
,
3
1
7

6
1
7

新
潟

県
3
,
3
8
2

1
5
2

Ａ
ラ

ン
ク

計
4
6
9
,
1
0
5

8
8
4

福
井

県
1
,
0
7
7

1
4
0

兵
庫

県
4
0
,
6
1
1

7
4
3

Ｃ
ラ

ン
ク

計
1
3
5
,
7
9
1

4
8
7

京
都

府
1
6
,
4
1
5

6
3
6

沖
縄

県
1
9
,
8
8
1

1
,
3
6
8

広
島

県
1
1
,
3
0
2

4
0
3

熊
本

県
6
,
4
2
5

3
6
8

滋
賀

県
5
,
4
7
0

3
8
7

佐
賀

県
2
,
5
4
3

3
1
2

茨
城

県
1
0
,
2
0
0

3
5
7

大
分

県
3
,
4
7
5

3
0
6

栃
木

県
6
,
7
3
9

3
4
8

宮
崎

県
3
,
0
6
2

2
8
5

三
重

県
5
,
1
6
4

2
9
0

福
島

県
4
,
7
4
1

2
5
7

静
岡

県
8
,
9
4
6

2
4
5

高
知

県
1
,
6
9
9

2
4
3

長
野

県
4
,
9
4
9

2
4
2

長
崎

県
3
,
0
8
7

2
3
3

山
梨

県
1
,
8
6
8

2
3
0

鹿
児

島
県

3
,
6
2
1

2
2
6

富
山

県
1
,
9
8
5

1
9
0

愛
媛

県
2
,
7
4
5

2
0
5

Ｂ
ラ

ン
ク

計
1
1
3
,
6
4
9

4
3
1

青
森

県
2
,
4
5
2

1
9
7

北
海

道
4
0
,
7
9
4

7
7
7

山
形

県
2
,
0
1
7

1
8
7

福
岡

県
3
5
,
1
1
2

6
8
8

岩
手

県
1
,
6
2
0

1
3
2

奈
良

県
8
,
1
2
1

6
1
1

鳥
取

県
4
6
6

8
4

岐
阜

県
9
,
3
1
8

4
6
9

島
根

県
5
5
1

8
2

群
馬

県
7
,
9
9
4

4
1
2

秋
田

県
7
6
4

7
9

岡
山

県
7
,
5
6
8

4
0
0

Ｄ
ラ

ン
ク

計
5
9
,
1
4
9

3
1
5

宮
城

県
9
,
0
5
7

3
9
3

7
7
7
,
8
4
3

6
1
7

Ａ ラ ン ク

Ｃ ラ ン ク

Ｂ ラ ン ク
Ｄ ラ ン ク

Ｃ ラ ン ク

全
国

計
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（
参

考
）
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

海
外

発
生

動
向

（確
定

症
例

数
・
全

地
域

）

ア
メ

リ
カ

地
域

東
南

ア
ジ

ア
地

域

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
地

域

東
地

中
海

地
域

ア
フ

リ
カ

地
域 西
太

平
洋

地
域

死
亡

者
数

（
資
料
出
所
）

W
H

O
 “
C
O
V
ID

-1
9

 W
ee

kl
y 

Ep
id

em
io

lo
gi

ca
l U

p
d

at
e 

Ed
it

io
n

 4
2

, p
u

b
lis

h
ed

 1
 J

u
n

e 
2
0
2
1
”

5
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0

5
00

1
,0
00

1
,5
00

2
,0
00

2
,5
00

2021/2/17

2021/2/24

2021/3/3

2021/3/10

2021/3/17

2021/3/24

2021/3/31

2021/4/7

2021/4/14

2021/4/21

2021/4/28

2021/5/5

2021/5/12

2021/5/19

2021/5/26

2021/6/2

2021/6/9

2021/6/16

国
内

の
ワ

ク
チ

ン
接

種
状

況

6

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
デ
ー
タ
（
令
和
３
年
６
月

1
8日

取
得
）
を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成
。

（
注
）
１
．
医
療
従
事
者
等
と
高
齢
者
等
の
合
計
。

２
．
医
療
従
事
者
等
に
つ
い
て
は
、
土
日

祝
日
分
は
、
次
の
平
日
分
に
合
わ
せ
て

計
上
さ
れ
て
い
る
。

新
型
コ
ロ

ナ
ワ
ク

チ
ン

総
接

種
回

数
の

推
移

令
和

３
年
６

月
17
日
ま

で
１

回
目

：
2,
07
6万

回
２

回
目
：

81
2万

回

（
万
回
）

１
回
目

２
回
目
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（
参

考
）
海

外
の

ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

ワ
ク

チ
ン

を
少

な
く
と

も
１

回
受

け
た

者
の

割
合

（
資

料
出

所
）
“

O
u

r 
W

o
rl

d
 in

 D
at

a”
（

h
tt

p
s:

//
o

u
rw

o
rl

d
in

d
at

a.
o

rg
/c

o
vi

d
-v

ac
ci

n
at

io
n

s）
か

ら
令

和
３

年
６

月
６

日
に

取
得

し
た

デ
ー

タ
を

も
と

に
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

北
ア

メ
リ

カ

ヨ
ー

ロ
ッ

パ 南
ア

メ
リ

カ

世
界

ア
ジ

ア

7

64



２
．

経
済

・雇
用

指
標

等

8

65



（
ア

）全
国

の
状

況

9

66



-
世

界
経

済
は

改
善

し
た

が
、

国
に

よ
る

違
い

が
大

き
い

世
界

経
済

は
明

る
く
な

っ
た

が
、

通
常

と
異

な
る

様
相

を
見

せ
て

い
る

。
国

間
の

不
均

衡
が

続
く
と

み
ら

れ
、

ま
た

、
こ

れ
は

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
計

画
の

有
効

性
や

公
衆

衛
生

政
策

に
左

右
さ

れ
る

。
い

く
つ

か
の

国
は

、
他

よ
り

早
い

経
済

回
復

を
示

し
て

い
る

。
韓

国
や

ア
メ

リ
カ

は
、

一
人

当
た

り
所

得
が

、
（
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
発

生
か

ら
）
1
8
か

月
で

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

前
に

戻
り

つ
つ

あ
る

。
多

く
の

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
諸

国
は

、
経

済
回

復
に

3
年

近
く

か
か

る
と

み
ら

れ
る

。
メ

キ
シ

コ
や

南
ア

フ
リ

カ
は

、
3
～

5
年

か
か

る
可

能
性

が
あ

る
。

-
成

長
率

予
測

は
、

上
方

修
正

2
02

1
年

の
世

界
経

済
成

長
率

は
、

5
.8

％
と

予
測

さ
れ

る
。

こ
れ

は
、

昨
年

1
2
月

時
点

の
当

エ
コ

ノ
ミ

ッ
ク

ア
ウ

ト
ル

ッ
ク

の
予

測
（
4
.2

％
）
と

比
べ

て
、

急
激

な
上

方
修

正
で

あ
る

。
多

く
の

経
済

先
進

国
で

の
ワ

ク
チ

ン
接

種
や

ア
メ

リ
カ

で
の

財
政

に
よ

る
経

済
刺

激
が

、
こ

れ
に

寄
与

し
た

。
2
02

2
年

の
世

界
経

済
成

長
率

は
、

4
.4

％
と

予
測

さ
れ

る
。

し
か

し
、

2
02

2
年

末
ま

で
の

総
所

得
は

、
感

染
発

生
前

の
予

測
を

3
兆

ド
ル

下
回

る
。

3
兆

ド
ル

と
い

う
の

は
、

フ
ラ

ン
ス

の
経

済
規

模
に

匹
敵

す
る

額
で

あ
る

。
日

本
は

、
20

21
年

に
2
.6

％
、

2
02

2
年

に
2
.0

％
の

成
長

が
見

込
ま

れ
る

。

-
よ

り
多

く
の

ジ
ャ

ブ
（
注

射
）
、

よ
り

多
く
の

ジ
ョ

ブ
（職

）
C

O
V

ID
-1

9
ワ

ク
チ

ン
を

国
民

に
早

く
接

種
し

た
国

、
効

果
的

な
公

衆
衛

生
戦

略
で

感
染

を
抑

制
す

る
取

り
組

み
を

進
め

て
い

る
国

で
は

、
よ

り
早

い
経

済
回

復
が

見
込

ま
れ

る
。

ア
メ

リ
カ

で
は

、
観

光
業

も
含

め
、

求
人

登
録

が
増

加
し

て
い

る
。

し
か

し
、

多
く
の

経
済

先
進

国
で

ワ
ク

チ
ン

接
種

が
進

む
一

方
で

、
貧

し
い

新
興

市
場

国
が

取
り

残
さ

れ
て

い
る

。
「
す

べ
て

の
人

が
守

ら
れ

な
い

限
り

、
誰

一
人

守
ら

れ
な

い
。

」

-
商

取
引

が
不

均
衡

な
回

復
に

影
響

国
に

よ
る

回
復

力
の

違
い

は
、

各
国

の
、

①
政

府
に

よ
る

脆
弱

な
労

働
者

や
業

種
へ

支
援

、
②

観
光

業
な

ど
一

定
の

業
種

へ
の

依
存

度
合

い
、

③
公

衆
衛

生
や

ワ
ク

チ
ン

政
策

、
に

左
右

さ
れ

る
。

ま
た

、
商

取
引

も
関

係
す

る
。

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

が
始

ま
っ

て
以

来
、

消
費

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
支

出
を

抑
え

、
モ

ノ
へ

の
支

出
を

増
や

し
た

。
こ

う
し

た
購

買
行

動
は

、
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
に

深
く
組

み
込

ま
れ

た
国

々
、

と
く
に

医
薬

品
、

医
療

器
具

、
IT

機
器

を
供

給
す

る
国

々
に

恩
恵

を
も

た
ら

し
た

。

【
O

E
C

D
】

資
料

出
所

：
O

E
C

D
「E

co
no

m
ic

 O
ut

lo
o
k,

 V
o
lu

m
e 

20
21

 I
ss

ue
 1

」（
2
0
2
1年

5
月

31
日

公
表

）よ
り

抜
粋

。

世
界

経
済

・
日

本
経

済
の

見
通

し
（
O

E
C

D
 E

c
o

n
o

m
ic

 O
u

tl
o

o
k
）

1
0
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2
0
2
1年

、
世

界
経

済
は

5.
6
％

の
成

長
が

見
込

ま
れ

る
。

こ
れ

は
景

気
後

退
か

ら
の

回
復

と
し

て
80

年
来

で
最

速
の

ペ
ー

ス
で

あ
り

、
い

く
つ

か
の

主
要

国
の

力
強

い
回

復
に

よ
る

と
こ

ろ
が

大
き

い
。

た
だ

し
、

新
興

国
・
途

上
国

の
多

く
は

依
然

と
し

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
世

界
的

流
行

と
そ

の
影

響
を

受
け

て
い

る
。

回
復

が
進

む
中

で
も

、
今

年
末

時
点

の
世

界
G

D
P

は
、

危
機

以
前

の
予

測
を

約
2%

下
回

る
だ

ろ
う

。
新

興
国

・
途

上
国

の
約

3
分

の
2
に

と
っ

て
、

国
民

一
人

当
た

り
所

得
の

減
少

が
2
02

2
年

ま
で

に
解

消
さ

れ
る

こ
と

は
な

い
と

み
ら

れ
る

。
低

所
得

国
で

は
ワ

ク
チ

ン
接

種
が

進
ん

で
お

ら
ず

、
感

染
症

危
機

の
影

響
に

よ
り

貧
困

削
減

の
成

果
が

失
わ

れ
、

不
安

定
性

を
は

じ
め

長
期

的
な

課
題

に
拍

車
が

か
か

っ
て

い
る

。

主
要

国
の

中
で

は
、

米
国

が
今

年
、

大
規

模
な

財
政

支
援

と
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
関

連
の

制
限

緩
和

を
反

映
し

6.
8
％

の
成

長
と

な
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
る

。
そ

の
他

の
先

進
国

の
成

長
率

も
改

善
し

つ
つ

あ
る

が
、

米
国

ほ
ど

の
ペ

ー
ス

で
は

な
い

。
新

興
国

・
途

上
国

の
中

で
は

、
中

国
が

今
年

、
需

要
が

抑
え

ら
れ

て
い

た
反

動
で

8.
5
％

に
改

善
す

る
見

通
し

で
あ

る
。

新
興

国
・
途

上
国

の
今

年
の

成
長

率
は

、
需

要
回

復
と

一
次

産
品

価
格

上
昇

に
支

え
ら

れ
、

全
体

と
し

て
6
％

に
な

る
と

み
ら

れ
る

。
た

だ
し

、
多

く
の

国
で

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
再

拡
大

と
ワ

ク
チ

ン
接

種
の

遅
れ

、
ま

た
一

部
で

は
政

策
支

援
の

打
ち

切
り

が
回

復
の

足
か

せ
と

な
っ

て
い

る
。

中
国

を
除

く
と

、
新

興
国

・
途

上
国

の
回

復
は

さ
ら

に
小

幅
の

4.
4
％

に
な

る
と

予
想

さ
れ

る
。

20
22

年
の

新
興

国
・
途

上
国

全
体

の
回

復
は

4
.7

％
に

減
速

す
る

と
み

ら
れ

る
が

、
そ

れ
で

も
20

20
年

の
景

気
後

退
の

損
失

を
埋

め
合

わ
せ

る
の

に
十

分
な

回
復

で
は

な
い

上
、

20
22

年
の

成
長

率
は

危
機

以
前

の
予

測
を

4.
1％

下
回

る
と

み
ら

れ
る

。

低
所

得
国

の
今

年
の

成
長

率
は

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
が

進
ん

で
い

な
い

こ
と

も
あ

り
、

20
20

年
を

除
き

過
去

20
年

間
で

最
低

の
2.

9
％

と
な

る
と

予
測

さ
れ

る
。

そ
の

後
、

20
22

年
に

は
4.

7％
に

上
昇

す
る

と
み

ら
れ

る
が

、
そ

れ
で

も
危

機
以

前
の

予
測

を
4.

9％
下

回
る

水
準

で
あ

る
。

実
質

G
D

P
（前

年
か

ら
の

推
移

：
％

）

【
世

界
銀

行
】

資
料

出
所

：
世

界
銀

行
「G

lo
b
al

 E
co

no
m

ic
 P

ro
sp

ec
ts

」（
プ

レ
ス

リ
リ

ー
ス

版
、

20
21

年
6月

8日
公

表
）よ

り
抜

粋
。

世
界

経
済

・
日

本
経

済
の

見
通

し
（
世

界
銀

行
G

lo
b

a
l 
E

c
o

n
o

m
ic

 P
ro

s
p

e
c
ts

）

1
1

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

世
界

-3
.5

5
.6

4
.3

3
.1

先
進

国
-4
.7

5
.4

4
.0

2
.2

米
国

-3
.5

6
.8

4
.2

2
.3

ユ
ー

ロ
圏

-6
.6

4
.2

4
.4

2
.4

日
本

-4
.7

2
.9

2
.6

1
.0

新
興
国
・
途
上
国

-1
.7

6
.0

4
.7

4
.4
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1
2

基
調

判
断

（
月

例
経

済
報

告
）

69



1
3

70



1
4
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1
5
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令
和

３
年

度
の

経
済

見
通

し
と

経
済

財
政

運
営

の
基

本
的

態
度

（
令

和
３

年
１

月
1
8
日

閣
議

決
定

）

1
6

73



四
半

期
Ｇ

Ｄ
Ｐ

速
報

（需
要

項
目

別
寄

与
度

）

1
7

（
資

料
出
所
）
内
閣
府
「
国
民
経
済
計
算
」

2
0
2
1
年

2
0
2
1
年

1
-
3
月

4
-
6
月

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

1
-
3
月

4
-
6
月

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

1
-
3
月

1
-
3
月

4
-
6
月

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

1
-
3
月

4
-
6
月

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

1
-
3
月

0
.
2

0
.
8

1
.
6

0
.
1

▲
 
1
.
1

▲
 
8
.
9

▲
 
4
.
5

▲
 
0
.
8

▲
 
1
.
7

0
.
0

0
.
4

1
.
1

▲
 
1
.
4

▲
 
2
.
1

▲
 
1
0
.
1

▲
 
5
.
6

▲
 
1
.
1

▲
 
1
.
6

0
.
0

0
.
5

0
.
7

▲
 
0
.
8

▲
 
1
.
0

▲
 
5
.
8

▲
 
3
.
9

▲
 
1
.
6

▲
 
1
.
8

▲
 
0
.
1

0
.
2

0
.
5

▲
 
1
.
3

▲
 
1
.
5

▲
 
6
.
2

▲
 
4
.
1

▲
 
1
.
3

▲
 
1
.
6

0
.
1

0
.
5

0
.
6

▲
 
0
.
9

▲
 
1
.
2

▲
 
6
.
0

▲
 
4
.
0

▲
 
1
.
8

▲
 
1
.
9

0
.
0

0
.
1

0
.
5

▲
 
1
.
4

▲
 
1
.
7

▲
 
6
.
4

▲
 
4
.
2

▲
 
1
.
5

▲
 
1
.
7

除
く

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

0
.
2

0
.
5

0
.
6

▲
 
0
.
9

▲
 
1
.
2

▲
 
6
.
0

▲
 
4
.
0

▲
 
1
.
8

▲
 
1
.
9

0
.
0

0
.
1

0
.
4

▲
 
1
.
4

▲
 
1
.
7

▲
 
6
.
4

▲
 
4
.
3

▲
 
1
.
5

▲
 
1
.
7

0
.
1

0
.
2

0
.
3

0
.
2

▲
 
0
.
1

▲
 
0
.
1

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
1

0
.
0

0
.
2

0
.
2

0
.
1

▲
 
0
.
1

▲
 
0
.
2

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
3

▲
 
0
.
1

0
.
2

0
.
0

0
.
8

▲
 
0
.
7

▲
 
0
.
3

▲
 
1
.
4

▲
 
1
.
9

▲
 
0
.
6

▲
 
1
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
8

▲
 
0
.
7

▲
 
0
.
4

▲
 
1
.
3

▲
 
1
.
8

▲
 
0
.
5

▲
 
0
.
9

0
.
2

0
.
4

▲
 
0
.
2

▲
 
0
.
3

0
.
0

▲
 
0
.
3

0
.
0

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
2

0
.
2

0
.
4

▲
 
0
.
2

▲
 
0
.
3

▲
 
0
.
1

0
.
0

0
.
0

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
2

0
.
1

0
.
4

0
.
5

0
.
7

0
.
3

0
.
1

0
.
6

0
.
7

0
.
6

0
.
2

0
.
4

0
.
5

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
7

0
.
9

0
.
7

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
0

▲
 
0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
2

0
.
3

0
.
2

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

▲
 
0
.
6

▲
 
0
.
8

▲
 
0
.
5

0
.
7

▲
 
0
.
2

▲
 
1
.
6

0
.
9

1
.
2

0
.
6

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
7

▲
 
0
.
8

0
.
2

▲
 
0
.
3

▲
 
2
.
9

▲
 
0
.
1

0
.
3

0
.
3

▲
 
0
.
6

▲
 
0
.
7

▲
 
0
.
9

▲
 
1
.
1

▲
 
1
.
2

▲
 
4
.
4

▲
 
2
.
9

▲
 
1
.
3

0
.
3

▲
 
0
.
3

▲
 
0
.
4

0
.
0

▲
 
0
.
3

▲
 
0
.
8

▲
 
3
.
8

▲
 
2
.
6

▲
 
1
.
0

0
.
1

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

輸
入

▲
 
0
.
1

▲
 
0
.
2

0
.
4

1
.
8

1
.
0

2
.
8

3
.
7

2
.
4

0
.
3

▲
 
0
.
1

▲
 
0
.
4

▲
 
0
.
8

0
.
5

0
.
5

0
.
9

2
.
5

1
.
3

0
.
1

公
的

固
定

資
本

形
成

公
的

在
庫

変
動

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

純
輸

出

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

輸
出

国
内

総
生

産

民
間

最
終

消
費

支
出

家
計

最
終

消
費

支
出

民
間

住
宅

民
間

企
業

設
備

民
間

在
庫

変
動

政
府

最
終

消
費

支
出

名
目

実
質

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

○
Ｇ

Ｄ
Ｐ
前
年

同
期
比

の
需
要
項
目

別
寄
与
度

74



012

23456

1
4

7
1
0

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
1
0

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

20
0
5

0
6

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

20
08

年
９
月
15

日
リ

ー
マ

ン
ブ

ラ
ザ
ー
ズ
破
綻

完
全
失
業
率

5.
5％

（
20
09
年
７
月
）

足
下

の
雇

用
情

勢
に

つ
い

て

○
足
下
の
雇
用
情
勢

は
、
求
人
が
求
職
を
上
回
っ
て
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、
求
人
が
弱
含
ん
で
お
り
、
求
職
者
の
増
加
も
あ
い
ま
っ
て
、
厳
し
さ
が
み
ら
れ
る
。
有
効
求

人
倍
率
が
１
倍
を
下
回
る
地
域
が
あ
る
等
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に
、
よ
り
一
層
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

〇
な
お
、
リ
ー
マ
ン

・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
経
営
破
綻
（
20
08
年
9月

15
日
）
後
に
は
、
完
全
失
業
率
は

10
ヶ
月
で
4.
0％

→
5
.
5％

に
ま
で
悪
化
し
、
有
効
求
人
倍
率
は
11
ヶ
月
で

0.
83
倍
→
0.
42
倍
に
低
下
し
た
。

（
資

料
出
所

）
総
務

省
「
労

働
力
調
査
」
、
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務

統
計

」
に

よ
り

作
成

（
注
）
完

全
失
業

率
及
び
有
効
求
人
倍
率
は
季
節
調
整
値

。
シ
ャ
ド
ー
部
分
は
景
気
後
退
期
。

1
8

有
効
求
人
倍
率

0.
42

（
20
09
年
8月

）

有
効
求
人
倍
率

1.
63

（
2
0
19
年
４
月
）

有
効
求
人
倍
率

1
.
0
9倍

（
前
月
差
▲
0
.
01
）

（
2
0
21
年
４
月
）

完
全
失
業
率
（
左
軸
）

有
効
求
人
倍
率
（
右
軸
）

完
全
失
業
率

2.
8 
％

（
前
月
差
＋
0
.
2）

（
2
0
21
年
４
月
）

完
全
失
業
率

4.
0％

（
20
08
年
９
月
）

有
効
求
人
倍
率

0.
83

（
20
08
年
９
月
）

（
単
位
：
％
）

（
単
位
：
倍
） （

月
）

（
年

）

75



新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
拡

大
の

仕
事

や
生

活
へ

の
影

響

1
9

（
資

料
出

所
）
資
料

出
所

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（

J
IL
PT
）
と
連
合
総
研
生
活
開
発
研
究
所
の
共
同
研
究
に
よ
る
パ
ネ
ル
調
査
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
仕
事
や
生
活
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査

」
（

注
）

１
．

調
査

は
2
02
0年

4月
、
5月

、
8月

、
1
2月

、
及
び
2
02
1年

3月
に
実
施
さ
れ
た
。

２
．
「
４
月
調
査
」
で
は
、
「
（
左
記
に
）
当
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
」
と
の
回
答
が
一
定
程
度
、
見
ら
れ
た
た
め
、
「
５
月
調
査
」

｢８
月
調
査

｣「
１
２
月
調
査
」
で
は
同
調
査
に
無
い
選
択
肢
も
追
加
し
て
い
る
。

1
0.
9 1
5.
0 

1
2.
8 

1
1.
4 

9
.0
 

2
4.
7 

2
8.
1 

2
7.
3 

2
9.
3 

2
8.
3 

3
7.
9 

3
0.
5 

3
0.
5 

3
1.
4 

3
4.
0 

1
6.
2 

2
4.
2 

2
6.
1 2
6.
2 

2
6.
2 

1
0.
4 

2
.1
 

3
.4
 

1
.8
 

2
.6
 

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

8
0%

9
0%

1
00
%

4月
調
査

(n
=2
,5
01
)

5月
調
査

(n
=2
,5
01
)

8月
調
査

(n
=2
,5
01
)

1
2月

調
査
(
n=
2,
50
1)

3月
調
査

(n
=2
,5
01
)

大
い
に
影
響
が
あ
っ
た

あ
る
程
度
影
響
が
あ
っ
た

あ
ま
り
影
響
は
な
か
っ
た

全
く
影
響
は
な
か
っ
た

わ
か
ら
な
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
に
関
連
し
た
自
身
の
雇
用
や
収
入
に
か
か
わ
る
影
響
に
つ
い
て
の
定
点
比
較

影
響
の
内
容
（
「
大
い
に
影
響
が
あ
っ
た
」
又
は
「
あ
る
程
度
影
響
が
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
者
）

1
.9
 

3
.3
 

2
3.
6
 

4
0.
6
 

8
.9
 

4
1.
5
 

1
9.
0
 

2
.2
 

0
.9
 

0
.6
 

2
.4
 

1
1.
3
 

1
6.
1
 

5
9.
8
 

5
.3
 

5
4.
9
 

1
.9
 

0
.5
 

3
.2
 

3
.2
 

1
.3
 

1
.6
 

2
.5
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会 社 か ら の 解

雇

期 間 満 了 に 伴

う 雇 い 止 め

勤 め 先 の 休 廃

業 ・ 倒 産 に 伴

う 失 業

雇 用 ・ 就 業 形

態 の 変 更

業 務 内 容 の 変

更

勤 務 日 数 や 労

働 時 間 の 減 少

（ 休 業 を 含 む ）

勤 務 日 数 や 労

働 時 間 の 増 加

収 入 の 減 少

収 入 の 増 加

自 発 的 な 退 職

（ 左 記 に ） 当

て は ま る も の

は な い

答 え た く な い

4
月
調

査

(
n
=
89
0
)

5
月

調
査

(
n
=
1,
0
79
)

8
月

調
査

(
n
=
99
8
)

1
2
月

調
査

(
n
=
1,
0
17
)

3
月
調

査

(
n
=
93
1
)

（
％
）
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-
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5
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
26

3
1

7

1
3

4

1
8

2
5

5

-
13

-
1

-
1

-1
00

-8
0

-6
0

-4
0

-2
002040608010
0

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

正
規
の
職
員

・

従
業
員

非
正
規
の
職
員
・

従
業
員

パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト

労
働
者
派
遣

事
業
所
の

派
遣
社
員

契
約

社
員

嘱
託

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

【
参
考
：
2
02
0年

7月
の
雇
用
形
態
別
の
雇
用
者
数
の
前
年
同
月
差
（

男
女
別
）
】

正
規
の
職
員
・
従
業
員
：
男
性

2
3万

人
女
性

29
万
人

非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
：
男
性

▲
5
0万

人
女
性

▲
81
万
人

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
：
男
性

▲
2
1万

人
女
性

▲
64
万
人

派
遣
社
員
：
男
性

▲
1
5万

人
女
性

▲
1万

人
契
約
社
員
：
男
性

▲
9万

人
女
性

▲
9万

人
嘱
託
：
男
性

▲
7万

人
女
性

▲
8万

人

（
単
位
：
万
人
）

【
参
考
：
2
02
1年

３
月
及
び
４

月
の
雇
用
形
態
別
の
雇
用
者
数
の
前
々
年
同
月
差
（
男
女
別
）

】

３
月

→
 ４

月
３
月

→
 ４

月
正
規
の
職
員
・
従
業
員
：
男

性
＋
４
万
人

→
▲
４
万
人

女
性

＋
1
16
万
人
→
＋

72
万
人

非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
：
男

性
▲
2
5万

人
→
▲
1
9万

人
女
性

▲
9
7万

人
→
▲

58
万
人

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
：
男

性
＋
４
万
人

→
▲
５
万
人

女
性

▲
6
7万

人
→
▲

51
万
人

派
遣
社
員
：
男

性
＋
１
万
人

→
＋
２
万
人

女
性

▲
1
1万

人
→
＋
２
万
人

契
約
社
員
：
男

性
▲
2
2万

人
→
▲
８
万
人

女
性

▲
2
5万

人
→
▲

10
万
人

嘱
託
：
男

性
▲
３
万
人

→
▲
1
0万

人
女
性

▲
１
万
人

→
±
０
万
人

雇
用
形
態
別
・
性
別
に
み
た
雇
用
者
の
動
向
（
前
年
同
月
差
）

雇
用

形
態

別
・

性
別

に
み

た
雇

用
者

数
の

動
向

に
つ

い
て

資
料

出
所

総
務
省

「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
に
よ
り
作
成

注
）

１
）

参
考
と

し
て
記
載
し
て
い
る
雇
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
原

数
値

と
な

っ
て

い
る

。
２
）

非
正
規

の
職
員
・
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
「
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ

イ
ト

」
「

労
働

者
派
遣

事
業
所

の
派
遣

社
員

」
「

契
約

社
員
」

「
嘱
託

」
以
外
に
、
「
そ
の
他
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
て
い
る
。

３
）

20
2
0年

７
月
は
、
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
男
女
計
の

前
年

同
月

差
が

過
去

最
大
の

減
少
幅

と
な
っ

た
。

2
0

○
令
和
３
年
４
月
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
前
年
同
月
差
は
、
昨
年
４
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
影
響
に
よ
り
、
女
性
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
中
心
に
、
大
幅

に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
「
反
動
増
」
が
み
ら
れ
る
た
め
、
前
々
年
同
月
差
を
み
る
と
、
女
性
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
は
引
き
続
き
減
少
幅
が
大
き
い
も
の
の
、
そ
の
減
少

幅
は
縮
小
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
の
派
遣
社
員
や
契
約
社
員
に
つ
い
て
も
、
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
増
加
又
は
減
少
幅
の
縮
小
が
み
ら
れ
る
。

○
正

規
雇
用
労
働
者
の
前
々
年
同
月
差
を
み
る
と
、
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
、
男
性
が
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、

女
性
の
増
加
幅
の
縮
小
も
顕
著
と
な
っ
て
お
り
、
単
月

の
動
き
で
は
あ
る
が
、
引
き
続
き
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
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雇
用

形
態

別
に

み
た

休
業

者
数

の
動

向
（就

業
者

に
占

め
る

休
業

者
割

合
）

2
1

（
資
料

出
所
）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
よ
り
作
成

（
注
）

労
働
力
調
査
に
お
け
る
「

休
業
者
」
と
は
、
仕
事
を
持
っ
て
い
な
が
ら
調
査
週
間
中
に
病
気
や
休
暇
な
ど
の

た
め
仕
事
を
し
な
か
っ
た
者
の

う
ち
、

①
雇
用
者
で
、
仕
事

を
休
ん
で
い
て
も
給
料
・
賃
金
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
又
は
受
け
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
者
（

職
場
の
就
業
規
則
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
育
児
（

介
護
）
休
業
期
間
中
の
者
も
、
職
場

か
ら
給
料
・
賃
金
を
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

場
合
は
休
業
者
と
な
る
。
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
育
児
休
業
基
本
給
付
金
や
介
護
休
業
給
付

金
を
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合

も
、
休
業
者
と
す
る
。
）

②
自
営
業

主
で
、
自
分

の
経

営
す
る
事
業
を
持
っ
た
ま
ま
で
、
そ
の
仕

事
を

休
み

始
め

て
か

ら
3
0日

に
な
ら
な
い
者

を
い
う
。
家
族
従

業
者
で
調
査

週
間
中
に
仕
事
を
し
な
か
っ
た
者
は
休
業
者
に
は
な
ら
ず
、
完
全
失
業
者
又
は
非
労
働
力
人
口
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

（
単

位
：
％

）
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月
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女 性

就
業

者
計

（
自

営
業

主
を

含
む

）

雇
用

者

正
規

の
職

員
・

従
業

員

非
正

規
の

職
員

・
従

業
員

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト

労
働

者
派

遣
事

業
所

の
派

遣
社

員

契
約

社
員

嘱
託

そ
の

他

男 性

就
業

者
計

（
自

営
業

主
を

含
む

）

雇
用

者

正
規

の
職

員
・

従
業

員

非
正

規
の

職
員

・
従

業
員

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト

労
働

者
派

遣
事

業
所

の
派

遣
社

員

契
約

社
員

嘱
託

そ
の

他

労
働

者
派

遣
事

業
所

の
派

遣
社

員

契
約

社
員

嘱
託

そ
の

他

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

男 女 計

就
業

者
計

（
自

営
業

主
を

含
む

）

雇
用

者

正
規

の
職

員
・

従
業

員

非
正

規
の

職
員

・
従

業
員

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
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性
・
年

齢
階

級
別

に
み

た
非

労
働

力
人

口
の

動
向

2
2

（
資
料

出
所
）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
よ
り
作
成

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

1
月

2
月

3
月

4
月

1
5
歳

以
上

計
-
7
8

-
8
0

-
7
8

-
4
3

-
5
1

-
7
2

-
6
2

-
5
9

-
7
1

-
7
4

-
4
6

-
7
7

-
6
1

-
4
2

-
2
0

5
8

3
7

3
6

2
4

1
1

3
2

2
2

-
1
0

-
3

-
8

-
1
9

5
-
8
3

-
6
9

-
6
1

-
1
5

-
2
5

1
5
～

2
4
歳

-
2
6

-
2
0

-
1
9

-
2
8

-
2
7

-
1
8

-
1
9

-
1
9

-
2
8

-
2
0

-
9

-
2
0

-
1
2

-
1
5

-
3

1
2

1
6

1
5

8
-
5

1
2

1
7

4
-
3

-
2

-
1
4

-
1
4

-
2
0

-
1
4

-
2
9

-
1
7

-
8

2
5
～

3
4
歳

-
1

-
7

-
1
0

-
5

-
1
1

-
6

-
5

-
1
3

-
5

-
6

0
-
1
2

-
1
4

-
1
2

-
1
0

-
3

-
2

0
1
0

1
0

-
6

-
2
4

-
1
7

-
1
7

-
7

-
4

-
1
4

-
3
1

-
1
9

-
1
4

-
1
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3
5
～
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4
歳

-
2
2

-
1
6

-
8

-
2

-
3

-
2
8

-
2
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-
1
3

-
2
3

-
2
1

-
1
9

-
1
0

-
8

-
2

-
4

9
6

1
1

6
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1
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-
4
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-
1
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1
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1
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-
1
9

4
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～

5
4
歳

-
8

-
1
7

-
1
9

-
6

-
1
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-
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-
3

-
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-
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-
3

-
1

-
1
1

-
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-
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0
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２
年

令
和

３
年

令
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３
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万
人
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（イ
）地

域
別

の
状

況

2
3
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地
域

別
景

気
の

現
状

判
断

（
方

向
性

）Ｄ
Ｉ

2
4

（
資
料
出
所
）
内
閣
府
「
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
調
査
」

（
注
）
１
．
季
節
調
整
値
。

２
．
Ｄ
Ｉ
は
、
３
か
月
前
と
比
較
し
た
景
気
の
現
状
に
つ
い
て
、
「
良
く
な
っ
て
い
る
」
を
＋
１
点
、
「
や
や
良
く
な
っ
て
い
る
」
を
＋

0
.7
5点

、
「
変
わ
ら
な
い
」
を
＋
0
.5
点

、
「

や
や

悪
く

な
っ

て
い
る
」
を
＋
0
.2
5点

、
「
悪
く
な
っ
て

い
る
」
を
０
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
各
回
答
区
分
の
構
成
比
（
％
）
に

乗
じ
て
算
出
さ
れ
て

い
る
。

３
．
「
北
海
道
」
：
北
海
道

「
東
北
」
：
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
秋
田
、
山
形
、

福
島

「
北
関
東
」
：
茨
城
、
栃
木
、
群
馬

「
南

関
東
」
：
埼
玉
、
千
葉
、
東
京
、
神
奈
川

「
甲
信
越
」
：
新
潟
、
山
梨

、
長
野

「
東
海
」
：
静
岡
、
岐
阜
、
愛
知
、
三
重

「
北
陸
」
：
富
山
、
石
川
、
福
井

「
近
畿
」

：
滋
賀
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
、
奈
良
、
和
歌
山

「
中
国
」
：
鳥
取
、
島
根
、
岡
山
、
広
島
、
山
口

「
四
国
」
：
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
高
知

「
九
州
」
：
福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
、
熊
本
、
大
分
、
宮
崎
、
鹿
児
島

「
沖

縄
」
：
沖
縄

全
国

3
8.
1

北
海

道
3
3
.9

東
北

3
9.
7

北
関
東

3
7
.0
 

4
6
.
4

南
関
東

3
9
.4

甲
信
越

3
9
.1

東
海

4
1.
8

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

2
0
1
9年

2
0
2
0年

2
0
2
1年

全
国

北
海
道

東
北

北
関
東

南
関
東

甲
信
越

東
海

（
％
）

全
国

3
8.
1

北
陸

4
5.
0
 

近
畿

3
8.
2

中
国

3
4.
4

4
8

四
国

4
1.
8

九
州

3
6.
9

沖
縄

4
0.
9

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

2
0
1
9年

2
0
2
0年

2
0
2
1年

全
国

北
陸

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄

（
％

）
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地
域

別
景

気
の

先
行

き
判

断
（
方

向
性

）
Ｄ

Ｉ

2
5

（
資
料
出
所
）
内
閣
府
「
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
調
査
」

（
注
）
１
．
季
節
調
整
値
。

２
．
Ｄ
Ｉ
は
、
２
～
３
か
月
先
の
景
気
の
先

行
き
に
つ
い
て
、
「
良
く
な
る
」

を
＋
１
点
、
「
や
や
良
く
な
る
」
を
＋
0
.7
5点

、
「
変
わ

ら
な
い
」
を
＋
0
.5
点
、
「
や
や
悪
く
な

る
」

を
＋
0
.2
5点

、
「
悪
く
な
る
」
を
０
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
各
回
答
区
分
の
構
成
比
（
％
）
に

乗
じ
て
算
出
さ
れ
て
い
る
。

３
．
「
北
海
道
」
：
北
海
道

「
東
北
」
：
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
秋
田
、
山
形
、
福
島

「
北
関
東
」
：
茨
城
、
栃
木
、
群
馬

「
南

関
東
」
：
埼
玉
、
千
葉
、
東
京
、
神
奈
川

「
甲
信
越
」
：
新
潟
、
山
梨
、
長
野

「
東
海
」
：
静
岡
、
岐
阜
、
愛
知
、
三
重

「
北
陸
」
：
富
山
、
石
川
、
福
井

「
近
畿
」

：
滋
賀
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
、
奈
良
、
和
歌
山

「
中
国
」
：
鳥
取
、
島
根
、
岡
山
、
広
島
、
山
口

「
四
国
」
：
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
高
知

「
九
州
」
：
福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
、
熊
本
、
大
分
、
宮
崎
、
鹿
児
島

「
沖

縄
」
：
沖
縄

全
国

4
7.
6

北
海
道

4
0
.6

東
北

4
7.
6

北
関
東

4
7
.9
 

4
7
.
1

南
関
東

4
7
.8

甲
信
越

4
7
.1

東
海

4
6.
6

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

2
0
1
9年

2
0
2
0年

2
0
2
1年

全
国

北
海
道

東
北

北
関
東

南
関
東

甲
信
越

東
海

（
％
）

全
国

4
7.
6

北
陸

5
3.
9
 

近
畿

5
0.
1

中
国

4
8.
6

5
1
.
9

四
国

5
1.
3

九
州

4
9.
0
 

沖
縄

4
7.
2

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

2
0
1
9年

2
0
2
0年

2
0
2
1年

全
国

北
陸

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄

（
％
）
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都
道

府
県

別
の

新
規

求
人

数
の

減
少

率

2
6

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」
よ
り
作
成
。

（
注
）
１
．
令
和
３
年
２
～
４
月
の
新
規
求
人
数
（
各
月
の
新
規
求
人
数
（
季
節
調
整
値
）
の
合
計
）
の
令
和
元
年

1
0～

1
2月

の
新
規
求
人
数
（
各
月
の
新
規
求
人
数
（
季
節
調
整
値
）
の
合
計

）
と
の
比
較
。

２
．

各
ラ
ン
ク
の
数
値
は
、
各
ラ
ン
ク
に
属
す
る
都
道
府
県
の
新
規
求
人
数
（
季
節
調
整
値
）
を
合
算
し
て
算
出
。

３
．

棒
グ
ラ
フ
は
ラ
ン
ク
別
に
色
分
け
し
て
い
る
（
黄
：
Ａ
ラ
ン
ク

青
：
Ｂ
ラ
ン
ク

赤
：
Ｃ
ラ
ン
ク

緑
：
Ｄ
ラ
ン
ク
）
。

４
，

都
道
府
県
別
新
規
求
人
数
は
、
就
業
地
別
の
も
の
。

▲
33
.0▲

27
.0▲

24
.3▲

23
.2▲

21
.1

▲
20
.9 ▲

28
.5▲

25
.3▲

24
.5▲

24
.3▲

20
.2

▲
20
.1▲

18
.8▲

14
.7▲

14
.2

▲
13
.5▲

9.
6

▲
28
.1▲

23
.2▲

22
.9▲

22
.9

▲
19
.5▲

19
.1▲

19
.0

▲
16
.4▲

15
.6▲

14
.5▲

13
.7▲

12
.8▲

11
.9▲

8.
9

▲
27
.6▲

17
.7▲

16
.6▲

15
.3▲

15
.1▲

14
.7▲

14
.2▲

12
.5▲

10
.3▲

10
.2▲

9.
3▲

7.
5▲

6.
4▲

5.
9▲

5.
2▲

2.
1

▲
26
.3▲

20
.4▲

18
.7▲

12
.4

▲
35
.0

▲
30
.0

▲
25
.0

▲
20
.0

▲
15
.0

▲
10
.0

▲
5.
0

0
.0

東 京

大 阪

愛 知

千 葉

埼 玉

神 奈 川

滋 賀

兵 庫

京 都

静 岡

広 島

富 山

三 重

栃 木

茨 城

山 梨

長 野

岐 阜

石 川

福 岡

香 川

岡 山

群 馬

宮 城

和 歌 山

北 海 道

奈 良

新 潟

徳 島

山 口

福 井

沖 縄

岩 手

熊 本

福 島

大 分

鳥 取

愛 媛

山 形

青 森

佐 賀

長 崎

島 根

高 知

宮 崎

鹿 児 島

秋 田

Ａ ラ ン ク

Ｂ ラ ン ク

Ｃ ラ ン ク

Ｄ ラ ン ク
（

％
）

【
足
下

の
３
か

月
（
令
和
３
年
２
～
４
月
）
の

新
規
求

人
数
（
季

節
調

整
値

）
の
コ
ロ

ナ
禍

前
の

３
か
月
（
令
和
元
年

10
～
12
月
）
と
の
比
較

】
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ラ
ン

ク
別

完
全

失
業

率
、

非
労

働
力

人
口

及
び

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

2
7

○
完

全
失
業

率
の
推
移

（
資
料
出
所
）
総

務
省
「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
よ
り
作
成
。

（
注
）
１
．
モ
デ

ル
推
計
に
よ
る
都
道
府
県
別

結
果
。

２
．
各
ラ

ン
ク
に
属
す
る
都
道
府
県
の
完
全
失
業
者
数
と
労
働
力
人
口
を
そ
れ
ぞ
れ
が
合
算
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

３
．
各
都

道
府
県
の
ラ
ン
ク
は
、
現
時
点
の
ラ
ン
ク
に
そ
ろ
え
て
い
る
。

○
有

効
求
人

倍
率
（
就

業
地
別
）
の
推
移

（
資
料
出
所
）
厚

生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」
よ
り
作
成
。

（
注
）
１
．
各
ラ

ン
ク
に
属
す
る
都
道
府
県
の
有
効
求
人
数
（
就
業
地
別
）
と
有
効
求
職
者
数
を
そ
れ
ぞ
れ
が
合
算
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

２
．
月
次

の
数
値
に
つ
い
て
は
、
１
の
計
算
に
お
い
て
、
有
効
求
人
数
と
有
効
求
職
者
数
の
季
節
調
整
値
を
用
い
て
い
る
。

３
．
各
都

道
府
県
の
ラ
ン
ク
は
、
現
時
点
の
ラ
ン
ク
に
そ
ろ
え
て
い
る
。

Ａ
ラ

ン
ク

4
.
1

3
.
8

3
.
9

5
.
0

5
.
3

4
.
6

4
.
5

4
.
0

3
.
6

3
.
4

3
.
2

2
.
8

2
.
5

2
.
3

2
.
9

Ｂ
ラ

ン
ク

3
.
5

3
.
3

3
.
6

4
.
6

4
.
6

4
.
0

3
.
9

3
.
6

3
.
2

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
1

2
.
1

2
.
4

Ｃ
ラ

ン
ク

4
.
2

4
.
0

4
.
1

4
.
9

4
.
8

4
.
6

4
.
3

3
.
9

3
.
5

3
.
2

2
.
9

2
.
7

2
.
3

2
.
2

2
.
5

Ｄ
ラ

ン
ク

4
.
4

4
.
2

4
.
4

5
.
2

5
.
1

4
.
8

4
.
3

3
.
9

3
.
5

3
.
3

2
.
8

2
.
5

2
.
2

2
.
2

2
.
5

2
.
9

2
.
6

2
.
6

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

1
-
3
月

2
.
4

2
.
2

3
.
4

2
.
5

1
-
3
月

4
-
6
月

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

2
.
5

2
.
5

2
.
5

3
.
0

2
.
4

2
.
6

2
.
3

2
.
4

3
.
0

2
.
4

2
0
0
6

年
2
0
0
7

年
2
0
0
8

年
2
0
0
9

年
2
0
1
0

年
2
0
1
7

年
2
0
1
8

年
2
0
1
9

年
2
0
1
1

年
2
0
1
2

年
2
0
1
3

年
2
0
1
4

年
2
0
1
5

年
2
0
1
6

年

○
非
労

働
力
人

口
の
前
年
（
同
期
）
比
の
推
移

（
資
料

出
所
）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
よ
り
作
成
。

（
注
）

１
．
モ
デ

ル
推
計
に
よ
る
都
道
府
県
別

結
果
。

２
．
各
ラ

ン
ク
に
属
す
る
都
道
府
県
の
非
労
働
力
人
口
を
合
算
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

３
．
各
都
道
府
県
の
ラ
ン
ク
は
、
現
時
点
の
ラ
ン
ク
に
そ
ろ
え
て
い
る
。

Ａ
ラ

ン
ク

1
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.
0
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0
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-
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月
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-
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-
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月

1
-
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月

2
0
1
5

年
2
0
1
6

年
2
0
1
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年
2
0
1
8

年
2
0
1
9
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0
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年
2
0
1
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年
2
0
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年
2
0
1
3

年
2
0
1
4

年
2
0
0
6

年
2
0
0
7

年
2
0
0
8

年
2
0
0
9

年

（
％

）

（
％

） （
倍

）

1
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3
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4
月

5
月
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月

7
月

8
月
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1
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1
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1
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3
月

4
月

Ａ
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1
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7
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0
.
9
4

Ｂ
ラ

ン
ク

1
.
2
3

1
.
2
1

1
.
0
1

0
.
4
9

0
.
5
6

0
.
7
0

0
.
8
2

0
.
9
3

1
.
1
2

1
.
2
5

1
.
4
0

1
.
5
9

1
.
7
2

1
.
6
9

1
.
2
1

1
.
5
3

1
.
4
8

1
.
4
2

1
.
3
5

1
.
2
4

1
.
1
8

1
.
1
2

1
.
0
7

1
.
0
6

1
.
0
6

1
.
0
6

1
.
0
6

1
.
1
1

1
.
1
2

1
.
1
4

1
.
1
6

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
9
4

0
.
9
5

0
.
7
9

0
.
4
7

0
.
5
3

0
.
6
6

0
.
8
3

0
.
9
6

1
.
1
1

1
.
2
2

1
.
3
7

1
.
5
1

1
.
6
2

1
.
6
3

1
.
2
5

1
.
5
2

1
.
4
7

1
.
4
1

1
.
3
7

1
.
2
5

1
.
2
0

1
.
1
7

1
.
1
3

1
.
1
2

1
.
1
2

1
.
1
3

1
.
1
2

1
.
1
6

1
.
1
3

1
.
1
6

1
.
2
1

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
7
4

0
.
7
4

0
.
6
3

0
.
4
0

0
.
4
8

0
.
5
9

0
.
7
6

0
.
8
9

1
.
0
3

1
.
1
5

1
.
3
1

1
.
4
7

1
.
5
7

1
.
5
6

1
.
2
3

1
.
4
3

1
.
4
0

1
.
3
6

1
.
3
1

1
.
2
2

1
.
1
9

1
.
1
7

1
.
1
5

1
.
1
4

1
.
1
4

1
.
1
4

1
.
1
4

1
.
1
7

1
.
1
8

1
.
2
2

1
.
2
6

2
0
2
1
年

2
0
1
9

年

2
0
2
0
年

2
0
1
4

年
2
0
1
5

年
2
0
1
6

年
2
0
1
7

年
2
0
1
8

年
2
0
0
9

年
2
0
1
0

年
2
0
1
1

年
2
0
1
2

年
2
0
1
3

年
2
0
0
6

年
2
0
0
7

年
2
0
0
8

年
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（％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

 卸
売

業
,小

売
業

▲
 1

7.
2

▲
 2

3.
2

▲
 1

2.
6

8.
5

▲
 3

6.
8

▲
 2

5.
7

▲
 2

9.
3

 卸
売

業
▲

 1
7.

1
▲

 1
7.

6
2.

9
24

.4
▲

 3
1.

5
▲

 1
7.

0
▲

 2
3.

2
 小

売
業

▲
 1

7.
3

▲
 2

4.
7

▲
 1

6.
9

4.
5

▲
 3

8.
2

▲
 2

8.
3

▲
 3

0.
9

令
和

３
年

１
月

（参
考

）前
々

年
同

月
比

（
％

）

令
和
２
年

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

２
月

３
月

４
月

全
産

業
-
3
1
.
9

-
3
2
.
1

-
1
8
.
3

-
2
8
.
6

-
2
7
.
8

-
1
7
.
3

-
2
3
.
2

-
2
1
.
4

-
1
8
.
6

-
1
1
.
6

-
1
4
.
6

-
0
.
7

1
5
.
2

-
2
6
.
1

-
1
2
.
7

-
2
1
.
5

建
設
業

-
1
5
.
8

-
1
1
.
3

2
.
6

-
9
.
8

-
6
.
4

5
.
9

-
2
.
5

-
4
.
4

6
.
5

1
1
.
9

1
0
.
0

1
6
.
3

1
7
.
9

-
3
.
1

8
.
8

-
0
.
7

製
造
業

-
4
0
.
3

-
4
2
.
8

-
3
4
.
2

-
4
0
.
9

-
3
8
.
3

-
2
6
.
7

-
2
9
.
4

-
2
4
.
9

-
1
8
.
0

-
1
1
.
3

-
9
.
8

8
.
5

3
2
.
8

-
3
2
.
0

-
1
6
.
3

-
2
0
.
8

情
報
通
信
業

-
3
6
.
0

-
3
3
.
6

-
1
9
.
7

-
3
4
.
1

-
3
4
.
6

-
2
1
.
8

-
2
8
.
6

-
3
3
.
4

-
2
6
.
8

-
1
6
.
3

-
2
3
.
2

-
1
1
.
0

1
4
.
7

-
3
3
.
3

-
1
9
.
1

-
2
6
.
6

運
輸

業
,
郵

便
業

-
3
0
.
6

-
3
7
.
0

-
2
6
.
8

-
3
0
.
7

-
3
0
.
7

-
2
5
.
1

-
2
3
.
4

-
2
7
.
1

-
2
5
.
2

-
1
0
.
7

-
2
1
.
0

-
6
.
7

8
.
3

-
3
1
.
4

-
2
0
.
4

-
2
4
.
8

卸
売

業
,
小

売
業

-
3
4
.
8

-
3
5
.
9

-
2
6
.
9

-
3
3
.
4

-
3
4
.
0

-
2
8
.
3

-
3
2
.
6

-
2
7
.
4

-
2
8
.
3

-
1
7
.
2

-
2
3
.
2

-
1
2
.
6

8
.
5

-
3
6
.
8

-
2
5
.
7

-
2
9
.
3

学
術

研
究

,
専
門

・
技

術
サ
ー

ビ
ス

業
-
3
6
.
6

-
3
5
.
4

-
1
5
.
7

-
2
6
.
9

-
2
7
.
6

-
1
4
.
8

-
2
3
.
1

-
2
3
.
1

-
1
8
.
9

-
1
2
.
2

-
9
.
4

5
.
7

2
4
.
2

-
2
5
.
5

-
9
.
8

-
2
1
.
3

宿
泊

業
,
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

-
4
7
.
9

-
5
5
.
9

-
2
9
.
4

-
4
4
.
0

-
4
9
.
1

-
3
2
.
2

-
3
8
.
2

-
3
4
.
7

-
3
1
.
4

-
3
7
.
5

-
4
1
.
0

-
6
.
0

2
.
9

-
4
8
.
0

-
2
4
.
8

-
4
6
.
4

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
娯
楽
業

-
4
4
.
0

-
4
4
.
2

-
3
4
.
8

-
3
4
.
5

-
4
1
.
0

-
3
2
.
9

-
3
5
.
4

-
3
2
.
9

-
3
0
.
8

-
2
6
.
2

-
2
3
.
2

-
1
4
.
8

2
5
.
2

-
3
7
.
0

-
2
8
.
9

-
2
9
.
9

教
育

,
学

習
支
援

業
-
3
8
.
1

-
3
6
.
6

-
1
4
.
7

-
2
1
.
6

-
2
3
.
9

-
0
.
2

-
2
2
.
1

-
2
6
.
4

-
9
.
2

-
1
1
.
6

-
1
8
.
8

0
.
1

4
3
.
6

-
2
4
.
8

1
.
4

-
1
1
.
1

医
療

,
福

祉
-
2
1
.
7

-
1
7
.
9

-
9
.
0

-
2
1
.
0

-
1
6
.
0

-
7
.
8

-
1
5
.
1

-
1
2
.
0

-
1
2
.
0

-
5
.
1

-
7
.
9

-
1
.
3

1
2
.
9

-
1
4
.
4

-
4
.
7

-
1
1
.
6

サ
ー
ビ
ス
業
(
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
)

-
3
6
.
5

-
3
7
.
7

-
2
2
.
6

-
3
2
.
2

-
3
2
.
2

-
1
8
.
9

-
2
4
.
3

-
2
3
.
5

-
1
6
.
5

-
6
.
9

-
1
2
.
5

7
.
0

1
9
.
0

-
3
0
.
8

-
1
2
.
4

-
2
4
.
5

令
和
３
年

（
参

考
）
前

々
年

同
月

比

●
主
要

産
業
別
の
新
規
求
人
数
（
前
年
同
月
比
が
プ
ラ
ス

,又
は
,減

少
幅

が
縮
小

し
て
い

る
業
種

を
機
械

的
に

赤
網

掛
け

。
掲
載

し
て
い

る
中
分

類
業
種

が
い
ず
れ

も
左
記

の
場
合

、
大
分
類
業

種
を
赤
網

掛
け
｡）

○
新
規
求
人
数
の
前
年
同
月
比
を
業
種
別
に
み
る
と
、
産
業
計
で
は
、
令
和
３
年

４
月
の
産
業
計
は
15
.2
％
増
加
と
な
り
、
３
月
の

0.
7％

減
少
と
比
較
す
れ
ば
、
大
き
な
増
加
幅
に
転
じ
た
も
の
の
、
昨
年

４
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
影
響
に
よ
り
、
新
規
求
人
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
「
反
動
増
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
前
々
年
同
月
比
を
み
る
と
、
４
月
は

2
1.
5％

減
少
と
、

３
月
の
1
2.
7％

減
少
と
比
較
し
、
そ
の
減
少
幅
が
拡
大
し
て
お
り
、
ま
た
、
大
き
な
減
少
幅
が
続
い
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

○
都
道
府
県
労
働
局
等
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
「
電
気
機
械
器
具
製
造
業
」
で
は
、
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
い
て
在
宅
の
時
間
が
長
く
な
る
中
で
、
電
気
製
品
の
買
替
等
へ
の
ニ
ー
ズ
も
高
ま
っ
て
お
り
、
求

人
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
業
」
で
は
、
求
人
提
出
の
動
き
が
あ
る
も
の
の
、
世
界
的
な
半
導
体
需
要
の
高
ま
り
に
よ
り
半
導
体
の
供
給
制
約
に
よ
る
自
動
車
の
生
産
調

整
等
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
ル
ネ
サ
ス
工
場
の
火
災
も
あ
り
、
国
内
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
雇
用
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
し
っ
か
り
と
注
視
し
て
い
く
。

○
「
宿
泊
業
,飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
同
月
比
も
大
き
な
減
少
幅
が
続
い
て
お
り
、
４
月
に

緊
急
事
態
宣
言

等
が
発
令
さ
れ
た
中
で
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

産
業

別
の

新
規

求
人

数
の

動
向

に
つ

い
て

（
資
料
出

所
）
厚

生
労
働

省
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

注
）

い
ず
れ
も

パ
ー
ト

を
含
む

値
。

令
和

２
年

１
月

～
３

月
は

、
求

人
票

の
記
載

項
目
の
拡
充

に
よ
り

、
求
人

の
更
新

が
差
し

控
え
ら
れ
る

等
、
前

年
比
を

マ
イ
ナ

ス
方
向

に
押
し

下
げ

る
影

響
が

生
じ

て
い

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
。

●
宿
泊

業
,飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

●
医
療
,福

祉

●
製
造

業

●
サ
ー

ビ
ス
業
（
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

●
卸
売
業
,小

売
業

●
運
輸
業

,郵
便
業

※
「
そ
の

他
の
事

業
サ
ー

ビ
ス
業

」
に

は
「

建
物

サ
ー

ビ
ス

業
(
ビ

ル
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
,
清

掃
,消

毒
な

ど
)」

「
警
備

業
」
が

含
ま
れ

る
。

2
9

（％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

製
造

業
▲

 1
1.

3
▲

 9
.8

8.
5

32
.8

▲
 3

2.
0

▲
 1

6.
3

▲
 2

0.
8

 食
料

品
製

造
業

　
　

　
　

▲
 1

6.
5

▲
 2

3.
2

4.
3

20
.1

▲
 3

9.
3

▲
 1

6.
9

▲
 2

0.
9

 は
ん

用
機

械
器

具
製

造
業

▲
 9

.3
1.

8
13

.5
26

.6
▲

 2
3.

6
▲

 1
3.

8
▲

 2
2.

0
 電

子
部

品
・デ

バ
イ

ス
・電

子
回

路
製

造
業

　
　

　▲
 1

.3
19

.0
19

.3
52

.4
▲

 8
.3

17
.1

7.
2

 電
気

機
械

器
具

製
造

業
▲

 1
0.

4
▲

 4
.0

7.
5

55
.5

▲
 3

2.
0

▲
 2

0.
8

▲
 1

8.
2

 輸
送

用
機

械
器

具
製

造
業

▲
 7

.0
▲

 1
0.

9
12

.9
47

.1
▲

 3
4.

7
▲

 2
8.

6
▲

 3
3.

3
自

動
車

・同
付

属
品

製
造

業
0.

8
▲

 6
.5

26
.3

74
.5

▲
 3

4.
4

▲
 2

3.
5

▲
 3

2.
5

令
和

３年
（参

考
）前

々
年

同
月

比 （％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

 サ
ー

ビ
ス

業
（他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

▲
 6

.9
▲

 1
2.

5
7.

0
19

.0
▲

 3
0.

8
▲

 1
2.

4
▲

 2
4.

5
 職

業
紹

介
・労

働
者

派
遣

業
▲

 2
.1

▲
 8

.7
18

.0
39

.4
▲

 4
2.

9
▲

 2
2.

5
▲

 2
7.

5
 そ

の
他

の
事

業
サ

ー
ビ

ス
業

▲
 1

0.
0

▲
 1

6.
4

4.
6

11
.7

▲
 2

9.
1

▲
 9

.4
▲

 2
5.

1

令
和

３年
１月

（参
考

）前
々

年
同

月
比

（％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

 宿
泊

業
,飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

▲
 3

7.
5

▲
 4

1.
0

▲
 6

.0
2.

9
▲

 4
8.

0
▲

 2
4.

8
▲

 4
6.

4
 宿

泊
業

▲
 4

0.
1

▲
 5

2.
9

30
.9

55
.4

▲
 5

9.
2

▲
 1

7.
8

▲
 4

7.
5

 飲
食

店
　

　
　

▲
 3

8.
4

▲
 3

9.
8

▲
 1

3.
3

▲
 4

.3
▲

 4
6.

7
▲

 2
7.

0
▲

 4
7.

4

（参
考

）前
々

年
同

月
比

令
和

３年
１月

（％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

 医
療

,福
祉

▲
 5

.1
▲

 7
.9

▲
 1

.3
12

.9
▲

 1
4.

4
▲

 4
.7

▲
 1

1.
6

 医
療

業
▲

 9
.9

▲
 1

6.
0

▲
 1

.5
15

.1
▲

 2
1.

3
▲

 7
.7

▲
 1

5.
9

 社
会

保
険

・社
会

福
祉

・介
護

事
業

▲
 2

.6
▲

 3
.5

▲
 1

.3
11

.9
▲

 1
0.

8
▲

 3
.4

▲
 9

.5

（参
考

）前
々

年
同

月
比

令
和

３
年

１
月

（％
）

１
月

２
月

３
月

４
月

２
月

３
月

４
月

 運
輸

業
,郵

便
業

▲
 1

0.
7

▲
 2

1.
0

▲
 6

.7
8.

3
▲

 3
1.

4
▲

 2
0.

4
▲

 2
4.

8
 道

路
貨

物
運

送
業

▲
 4

.0
▲

 1
8.

1
▲

 9
.0

5.
5

▲
 3

4.
3

▲
 2

5.
7

▲
 2

6.
5

 鉄
道

・水
運

・航
空

運
輸

業
▲

 1
0.

9
▲

 2
1.

3
▲

 6
.6

8.
4

45
.9

25
.7

33
.1

 道
路

旅
客

運
送

業
▲

 1
8.

3
▲

 2
4.

6
▲

 1
.4

16
.5

▲
 2

3.
0

▲
 4

.4
▲

 1
7.

1
 運

輸
に

付
帯

す
る

サ
ー

ビ
ス

業
▲

 1
8.

7
▲

 2
0.

0
▲

 1
6.

2
1.

2
▲

 3
3.

6
▲

 2
8.

8
▲

 2
7.

0

（参
考

） 前
々

年
同

月
比

令
和

３年
１月
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27
9

7
03

1
4

3

2
2

7

45
2

13
1

53
11

2
88

8
0

1
8

5

4
1

8

1
6

2

6
7

2
35

27

95

42
1

34

29

29
21

2
9

4

9
9

2
5

8

1
5

4

2
8

8

6
77

1
6

8
2

18

47
8

12
8

52

12
6

90
7

3
18

0

4
8

7

1
9

6

59

2
79

3
2

9
9

45
4

30

30

38

25
4

1
0

4

1
1

4

3
0

4

1
8

3

2
82

6
99

18
2

2
28

48
1

12
6

64
13

1
84

7
4

1
8

6

4
9

4

1
9

5

5
2

2
45

3
6

1
00

43
2

30

31

38
22

4

9
2

1
0

3

3
1

3

1
8

2

27
7

7
2

1

19
3

2
18

46
5

11
9

61
13

1
8

0
7

5

1
8

5

5
1

6

1
8

9

48

2
3

5

4
0

9
9

45
0

29

31

40

2
1

3

9
1

1
1

9

3
2

3

1
8

6

0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

建 設 業

製 造 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ，

郵 便 業

卸 売 業 ，

小 売 業

金 融 業 ，

保 険 業

不 動 産 業 ，

物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，

専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ，

飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ，

娯 楽 業

教 育 ，

学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サ ー ビ ス 業

（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

産
業

別
及

び
雇

用
形

態
別

で
み

た
雇

用
者

数
の

動
向

（
資
料
出

所
）
総

務
省
「

労
働
力

調
査

（
基

本
集

計
）

」
に

よ
り

作
成

（
注
）

１
）
「

農
業

,林
業
」
「

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
業

」
「

公
務

」
の

業
種

は
割

愛
し

て
い
る
。

２
）
労

働
力
調

査
（
基

本
集
計

）
に
お
け
る

雇
用
形

態
別
の

雇
用
者

の
月
次

の
動
向
に
つ

い
て
は

、
20
13

年
１
月

以
降
に

調
査
を
開
始

し
て
お

り
、
遡

れ
る
比

較
対
象

と
し
て
20
13

年
１
月

を
例
示

し
て
い

る
。

（
単
位
：
万
人
）

○
昨
年
４
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
影
響
に
よ

り
、

「
宿

泊
業

,
飲
食

サ
ー
ビ

ス
業

」
な

ど
に

お
い

て
、
雇

用
者
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
「
反
動

増
」
が
み
ら
れ
る
た

め
、
前
々
年
同
月
差
を
み
る
と
、
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
、

・
正
規
雇
用
労
働
者

に
つ
い
て
は
、
「
製
造
業
」
「
医
療
,福

祉
」
な
ど
に
お
い
て
大
き
い
増
加
が
み
ら
れ
た
一
方
で

、
「
卸
売
業
,小

売
業
」
な
ど
に
お
い
て
大
き
な
減
少

が
み
ら
れ
た
。

・
非
正
規
雇
用
労
働

者
に
つ
い
て
は
、
「
宿
泊
業
,飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
」
「
卸
売
業

,小
売
業
」
「
医
療
,福

祉
」
な
ど
に
お
い
て
減
少
が
み
ら
れ
た
一
方
で
、
「
情
報
通
信

業
」
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
「
製
造
業
」
な
ど
に
お
い
て
増
加
が
み
ら
れ
る
。

3
0

正
規
雇

用
労
働
者
数

非
正
規
雇

用
労
働
者
数

2
01
3年

４
月

2
01
9年

４
月

2
02
0年

４
月 2
02
1年

４
月

【
参
考
：
2
02
1年

３
月
及
び
４
月
の
主

な
産
業
別
の
雇
用
者
数
の
前
々
年
同
月
差
（
雇
用
形
態
別
）

】
３
月

→
 ４

月
３
月

→
 ４

月
製
造

業
：
正
規

＋
31
万
人

→
＋
44
万
人

非
正
規

▲
48
万
人
→
▲

44
万
人

情
報

通
信

業
：
正
規

＋
24
万
人

→
＋
25
万
人

非
正
規

＋
１
万
人
→
＋
８
万
人

運
輸

業
，

郵
便

業
：
正
規

＋
１
万
人

→
±
０
万
人

非
正
規

±
０
万
人
→
±

０
万
人

卸
売

業
，

小
売

業
：
正
規

＋
５
万
人

→
▲
13
万
人

非
正
規

＋
６
万
人
→
▲
４
万
人

宿
泊

業
，
飲

食
サ
ー

ビ
ス

業
：
正
規

▲
13
万
人

→
▲
10
万
人

非
正
規

▲
33
万
人
→
▲

41
万
人

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業
：

正
規

＋
５
万
人
→
＋
２

万
人

非
正
規

▲
15
万
人
→
▲
13
万
人

医
療

，
福

祉
：
正
規

＋
18
万
人

→
＋
29
万
人

非
正
規

＋
38
万
人
→
＋

19
万
人

サ
ー

ビ
ス

業
(他

に
分

類
さ
れ

な
い
も

の
)：

正
規

▲
10
万
人
→
▲
７
万
人

非
正
規

▲
５
万
人
→
＋
３
万
人
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産
業

別
に

み
た

休
業

者
数

の
動

向
（
雇

用
者

に
占

め
る

休
業

者
割

合
）

3
1

（
資
料
出
所

）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）
」
よ
り
作
成

(単
位

：
％

）

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

全
産

業
2
.
6

2
.
5

3
.
2

2
.
5

2
.
1

2
.
1

2
.
7

2
.
9

2
.
2

2
.
1

2
.
1

2
.
4

2
.
6

2
.
7

3
.
5

8
.
7

6
.
0

3
.
2

3
.
0

2
.
9

2
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
7

3
.
2

3
.
0

3
.
1

2
.
8

建
設

業
2
.
6

2
.
3

2
.
4

2
.
4

2
.
2

1
.
9

1
.
7

1
.
7

1
.
2

1
.
7

1
.
7

2
.
0

2
.
1

2
.
2

2
.
7

4
.
7

4
.
0

3
.
1

2
.
9

2
.
5

1
.
7

1
.
7

1
.
9

2
.
9

3
.
0

2
.
5

2
.
5

2
.
5

製
造

業
1
.
4

1
.
2

1
.
5

2
.
1

1
.
5

1
.
4

1
.
8

1
.
5

1
.
4

1
.
4

1
.
6

1
.
9

2
.
0

1
.
6

1
.
8

5
.
3

3
.
4

2
.
3

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
7

1
.
7

2
.
3

2
.
1

1
.
6

2
.
0

2
.
0

情
報

通
信

業
3
.
2

3
.
6

2
.
8

2
.
8

2
.
3

1
.
9

1
.
3

1
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
3

1
.
8

3
.
0

4
.
1

2
.
3

4
.
8

3
.
5

2
.
8

2
.
5

1
.
7

2
.
6

2
.
3

1
.
7

2
.
5

2
.
5

2
.
6

2
.
9

1
.
6

運
輸

業
，

郵
便

業
1
.
7

2
.
1

2
.
8

2
.
2

1
.
8

2
.
0

2
.
1

2
.
4

1
.
8

1
.
5

1
.
8

1
.
8

2
.
4

2
.
4

3
.
0

7
.
1

5
.
4

3
.
3

2
.
7

2
.
5

2
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
4

2
.
8

2
.
7

3
.
0

2
.
7

卸
売

業
，

小
売

業
2
.
2

2
.
1

2
.
7

1
.
9

2
.
0

1
.
5

2
.
1

2
.
3

1
.
8

1
.
8

1
.
9

2
.
0

2
.
0

2
.
3

2
.
8

8
.
5

4
.
6

2
.
7

2
.
3

2
.
6

2
.
4

1
.
9

1
.
9

1
.
6

2
.
1

2
.
5

2
.
2

2
.
4

金
融

業
，

保
険

業
2
.
6

3
.
8

3
.
2

3
.
1

1
.
7

1
.
8

3
.
2

4
.
4

1
.
8

2
.
4

1
.
7

2
.
3

3
.
2

3
.
3

2
.
7

7
.
4

4
.
8

3
.
1

4
.
5

3
.
6

3
.
3

2
.
3

3
.
0

3
.
0

3
.
2

2
.
5

3
.
2

2
.
6

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

2
.
8

2
.
7

2
.
6

0
.
9

2
.
6

1
.
6

1
.
7

3
.
6

1
.
8

0
.
8

1
.
7

2
.
6

3
.
4

2
.
5

3
.
4

6
.
7

4
.
2

3
.
3

2
.
3

2
.
3

2
.
3

2
.
5

2
.
3

2
.
5

3
.
3

2
.
3

2
.
4

1
.
7

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
2
.
2

2
.
8

2
.
9

2
.
2

1
.
5

2
.
2

2
.
3

2
.
8

2
.
6

2
.
0

1
.
5

2
.
6

2
.
1

3
.
4

2
.
7

6
.
3

5
.
2

3
.
6

2
.
7

2
.
8

3
.
2

2
.
0

3
.
1

2
.
6

2
.
6

2
.
6

2
.
7

1
.
6

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
3
.
3

3
.
1

6
.
4

2
.
8

2
.
0

2
.
5

5
.
9

4
.
9

2
.
8

2
.
1

2
.
2

2
.
7

3
.
4

3
.
9

6
.
8

2
9
.
3

2
1
.
3

8
.
1

5
.
8

6
.
0

4
.
7

3
.
4

2
.
9

3
.
0

7
.
3

7
.
8

5
.
8

5
.
9

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
3
.
8

2
.
7

2
.
7

2
.
2

2
.
0

3
.
1

2
.
6

3
.
2

2
.
7

3
.
1

2
.
2

2
.
2

3
.
3

2
.
8

5
.
4

2
7
.
0

1
6
.
8

6
.
9

5
.
6

4
.
0

3
.
7

3
.
7

3
.
6

2
.
9

5
.
3

4
.
5

5
.
1

4
.
0

教
育

，
学

習
支

援
業

3
.
7

4
.
5

8
.
0

3
.
0

3
.
0

2
.
9

6
.
8

8
.
3

3
.
7

2
.
3

2
.
9

4
.
4

2
.
3

3
.
3

8
.
8

1
5
.
0

9
.
6

3
.
0

3
.
3

4
.
1

3
.
6

3
.
2

3
.
4

5
.
0

4
.
3

4
.
0

6
.
9

3
.
2

医
療

，
福

祉
3
.
2

2
.
9

3
.
7

3
.
0

2
.
9

2
.
9

2
.
9

3
.
0

3
.
1

3
.
2

2
.
7

3
.
1

3
.
2

3
.
0

4
.
1

5
.
9

4
.
2

2
.
8

2
.
9

3
.
0

3
.
2

3
.
0

3
.
1

3
.
1

3
.
5

3
.
1

3
.
5

3
.
1

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
2
.
9

2
.
5

2
.
2

2
.
0

1
.
8

1
.
5

1
.
9

2
.
2

2
.
0

2
.
0

1
.
7

2
.
4

2
.
7

2
.
7

3
.
5

7
.
8

6
.
3

3
.
9

3
.
0

2
.
7

2
.
5

2
.
2

2
.
2

2
.
5

3
.
5

3
.
8

2
.
8

2
.
5

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年
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産
業

別
に

み
た

現
金

給
与

総
額

の
動

向

3
2

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
よ
り
作
成

（
注
）
１
．
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
就
業
形
態
計
の
数
値
。

２
．
令
和
３
年
４
月
は
速
報
値
。1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

1
月

2
月

3
月

4
月

全
産

業
-0
.7

-0
.7

-1
.3

-0
.5

-0
.5

0.
3

-1
.0

-0
.1

0.
5

0.
0

0.
1

-0
.2

1.
2

0.
7

0.
0

-0
.6

-2
.3

-2
.0

-1
.5

-1
.3

-0
.9

-0
.7

-1
.8

-3
.0

-1
.3

-0
.4

0.
6

1.
6

-0
.1

0.
4

0.
6

1.
0

建
設

業
5.
9

2.
3

2.
4

3.
8

1.
0

0.
0

-3
.0

5.
9

6.
2

3.
4

4.
6

3.
6

2.
8

2.
9

4.
7

1.
2

-1
.4

6.
1

-1
.9

-0
.8

-3
.5

-1
.2

-0
.7

-2
.7

-2
.2

-0
.1

-1
.8

0.
1

0.
5

2.
8

2.
8

1.
3

製
造

業
-0
.5

-0
.1

0.
5

-0
.1

3.
2

-1
.6

-0
.6

0.
5

-0
.6

-0
.6

1.
1

-1
.8

-0
.1

-0
.4

-2
.2

-2
.3

-4
.5

-5
.9

-5
.1

-3
.6

-1
.8

-1
.3

-3
.5

-5
.0

0.
1

-0
.1

1.
7

2.
6

0.
0

-0
.5

-0
.5

0.
2

情
報

通
信

業
-7
.8

-0
.8

-1
.8

2.
0

-1
.3

1.
2

-8
.0

0.
5

-0
.6

4.
2

0.
2

-2
.0

3.
0

2.
0

0.
6

0.
4

0.
1

-4
.3

2.
9

1.
4

-0
.8

-3
.6

-0
.1

-0
.3

-0
.2

-1
.4

0.
9

2.
0

2.
7

0.
6

1.
5

2.
4

運
輸

業
，

郵
便

業
0.
5

0.
0

-1
.7

-1
.9

5.
9

0.
1

2.
5

1.
3

2.
3

1.
3

3.
0

2.
3

-0
.2

1.
0

0.
1

-2
.0

-6
.9

-
1
0
.
7

-4
.3

-5
.9

-3
.0

-2
.3

-8
.0

-8
.9

-1
.7

-2
.6

-1
.7

4.
3

-1
.9

-1
.6

-1
.6

2.
2

卸
売

業
，

小
売

業
-2
.2

-1
.0

-3
.2

-0
.9

-1
.9

-3
.7

2.
2

-1
.9

-1
.2

-0
.4

-1
.9

-1
.1

3.
3

1.
7

0.
5

1.
5

-1
.7

-1
.2

0.
2

0.
5

1.
3

-0
.6

-1
.3

-1
.2

-0
.4

0.
6

1.
8

1.
8

2.
8

2.
3

2.
3

3.
4

金
融

業
，

保
険

業
10
.6

-
1
0
.
7

-2
.9

-2
.3

-
1
5
.
0

5.
5

-1
.7

2.
8

1.
9

2.
6

5.
5

1.
2

0.
3

1.
9

-1
.0

2.
1

1.
0

2.
7

0.
8

-0
.2

0.
4

0.
3

-1
.1

2.
4

-7
.8

-1
.5

-7
.6

-0
.5

-7
.5

0.
4

-8
.5

1.
6

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

-6
.8

-1
.9

-6
.0

-4
.7

-3
.0

11
.5

-5
.0

-1
.1

3.
3

-0
.9

-0
.1

4.
5

2.
8

4.
1

1.
1

-0
.3

0.
8

-2
.8

10
.2

3.
5

2.
0

4.
8

4.
0

5.
1

4.
4

2.
6

6.
8

9.
2

7.
3

6.
8

7.
9

8.
9

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
5.
2

4.
5

1.
8

-0
.9

1.
1

6.
1

-1
.1

0.
8

3.
9

-0
.6

2.
2

1.
7

-1
.7

1.
4

4.
6

0.
9

-1
.2

-1
.6

-1
.9

-2
.9

-2
.5

-2
.5

-1
.4

-3
.0

-3
.3

-3
.5

-5
.5

1.
4

-5
.0

-2
.1

-1
.1

2.
3

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
-1
.2

-1
.3

-2
.2

0.
0

-2
.1

-1
.7

-3
.6

-1
.0

1.
4

0.
9

0.
9

-0
.4

2.
2

-0
.5

-3
.8

-
1
0
.
5

-9
.1

-6
.4

-6
.5

-5
.6

-4
.5

-5
.2

-6
.4

-
1
2
.
5

-8
.9

-5
.0

-2
.3

3.
3

-6
.9

-5
.4

-6
.0

-7
.5

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
0.
1

3.
1

0.
5

3.
9

-0
.6

-1
.5

4.
9

-0
.3

1.
1

1.
5

-0
.8

7.
0

-0
.7

2.
1

-0
.1

-7
.6

-3
.7

2.
1

-7
.8

-3
.2

0.
4

1.
8

1.
6

-9
.7

3.
4

-0
.9

2.
6

6.
3

2.
6

1.
2

2.
5

-1
.8

教
育

，
学

習
支

援
業

-2
.3

-2
.6

-3
.9

-2
.8

-2
.4

1.
0

-7
.2

0.
0

-3
.0

-4
.4

-2
.5

-3
.4

-1
.9

1.
4

0.
6

2.
0

1.
2

3.
3

4.
0

0.
1

0.
7

2.
4

1.
7

-1
.5

-0
.9

-0
.5

-1
.7

-2
.0

-2
.8

0.
9

-1
.1

0.
0

医
療

，
福

祉
-1
.6

-0
.5

-1
.9

0.
1

-0
.8

2.
7

0.
2

-1
.1

1.
8

0.
7

-1
.0

1.
8

3.
1

0.
9

1.
7

1.
3

-0
.3

-0
.1

0.
3

0.
2

-0
.5

0.
3

0.
9

-2
.3

-1
.5

-0
.2

2.
0

-0
.7

1.
5

0.
7

3.
7

0.
6

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
0.
5

2.
8

2.
8

0.
4

2.
6

2.
9

3.
3

0.
4

1.
6

0.
2

0.
4

3.
0

1.
8

-0
.8

-0
.2

-1
.6

-3
.2

-6
.3

-2
.7

-0
.3

-2
.1

-0
.1

-1
.5

-3
.5

1.
0

2.
8

4.
3

5.
3

2.
9

2.
0

4.
1

3.
7

前
年

同
月

比
（

％
）

前
々

年
同

月
比

（
％

）

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

３
年

89



産
業

別
に

み
た

総
実

労
働

時
間

の
動

向

3
3

（
資

料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
よ
り
作
成

（
注

）
１
．
事
業
所
規
模
５
人
以
上

の
就
業
形
態
計
の
数
値
。

２
．
令
和
３
年
４
月
は
速
報
値
。

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

1
月

2
月

3
月

4
月

全
産

業
-2
.6

-0
.8

-2
.7

-1
.8

-4
.4

-3
.3

-0
.8

-3
.0

-0
.6

-2
.3

-3
.7

-0
.4

0.
8

-1
.6

-1
.2

-3
.9

-9
.5

-4
.0

-2
.7

-5
.1

-1
.7

0.
3

-2
.7

-2
.5

-2
.1

-3
.5

0.
8

4.
3

-1
.3

-5
.0

-0
.4

0.
2

建
設

業
-1
.8

1.
5

-1
.6

-1
.1

-5
.9

-2
.0

1.
3

-2
.2

1.
7

-1
.8

-2
.3

0.
9

2.
4

-1
.5

-0
.3

-1
.5

-3
.6

-0
.8

-2
.9

-4
.1

-2
.0

0.
9

-2
.6

-3
.7

-2
.6

-2
.3

0.
2

1.
5

-0
.2

-3
.8

-0
.1

0.
0

製
造

業
-2
.5

-0
.5

-2
.3

-1
.7

-3
.8

-3
.5

-0
.9

-1
.9

-1
.1

-2
.8

-4
.9

-1
.6

1.
7

-1
.6

-1
.3

-3
.0

-
1
0
.
7

-9
.0

-5
.3

-9
.1

-3
.5

-0
.8

-2
.7

-3
.5

-2
.7

-4
.3

-0
.6

3.
3

-1
.0

-5
.8

-1
.9

0.
2

情
報

通
信

業
-3
.2

-0
.2

-2
.7

-1
.2

-3
.5

-3
.0

1.
5

-2
.6

1.
1

0.
1

-3
.3

2.
2

4.
6

-0
.2

1.
9

1.
6

-4
.5

2.
5

1.
6

-2
.1

3.
0

5.
2

0.
6

1.
1

0.
3

-0
.7

5.
1

3.
6

4.
9

-0
.9

7.
0

5.
3

運
輸

業
，

郵
便

業
-1
.3

0.
0

-0
.9

-1
.1

-1
.3

-1
.7

-0
.4

-1
.6

-1
.2

-1
.1

-2
.7

-0
.6

0.
9

0.
6

0.
3

-1
.8

-9
.6

-6
.5

-4
.0

-6
.3

-3
.0

-1
.2

-3
.5

-2
.9

-3
.2

-5
.7

-2
.2

2.
4

-2
.4

-5
.1

-1
.9

0.
5

卸
売

業
，

小
売

業
-3
.1

-0
.4

-2
.0

-1
.9

-3
.4

-2
.8

-1
.7

-1
.9

-0
.5

-1
.3

-2
.9

-0
.6

1.
4

-0
.3

0.
1

-1
.4

-6
.7

-3
.4

-0
.4

-3
.4

-0
.7

0.
7

-1
.1

-1
.3

-0
.4

-2
.3

-0
.6

3.
1

1.
0

-2
.6

-0
.5

1.
6

金
融

業
，

保
険

業
-2
.9

0.
5

-1
.6

-1
.6

-6
.3

-5
.5

0.
9

-3
.6

0.
6

-1
.6

-4
.5

3.
3

2.
7

-2
.6

1.
1

0.
4

-5
.3

3.
5

1.
3

-3
.9

1.
2

4.
1

-2
.0

0.
2

0.
8

-0
.8

4.
9

6.
5

3.
6

-3
.3

6.
1

6.
9

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

-4
.5

-1
.9

-2
.8

-2
.9

-5
.9

-2
.8

0.
4

-2
.3

-0
.2

-1
.6

-1
.8

-0
.4

1.
6

-1
.0

-1
.5

-3
.8

-6
.6

-3
.9

-0
.2

-3
.6

-0
.4

3.
3

-0
.2

-0
.6

0.
3

-0
.2

2.
3

9.
2

1.
9

-1
.2

0.
7

5.
0

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
-1
.4

1.
7

-2
.9

-1
.2

-4
.8

-3
.3

-0
.6

-5
.0

0.
0

-1
.0

-5
.0

0.
4

1.
4

-3
.6

0.
5

-1
.1

-6
.9

-0
.8

-1
.0

-4
.4

0.
6

1.
1

-2
.1

-2
.3

-0
.4

-1
.6

3.
3

5.
2

1.
0

-5
.1

3.
8

4.
0

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
-4
.3

-3
.5

-4
.4

-3
.0

-4
.3

-4
.0

-3
.0

-4
.1

-1
.3

-2
.0

-1
.6

-1
.6

-0
.9

-1
.1

-6
.9

-
2
1
.
6

-
2
5
.
7

-
1
5
.
1

-9
.3

-
1
0
.
4

-9
.3

-6
.9

-8
.4

-9
.3

-
1
3
.
8

-
1
4
.
9

-6
.0

10
.5

-
1
4
.
6

-
1
5
.
9

-
1
2
.
5

-1
3.
3

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
-2
.5

-0
.8

-2
.5

-2
.8

-3
.1

-2
.5

-0
.5

-2
.6

-2
.7

-3
.7

-3
.3

-2
.5

-2
.8

-1
.6

-6
.4

-
2
0
.
4

-
3
0
.
8

-
1
7
.
7

-
1
2
.
6

-
1
0
.
0

-7
.9

-4
.6

-5
.0

-6
.2

-5
.4

-9
.9

-2
.1

17
.9

-8
.0

-
1
1
.
3

-8
.3

-6
.1

教
育

，
学

習
支

援
業

-1
.0

-1
.6

-4
.3

-1
.9

-8
.2

-4
.4

0.
0

-6
.8

1.
5

-4
.6

-4
.2

3.
8

0.
5

-2
.4

-4
.2

-5
.1

-
1
2
.
2

4.
7

2.
9

4.
1

3.
6

4.
7

-3
.4

0.
6

-2
.0

-2
.3

11
.7

11
.2

-1
.4

-4
.6

7.
0

5.
5

医
療

，
福

祉
-2
.7

-1
.9

-3
.0

-1
.5

-5
.2

-4
.2

-0
.1

-2
.9

-0
.2

-2
.2

-3
.0

-0
.5

0.
1

-1
.9

-0
.6

-1
.2

-3
.7

0.
5

-1
.3

-3
.2

0.
3

1.
1

-2
.1

-0
.5

0.
1

-1
.3

2.
0

1.
4

0.
2

-3
.2

1.
4

0.
2

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
-1
.6

-0
.6

-2
.3

-1
.2

-3
.5

-3
.4

-0
.7

-3
.3

-1
.0

-3
.2

-4
.9

-1
.9

-0
.8

-3
.4

-2
.5

-4
.4

-9
.8

-3
.9

-3
.4

-5
.5

-1
.9

0.
6

-2
.2

-1
.5

0.
0

-1
.2

3.
7

6.
0

-0
.8

-4
.5

1.
1

1.
3

前
年

同
月

比
（

％
）

前
々

年
同

月
比

（
％

）

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

３
年

90



産
業

別
に

み
た

企
業

の
売

上
高

経
常

利
益

率
の

推
移

3
4

（単
位

：％
）

令
和

３
年

1 
- 

3 
月

4 
- 

6 
月

7 
- 

9 
月

10
-1

2月
1 

- 
3 

月
4 

- 
6 

月
7 

- 
9 

月
10

-1
2月

1 
- 

3 
月

全
産

業
（除

く
金

融
保

険
業

）
3.

5
3.

4
3.

8
4.

6
5.

0
5.

4
5.

5
5.

9
5.

9
5.

7
6.

0
6.

7
5.

0
5.

3
4.

7
4.

6
4.

4
4.

0
5.

6
6.

0
製

造
業

4.
2

3.
6

3.
9

5.
7

6.
1

6.
1

5.
8

7.
6

7.
5

6.
3

6.
0

7.
7

5.
7

5.
8

5.
5

4.
7

4.
9

4.
8

7.
5

7.
8

食
料

品
製

造
業

2.
9

3.
7

3.
7

3.
9

3.
4

4.
7

4.
9

5.
6

5.
0

4.
6

2.
9

5.
5

5.
2

4.
5

3.
8

3.
2

2.
6

4.
9

4.
6

2.
6

繊
維

工
業

1.
4

3.
1

3.
5

4.
1

3.
5

2.
4

4.
2

4.
2

4.
0

4.
4

2.
7

7.
0

3.
9

4.
3

4.
6

1.
6

5.
1

1.
9

9.
9

▲
 2

.0
木

材
・木

製
品

製
造

業
3.

3
3.

6
0.

6
2.

8
3.

5
1.

9
4.

2
4.

2
5.

3
4.

2
4.

0
3.

7
4.

3
4.

8
4.

3
4.

4
4.

1
2.

6
6.

0
3.

9
パ

ル
プ

・紙
・紙

加
工

品
製

造
業

3.
2

3.
8

3.
1

3.
1

3.
4

3.
9

4.
2

3.
3

2.
7

4.
3

2.
4

5.
0

4.
7

5.
0

4.
9

4.
1

4.
9

3.
9

6.
5

8.
3

印
刷

・同
関

連
業

2.
5

2.
3

2.
7

4.
0

3.
1

2.
7

3.
3

3.
5

3.
4

3.
5

3.
8

4.
8

2.
3

3.
4

2.
8

3.
8

1.
4

1.
4

4.
3

6.
9

化
学

工
業

8.
5

8.
4

7.
5

8.
8

9.
1

9.
1

9.
9

11
.8

11
.6

10
.8

8.
9

13
.4

9.
9

11
.0

10
.7

9.
1

12
.6

9.
3

11
.9

9.
8

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

業
1.

8
2.

8
0.

3
1.

4
▲

 0
.3

▲
 0

.2
2.

6
3.

9
2.

4
1.

7
1.

7
2.

3
0.

5
2.

3
▲

 1
.1

▲
 5

.8
▲

 7
.4

6.
6

4.
3

8.
1

窯
業

・土
石

製
品

製
造

業
5.

4
4.

7
4.

2
6.

2
5.

8
5.

5
5.

8
7.

6
8.

3
8.

4
8.

3
6.

8
6.

5
11

.8
5.

5
5.

3
5.

6
3.

5
7.

4
8.

1
鉄

鋼
業

3.
6

2.
5

0.
3

4.
1

5.
3

4.
3

2.
3

4.
4

4.
3

2.
0

2.
9

3.
5
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 2
0.

0
▲

 2
8.

3
▲

 3
2.

8
▲

 3
3.

6
▲

 3
7.

9
▲

 3
1.

0
▲

 2
6.

7
▲

 7
.5

学
術

研
究

、
専

門
・技

術
サ

ー
ビ

ス
業

-
7.

1
3.

7
7.

1
10

.2
7.

6
0.

8
15

.4
3.

8
6.

6
▲

 3
.4

4.
4

11
.8

14
.6

▲
 0

.2
8.

4
▲

 1
.2

▲
 2

.4
▲

 5
.0

▲
 3

.8
広

告
業

▲
 3

6.
5

▲
 0

.6
28

.5
▲

 1
5.

6
17

.5
▲

 1
9.

4
▲

 9
.2

9.
9

▲
 2

.6
13

.1
▲

 2
.4

23
.9

14
.1

18
.1

▲
 1

4.
5

▲
 5

.5
▲

 1
7.

1
▲

 1
4.

6
▲

 1
9.

6
6.

0
純

粋
持

株
会

社
-

6.
9

2.
3

7.
9

10
.8

10
.9

1.
1

8.
9

3.
5

3.
6

0.
2

3.
2

4.
3

6.
9

3.
5

7.
5

4.
2

2.
9

▲
 0

.3
1.

1
そ

の
他

の
学

術
研

究
、

専
門

・技
術

サ
ー

ビ
ス

業
-

14
.7

0.
1

18
.7

0.
7

▲
 6

.2
3.

5
93

.2
8.

3
23

.1
▲

 2
0.

0
6.

2
74

.2
80

.2
▲

 1
5.

9
17

.6
▲

 2
4.

6
▲

 2
5.

9
▲

 2
5.

5
▲

 3
1.

5
教

育
、

学
習

支
援

業
▲

 3
5.

1
▲

 7
5.

8
26

4.
6

26
.5

▲
 9

.1
▲

 1
5.

1
18

.3
12

7.
5

0.
1

24
.0

16
.0

16
5.

5
▲

 2
8.

3
▲

 3
8.

8
▲

 4
8.

5
▲

 3
4.

4
▲

 7
5.

3
▲

 3
.5

▲
 1

9.
9

▲
 1

0.
4

医
療

、
福

祉
業

47
.9

▲
 1

9.
2

63
.4

8.
5

▲
 2

7.
6

26
.4

13
.1

0.
2

▲
 1

0.
2

41
.8

▲
 2

2.
5

40
.5

78
.3

75
.5

29
.3

96
.2

57
.6

9.
1

▲
 2

.9
5.

2
職

業
紹

介
・労

働
者

派
遣

業
-

3.
1

▲
 2

.9
▲

 3
.5

8.
2

52
.0

25
.7

▲
 1

5.
8

8.
5

37
.9

35
.9

15
.8

31
.0

64
.5

▲
 6

.8
54

.3
▲

 1
6.

5
▲

 7
.7

▲
 3

8.
4

▲
 2

9.
2

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

業
▲

 4
5.

4
▲

 4
0.

4
55

.7
0.

9
▲

 1
1.

6
0.

5
38

.1
38

.1
13

.8
▲

 6
.8

3.
8

▲
 1

5.
1

▲
 4

.3
▲

 1
0.

6
0.

5
▲

 7
.7

14
.4

▲
 4

.2
0.

6
10

.1
（

資
料

出
所

）
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
調

査
」

を
も

と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

（
注

）
暦

年
の

数
値

は
、

四
半

期
デ

ー
タ

の
平

均
を

と
っ

て
作

成
。

平
成

30
年

令
和

元
年

令
和

２
年

平
成

22
年

平
成

23
年

平
成

24
年

平
成

25
年

平
成

26
年

平
成

27
年

平
成

28
年

平
成

29
年
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雇
用

調
整

の
実

績
（
予

定
）
の

あ
る

事
業

所
割

合
の

推
移

3
6

（
資
料

出
所
）
厚
生
労
働
省
「
労
働
経
済
動
向
調
査
」

（
注
）

１
．
雇
用
調
整
の
措
置
：

「
残
業
規
制
」
「
休
日

の
振
替
、

夏
期
休
暇
等

の
休
日
・
休
暇
の
増
加
」
「
臨
時
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

再
契
約
停
止
・
解
雇
」

「
新
規
学
卒
者
の
採
用
の
抑
制
・

停
止
」
「
中

途
採
用
の
削
減
・
停
止
」
「
配
置
転
換
」
「
出
向
」
「
一
時
休
業
（
一
時
帰
休
）
」
「
希
望
退
職
者
の
募
集
、
解
雇
」

２
．

令
和
３
年
１
～
３
月
期
及
び
４
～
６
月
期
は
、
令
和
３
年
２
月
調
査
時
に
お
け
る

令
和
３
年
１
～
３
月
期
及
び

４
～
６
月
期
の
予
定
で
あ
る
。

３
．
無
回
答
を
｢実

施
し
て
い
な
い
又
は
予
定
が
な
い
」
と

回
答

し
た

と
み

な
し
て

集
計

し
て

い
る

。

（単
位

：％
）

１
～

３
月

実
績

４
～

６
月

実
績

７
～

９
月

実
績

10
～

12
月

実
績

１
～

３
月

実
績

４
～

６
月

実
績

７
～

９
月

実
績

10
～

12
月

実
績

１
～

３
月

予
定

４
～

６
月

予
定

調
 査
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情
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運
輸

業
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便
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険
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産
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品
賃

貸
業
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研
究
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門
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術
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ー
ビ

ス
業
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食

サ
ー

ビ
ス

業
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生
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関
連

サ
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ビ
ス

業
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 娯
楽
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サ
ー

ビ
ス

業
（他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）
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令
和

２
年

令
和

３
年
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第
３

次
産

業
活

動
指

数
の

推
移

3
7

（
資
料

出
所
）
経
済
産
業
省
「
第
３
次
産
業
活
動
指
数
」

（
注
）

季
節
調
整
値
。

（
2
01
5年

=
10
0）

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

第
３

次
産

業
総

合
1
0
3
.8

1
0
3
.5

1
0
3
.3

1
0
3
.8

1
0
3
.5

1
0
3
.4

1
0
3
.4

1
0
3
.4

1
0
6
.4

1
0
0
.5

1
0
1
.5

1
0
1
.6

1
0
1
.6

1
0
1
.4

9
7
.4

8
9
.0

8
6
.7

9
4
.3

9
4
.6

9
5
.4

9
7
.3

9
8
.1

9
8
.1

9
7
.7

9
6
.7

9
6
.4

9
8
.7

9
8
.0

電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

1
0
0
.2

9
8
.7

9
8
.5

1
0
1
.4

9
9
.9

9
9
.6

9
5
.7

1
0
0
.6

1
0
4
.2

9
9
.7

9
8
.8

9
8
.3

9
6
.5

9
7
.4

9
8
.3

9
8
.3

9
1
.7

9
6
.9

9
0
.4

1
0
0
.3

1
0
0
.3

9
7
.9

9
8
.1

1
0
0
.9

1
0
3
.1

9
7
.7

9
7
.8

9
8
.2

情
報

通
信

業
1
0
6
.1

1
0
5
.6

1
0
4
.8

1
0
5
.5

1
0
6
.4

1
0
6
.3

1
0
6
.3

1
0
6
.5

1
0
7
.7

1
0
3
.6

1
0
3
.6

1
0
4
.9

1
0
4
.1

1
0
4
.2

1
0
3
.9

1
0
3
.3

9
9
.5

1
0
2
.3

1
0
3
.9

1
0
1
.6

1
0
1
.5

1
0
3
.0

1
0
3
.3

1
0
2
.6

1
0
5
.1

1
0
1
.9

1
0
3
.3

1
1
0
.4

通
信

業
1
1
3
.2

1
1
3
.4

1
1
1
.9

1
1
2
.4

1
1
3
.1

1
1
2
.4

1
1
1
.4

1
1
2
.1

1
1
5
.7

1
0
9
.6

1
1
1
.9

1
1
2
.3

1
1
0
.6

1
1
0
.2

1
1
2
.4

1
0
8
.7

1
0
6
.7

1
1
0
.5

1
1
1
.8

1
1
0
.8

1
1
0
.8

1
1
0
.4

1
1
1
.0

1
1
2
.2

1
1
1
.5

1
1
1
.2

1
1
6
.5

1
1
1
.7

放
送

業
1
0
2
.8

1
0
1
.5

1
0
2
.2

1
0
1
.8

1
0
0
.7

1
0
0
.9

1
0
0
.1

9
8
.7

9
9
.0

9
4
.7

9
7
.1

9
7
.3

9
5
.5

9
5
.9

9
3
.2

8
9
.1

8
4
.0

8
4
.1

8
6
.9

8
9
.1

8
9
.8

9
1
.5

9
2
.5

9
4
.9

9
3
.9

9
3
.8

9
4
.6

9
2
.3

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
1
0
5
.1

1
0
3
.8

1
0
4
.1

1
0
4
.4

1
0
6
.9

1
0
6
.2

1
0
7
.1

1
0
9
.1

1
0
7
.1

1
0
5
.4

1
0
3
.7

1
0
5
.5

1
0
4
.8

1
0
5
.7

1
0
6
.3

1
1
0
.4

1
0
1
.7

1
0
4
.8

1
0
7
.0

1
0
2
.8

1
0
1
.5

1
0
4
.3

1
0
3
.5

1
0
1
.0

1
0
8
.0

1
0
1
.7

1
0
2
.5

1
2
4
.0

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
附

随
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
9
.4

1
0
8
.7

1
1
1
.6

1
0
8
.1

1
0
9
.4

1
1
0
.4

1
1
1
.2

1
1
0
.4

1
1
2
.8

1
0
3
.4

1
0
9
.2

1
1
4
.1

1
1
2
.7

1
1
4
.2

1
1
5
.6

1
1
2
.1

1
1
1
.9

1
1
8
.0

1
2
2
.6

1
1
8
.8

1
1
9
.3

1
2
1
.3

1
3
5
.4

1
3
6
.4

1
3
1
.1

1
1
8
.7

1
3
5
.6

1
2
6
.2

映
像

・
音

声
・
文

字
情

報
制

作
業

9
1
.4

9
0
.6

8
6
.3

9
0
.8

8
8
.1

9
0
.6

9
0
.1

8
8
.9

8
8
.3

8
7
.4

8
5
.0

8
3
.5

8
6
.8

8
5
.1

7
9
.9

7
3
.4

7
1
.7

7
1
.2

7
3
.2

7
3
.4

7
9
.1

8
0
.5

7
9
.4

7
9
.3

7
7
.0

7
6
.3

7
8
.7

7
3
.5

運
輸

業
，

郵
便

業
1
0
4
.0

1
0
4
.4

1
0
4
.5

1
0
4
.8

1
0
3
.7

1
0
3
.8

1
0
3
.9

1
0
3
.3

1
0
8
.1

1
0
2
.4

1
0
2
.6

1
0
2
.0

1
0
2
.7

1
0
2
.1

9
4
.9

8
1
.8

7
7
.2

8
6
.8

8
8
.1

8
8
.2

9
1
.4

9
1
.2

9
1
.4

9
0
.8

8
9
.6

9
0
.4

9
3
.8

9
0
.7

鉄
道

業
1
0
4
.0

1
0
4
.6

1
0
4
.6

1
0
4
.4

1
0
4
.5

1
0
4
.6

1
0
5
.4

1
0
4
.9

1
1
1
.7

1
0
3
.4

1
0
5
.1

1
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.2

9
4
.9

9
5
.1

9
6
.2

6
7
.3

4
1
.8

3
7
.9

6
5
.1

7
0
.5

6
8
.5

7
2
.8

7
7
.3

8
1
.3

8
0
.0

7
0
.8

7
4
.9

7
3
.7

7
3
.1

学
習

支
援

業
1
0
3
.8

1
0
3
.7

1
0
3
.2

1
0
3
.9

1
0
3
.5

1
0
3
.5

1
0
4
.2

1
0
2
.8

1
0
3
.4

1
0
3
.0

1
0
3
.0

1
0
2
.3

1
0
3
.3

1
0
2
.6

9
9
.5

9
4
.8

9
4
.3

9
5
.4

9
4
.8

9
4
.8

9
6
.5

9
6
.7

9
6
.7

9
6
.0

9
6
.0

9
7
.0

9
9
.9

9
8
.7

ペ
ッ

ト
・
ク

リ
ニ

ッ
ク

1
6
8
.2

1
2
9
.9

1
2
2
.6

1
2
9
.1

1
1
8
.8

1
2
5
.2

1
0
9
.5

1
3
2
.6

1
1
4
.4

1
3
3
.7

1
7
2
.4

1
4
7
.5

9
6
.7

1
2
4
.1

1
2
9
.9

1
2
2
.3

1
3
5
.5

1
2
6
.8

1
3
5
.5

1
3
3
.8

1
2
4
.0

1
3
8
.0

1
3
2
.1

1
5
3
.8

1
3
4
.2

1
5
4
.1

1
5
6
.3

1
2
0
.8

自
動

車
整

備
業

（
家

庭
用

車
両

）
8
5
.9

8
2
.8

8
6
.5

8
4
.2

8
8
.6

8
6
.6

8
8
.4

8
9
.8

9
2
.6

7
3
.6

7
2
.7

7
6
.9

7
8
.9

8
5
.2

7
7
.6

8
4
.2

8
2
.2

8
0
.2

8
2
.9

8
7
.0

8
5
.4

8
4
.8

8
7
.7

8
5
.0

9
6
.0

9
0
.1

9
1
.4

8
7
.5

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年
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３
．

政
府

の
対

策
と

実
施

状
況

3
8
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（
資

料
出

所
）
内

閣
官

房
Ｈ

Ｐ
よ

り
抜

粋

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
伴

う
各

種
支

援
策

一
覧

3
9
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（資
料

出
所

）内
閣

府
「国

民
の

命
と

暮
ら

し
を

守
る

安
心

と
希

望
の

た
め

の
総

合
経

済
対

策
（
令

和
２

年
1
2月

８
日

）
」概

要

国
民

の
命

と
暮

ら
し

を
守

る
安

心
と

希
望

の
た

め
の

総
合

経
済

対
策

（
令

和
２

年
1
2
月

８
日

閣
議

決
定

）

4
0
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（資
料

出
所

）内
閣

府
「国

民
の

命
と

暮
ら

し
を

守
る

安
心

と
希

望
の

た
め

の
総

合
経

済
対

策
の

経
済

効
果

試
算

（令
和

２
年

1
2月

８
日

）
」

国
民

の
命

と
暮

ら
し

を
守

る
安

心
と

希
望

の
た

め
の

総
合

経
済

対
策

の
経

済
効

果
試

算
（
令

和
２

年
12

月
８

日
）

4
1
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4
2

（資
料

出
所

）令
和

３
年

５
月

1
4日

経
済

財
政

諮
問

会
議

内
閣

府
提

出
資

料
4

2
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（資
料

出
所

）令
和

３
年

５
月

1
4日

経
済

財
政

諮
問

会
議

内
閣

府
提

出
資

料
4

3
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（資
料

出
所

）令
和

３
年

５
月

1
4日

経
済

財
政

諮
問

会
議

内
閣

府
提

出
資

料
4

4
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（資
料

出
所

）令
和

３
年

５
月

1
4日

経
済

財
政

諮
問

会
議

内
閣

府
提

出
資

料
4

5
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雇
用

調
整

助
成

金
の

支
給

申
請

件
数

・
支

給
決

定
件

数
・
支

給
決

定
額

の
推

移

02
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0

2
00

00

4
00

00

6
00

00

8
00

00

1
00

00
0

1
20

00
0

1
40

00
0

~4/17

4/18~4/24

4/25~5/1

5/2~5/8

5/9~5/15

5/16~5/22

5/23~5/29

5/24~6/5

6/6~6/12

6/13~6/19

6/20~6/26

6/27~7/3

7/4~7/10

7/11~7/17

7/18~7/24

7/25~7/31

8/1~8/7

8/8~8/14

8/15~8/21

8/22~8/28

8/29～9/4

9/5～9/11

9/12~9/18

9/19~9/25

9/26~10/2

10/3~10/9

10/10~10/16

10/17~10/23

10/24~10/30

10/31~11/6

11/7~11/13

11/14~11/20

11/21~11/27

11/28~12/4

12/5~12/11

12/12~12/18

12/19~12/25

12/26~1/1

1/2~1/8

1/9~1/15

1/16~1/22

1/23~1/29

1/30~2/5

2/6~2/12

2/13~2/19

2/20~2/26

2/27~3/5

3/6~3/12

3/13~3/19

3/20~3/26

3/27~3/31

4/1~4/9

4/10~4/16

4/17~4/23

4/24~4/30

5/1~5/7

5/8~5/14

5/15~5/21

5/22~5/28

5/29~6/4

6/5~6/11

雇
用

調
整

助
成

金
の

支
給

申
請

件
数

・
支

給
決

定
件

数
・支

給
決

定
額

の
推

移

支
給

申
請

件
数

（左
軸

）
支

給
決

定
件

数
（
左

軸
）

支
給

決
定

額
（
右

軸
）

（
件
）

（
億

円
）

（
令

和
３

年
６

月
1
1
日

時
点

）
累

積
支

給
申

請
件

数
3
7
8
万

9
8
9
1
件

累
積

支
給

決
定

件
数

3
6
5
万

1
7
9
1
件

累
積

支
給

決
定

額
3
兆

7
2
7
7
億

円

（
資

料
出

所
）
厚

生
労

働
省

「
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

」
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
c
o
vi

d
-
1
9
/
o
pe

n
-
da

ta
.h

tm
l）

（
令

和
３

年
６

月
1
8
日

取
得

）
を

も
と

に
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

4
6
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5.
6 
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.0

 

21
.1

 

34
.1

 

42
.0

 

47
.6

 

31
.4

 

62
.9

 

57
.5

 

53
.6

 

48
.4

 

43
.3

 

41
.4

 

37
.1

 

34
.1

 

29
.8

 

28
.2

 

17
.4

 

30
.5

 

25
.9

 

20
.5

 

21
.9

 
21

.6
 

18
.8

 

17
.2

 
17

.1
 

12
.1

 

18
.7

 

11
.4

 

9.
8 

9.
3 

8.
7 

7.
4 

8.
2 

8.
0 

6.
9 

8.
6 

8.
7 

8.
5 

8.
3 

2.
0 

7.
2

 
7

.1
 

1
1

.0
 

1
1

.7
 

1
3

.8
 

1
5

.4
 

1
7

.9
 

1
4

.8
 

1
9

.3
 

1
9

.4
 

1
9

.6
 

2
0

.1
 

2
0

.0
 

1
3

.2
 

1
1

.7
 

1
1

.2
 

1
0

.2
 

5
.2

 

1
3

.3
 

1
2

.6
 

1
0

.7
 

0.
1 

0.
2 

0.
4 

0.
9 

2.
4 

6.
0 

7.
1 

14
.5

 

18
.2

 
18

.5
 

26
.7

 

18
.4

 

27
.2

 

19
.5

 

32
.7

 

18
.1

 

26
.7

 

12
.2

 

34
.2

 

13
.4

 

19
.7

 

14
.7

 
15

.2
 

25
.3

 

15
.0

 

25
.0

 

10
.5

 

22
.7

 

8.
6 

11
.2

 

7.
7 

9.
4 

7.
9 

6.
0 

8.
5 

5.
2 

10
.3

 

6.
5 

8.
3 

6.
4 

2.
2 

9
.1

 

5
.7

 
6

.7
 

7
.7

 

1
1

.3
 

8
.9

 

1
3

.9
 

1
1

.0
 

1
6

.8
 

1
4

.1
 

1
9

.9
 

1
7

.4
 

2
1

.0
 

2
4

.8
 

1
0

.7
 

8
.9

 

1
0

.1
 

5
.8

 

8
.8

 

1
0

.0
 

5
.7

 

2
.0

 

3
0

.2
 

5
7

.3
 

5
0

.9
 

4
0

.0
 

3
3

.5
 

2
7

.6
 

1
0

.7
 

9
.0

 

6
.7

 
6

.2
 

2
.2

 

6
.1

 
6

.9
 

4
.8

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

3/25～28

3/29～4/4

4/5～11

4/12～18

4/19～25

4/26～5/2

5/3～9

5/10～16

5/17～23

5/24～30

5/31～6/6

6/7～13

6/14～20

6/21～27

6/28～7/4

7/5～11

7/12～18

7/19～25

7/26～8/1

8/2～8

8/9～15

8/16～22

8/23～29

8/30～9/5

9/6～12

9/13～19

9/20～26

9/27～10/3

10/4～10

10/11～17

10/18～10/24

10/25～31

11/1～7

11/8～14

11/15～21

11/22～28

11/29～12/5

12/6～12

12/13～19

12/20～26

12/27～1/2

1/3～9

1/10～16

1/17～23

1/24～30

1/31～2/6

2/7～13

2/14～20

2/21～27

2/28～3/6

3/7～13

3/14～20

3/21～27

3/28～4/3

4/4～10

4/11～17

4/18～24

4/25～5/1

5/2～8

5/9～15

5/16～22

5/23～29

千

緊
急

小
口

資
金

総
合

支
援

資
金

総
合

支
援

資
金

（
再

貸
付

）

申
請
件
数
（
千
件
）

※
直
近
週
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
速
報
値
の
た
め
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

令
和
３
年
６
月
２
日
現
在
（
速
報
値
）

申
請

総
数

緊
急

小
口
資

金
1
,2
44
,7
62
件

総
合

支
援
資

金
7
91
,5
13
件

総
合

支
援
資

金
（
再

貸
付
）

2
94
,1
65
件

決
定

総
額

緊
急

小
口
資

金
2
,2
67
.7
億
円

総
合

支
援
資

金
5
,8
26
.3
億
円

総
合

支
援
資

金
（
再

貸
付
）

1
,4
72
.7
億
円

1件
あ

た
り

平
均

緊
急

小
口
資

金
1
8.
6万

円

総
合

支
援
資

金
7
6.
0万

円

総
合

支
援
資

金
（
再

貸
付
）

5
2.
1万

円

生
活

福
祉

資
金

貸
付

制
度

（緊
急

小
口

資
金

、
総

合
支

援
資

金
）
の

申
請

件
数

の
推

移

4
7
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

の
基

本
的

対
処

方
針

（
抜

粋
）
（
１

／
４

）

4
8
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

の
基

本
的

対
処

方
針

（
抜

粋
）

（
２

／
４

）

4
9
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

の
基

本
的

対
処

方
針

（
抜

粋
）

（
３

／
４

）

5
0
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

の
基

本
的

対
処

方
針

（
抜

粋
）

（
４

／
４

）

5
1
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目
安
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
全
員
協
議
会
に
お
け
る

委
員
か
ら
の
追
加
要
望
資
料

参
考
資
料

No
.1

1

資料№　Ⅰ－４
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●
中
小
企
業
の
経
営
実
態

•
中
小
企
業
の
売
上
・
業
況
・
倒
産
件
数
・
労
働
生
産
性
等
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
３
～
８
）

•
中
小
企
業
の
価
格
転
嫁
の
状
況
と
対
策
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
等
）
・
・
・
（
Ｐ
９
～
1
1
）

•
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策
の
概
要
と
実
績
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
1
2
～
1
3
）

•
助
成
金
の
都
道
府
県
別
実
績
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
1
4
～
1
5
）

•
生
産
性
向
上
支
援
策
の
効
果
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
1
6
～
1
8
）

●
雇
用
調
整
助
成
金
の
実
績
（
業
種
別
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
1
9
～
2
1
）

●
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
に
よ
る
産
業
・
企
業
規
模
別
の
影
響
率
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
2
2
）

●
政
府
か
ら
経
済
界
へ
の
雇
用
維
持
等
に
関
す
る
要
請
書
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
Ｐ
2
3
～
2
4
）

2
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（
出
典
）
東
京
商
工
リサ
ー
チ
「新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト調

査
（
20
20
年
3/
12
、4
/1
0、
5/
15
、6
/1
6、
7/
14
、8
/1
8、
9/
15
、1
0/
20
、1
1/
25
、1
2/
17
、2
02
1年

1/
22
、2
/1
8公

表
）
」を
基
に
作
成

中
小
企
業
の
売
上
実
績
（
前
年
同
月
比
区
分
別
）

（
％
）

売
上
が
前
年
同
月
比
を
下
回
る
中
小
企
業
は
約
7割

。

中
小
企
業
の
売
上

4%
8%

18
%

20
%

12
%

11
%

9%
7%

6%
6%

6%

8%

65
%

68
%

67
%

68
%

70
%

71
%

72
%

73
%

63
%

66
%

64
%

63
%

32
%

24
%

16
%

12
%

18
%

18
%

19
%

20
%

31
%

28
%

30
%

29
%

0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

2月
3月

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月

20
20
年

20
21
年

前
年
同
月
比
0-
49
%

前
年
同
月
比
50
-9
9%

前
年
同
月
比
10
0%

以
上

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

3
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中
小
企
業
の
業
況
（
業
種
別
）

中
小
企
業
（
業
種
別
）
の
業
況
判
断
DI
（
業
況
が
「好
転
」と
回
答
した
割
合
か
ら「
悪
化
」と
回
答
した
割

合
を
引
い
た
も
の
）
を
各
業
種
で
比
較
す
る
と、
20
20
年
６
月
調
査
以
降
は
改
善
傾
向
に
あ
り、
１
月
初
旬

の
緊
急
事
態
宣
言
の
影
響
等
で
一
時
悪
化
す
る
も
、直
近
で
は
持
ち
直
しの
動
き
が
み
られ
る
。

（
出
典
）
日
本
商
工
会
議
所
「L
O
BO
調
査
」を
基
に
作
成

業
況
判
断
D
I
(「
好
転
」-
「悪
化
」･
％
ポ
イ
ン
ト
)

(注
)業
況
判
断
DI
とは
、企

業
の
業
況
が
「好
転
」と
回
答
した
割
合
か
ら「
悪
化
」と
回
答
した
割
合
を
引
い
た
も
の
。

-8
0

-6
0

-4
0

-2
00

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月
4月

5月
6月

7月
8月

9月
10
月

11
月

12
月

1月
2月

3～
5月

20
19
年

20
20
年

20
21
年

製
造
業

卸
売
業

小
売
業

サ
ー
ビス
業

先
行
き見

通
し

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

4
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0.
84

0.
78

4.
33

4.
97

0123456

20
19
年

(1
～
12
月
)

20
20
年

（
1～

12
月
)

倒
産

休
廃
業
・解
散

各
種
支
援
の
効
果
に
よ
り、
倒
産
件
数
は
低
位
で
推
移
。

他
方
で
、廃
業
件
数
は
、昨
年
同
期
と比
較
して
増
加
。

休
廃
業
・解
散
、倒
産
件
数

（
出
典
）
東
京
商
工
リサ
ー
チ
「2
02
0年

「休
廃
業
・解
散
企
業
」動
向
調
査
」
「新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト調

査
（
20
20
年
8/
18
、9
/1
5、
10
/2
0、
11
/2
5、
12
/1
7、

20
21
年
1/
22
、2
/1
8公

表
）
」を
基
に
作
成

休
廃
業
・解
散
、倒
産
件
数
（
20
19
,2
02
0年
）

（
万
件
）

15
%
増

廃
業
の
検
討

コロ
ナ
禍
の
収
束
が
長
引
い
た
場
合
、「
廃
業
」（
す
べ
て
の

事
業
を
閉
鎖
）
を
検
討
す
る
可
能
性
が
あ
る
か

「あ
る
」と
回
答
した
事
業
者
の
割
合
（
％
）

※
休
廃
業
・解
散
は
、倒

産
（
法
的
整
理
、私

的
整
理
）
以
外
で
、事

業
活
動
を停

止
した
企
業
と定

義

8.
51
%
8.
82
% 8
.6
2%
7.
69
%
8.
08
%
8.
13
% 7.
31
%

1.
07
%
1.
24
%
1.
06
%
0.
95
% 0.
74
%
1.
11
%
1.
11
%

0%2%4%6%8%10
%

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

20
20
年

20
21
年

中
小
企
業

（
資
本
金
1億

円
未
満
）

大
企
業

（
資
本
金
１
億
円
以
上
）

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

5
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労
働
生
産
性
の
推
移
（
規
模
別
・業
種
別
）

中
小
企
業
の
労
働
生
産
性
は
、長

らく
横
ば
い
傾
向
が
続
い
て
お
り、
足
元
で
は
大
企
業
との
差
は
徐
々
に
拡

大
して
い
る
。

（
万
円
）

労
働
生
産
性
の
推
移
（
20
03
年
度
～
20
19
年
度
）

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

6
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0

40
0

80
0

1,
20
0

1,
60
0

情
報
通
信
業

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

小
売
業

飲
食
サ
ー
ビス
業

「情
報
通
信
業
」、
「製
造
業
」は
、従

業
員
規
模
が
大
き
い
ほ
ど、
労
働
生
産
性
が
高
くな
って
い
る
。

一
方
、「
小
売
業
」や
「飲
食
サ
ー
ビス
業
」で
は
従
業
員
規
模
が
大
き
くな
って
も
労
働
生
産
性
は
大
き
くは
変

わ
らな
い
。

(出
典
)総
務
省
・経
済
産
業
省
「平
成
28
年
度
経
済
セ
ンサ
ス
-活
動
調
査
-」
再
編
加
工

業
種
別
・従
業
員
規
模
別
労
働
生
産
性

（
労
働
生
産
性

万
円
）

0～
20
人

21
～
30
0人

30
1人

～
（
企
業
規
模
）

※
円
の
大
き
さは
抱
え
る
雇
用
規
模業
種
別
・規
模
別
労
働
生
産
性

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

7
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マ
ー
ク
ア
ップ
率
の
国
際
比
較

日
本
の
マ
ー
クア
ップ
率
は
20
16
年
時
点
で
は
諸
外
国
と比

べ
て
低
い
水
準
に
な
って
お
り、
良
い
製
品
や
サ
ー

ビス
を
い
か
に
安
く作
る
か
だ
け
で
な
く、
い
か
に
高
く売
る
か
（
付
加
価
値
を
つ
け
る
か
）
も
重
要
で
あ
る
。

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

イ
タ
リ
ア

米
国

英
国

カ
ナ
ダ

フ
ラ
ン
ス

中
国

ド
イ
ツ

日
本

マ
ー
ク
ア
ッ
プ
率
の
国
際
比
較

19
80

20
16

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

英
国

米
国

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

中
国

日
本

価
格
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る

企
業
の
割
合
（

20
14
年
）

資
料
：

Ja
n 

De
 Lo

ec
ke

r a
nd

 Ja
n 

Ee
ck

ho
ut

(2
01

8)
 "G

lo
ba

l M
ar

ke
t P

ow
er

", 
NB

ER
 W

or
ki

ng
 

Pa
pe

r N
o.

24
76

8 
よ
り
中
小
企
業
庁
作
成

資
料
：
サ
イ
モ
ン
・
ク
チ
ャ
ー
＆
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
”

St
ei

ge
nd

er
Pr

ei
sd

ru
ck

, s
in

ke
nd

e
Ge

w
in

ne
–

un
d 

w
as

 S
ch

w
ei

ze
rU

nt
er

ne
hm

en
da

ge
ge

n
tu

n”
 よ
り
経
済
産
業
省
作
成

※
マ
ー
クア
ップ
率
とは
、製

造
コス
トの
何
倍
の
価
格
で
販
売
で
き
て
い
る
か
を
見
る
も
の
。

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

8
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10
.9
%

3.
8%

4.
4%

▲
0.
8%

2.
2%

4.
0%

▲
5.
2%

4.
9%

4.
9%

1.
6%

▲
8%

▲
6%

▲
4%

▲
2%0%2%4%6%8%10
%

12
%

大
企
業
製
造
業 実
質
労
働
生
産
性

価
格
転
嫁
力
指
標

一
人
当
た
り名

目
付
加
価
値
額

（
年
率
）

（
年
度
）

中
小
製
造
業
で
は
、取

引
先
へ
の
価
格
転
嫁
が
進
ま
ず
、労

働
生
産
性
が
低
迷
。

特
に
、リ
ー
マ
ンシ
ョッ
ク時

に
、価

格
転
嫁
力
が
大
き
く低
迷
。

5.
4%

3.
9%

5.
1%

0.
3% ▲
0.
9%

0.
4%

▲
1.
4%

0.
8%

1.
3%

1.
1%

▲
8%

▲
6%

▲
4%

▲
2%0%2%4%6%8%10
%

12
%

中
小
製
造
業 実
質
労
働
生
産
性

価
格
転
嫁
力
指
標

一
人
当
た
り名

目
付
加
価
値
額

（
年
率
）

（
年
度
）

資
料
：
日
本
銀
行
「全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」、
「企
業
物
価
指
数
」、
財
務
省
「法
人
企
業
統
計
年
報
」

(注
1)

20
14
年
版
中
小
企
業
白
書
に
お
け
る
分
析
を
も
とに
作
成
。価

格
転
嫁
力
指
標
上
昇
率
は
、資

本
金
2千

万
円
以
上
1億

円
未
満
を
中
小
企
業
、資

本
金
10
億
円
以
上
を大

企
業
、一

人
当
た
り名

目
付
加
価
値
額
上
昇
率
は
、資

本
金
1千

万
円
以
上
1億

円
未
満
を中

小
企
業
、資

本
金
10
億
円
以
上
を大

企
業
とし
て
い
る
。

（
注
2）

価
格
転
嫁
力
指
標
：
販
売
価
格
の
上
昇
率
と仕

入
価
格
の
上
昇
率
の
違
い
か
ら、
仕
入
価
格
の
上
昇
分
を
どの
程
度
販
売
価
格
に
転
嫁
で
き
て
い
る
か
（
価
格
転
嫁
力
）
を数

値
化
した
も
の
。

中
小
企
業
へ
の
取
引
条
件
の
「
し
わ
寄
せ
」
（
製
品
等
の
価
格
へ
の
転
嫁
の
状
況
）

従
業
員
一
人
当
た
り名
目
付
加
価
値
額
（
労
働
生
産
性
）
上
昇
率
とそ
の
変
動
要
因

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

9
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（
参
考
）
業
種
別
価
格
転
嫁
の
状
況

中
小
企
業
で
は
、業

種
を
問
わ
ず
、コ
ス
ト全

般
の
変
動
を
「概
ね
転
嫁
で
き
た
」と
回
答
した
企
業
は
2割

以
下
。

非
製
造
業
に
お
い
て
も
、価

格
転
嫁
が
進
ま
ず
、労

働
生
産
性
が
低
水
準
に
留
ま
って
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

(n
=2

,2
83

)
0-

5人

(n
=3

,2
56

)
6-

20
人

(n
=1

,6
38

)
21

-5
0人

(n
=1

,0
33

)
51
人
以
上

製
造
業

概
ね
転
嫁
で
き
た

一
部
転
嫁
で
き
た

転
嫁
で
き
な
か
っ
た

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

(n
=1

,5
79

)
0-

5人

(n
=2

,0
52

)
6-

20
人

(n
=1

,1
50

)
21

-5
0人

(n
=7

58
)

51
人
以
上

サ
ー
ビ
ス
業

概
ね
転
嫁
で
き
た

一
部
転
嫁
で
き
た

転
嫁
で
き
な
か
っ
た

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

(n
=1

13
)

0-
5人

(n
=7

3)
6-

20
人

(n
=2

9)
21

-5
0人

(n
=3

)
51
人
以
上

小
売
業

概
ね
転
嫁
で
き
た

一
部
転
嫁
で
き
た

転
嫁
で
き
な
か
っ
た

資
料
：(
株

)帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
「取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
」

(注
)

1.
受
注
側
事
業
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
集
計
し
た
も
の
。

2.
直
近

1年
の
コ
ス
ト
全
般
の
変
動
に
対
し
て
「概
ね
転
嫁
で
き
た
」、
「一
部
転
嫁
で
き
た
」、
「転
嫁
で
き
な

か
っ
た
」と
回
答
し
た
企
業
を
集
計
し
て
い
る
（転
嫁
の
必
要
が
な
い
と
回
答
し
た
も
の
を
除
く
）。

中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
第
3
2
回
）

資
料
２
よ
り
抜
粋

10
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
環
境
整
備

最
低
賃
金
引
上
げ
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
べ
く、
事
業
再
構
築
補
助
金
や
生
産
性
革
命
推
進
事
業
に
よ
り中

小
企
業

の
生
産
性
向
上
に
取
り組

む
。ま
た
、所

得
拡
大
促
進
税
制
に
よ
り、
雇
用
増
や
賃
上
げ
を
促
す
。

ま
た
、中

小
企
業
が
生
み
出
した
付
加
価
値
が
手
元
に
残
る
よ
うに
、

①
「パ
ー
トナ
ー
シ
ップ
構
築
宣
言
」を
通
じた
取
引
環
境
の
改
善
、

②
最
低
賃
金
を
含
む
労
務
費
の
上
昇
分
の
価
格
転
嫁
協
議
の
促
進
（
「価
格
交
渉
促
進
月
間
」（
仮
称
）
を
設
定
し、
下
請
G

メン
に
よ
る
調
査
を
徹
底
）
､

③
官
公
庁
と民
間
企
業
の
契
約
に
お
け
る
最
低
賃
金
引
上
げ
分
の
転
嫁
の
徹
底
、

を
進
め
る
。

併
せ
て
、飲

食
・宿
泊
業
を
始
め
とす
る
中
小
企
業
の
財
務
体
質
強
化
の
た
め
、日

本
政
策
金
融
公
庫
等
に
よ
る
資
本

性
劣
後
ロ
ー
ン
の
融
資
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
（
7.
2億

円
→
10
億
円
）
。ま
た
、コ
ロナ
の
影
響
を
受
け
た
飲
食
・宿
泊
等

の
中
堅
・大
企
業
の
財
務
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
必
要
に
応
じて
資
本
性
資
金
の
供
給
を
更
に
推
進
す
る
。

（
大
企
業
等
）

親
会
社

・発
注
者

（
大
企
業
等
）

（
中
小
企
業
等
）

下
請
け

・受
注
者

（
中
小
企
業
等
）

宣
言

望
ま
し
い
取
引
慣
行

（
価
格
協
議
に
応
じ
る
な
ど
）

取
引
価
格
へ
の
転
嫁

労 務 費 の 上 昇

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
に
よ
る
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上

○
取
引
先
との
新
た
な
パ
ー
トナ
ー
シ
ップ
構
築

を宣
言
し、

（
１
）
サ
プラ
イチ
ェー
ン全

体
の
共
存
共
栄
と新

た
な
連
携
（
企
業
間
連
携
、I
T実

装
支
等
）

（
２
）
取
引
適
正
化
の
重
点
5分

野
（
①
価
格
決
定
方
法
、②

型
管
理
の
適
正
化
、③

現
金

払
の
原
則
の
徹
底
、④

知
財
・ノ
ウハ
ウの
保
護
、⑤

働
き方

改
革
に
伴
うし
わ
寄
せ
防
止
）

に
重
点
的
に
取
り組

む
こと
を
、「
代
表
権
の
あ
る
者
の
名
前
」で
宣
言
。

○
本
年
度
中
に
宣
言
企
業
数
2,
00
0社
を
目
指
す
。（

6月
2日

現
在
1,
15
2社

）

「パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ップ
構
築
宣
言
」に
つ
い
て

36
.2
%

9.
7%

24
.6
%

69
.7
%

63
.7
%

24
.3
%

21
.7
%

33
.0
%

0%
10
0%

転
嫁
で
きな
か
った

一
部
転
嫁
で
きた

概
ね
転
嫁
で
きた

価
格
転
嫁
と発
注
側
へ
の
協
議
の
申
し入
れ
状
況
（
製
造
業
）

(n
=
95
7)

(n
=
3,
36
9)

(n
=
2,
61
0)

協
議
を
申
し入

れ
る
こと
が
で
き
な
か
った

協
議
を
申
し入

れ
、協

議
に
応
じて
も
らっ
た

協
議
を
申
し入

れ
た
が
、協

議
に
応
じて
も
らえ
な
か
った

その
他

協
議
を
申
し入

れ
る
必
要
が
な
か
った

（
出
典
）
帝
国
デ
ー
タバ
ン
ク「
令
和
２
年
度
取
引
条
件
改
善
状
況
に
関
す
る
調
査
等
事
業
」

（
注
）
直
近
1年

間
の
コス
ト全

般
の
変
動
に
つ
い
て
価
格
転
嫁
の
状
況
と、
発
注
側
事
業
者
に
対
す
る
価
格
転
嫁

の
協
議
の
申
入
れ
の
状
況
を
確
認
。価
格
転
嫁
の
協
議
が
で
き
て
い
な
い
（
45
.9
%
）

価
格
転
嫁
の
協
議
が
で
き
て
い
る

第
３
回
新
型
コ
ロ
ナ
に
影
響
を
受
け
た
非
正
規
雇
用
労
働
者
等

に
対
す
る
緊
急
対
策
関
係
閣
僚
会
議

経
済
産
業
省
資
料
よ
り
抜
粋

11
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中
小
企
業
等
事
業
再
構
築
促
進
事
業
＜
1兆
1,
48
5億

円
（
第
３
次
）
＞

中
小
企
業
等
が
新
分
野
展
開
、業
態
転
換
、事
業
・業
種
転
換
、事
業
再
編
又
は
これ
らの
取
組
を
通
じ

た
規
模
の
拡
大
等
、思
い
切
った
事
業
再
構
築
に
意
欲
を
有
す
る
中
小
企
業
等
の
挑
戦
を
支
援
。

も
の
づ
くり
・商
業
・サ
ー
ビス
高
度
連
携
促
進
事
業
|1
0.
4億

円
(1
0.
1億

円
)|

中
小
企
業
等
が
行
う生
産
性
向
上
の
た
め
の
設
備
投
資
等
を
支
援
。特
に
、複
数
の
事
業
者
が
連
携
す
る
、

波
及
効
果
の
大
き
い
取
組
を
重
点
的
に
支
援
。そ
の
際
、積
極
的
な
賃
上
げ
や
被
用
者
保
険
の
任
意
適
用

に
取
り組
む
事
業
者
は
優
先
的
に
支
援
。

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
支
援
推
進
事
業
|1
0.
8億

円
(1
2億

円
)|

小
規
模
事
業
者
の
販
路
開
拓
や
生
産
性
向
上
の
取
組
等
を
都
道
府
県
が
支
援
す
る
際
、国
が
その
実
行

に
係
る
都
道
府
県
経
費
の
一
部
を
支
援
。

共
創
型
サ
ー
ビス
IT
連
携
支
援
事
業
|5
億
円
(5
億
円
)|

既
存
の
複
数
の
IT
ツー
ル
を連
携
・組
み
合
わ
せ
た
シ
ステ
ム
を中
小
サ
ー
ビス
業
等
が
導
入
す
る際
に
か
か
る費

用
を支
援
。ま
た
その
際
、I
Tベ
ンダ
ー
と中
小
サ
ー
ビス
業
等
が
共
同
で
IT
ツー
ル
の
機
能
改
善
を進
め
、当
該

ツー
ル
の
汎
用
化
によ
る業
種
内
・他
地
域
へ
の
普
及
を目
指
す
取
組
を支
援
。

AI
人
材
連
携
に
よ
る
中
小
企
業
課
題
解
決
促
進
事
業
|5
.5
億
円
(6
.2
億
円
)|

AI
に
関
す
る
専
門
的
知
見
を
持
った
人
材
の
育
成
及
び
中
小
企
業
との
マ
ッチ
ン
グ
を
支
援
し
、デ
ー
タ分

析
等
を
活
用
した
経
営
課
題
解
決
を
普
及
促
進
。

中
小
企
業
生
産
性
革
命
推
進
事
業
＜
4,
00
0億
円
※
１
＞
※
２

(独
)中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
複
数
年
に
わ
た
って
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
を継
続
的
に
支
援
。さ
らに
、社
会
経

済
の
変
化
に
対
応
した
ビジ
ネ
スモ
デ
ル
へ
の
転
換
に
向
け
た
中
小
企
業
等
の
取
組
も支
援
。

※
１
）
令
和
2年
度
補
正
予
算
【(
第
一
次
）
70
0億
円
＋
（
第
二
次
）
1,
00
0億
＋
（
第
三
次
）
2,
30
0億
】

※
２
）
令
和
元
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
3,
60
0億
円
を措
置
して
お
り、
令
和
3年
度
に
お
い
て
も引
き続
き支
援
。

よ
ろ
ず
支
援
拠
点
等
の
支
援
体
制
の
充
実
|4
0.
9億

円
(4
2.
4億

円
)|
＜
9.
8億
円
（
第
３
次
）
＞

各
都
道
府
県
に
設
置
した
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
の
専
門
家
等
に
よ
る
経
営
相
談
。働
き
方
改
革
や
賃
上
げ
、被
用
者
保
険

の
適
用
拡
大
な
どを
含
む
、多
様
な
経
営
相
談
に
対
応
す
る
た
め
、支
援
体
制
を
充
実
。

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策

|令
和
３
年
度
当
初
予
算
額
（
令
和
２
年
度
当
初
予
算
額
）
|＜
令
和
２
年
度
補
正
予
算
額
（
第
１
次
～
第
３
次
）
＞

生
産
性
向
上
人
材
育
成
支
援
セ
ンタ
ー
に
よ
る支
援
訓
練
|2
67
億
円
の
内
数
(2
58
億
円
の
内
数
)|

「生
産
管
理
、I
oT
、ク
ラウ
ドの
活
用
」等
の
カリ
キ
ュラ
ム
を
、利
用
企
業
の
課
題
に
併
せ
て
カス
タマ
イズ
し、
専
門
的
な

知
見
や
ノウ
ハ
ウを
有
す
る
民
間
機
関
等
を
活
用
して
実
施
。

人
材
開
発
支
援
助
成
金
等
に
よ
る
支
援
|3
32
億
円
(8
93
億
円
)|
＜
10
億
円
（
第
３
次
）
＞

人
材
開
発
支
援
助
成
金
に
よ
り、
事
業
主
等
が
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
して
職
務
に
関
連
した
専
門
的
な
知
識
及
び

技
能
の
習
得
を
させ
る
た
め
の
職
業
訓
練
等
を
計
画
に
沿
って
実
施
した
場
合
に
、訓
練
経
費
や
訓
練
期
間
中
の
賃
金
の

一
部
等
を
助
成
。

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
に
よ
り、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
能
力
評
価
を
含
む
人
事
評
価
制
度
等
の
整
備
を
通
じて
、

雇
用
管
理
改
善
に
取
り組
み
、生
産
性
向
上
・賃
金
ア
ップ
等
を
図
った
事
業
主
に
対
して
助
成
。

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
向
け
た
支
援
|2
8.
2億

円
(3
.1
億
円
)|
<
38
.0
億
円
（
第
１
次
＋
第
２
次
）
>

雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
クに
つ
い
て
、ガ
イド
ライ
ン
の
周
知
、テ
レ
ワ
ー
ク相
談
セ
ン
ター
の
設
置
・運
営
、テ
レ
ワ
ー
ク導
入
に
係

る
助
成
、セ
ミナ
ー
の
開
催
等
に
よ
る
導
入
支
援
を
実
施
。

中
小
企
業
の
た
め
の
女
性
活
躍
推
進
事
業
|3
.9
億
円
(3
.0
億
円
)|

女
性
活
躍
推
進
ア
ドバ
イザ
ー
に
よ
る
個
別
訪
問
等
に
よ
り取
組
を
支
援

生
活
衛
生
業
関
連
施
策

業
務
改
善
助
成
金
|1
1.
9億

円
(1
0.
9億

円
)|
＜
13
.8
億
円
（
第
３
次
）
＞

事
業
場
内
最
低
賃
金
を
一
定
額
以
上
引
き
上
げ
る
とと
も
に
、生
産
性
向
上
に
資
す
る
設
備
投
資
等
を
行
っ

た
中
小
企
業
等
に
対
し、
その
設
備
投
資
等
に
要
した
費
用
の
一
部
を
助
成
。

働
き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金

|6
5.
4億
円
(7
2.
9億
円
)|
＜
6.
8億
円
（
第
１
次
＋
第
２
次
）
＞

生
産
性
を
高
め
な
が
ら労
働
時
間
の
縮
減
等
に
取
り組
む
中
小
企
業
等
に
つ
い
て
、そ
の
取
組
に
要
す
る
費

用
を
助
成
。

働
き
方
改
革
推
進
支
援
事
業
|6
6.
8億

円
(9
1億

円
)|

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
ター
に
お
い
て
、労
務
管
理
等
の
専
門
家
に
よ
る
窓
口
相
談
、企
業
の
取
組
事

例
や
労
働
関
係
助
成
金
の
活
用
方
法
な
どに
関
す
る
セ
ミナ
ー
等
を
実
施
。

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
企
業
活
力
強
化
貸
付

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
取
り組
む
事
業
者
に
対
し、
設
備
・運
転
資
金
の
低
利
貸
し付
け

キ
ャリ
ア
ア
ップ
助
成
金
|7
39
億
円
(1
,2
31
億
円
)|

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
正
社
員
化
、処
遇
改
善
を
実
施
した
事
業
主
に
対
し助
成
。

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
当
た
って
の
周
知
・専
門
家
活
用
支
援
|7
.6
億
円
(2
.6
億
円
)
|

前
回
の
適
用
拡
大
の
際
に
は
、社
会
保
険
加
入
の
メリ
ット
や
働
き
方
の
変
化
に
つ
い
て
企
業
が
従
業
員
に

丁
寧
に
説
明
す
る
こと
が
、就
業
調
整
の
回
避
に
有
効
で
あ
った
。適
用
拡
大
を
更
に
進
め
る
に
当
た
り、
労
働

者
本
人
へ
の
周
知
・企
業
か
ら従
業
員
へ
の
説
明
支
援
の
た
め
の
取
組
を
行
う。

生
産
性
向
上
の
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
|0
.5
億
円
(0
.6
億
円
)|

助
成
金
の
活
用
事
例
や
生
産
性
向
上
の
好
事
例
を
とり
ま
とめ
た
事
例
集
を
周
知
及
び
簡
易
に
申
請
書
を

作
成
で
き
る
支
援
ツー
ル
の
作
成

厚
生
労
働
省
関
連
施
策

経
済
産
業
省
関
連
施
策

①
も
の
づ
くり
・商
業
・サ
ー
ビ
ス
生
産
性
向
上
促
進
事
業
（
も
の
づ
くり
補
助
金
）

（
補
助
額
：
10
0万
～
1,
00
0万
円
、補
助
率
：
中
小
1/
2
小
規
模
2/
3）

…
革
新
的
な
サ
ー
ビス
開
発
・試
作
品
開
発
・生
産
プ
ロセ
ス
の
改
善
に
必
要
な
設
備
投
資
等
を
支
援

②
小
規
模
事
業
者
持
続
的
発
展
支
援
事
業
（
持
続
化
補
助
金
）

（
補
助
額
：
～
50
万
円
、補
助
率
：
2/
3）

…
小
規
模
事
業
者
が
経
営
計
画
を
作
成
して
取
り組
む
販
路
開
拓
の
取
組
等
を
支
援

③
サ
ー
ビス
等
生
産
性
向
上
IT
導
入
支
援
事
業
（
IT
導
入
補
助
金
）

（
補
助
額
：
30
万
～
45
0万
円
、補
助
率
：
1/
2）

…
バ
ック
オ
フィ
ス
業
務
の
効
率
化
や
新
た
な
顧
客
獲
得
等
の
付
加
価
値
向
上
に
資
す
る
IT
ツー
ル
導
入
を
支
援

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
生
活
衛
生
貸
付
に
係
る
特
別
利
率
適
用
対
象
の
拡
充

…
事
業
場
内
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
取
り組
む
者
を
特
別
利
率
適
用
対
象
に
追
加

・
生
産
性
向
上
推
進
事
業
|
-
(1
.3
億
円
)|
＜
1.
3億

円
（
第
３
次
）
＞

…
生
産
性
向
上
ガ
イド
ライ
ン・
マ
ニュ
ア
ル
を
活
用
した
個
別
相
談
の
実
施

・
生
活
衛
生
関
係
営
業
収
益
力
向
上
事
業
|0
.6
億
円
(0
.8
億
円
)|
＜
0.
2億

円
（
第
３
次
）
＞

…
最
低
賃
金
の
ル
ー
ル
の
徹
底
を
図
る
とと
も
に
、同
時
に
経
営
や
IC
Tに
関
す
る
セ
ミナ
ー
を
開
催

12
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名
称

令
和
２
年
度
実
績
（
件
）

※
一
部
暫
定
値

も
の
づ
くり
・商
業
・サ
ー
ビス
生
産
性
向
上
促
進
事
業
（
も
の
づ
くり
補
助
金
）

12
,8
66
件

小
規
模
事
業
者
持
続
的
発
展
支
援
事
業
（
持
続
化
補
助
金
）

96
,7
45
件

サ
ー
ビス
等
生
産
性
向
上
IT
導
入
支
援
事
業
（
IT
導
入
補
助
金
）

27
,8
40
件

も
の
づ
くり
・商
業
・サ
ー
ビス
高
度
連
携
促
進
事
業

29
件
71
者

業
務
改
善
助
成
金

62
6件

働
き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金

※
テ
レ
ワ
ー
クコ
ー
ス
を
含
む
、た
だ
し同
コー
ス
は
令
和
３
年
度
より
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
に
変
更

※
新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
の
テ
レ
ワ
ー
クコ
ー
ス
も
含
む
、た
だ
し同
コー
ス
は
令
和
２
年

３
月
か
ら開
始
され
令
和
３
年
１
月
に
募
集
終
了
済

22
,4
91
件

キ
ャリ
ア
ア
ップ
助
成
金

69
,1
57
件

人
材
開
発
支
援
助
成
金

※
特
定
訓
練
コー
ス
、一
般
訓
練
コー
ス
、教
育
訓
練
休
暇
付
与
コー
ス
、特
別
育
成
訓
練
コー
ス

33
,9
14
件

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

※
人
事
評
価
改
善
等
助
成
コー
ス
、設
備
改
善
等
支
援
コー
ス

た
だ
し、
設
備
改
善
等
支
援
コー
ス
は
令
和
２
年
度
末
を
も
って
募
集
終
了
済

1,
31
7件

(令
和
２
年
４
月
～
令
和
３
年
２
月
時
点
)

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策
に
お
け
る
主
な
補
助
金
・
助
成
金
の
実
績

13
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（件）

北海道 18 滋 賀 14

青 森 11 京 都 16

岩 手 11 大 阪 21

宮 城 10 兵 庫 22

秋 田 5 奈 良 8

山 形 16 和歌山 5

福 島 9 鳥 取 10

茨 城 11 島 根 13

栃 木 10 岡 山 26

群 馬 7 広 島 20

埼 玉 15 山 口 7

千 葉 17 徳 島 2

東 京 30 香 川 7

神奈川 27 愛 媛 9

新 潟 6 高 知 10

富 山 3 福 岡 36

石 川 18 佐 賀 17

福 井 6 長 崎 11

山 梨 4 熊 本 22

長 野 10 大 分 9

岐 阜 4 宮 崎 16

静 岡 17 鹿児島 9

愛 知 32 沖 縄 8

三 重 11 全 国 計 626

業務改善助成金　令和２年度都道府県別実績

14
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（件）

労働時間短縮・年
休支援促進コース

勤務間インターバ
ル導入コース

職場意識改善特
例コース

団体推進コース

北海道 39 57 335 1
青森 9 13 21 1
岩手 27 28 61 1
宮城 27 43 305 2
秋田 17 12 33 1
山形 13 29 65 1
福島 10 40 284 15
茨城 24 33 109 2
栃木 12 40 385 9
群馬 14 20 115 1
埼玉 48 65 168 11
千葉 35 48 164 4
東京 96 140 579 15
神奈川 57 77 267 6
新潟 38 74 72 7
富山 13 25 93 0
石川 34 75 168 19
福井 29 60 72 3
山梨 5 5 27 2
長野 9 24 48 1
岐阜 24 42 125 4
静岡 60 107 450 4
愛知 137 261 870 28
三重 10 30 63 0
滋賀 22 41 131 5
京都 41 45 209 5

大阪 106 205 1172 5

兵庫 81 114 419 1
奈良 8 18 135 1
和歌山 6 24 73 0
鳥取 7 17 32 2
島根 15 11 37 1
岡山 73 161 459 4
広島 54 126 178 5
山口 16 12 60 2
徳島 9 17 44 3
香川 25 38 67 2

愛媛 11 22 64 4

高知 5 14 21 0
福岡 40 70 206 3
佐賀 9 22 39 2
長崎 19 25 42 0
熊本 23 66 181 4
大分 11 22 96 0
宮崎 13 6 40 3
鹿児島 13 7 56 0
沖縄 14 18 70 5
全国計 1408 2449 8710 195

働き方改革推進支援助成金　令和２年度都道府県別実績
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雇
用
調
整
助
成
金
等
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て

調
査
の
概
要

１
目

的
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

を
踏

ま
え

、
雇

用
調

整
助

成
金

や
新

た
に

設
け

た
緊

急
雇

用
安

定
助

成
金

（
雇

用
保

険
被

保
険

者
で

な
い

従
業

員
の

方
を

休
業

さ
せ

た
場

合
の

助
成

金
）

の
支

給
が

急
増

す
る

中
、

そ
の

実
態

を
把

握
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
調

査
を

行
っ

た
。

２
調

査
の

対
象

、
方

法


2
0

2
0
年

４
月

～
８

月
の

間
に

行
わ

れ
た

雇
用

調
整

助
成

金
と

緊
急

雇
用

安
定

助
成

金
の

支
給

決
定

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
労

働
局

ご
と

に
、

そ
の

４
～

５
％

を
目

安
と

し
て

サ
ン

プ
ル

を
抽

出
し

た
（

サ
ン

プ
ル

数
5

8
,6

7
5
件

）
。


調

査
項

目
は

、
支

給
決

定
し

た
企

業
の

属
す

る
「

産
業

区
分

」
「

休
業

等
支

給
日

数
」

「
支

給
決

定
金

額
」

と
し

た
。


な

お
、

サ
ン

プ
ル

の
抽

出
は

、
都

道
府

県
労

働
局

ご
と

に
特

定
日

の
支

給
決

定
件

数
か

ら
ラ

ン
ダ

ム
に

行
っ

て
お

り
、

各
地

域
の

産
業

構
造

や
全

国
的

な
産

業
構

造
等

を
勘

案
し

た
も

の
で

は
な

い
。

３
集

計
方

法
（

１
）

基
本

集
計

（
P.

２
-３

）


産
業

別
に

「
支

給
決

定
件

数
」

「
休

業
等

支
給

日
数

」
「

支
給

決
定

金
額

」
を

集
計

し
た

。


産
業

別
の

「
休

業
等

支
給

日
数

」
を

「
支

給
決

定
件

数
」

で
除

算
し

「
１

件
あ

た
り

の
休

業
等

支
給

日
数

」
を

、
「

支
給

決
定

金
額

」
を

「
支

給
決

定
件

数
」

で
除

算
し

「
１

件
あ

た
り

の
支

給
決

定
金

額
」

を
、

「
支

給
決

定
金

額
」

を
「

休
業

等
支

給
日

数
」

で
除

算
し

「
１

日
あ

た
り

の
支

給
決

定
金

額
」

を
算

出
し

た
。

（
２

）
推

計
（

P.
４

-５
）


産

業
ご

と
の

事
業

所
全

体
に

占
め

る
雇

用
調

整
助

成
金

等
を

利
用

し
た

事
業

所
の

割
合

に
つ

い
て

、
以

下
の

推
計

を
行

っ
た

。
①

2
0

2
0
年

４
月

～
８

月
に

行
わ

れ
た

支
給

決
定

件
数

総
数

（
※

１
）

を
サ

ン
プ

ル
数

で
除

算
し

た
も

の
を

A
と

し
た

。
②

サ
ン

プ
ル

に
お

け
る

産
業

構
成

が
実

態
を

反
映

し
て

い
る

と
仮

定
し

、
産

業
別

の
「

支
給

決
定

件
数

」
に

A
を

乗
算

し
、

産
業

別
の

「
支

給
決

定
件

数
（

推
計

）
」

を
算

出
し

た
。

③
②

を
産

業
別

の
雇

用
保

険
適

用
事

業
所

数
（

2
0

2
0
年

９
月

末
時

点
）

で
除

算
し

た
。


産

業
ご

と
の

雇
用

者
全

体
に

占
め

る
雇

用
調

整
助

成
金

等
を

利
用

し
た

雇
用

者
の

割
合

は
算

出
で

き
な

い
が

、
そ

の
傾

向
を

把
握

す
る

た
め

、
試

み
に

、
以

下
の

推
計

を
行

っ
た

。
④

産
業

別
の

「
休

業
等

支
給

日
数

」
に

A
を

乗
算

し
、

産
業

別
の

「
休

業
等

支
給

日
数

（
推

計
）

」
を

算
出

し
た

。
⑤

④
を

５
月

～
８

月
の

産
業

別
の

雇
用

者
（

緊
急

雇
用

安
定

助
成

金
は

「
非

正
規

の
職

員
・

従
業

員
」

※
２

）
数

（
原

数
値

）
の

平
均

値
で

除
算

し
た

。

※
１

事
業

所
が

調
査

対
象

期
間

内
に

複
数

回
支

給
申

請
す

る
場

合
が

あ
る

た
め

、
支

給
決

定
件

数
は

事
業

所
数

を
上

回
る

こ
と

に
留

意
。

※
２

「
非

正
規

の
職

員
・

従
業

員
」

に
は

緊
急

雇
用

安
定

助
成

金
で

な
く

雇
用

調
整

助
成

金
の

対
象

と
な

る
週

労
働

時
間

2
0
時

間
以

上
の

雇
用

者
も

含
む

こ
と

に
留

意
。

い
ず

れ
も

総
務

省
「

労
働

力
調

査
（

基
本

集
計

）
」

に
よ

る
。

20
8
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雇
用
調
整
助
成

金
等
の
利
用
割
合

【
事
業
所
】
（
推
計
）

産
業

ご
と

に
、
同

産
業
内
の

雇
用

調
整

助
成
金

等
を
利
用

し
た

事
業

所
の
割

合
を
比
較

す
る

た
め

、
各
産

業
に
お
け

る
雇

用
調

整
助
成

金
等
の
支

給
決

定
件

数
（
延

べ
数
）

（
推

計
）
を

雇
用
保
険

適
用

事
業

所
数
で

除
算
し
た
結

果
、

①
雇
用

調
整
助

成
金
で
は

「
宿

泊
業

，
飲
食

サ
ー
ビ
ス

業
」

「
生

活
関
連

サ
ー
ビ
ス

業
,
娯
楽

業
」
「

製
造
業
」

「
運
輸
業

,
郵
便

業
」
の
順

に
割

合
が

高
く

②
緊
急

雇
用
安

定
助
成
金

で
は

「
宿

泊
業
,
飲

食
サ
ー

ビ
ス

業
」

「
教
育

,
学
習
支

援
業

」
「

生
活
関

連
サ
ー
ビ

ス
業

,娯
楽

業
」

の
順
に
割

合
が

高
い

※
事
業

所
が

調
査
対

象
期
間
内

に
複

数
回

支
給
申

請
す
る
場

合
が

あ
る

こ
と
に

留
意

雇
用
調
整
助
成
金

緊
急
雇
用
安
定
助
成
金

大
分
類

支
給
決
定

件
数

支
給
決
定

件
数
（推

計
）

(a
)

雇
用
保
険

事
業
所
数

(b
)

(a
)/

(b
)

大
分
類

支
給
決
定

件
数

支
給
決
定

件
数
（推

計
）

(a
)

雇
用
保
険

事
業
所
数

(b
)

(a
)/

(b
)

1
 

宿
泊
業

,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

6
,9

5
0
 

7
7
7
4
6
.7

 
1
3
6
,8

4
1

5
6
.8

%
1
 

宿
泊
業

,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

3
,6

7
0
 

1
3
2
1
8
.8

 
1
3
6
,8

4
1

9
.7

%

2
 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

,娯
楽
業

4
,4

6
2
 

4
9
9
1
4
.5

 
1
0
5
,0

3
4

4
7
.5

%
2
 

教
育

,学
習
支
援
業

5
6
0
 

2
0
1
7
.0

 
3
8
,3

1
3

5
.3

%

3
 

製
造
業

9
,5

8
8
 

1
0
7
2
5
6
.9

 
2
7
0
,6

1
5

3
9
.6

%
3
 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

,娯
楽
業

1
,0

7
2
 

3
8
6
1
.2

 
1
0
5
,0

3
4

3
.7

%

4
 

運
輸
業

,郵
便
業

2
,7

0
5
 

3
0
2
5
9
.7

 
7
9
,0

8
0

3
8
.3

%
4
 

分
類
不
能
の
産
業

4
5
 

1
6
2
.1

 
4
,6

7
0

3
.5

%

5
 

教
育

,学
習
支
援
業

8
0
8
 

9
0
3
8
.8

 
3
8
,3

1
3

2
3
.6

%
5
 

卸
売
業

,小
売
業

2
,1

5
0
 

7
7
4
4
.0

 
3
7
8
,9

6
5

2
.0

%

6
 

卸
売
業

,小
売
業

7
,4

8
4
 

8
3
7
2
0
.4

 
3
7
8
,9

6
5

2
2
.1

%
6
 

製
造
業

1
,4

1
1
 

5
0
8
2
.2

 
2
7
0
,6

1
5

1
.9

%

7
 

不
動
産
業

,物
品
賃
貸
業

1
,1

7
3
 

1
3
1
2
1
.9

 
6
3
,0

2
8

2
0
.8

%
7
 

運
輸
業

,郵
便
業

3
9
2
 

1
4
1
1
.9

 
7
9
,0

8
0

1
.8

%

8
 

分
類
不
能
の
産
業

7
9
 

8
8
3
.7

 
4
,6

7
0

1
8
.9

%
8
 

サ
ー
ビ
ス
業
（他

に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

8
1
5
 

2
9
3
5
.5

 
1
9
7
,6

0
3

1
.5

%

9
 

情
報
通
信
業

1
,0

4
9
 

1
1
7
3
4
.7

 
6
3
,9

6
2

1
8
.3

%
9
 

不
動
産
業

,物
品
賃
貸
業

2
4
9
 

8
9
6
.9

 
6
3
,0

2
8

1
.4

%

1
0
 

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

2
,9

9
9
 

3
3
5
4
8
.6

 
1
9
7
,6

0
3

1
7
.0

%
1
0
 

医
療

,福
祉

8
5
0
 

3
0
6
1
.6

 
2
6
5
,0

6
0

1
.2

%

1
1
 

学
術
研
究

,専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

2
,3

5
3
 

2
6
3
2
2
.0

 
1
6
5
,3

4
9

1
5
.9

%
1
1
 

情
報
通
信
業

1
8
5
 

6
6
6
.3

 
6
3
,9

6
2

1
.0

%

1
2
 

医
療

,福
祉

2
,7

0
1
 

3
0
2
1
5
.0

 
2
6
5
,0

6
0

1
1
.4

%
1
2
 

学
術
研
究

,専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

4
7
0
 

1
6
9
2
.9

 
1
6
5
,3

4
9

1
.0

%

1
3
 

建
設
業

3
,7

1
1
 

4
1
5
1
3
.4

 
4
1
5
,8

0
2

1
0
.0

%
1
3
 

金
融
業

,保
険
業

4
0
 

1
4
4
.1

 
2
5
,0

9
0

0
.6

%

1
4
 

金
融
業

,保
険
業

1
5
7
 

1
7
5
6
.3

 
2
5
,0

9
0

7
.0

%
1
4
 

漁
業

5
 

1
8
.0

 
3
,8

5
2

0
.5

%

1
5
 

電
気
・ガ

ス
・
熱
供
給
・水

道
業

1
4
 

1
5
6
.6

 
2
,5

5
7

6
.1

%
1
5
 

電
気
・ガ

ス
・熱

供
給
・
水
道
業

3
 

1
0
.8

 
2
,5

5
7

0
.4

%

1
6
 

鉱
業

,採
石
業

,砂
利
採
取
業

1
1
 

1
2
3
.1

 
2
,2

2
5

5
.5

%
1
6
 

農
業
・林

業
2
3
 

8
2
.8

 
2
7
,0

4
0

0
.3

%

1
7
 

漁
業

1
7
 

1
9
0
.2

 
3
,8

5
2

4
.9

%
1
7
 

建
設
業

2
7
0
 

9
7
2
.5

 
4
1
5
,8

0
2

0
.2

%

1
8
 

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

1
0
8
 

1
2
0
8
.2

 
3
4
,2

6
4

3
.5

%
1
8
 

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

1
7
 

6
1
.2

 
3
4
,2

6
4

0
.2

%

1
9
 

農
業
・
林
業

7
1
 

7
9
4
.2

 
2
7
,0

4
0

2
.9

%
1
9
 

公
務
（他

に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）

3
 

1
0
.8

 
1
3
,8

3
7

0
.1

%

2
0
 

公
務
（他

に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）

5
 

5
5
.9

 
1
3
,8

3
7

0
.4

%
2
0
 

鉱
業

,採
石
業

,砂
利
採
取
業

0
 

0
.0

 
2
,2

2
5

0
.0

%

合
計

4
6
,4

4
5
 

5
1
9
5
6
0
.8

 
2
,2

9
3
,1

8
7
 

2
2
.7

%
合
計

1
2
,2

3
0
 

4
4
0
5
0
.5

 
2
,2

9
3
,1

8
7
 

1
.9

%

※
支
給
決
定
件
数
（
推
計
）は

、
支
給
決
定
件
数
（
総
数
）を

今
回
の
調
査
サ
ン
プ
ル
数
で
除
算
し
、
産
業
別
の
支
給
決
定
件
数
に
乗
じ
た
も
の

21
1

20
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雇
用
調
整
助
成

金
等
の
利
用
割
合

【
雇

用
者
】
（
推
計
）
②

産
業

ご
と
に

雇
用
調

整
助
成

金
等

を
利

用
し
た

雇
用
者
の
割

合
を
比

較
す
る

こ
と
は
で

き
な

い
が

、
そ
の

傾
向
を
把

握
す

る
た

め
、
試

み
に
各
産

業
に

お
け

る
雇
用

調
整
助
成
金

等
の
休

業
等
支
給

日
数

（
延

べ
数
）

（
推
計
）
を

５
月
～

８
月
の

同
産
業
内

の
雇

用
者

数
（
※

）
の
平
均

値
で

除
算

し
た
結

果
、

①
雇
用

調
整
助

成
金
で
は

「
生

活
関

連
サ
ー

ビ
ス
業
,
娯

楽
業
」

が
特
に

多
く
、
「

宿
泊

業
,
飲

食
サ

ー
ビ
ス
業

」
「
運
輸

業
,郵

便
業
」
「

製
造

業
」

の
順
に

多
く

②
緊
急

雇
用
安

定
助
成
金

で
は

「
宿

泊
業
,
飲

食
サ
ー
ビ

ス
業
」

「
学
術

研
究
,専

門
・

技
術

サ
ー
ビ

ス
業
」
「

教
育

,学
習

支
援

業
」
「
サ

ー
ビ

ス
業

（
他
に

分
類

さ
れ
な

い
も
の

）
」
の
順

に
多

い
※

緊
急
雇

用
安
定
助
成
金
は

「
非

正
規

の
職
員

・
従
業
員
」
で
計
算

雇
用
調
整
助
成
金

緊
急
雇
用
安
定
助
成
金

大
分
類

休
業
等
支
給
日
数

延
べ
人
日

延
べ
人
日
（推

計
）

(a
)

平
均
雇
用
者
数

(b
)

(a
)/

(b
)

大
分
類

休
業
等
支
給
日
数

延
べ
人
日

延
べ
人
日
（推

計
）

(a
)

平
均
非
正
規

雇
用
者
数

(b
)

(a
)/

(b
)

1
 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

,娯
楽
業

1
,6

3
9
,3

7
5
 

1
8
3
3
9
0
0
1
.7

 
1
,7

3
2
,5

0
0

1
0
.5

9
 

1
 

宿
泊
業

,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

6
9
7
,7

2
9
 

2
5
1
3
1
1
0
.9

 
2
,3

1
7
,5

0
0

1
.0

8
 

2
 

宿
泊
業

,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

1
,6

3
9
,3

7
5
 

1
8
3
3
9
0
0
1
.7

 
3
,2

8
7
,5

0
0

5
.5

8
 

2
 

学
術
研
究

,専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

9
6
,5

2
2
 

3
4
7
6
5
7
.2

 
4
0
2
,5

0
0

0
.8

6
 

3
 

運
輸
業

,郵
便
業

7
2
2
,0

1
2
 

8
0
7
6
8
4
5
.9

 
3
,3

6
2
,5

0
0

2
.4

0
 

3
 

教
育

,学
習
支
援
業

1
7
5
,3

6
3
 

6
3
1
6
3
0
.1

 
1
,2

4
5
,0

0
0

0
.5

1
 

4
 

製
造
業

1
,8

3
8
,1

7
7
 

2
0
5
6
2
9
1
6
.5

 
1
0
,0

4
0
,0

0
0

2
.0

5
 

4
 

サ
ー
ビ
ス
業
（他

に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

2
4
2
,3

1
3
 

8
7
2
7
7
3
.6

 
1
,8

5
7
,5

0
0

0
.4

7
 

5
 

医
療

,福
祉

1
3
5
,2

5
8
 

1
5
1
3
0
7
4
.6

 
8
2
6
,0

0
0

1
.8

3
 

5
 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

,娯
楽
業

1
0
0
,9

7
2
 

3
6
3
6
8
5
.4

 
9
2
7
,5

0
0

0
.3

9
 

6
 

サ
ー
ビ
ス
業
（他

に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

5
6
5
,1

9
3
 

6
3
2
2
5
7
7
.4

 
4
,0

6
5
,0

0
0

1
.5

6
 

6
 

不
動
産
業

,物
品
賃
貸
業

2
6
,2

0
3
 

9
4
3
7
9
.1

 
3
7
7
,5

0
0

0
.2

5
 

7
 

学
術
研
究

,専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

2
2
3
,2

9
4
 

2
4
9
7
8
9
6
.5

 
1
,8

7
5
,0

0
0

1
.3

3
 

7
 

卸
売
業

,小
売
業

2
1
2
,1

0
2
 

7
6
3
9
5
8
.3

 
4
,3

5
5
,0

0
0

0
.1

8
 

8
 

卸
売
業

,小
売
業

1
,0

8
1
,6

4
2
 

1
2
0
9
9
8
7
6
.2

 
9
,4

9
2
,5

0
0

1
.2

7
 

8
 

情
報
通
信
業

1
3
,0

2
4
 

4
6
9
1
0
.4

 
3
5
0
,0

0
0

0
.1

3
 

9
 

不
動
産
業

,物
品
賃
貸
業

1
1
7
,9

5
8
 

1
3
1
9
5
4
6
.8

 
1
,2

5
5
,0

0
0

1
.0

5
 

9
 

製
造
業

5
0
,6

8
7
 

1
8
2
5
6
6
.7

 
2
,3

3
7
,5

0
0

0
.0

8
 

1
0
 

建
設
業

1
9
3
,5

4
6
 

2
1
6
5
1
1
8
.1

 
3
,9

3
2
,5

0
0

0
.5

5
 

1
0
 

運
輸
業

,郵
便
業

1
8
,0

8
1
 

6
5
1
2
4
.9

 
1
,0

0
7
,5

0
0

0
.0

6
 

1
1
 

教
育

,学
習
支
援
業

9
8
,7

6
4
 

1
1
0
4
8
3
1
.5

 
3
,2

2
0
,0

0
0

0
.3

4
 

1
1
 

建
設
業

8
,1

3
6
 

2
9
3
0
4
.6

 
5
6
7
,5

0
0

0
.0

5
 

1
2
 

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

1
4
,1

3
9
 

1
5
8
1
6
7
.1

 
5
0
0
,0

0
0

0
.3

2
 

1
2
 

医
療

,福
祉

2
0
,7

3
4
 

7
4
6
8
0
.6

 
2
,9

9
0
,0

0
0

0
.0

2
 

1
3
 

金
融
業

,保
険
業

2
2
,5

9
8
 

2
5
2
7
9
4
.4

 
1
,6

2
7
,5

0
0

0
.1

6
 

1
3
 

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

8
1
6
 

2
9
3
9
.1

 
1
3
5
,0

0
0

0
.0

2
 

1
4
 

情
報
通
信
業

1
0
0
,3

7
4
 

1
1
2
2
8
4
1
.9

 
9
,0

9
0
,0

0
0

0
.1

2
 

1
4
 

金
融
業

,保
険
業

1
,3

4
5
 

4
8
4
4
.5

 
3
1
5
,0

0
0

0
.0

2
 

1
5
 

農
業
・林

業
5
,0

4
7
 

5
6
4
5
8
.7

 
6
0
0
,0

0
0

0
.0

9
 

1
5
 

農
業
・林

業
5
3
2
 

1
9
1
6
.2

 
3
1
7
,5

0
0

0
.0

1
 

1
6
 

公
務
（他

に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）

1
5
1
 

1
6
8
9
.2

 
2
,4

9
2
,5

0
0

0
.0

0
 

1
6
 

公
務
（他

に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）

2
9
 

1
0
4
.5

 
4
4
2
,5

0
0

0
.0

0
 

合
計

6
,7

5
7
,5

2
8
 

7
5
5
9
3
6
3
6
.4

 
5
5
,6

6
6
,0

0
0
 

1
.3

6
 

合
計

1
,6

6
4
,5

8
8
 

5
9
9
5
5
8
6
.0

 
1
9
,9

4
5
,0

0
0
 

0
.3

0
 

※
漁
業
、
電
気
・ガ

ス
・
熱
供
給
・水

道
業
、
鉱
業

,採
石
業

,砂
利
採
取
業
を
除
く
。

21
2
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賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
に
よ
る
産
業
・
企
業
規
模
別
の
影
響
率
（
令
和
元
年
）

企
業
規
模
計
1
,
00
0人
以
上
1
0
0～
9
99
人

1
0～
99
人

5
～
9人

調
査
対
象
産
業
計

5
.
2％

3
.
9％

4
.
6％

7
.
0％

9
.
0％

鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業

0
.
7％

0
.
1％

0
.
4％

0
.
4％

3
.
1％

建
設
業

1
.
5％

0
.
2％

0
.
8％

2
.
1％

2
.
2％

製
造
業

4
.
0％

0
.
8％

2
.
9％

8
.
1％

1
4
.5
％

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

0
.
5％

0
.
4％

1
.
0％

0
.
6％

2
.
9％

情
報
通
信
業

0
.
5％

0
.
2％

0
.
5％

0
.
7％

3
.
4％

運
輸
業
，
郵
便
業

3
.
3％

1
.
8％

4
.
5％

4
.
2％

3
.
3％

卸
売
業
，
小
売
業

9
.
3％

8
.
0％

6
.
8％

1
3
.6
％

1
3
.9
％

金
融
業
，
保
険
業

1
.
0％

1
.
0％

0
.
5％

2
.
5％

2
.
7％

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

6
.
2％

8
.
5％

5
.
2％

4
.
1％

7
.
2％

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

1
.
4％

0
.
9％

1
.
4％

1
.
4％

4
.
4％

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

1
2
.6
％

1
1
.9
％

9
.
6％

1
4
.6
％

2
5
.7
％

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

8
.
0％

5
.
7％

7
.
5％

9
.
9％

1
5
.0
％

教
育
，
学
習
支
援
業

3
.
3％

2
.
6％

3
.
2％

3
.
4％

1
7
.5
％

医
療
，
福
祉

2
.
5％

1
.
1％

1
.
9％

4
.
1％

3
.
6％

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

1
.
2％

0
.
6％

2
.
6％

4
.
1％

2
.
2％

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

8
.
7％

3
.
9％

1
3
.9
％

7
.
7％

6
.
3％

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が
1
0
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
「
影
響
率
」
は
、
令
和
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
割
合
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、

所
定
内
給
与
額
に
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
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昨年度の答申以降に出された政府から経済界への雇用維持等に関する要請書 

 

○令和２年８月 28日 

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請の徹底

について 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 

 

○令和２年 10月 27日 

2020年度及び 2021年度新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮につい

て 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 

 

○令和２年 11月 27日 

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請の徹底

について 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 

 

○令和３年１月 14日 

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 

 

○令和３年２月 19日 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた 2021年度卒業・修了予定者等の

就職・採用活動に関する要請について 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 
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○令和３年３月３日 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 

 

○令和３年３月 29日、４月 15日 

新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持や採用について 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長 

 

○令和３年５月 25日 

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請 

（宛先） 

一般社団法人日本経済団体連合会会長 

日本商工会議所会頭 

全国中小企業団体中央会会長  ほか 
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諸
外

国
の

最
低

賃
金

の
状

況
・
報

告
書

参
考

資
料

N
o
.2

資料№　Ⅰ－５
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諸
外

国
の

最
低

賃
金

制
度

・
改

定
状

況
に

つ
い

て

1

134



イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ア
メ
リ
カ

韓
国

（
参
考
）
日
本

根
拠

法
・導

入
年

全
国

最
低

賃
金

法
（

1
9
9
8
年

）
労

働
法

典
(L

3
2
3
1
-1

以
下

)（
1
9
5
0
年

）
最

低
賃

金
法

(M
iL

o
G

)
（

2
0
1
5
年

）
公

正
労

働
基

準
法

(F
LS

A
)（

1
9
3
8
年

）
最

低
賃

金
法

（
1
9
8
8
年

）
最

低
賃

金
法

（
19

59
年

）

設
定

方
式

全
国

一
律

全
国

一
律

全
国

一
律

全
国

一
律

（
連

邦
最

賃
）

と地
域

別
（

州
・市

・
郡

最
賃

）
の

併
用

全
国

一
律

地
域

別
最

低
賃

金

適
用

除
外

減
額

措
置

【適
用

除
外

】
・学

生
の

一
部

・軍
人

、
漁

師
の

一
部

等 【減
額

措
置

】
・2

1
～

2
2
歳

:
8
.3

6
ポ

ン
ド

／
時

・1
8
～

2
0
歳

:
6
.5

6
ポ

ン
ド

／
時

・1
6
～

1
7
歳

:
4
.6

2
ポ

ン
ド

／
時

・見
習

訓
練

生
:

4
.3

0
ポ

ン
ド

／
時

【適
用

除
外

】
・労

働
時

間
を

把
握

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

労
働

者
（

訪
問

販
売

員
な

ど
の

一
部

）

【減
額

措
置

】
・1

8
歳

未
満

・職
業

訓
練

生
、

研
修

生
等

【適
用

除
外

】
・未

成
年

者
（

1
8
歳

未
満

）
・職

業
訓

練
実

習
生

の
一

部
・⾧

期
失

業
者

の
就

職
時

（
開

始
か

ら
6
ヶ

月
）

等

【適
用

除
外

】
（

連
邦

最
低

賃
金

）
・管

理
職

、
専

門
職

等
・小

規
模

従
業

員
等

（
州

別
最

低
賃

金
）

・州
に

よ
り

異
な

る

【減
額

措
置

】
（

連
邦

最
低

賃
金

）
・2

0
歳

未
満

の
労

働
者

（
雇

い
始

め
か

ら
9

0
日

間
）

・障
害

者
・チ

ップ
を

得
る

従
業

員
・学

生
（

州
別

最
低

賃
金

）
・州

に
よ

り
異

な
る

【適
用

除
外

】
・精

神
又

は
身

体
の

障
害

に
よ

り
労

働
能

力
が

著
し

く低
い

者

【減
額

措
置

】
・修

習
・試

用
期

間
中

の
者

（
１

年
未

満
の

契
約

労
働

者
除

く）

【適
用

除
外

】
・な

し

【減
額

特
例

】
都

道
府

県
労

働
局

⾧
の

許
可

を
受

け
る

こ
とに

よ
り

減
額

適
用

。
•
精

神
ま

た
は

身
体

の
障

害
に

よ
り著

し
く労

働
能

力
が

低
い

者
•
試

用
期

間
中

の
者

•
基

礎
的

な
技

能
等

を
内

容
とす

る
認

定
職

業
訓

練
を

受
け

る
者

の
う
ち

一
定

の
者

•
軽

易
な

業
務

に
従

事
す

る
者

•
断

続
的

労
働

に
従

事
す

る
者

○
欧

州
の

最
低

賃
金

制
度

で
は

、
若

年
者

等
に

対
し

て
適

用
除

外
等

の
措

置
が

な
さ

れ
て

い
る

の
に

対
し

、
日

本
の

最
低

賃
金

制
度

は
全

労
働

者
に

適
用

し
て

い
る

（
都

道
府

県
労

働
局

長
の

許
可

を
受

け
る

こ
と

に
よ

る
減

額
特

例
が

あ
る

）
。

2

諸
外

国
の

最
低

賃
金

制
度

①
（
概

要
）
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諸
外

国
の

最
低

賃
金

制
度

②
（
改

定
方

法
・
決

定
主

体
・
決

定
基

準
）

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ア
メ
リ
カ

韓
国

（
参
考
）
日
本

改
定

方
法 ・

決
定

主
体

政
府

が
決

定
。

毎
年

、
最

低
賃

金
委

員
会

へ
の

諮
問

の
上

、
ほ

ぼ
委

員
会

勧
告

通
り

改
定

。

最
低

賃
金

委
員

会
は

労
働

者
側

委
員

、
使

用
者

側
委

員
、

有
識

者
委

員
か

ら
な

る
三

者
構

成
の

諮
問

機
関

。
労

使
同

数
の

定
め

は
な

い
。

政
府

が
全

国
団

体
交

渉
委

員
会

に
諮

問
し

、
そ

の
答

申
を

受
け

て
政

令
に

よ
り
改

定
。

全
国

団
体

交
渉

委
員

会
は

、
政

府
代

表
4
、

労
使

各
1
8
。

最
低

賃
金

委
員

会
が

2
年

ご
と

に
適

切
な

最
低

賃
金

額
の

決
議

を
行

う
。

連
邦

政
府

は
法

規
命

令
に

よ
り
最

低
賃

金
を

規
定

。

最
低

賃
金

委
員

会
の

構
成

は
、

議
⾧

1
、

常
任

委
員

6
(労

使
各

3
名

ず
つ

) 、
諮

問
委

員
2

(学
術

分
野

か
ら

の
委

員
、

議
決

権
な

し
)。

連
邦

最
低

賃
金

は
公

正
労

働
基

準
法

の
改

正
、

州
別

最
低

賃
金

は
州

法
の

改
正

、
市

や
郡

の
最

低
賃

金
は

条
例

の
改

正
も

し
くは

設
立

な
ど
に

よ
る

。

最
低

賃
金

委
員

会
の

審
議

・議
決

を
経

て
、

雇
用

労
働

部
⾧

官
が

決
定

。

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
労

働
者

代
表

、
使

用
者

代
表

、
公

益
代

表
各

9
人

で
構

成
。

厚
生

労
働

大
臣

・都
道

府
県

労
働

局
⾧

が
、
公

労
使

三
者

構
成

の
最

低
賃

金
審

議
会

（
中

央
・地

方
）

に
諮

問
し

、
地

域
別

最
低

賃
金

を
決

定
。

決
定

基
準

英
国

経
済

全
体

及
び

そ
の

競
争

力
に

与
え

る
影

響
に

配
慮

し
、
か

つ
政

府
が

問
題

を
付

託
す

る
際

に
特

定
し

た
付

加
的

要
素

に
つ

い
て

考
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
(全

国
最

低
賃

金
法

7条
5項

)。

政
府

目
標

は
、
20

24
年

ま
で

に
、
最

低
賃

金
(N

LW
)

を
賃

金
中

央
値

の
2/

3の
水

準
とす

る
こ

と。

全
国

団
体

交
渉

委
員

会
は

、
最

低
賃

金
の

改
定

に
当

た
って

、
以

下
の

3点
を

考
慮

。
①

物
価

上
昇

率
(所

得
下

位
20

％
の

世
帯

の
消

費
構

成
を

踏
ま

え
て

算
定

) 、
②

実
質

賃
金

上
昇

率
の

1/
2以

上
とす

る
、

③
政

府
裁

量
に

よ
る

上
乗

せ
。

消
費

者
物

価
指

数
が

前
回

の
賃

金
改

定
の

水
準

よ
り2

％
以

上
上

昇
し

た
場

合
、
指

数
の

上
昇

分
だ

け
の

金
額

を
随

時
改

定
。

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
最

低
賃

金
額

の
改

定
に

当
た

っ
て

、
以

下
の

4
点

を
考

慮
。

①
労

働
者

の
必

要
最

低
限

の
生

活
を

保
障

す
る

こ
と
、

②
公

正
か

つ
機

能
的

な
競

争
力

を
維

持
で

き
る

こ
と
、

③
雇

用
危

機
を

招
か

な
い

こ
と
、

④
労

働
協

約
の

賃
金

動
向

に
従

う
こ

と
(最

低
賃

金
法

9
条

) 。

具
体

的
な

改
定

方
法

は
各

地
で

異
な

る
が

、
①

ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
を

組
み

、
段

階
的

に
引

き
上

げ
て

い
く、

②
消

費
者

物
価

指
数

を
も

とに
自

動
的

に
改

定
す

る
、
③

連
邦

最
賃

の
改

定
時

な
ど

必
要

に
応

じ
て

見
直

す
、
と

い
った

方
法

が
とら

れ
て

い
る

。

最
低

賃
金

は
、
①

労
働

者
の

生
計

費
、
②

類
似

の
労

働
者

の
賃

金
、
③

労
働

生
産

性
、
④

所
得

分
配

率
等

を
考

慮
し

て
定

め
る

(最
低

賃
金

法
4条

１
項

)。

地
域

別
最

低
賃

金
は

、
地

域
に

お
け

る
①

労
働

者
の

生
計

費
、
②

賃
金

、
③

賃
金

支
払

能
力

を
考

慮
し

て
定

め
る

（
最

低
賃

金
法

９
条

２
項

）
。

労
働

者
の

生
計

費
を

考
慮

す
る

際
は

、
生

活
保

護
基

準
を

下
回

ら
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

（
同

法
９

条
３

項
）

。

○
ア

メ
リ

カ
で

は
連

邦
法

・
州

法
の

改
正

等
に

よ
り

最
低

賃
金

を
改

定
す

る
の

に
対

し
、

そ
の

他
の

国
で

は
、

審
議

会
・
委

員
会

で
審

議
し

、
政

府
が

最
低

賃
金

を
定

期
的

に
改

定
す

る
。

ま
た

、
ド

イ
ツ

は
２

年
ご

と
に

改
定

の
決

定
を

行
う

の
に

対
し

、
イ

ギ
リ

ス
、

フ
ラ

ン
ス

、
韓

国
で

は
、

日
本

と
同

様
に

、
基

本
的

に
毎

年
改

定
の

決
定

を
行

っ
て

い
る

。

3
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イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ア
メ
リ
カ

韓
国

（
参
考
）
日
本

引 上 げ の 時 期 ・ 額 ・ 率

【直
近
３
年
の
引
上
げ
】

・2
0
1
8
年

４
月

～
:

7
.8

3
ポ

ン
ド

（
＋

4
.4

％
）

・2
0
1
9
年

４
月

～
:

8
.2

1
ポ

ン
ド

（
＋

4
.9

％
）

・2
0
2
0
年

４
月

～
:

8
.7

2
ポ

ン
ド

(+
6
.2

％
)

【コ
ロ
ナ
禍
の
最
賃
決
定
】

・2
0
2
1
年

４
月

～
:

8
.9

1
ポ

ン
ド

(+
2
.2

％
)

【直
近
３
年
の
引
上
げ
】

・2
0
1
8
年

１
月

～
:

9
.8

8
ユ

ー
ロ

（
＋

1
.2

％
）

・2
0
1
9
年

１
月

～
:

1
0
.0

3
ユ

ー
ロ

（
＋

1
.5

％
）

・2
0
2
0
年

１
月

～
:

1
0
.1

5
ユ

ー
ロ

(+
1
.2

％
)

【コ
ロ
ナ
禍
の
最
賃
決
定
】

・2
0
2
1
年

１
月

～
:

1
0
.2

5
ユ

ー
ロ

(+
0
.9

9
％

)

【直
近
３
年
の
引
上
げ
】

・2
0
1
8
年

１
月

～
:

8
.8

4
ユ

ー
ロ

（
2
0
1
5
年

１
月

比
＋

4
.0

％
）

・2
0
1
9
年

１
月

～
:

9
.1

9
ユ

ー
ロ

（
＋

4
.0

％
）

・2
0
2
0
年

１
月

～
:

9
.3

5
ユ

ー
ロ

(+
1
.7

％
)

【コ
ロ
ナ
禍
の
最
賃
決
定
】

・2
0
2
1
年

１
月

～
:

9
.5

0
ユ

ー
ロ

(2
0
2
0
年

１
月

比
+

1
.6

％
)

・2
0
2
1
年

７
月

～
:

9
.6

0
ユ

ー
ロ

(2
0
2
1
年

１
月

比
+

1
.1

％
)

・2
0
2
2
年

１
月

～
:

9
.8

2
ユ

ー
ロ

(2
0
2
1
年

７
月

比
+

2
.3

％
)

・2
0
2
2
年

７
月

～
:

1
0
.4

5
ユ

ー
ロ

(2
0
2
2
年

１
月

比
＋

6
.4

％
)

(連
邦

最
低

賃
金

)
・2

0
0
9
年

７
月

以
降

7
.2

5
ド

ル
で

据
え

置
き

(州
別

最
低

賃
金

)
・2

9
州

が
連

邦
最

賃
を

上
回

る
水

準
を

設
定

し
て

お
り
、

一
部

の
州

に
お

い
て

は
最

低
賃

金
を

引
き

上
げ

て
い

る
。

【直
近
３
年
の
引
上
げ
】

・2
0
1
8
年

１
月

～
:

7
,5

3
0
ウ

ォ
ン

（
＋

1
6
.4

％
）

・2
0
1
9
年

１
月

～
:

8
,3

5
0
ウ

ォ
ン

（
＋

1
0
.9

％
）

・2
0
2
0
年

１
月

～
:

8
,5

9
0
ウ

ォ
ン

(+
2
.8

7
％

)

【コ
ロ
ナ
禍
の
最
賃
決
定
】

・2
0
2
1
年

１
月

～
:

8
,7

2
0
ウ

ォ
ン

(+
1
.5

％
)

【直
近
３
年
の
引
上
げ
】

・2
0
1
7
年

1
0
月

～
:

8
4
8
円

（
＋

3
.0

％
）

・2
0
1
8
年

1
0
月

～
:

8
7
4
円

（
＋

3
.1

％
）

・2
0
1
9
年

1
0
月

～
:

9
0
1
円

(＋
3
.1

％
)

【コ
ロ
ナ
禍
の
最
賃
決
定
】

・2
0
2
0
年

1
0
月

～
:

9
0
2
円

（
＋

0
.1

%
)

○
イ

ギ
リ

ス
、

フ
ラ

ン
ス

、
ド

イ
ツ

、
韓

国
で

は
、

最
低

賃
金

の
一

定
の

引
上

げ
が

行
わ

れ
て

い
る

も
の

の
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
も

踏
ま

え
、

例
年

と
比

べ
て

最
低

賃
金

の
引

上
げ

幅
が

小
さ

く
な

っ
て

い
る

。

4

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

諸
外

国
の

最
低

賃
金

の
改

定
に

つ
い

て
①

（
引

上
げ

時
期

、
額

・
率

）
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コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

諸
外

国
の

最
低

賃
金

の
改

定
に

つ
い

て
②

（
引

上
げ

の
根

拠
）

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ア
メ
リ
カ

韓
国

（
参
考
）
日
本

引
上

げ
の

根
拠

当
初

、
2
0
2
4
年

ま
で

に
賃

金
中

央
値

の
3
分

の
2

相
当

へ
の

引
上

げ
と
い

う
政

府
目

標
を

ベ
ー

ス
に

2
0
2
1
年

４
月

の
改

定
額

を
9
.2

1
ポ

ン
ド

と
す

る
案

が
示

さ
れ

て
い

た
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
伴

う
経

済
・雇

用
・賃

金
水

準
へ

の
影

響
を

踏
ま

え
、

予
想

さ
れ

る
物

価
上

昇
を

若
干

上
回

る
水

準
の

8
.9

1
ポ

ン
ド

（
前

年
比

＋
2
.2

％
）

と
し

た
。

物
価

・賃
金

ス
ラ

イ
ド

に
よ

る
自

動
改

定
に

加
え

、
政

府
裁

量
に

よ
る

上
乗

せ
の

引
上

げ
が

可
能

で
あ

る
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
影

響
を

踏
ま

え
、

政
府

裁
量

に
よ

る
上

乗
せ

は
な

さ
れ

な
か

っ
た

。

な
お

、
2
0
2
0
年

1
1
月

末
時

点
で

、
物

価
上

昇
率

は
－

0
.2

％
だ

っ
た

た
め

考
慮

さ
れ

ず
、

賃
金

上
昇

率
は

1
.9

1
％

だ
っ
た

た
め

、
規

定
の

引
上

げ
率

の
賃

金
上

昇
率

は
1
/2

で
あ

る
0
.9

5
5
％

と
な

っ
た

。
前

年
の

1
0
.1

5
ユ

ー
ロ

の
0
.9

5
5
％

増
を

四
捨

五
入

す
る

と
、

1
0
.2

5
ユ

ー
ロ

と
な

り
、

2
0
2
1
年

１
月

か
ら

1
0
.2

5
ユ

ー
ロ

（
前

年
比

＋
0
.9

9
％

）
と

し
た

。

2
0
2
0
年

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

影
響

で
顕

著
な

景
気

後
退

が
予

想
さ

れ
る

が
(業

種
間

の
格

差
あ

り
) 

、
2
0
2
1
年

は
、

最
新

予
測

で
は

経
済

回
復

が
見

込
ま

れ
、

2
0
2
2

年
以

降
は

国
内

総
生

産
が

コ
ロ

ナ
前

の
水

準
に

回
復

す
る

と
期

待
し

、
今

回
の

4
段

階
に

分
け

た
引

上
げ

を
決

定
し

た
（

後
半

ほ
ど

引
上

げ
幅

が
大

き
い

）
。

連
邦

最
低

賃
金

に
つ

い
て

は
、

2
0
2
1
年

４
月

時
点

で
改

定
な

し
。

※
1
.9

兆
ド

ル
規

模
の

経
済

・景
気

対
策

で
あ

る
2
0
2
1
年

米
国

救
済

計
画

法
案

に
、

連
邦

最
低

賃
金

の
時

給
1
5
ド

ル
へ

の
引

上
げ

が
盛

り
込

ま
れ

た
が

、
共

和
党

を
中

心
に

慎
重

な
意

見
も

多
く、

2
0
2
1
年

3
月

の
上

院
で

の
可

決
時

に
、

法
案

か
ら

最
低

賃
金

の
項

目
は

削
除

さ
れ

た
。

最
低

賃
金

委
員

会
で

労
働

者
委

員
が

時
給

1
0
0
0
0
ウ

ォ
ン

（
1
6
.4

％
増

）
、

使
用

者
委

員
が

時
給

8
4
1
0
ウ

ォ
ン

（
2
.1

％
減

）
の

当
初

案
を

提
示

し
、

労
使

双
方

が
修

正
案

を
提

示
す

る
も

の
の

、
意

見
の

隔
た

り
を

埋
め

ら
れ

ず
、

公
益

委
員

は
1
.5

％
増

の
案

を
提

示
し

、
採

決
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

影
響

を
踏

ま
え

、
2
0
2
1

年
１

月
は

1
.5

％
の

引
上

げ
と

な
っ
た

が
、

こ
の

引
上

げ
幅

は
、

最
低

賃
金

制
度

実
施

の
1
9
8
8
年

以
降

最
も

低
い

。

○
令

和
２

年
度

地
域

別
最

低
賃

金
額

改
定

の
目

安
に

関
す

る
公

益
委

員
見

解
(令

和
２

年
７

月
2
1
日

)

令
和

２
年

度
地

域
別

最
低

賃
金

額
に

つ
い

て
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
拡

大
に

よ
る

現
下

の
経

済
・雇

用
・労

働
者

の
生

活
へ

の
影

響
、

中
小

企
業

・小
規

模
事

業
者

が
置

か
れ

て
い

る
厳

し
い

状
況

、
今

後
の

感
染

症
の

動
向

の
不

透
明

さ
、

こ
う

し
た

中
で

も
雇

用
の

維
持

が
最

優
先

で
あ

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
引

上
げ

額
の

目
安

を
示

す
こ

と
は

困
難

で
あ

り
、

現
行

水
準

を
維

持
す

る
こ

と
が

適
当

と
の

結
論

を
下

す
に

至
っ

た
。

目
安

小
委

員
会

の
公

益
委

員
と

し
て

は
、

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
に

お
い

て
は

、
地

域
別

最
低

賃
金

の
審

議
に

際
し

、
上

記
見

解
を

十
分

に
参

酌
し

、
地

域
の

経
済

・雇
用

の
実

態
を

見
極

め
、

地
域

間
格

差
の

縮
小

を
求

め
る

意
見

も
勘

案
し

つ
つ

、
適

切
な

審
議

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

希
望

す
る

。

5
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独
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書
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英
独

仏
の

最
低

賃
金

に
関

す
る

報
告

書

○
イ

ギ
リ

ス
・
ド

イ
ツ

・
フ

ラ
ン

ス
で

は
、

日
本

と
同

様
に

最
低

賃
金

改
定

の
際

に
、

直
近

の
経

済
状

況
等

を
踏

ま
え

、
労

使
と

協
議

し
て

最
低

賃
金

の
改

定
を

行
っ

て
い

る
が

、
そ

の
際

、
特

に
イ

ギ
リ

ス
や

ド
イ

ツ
で

は
、

過
去

の
最

低
賃

金
引

上
げ

の
影

響
に

つ
い

て
、

統
計

デ
ー

タ
や

実
証

研
究

等
を

用
い

て
多

角
的

に
検

証
し

て
い

る
。

7

○
公

労
使

三
者

構
成

の
最

低
賃

金
委

員
会

は
、

毎
年

最
低

賃
金

の
改

定
の

際
に

、
そ

の
理

論
的

根
拠

に
関

す
る

報
告

書
を

提
出

。
例

年
、

過
去

の
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

よ
る

雇
用

等
へ

の
影

響
に

つ
い

て
、

統
計

デ
ー

タ
や

実
証

研
究

等
を

用
い

て
多

角
的

に
検

証
し

つ
つ

、
経

済
見

通
し

を
踏

ま
え

、
政

府
方

針
に

沿
っ

た
改

定
額

を
勧

告
し

て
い

た
（
※

）
が

、
2
0
2
1
年

４
月

の
改

定
の

際
の

報
告

書
で

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

影
響

の
検

証
が

中
心

と
な

っ
て

い
る

。

（
※

）
賃

金
中

央
値

に
対

す
る

最
低

賃
金

（
N

L
W

）
の

割
合

に
つ

い
て

、
か

つ
て

の
政

府
目

標
は

2
0
2
0
年

ま
で

に
6
0
％

、
現

在
の

政
府

目
標

は
2
0
2
4
年

ま
で

に
2
/
3
で

あ
り

、
基

本
的

に
目

標
達

成
ま

で
の

道
筋

を
示

し
つ

つ
、

毎
年

改
定

額
を

勧
告

。

（
※

）
過

去
の

最
低

賃
金

引
上

げ
の

雇
用

へ
の

影
響

の
検

証
が

中
心

で
あ

る
が

、
企

業
利

益
、

価
格

、
生

産
性

、
投

資
等

へ
の

影
響

も
検

証
し

て
い

る
。

○
公

労
使

三
者

構
成

の
最

低
賃

金
委

員
会

は
、

２
年

に
１

度
の

改
定

の
決

議
の

際
に

、
「
法

定
最

低
賃

金
の

影
響

に
関

す
る

報
告

書
」
を

提
出

。
例

年
、

改
定

額
は

協
約

賃
金

の
動

向
を

重
視

し
て

決
定

さ
れ

る
傾

向
が

あ
る

が
、

改
定

の
決

議
に

付
属

の
報

告
書

で
は

、
過

去
の

最
低

賃
金

引
上

げ
に

伴
う

以
下

の
影

響
を

統
計

デ
ー

タ
や

実
証

研
究

等
を

用
い

て
検

証
し

て
い

る
。

①
労

働
者

の
保

護
（
賃

金
へ

の
影

響
、

最
低

賃
金

違
反

の
状

況
、

社
会

保
障

へ
の

影
響

）
②

雇
用

（
雇

用
、

失
業

、
労

働
時

間
、

職
業

教
育

等
へ

の
影

響
）

③
企

業
の

競
争

条
件

（
人

件
費

、
生

産
性

、
手

続
コ

ス
ト

、
投

資
、

価
格

、
消

費
、

利
益

等
）

○
学

識
経

験
者

に
よ

っ
て

構
成

さ
れ

る
専

門
家

委
員

会
は

、
毎

年
、

団
体

交
渉

委
員

会
（
公

労
使

三
者

構
成

）
と

政
府

に
対

し
、

最
低

賃
金

（
S

M
IC

）に
関

す
る

報
告

書
を

提
出

。
例

年
、

報
告

書
で

は
、

物
価

・
賃

金
ス

ラ
イ

ド
制

に
よ

る
自

動
改

定
に

加
え

て
、

政
府

裁
量

に
よ

る
上

乗
せ

の
改

定
を

行
う

か
ど

う
か

等
を

検
討

し
て

い
る

。
そ

の
際

、
主

に
統

計
デ

ー
タ

を
用

い
て

、
直

近
の

経
済

状
況

だ
け

で
な

く
、

最
低

賃
金

引
上

げ
の

賃
金

や
企

業
の

競
争

力
へ

の
影

響
や

、
最

賃
近

傍
労

働
者

の
属

性
を

確
認

し
、

最
低

賃
金

の
水

準
の

国
際

比
較

等
も

行
っ

て
い

る
。

イ
ギ

リ
ス

ド
イ

ツ

フ
ラ

ン
ス
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政
府

は
本

日
、

20
21

年
4月

か
ら

発
効

す
る

最
低

賃
金

額
を

発
表

し
た

。
10

月
末

に
最

低
賃

金
委

員
会

が
行

っ
た

勧
告

を
受

け
入

れ
た

。
全

国
生

活
賃

金
（

N
LW

）
は

、
8.

72
ポ

ン
ド

か
ら

8.
91

ポ
ン

ド
に

2.
2％

上
昇

し
、

そ
の

対
象

は
25

歳
以

上
か

ら
23

歳
以

上
に

拡
大

す
る

。
23

歳
未

満
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
委

員
会

は
、

現
在

の
経

済
状

況
が

も
た

ら
す

若
者

の
雇

用
へ

の
リ

ス
ク

に
対

す
る

認
識

を
少

し
強

め
た

。

N
LW

の
増

加
は

、
低

賃
金

労
働

者
の

収
入

が
予

測
さ

れ
る

賃
金

の
伸

び
と

ほ
ぼ

一
致

し
て

上
昇

す
る

こ
と

を
意

味
す

る
。

予
想

さ
れ

る
物

価
上

昇
よ

り
も

や
や

高
く

す
る

こ
と

に
よ

り
、

低
賃

金
労

働
者

の
生

活
水

準
を

保
護

す
る

こ
と

が
で

き
る

は
ず

で
あ

る
。

委
員

会
は

、
今

回
の

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
、

既
に

厳
し

い
見

通
し

以
上

に
、

雇
用

の
見

通
し

に
重

大
な

追
加

の
リ

ス
ク

を
も

た
ら

す
と

は
考

え
て

い
な

い
。

委
員

会
の

推
奨

す
る

最
低

賃
金

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
低

賃
金

（
Lo

w
 P

ay
: 賃

金
中

央
値

の
3分

の
2）

を
終

わ
ら

せ
る

と
い

う
政

府
の

目
標

に
引

き
続

き
コ

ミ
ッ

ト
し

て
い

る
。

委
員

会
は

、
⾧

期
的

な
経

済
見

通
し

の
不

確
実

性
を

考
慮

す
る

と
、

20
24

年
ま

で
に

賃
金

の
中

央
値

の
3分

の
2に

達
す

る
と

い
う

N
LW

に
関

す
る

政
府

目
標

を
変

更
す

る
と

い
っ

た
こ

と
は

推
奨

し
な

い
。

委
員

会
の

報
告

書
は

、
N

LW
の

指
標

と
な

る
将

来
の

道
筋

を
示

し
て

い
る

。
し

か
し

、
一

時
休

業
（

fu
rlo

ug
hi

ng
）

に
よ

り
、

今
年

の
賃

金
デ

ー
タ

の
精

度
は

制
限

さ
れ

て
い

る
。

委
員

会
は

、
政

府
が

設
定

し
た

期
限

に
間

に
合

う
よ

う
に

、
10

月
30

日
に

勧
告

を
提

出
し

た
。

こ
れ

は
、

英
国

で
の

さ
ら

な
る

封
鎖

制
限

と
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
雇

用
維

持
制

度
の

延
⾧

が
発

表
さ

れ
る

前
の

こ
と

だ
っ

た
。

留
意

事
項

・
最

低
賃

金
委

員
会

は
、

雇
用

主
、

労
働

組
合

、
専

門
家

で
構

成
さ

れ
る

独
立

し
た

組
織

で
あ

り
、

そ
の

役
割

は
最

低
賃

金
に

つ
い

て
政

府
に

助
言

す
る

こ
と

で
あ

る
。

本
日

発
表

さ
れ

た
最

低
賃

金
は

、
委

員
会

が
全

会
一

致
で

合
意

し
、

政
府

が
承

認
し

た
も

の
で

あ
る

。
・

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
設

定
さ

れ
た

10
月

末
の

期
限

に
沿

っ
て

、
10

月
27

日
～

29
日

ま
で

の
最

終
審

議
の

後
、

20
20

年
10

月
30

日
に

政
府

に
勧

告
を

提
出

し
た

。
委

員
会

の
報

告
書

は
、

推
奨

す
る

最
低

賃
金

と
理

論
的

根
拠

を
詳

細
に

示
し

て
お

り
、

12
月

初
旬

（
12

月
９

日
）

に
公

開
さ

れ
る

。
・

全
国

生
活

賃
金

（
N

LW
）

は
、

現
在

、
25

歳
以

上
の

労
働

者
に

適
用

さ
れ

て
い

る
が

、
20

21
年

4月
か

ら
23

歳
以

上
の

労
働

者
の

法
定

最
低

賃
金

に
な

る
。

N
LW

の
年

齢
の

し
き

い
値

の
引

下
げ

は
、

20
19

年
秋

に
最

低
賃

金
委

員
会

に
よ

っ
て

行
わ

れ
た

推
奨

事
項

に
従

っ
て

い
る

。
し

き
い

値
は

、
20

24
年

ま
で

に
さ

ら
に

21
歳

に
引

き
下

げ
ら

れ
る

。
・

政
府

は
、

N
LW

を
20

24
年

ま
で

に
賃

金
中

央
値

の
3分

の
2に

達
す

る
と

い
う

目
標

を
設

定
し

て
い

る
。

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
こ

れ
に

基
づ

い
て

勧
告

を
行

う
。

N
LW

は
当

初
20

16
年

4月
に

導
入

さ
れ

、
20

20
年

ま
で

に
賃

金
の

中
央

値
の

60
％

を
目

標
と

し
て

い
た

。

英
国

最
低

賃
金

委
員

会
プ

レ
ス

リ
リ

ー
ス

要
旨

(2
02

0.
11

.2
5)

20
20
年
4月
か
ら
の
最
低
賃
金

20
21
年
4月
か
ら
の
最
低
賃
金

引
上
げ
率

全
国

生
活

賃
金

(2
3歳

以
上

)
£8

.7
2

£8
.9

1
2.

2％

21
～

22
歳

の
最

低
賃

金
£8

.2
0

£8
.3

6
2.

0％

18
～

20
歳

の
最

低
賃

金
£6

.4
5

£6
.5

6
1.

7％

16
～

17
歳

の
最

低
賃

金
£4

.5
5

£4
.6

2
1.

5％

見
習

訓
練

生
の

最
低

賃
金

£4
.1

5
£4

.3
0

3.
6％

8
（

資
料

出
所

）
英

国
最

低
賃

金
委

員
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

抜
粋

。
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
仮

訳
を

作
成

。
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○
4
月

以
降

、
コ

ロ
ナ

の
影

響
に

よ
り

、
G

D
P

は
マ

イ
ナ

ス
。

賃
金

伸
び

率
が

低
下

し
て

き
て

い
る

が
、

物
価

の
上

昇
は

低
く
、

実
質

賃
金

は
増

加
し

て
い

る
。

○
労

働
市

場
を

み
る

と
、

雇
用

は
、

前
年

に
比

べ
減

少
し

て
お

り
、

失
業

も
増

加
。

○
最

低
賃

金
以

下
の

労
働

者
は

、
閉

鎖
を

余
儀

な
く
さ

れ
た

業
種

で
働

い
て

お
り

、
一

時
休

業
と

な
る

可
能

性
が

高
い

。

主
な

分
析

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

G
D

P
の

推
移

【
19

97
-2

02
0 】

※
右

上
図

参
照

平
均

賃
金

の
推

移
【

20
08

-2
0】

賃
金

妥
結

額
の

分
布

【
20

17
-2

0】
ｲﾝ

ﾌﾚ
ｰｼ

ｮﾝ
の

推
移

【
20

06
-2

0】
実

質
賃

金
の

推
移

【
20

08
-2

0】
生

産
性

の
変

化
【

20
08

-2
0】

○
G

D
P

は
直

近
で

マ
イ

ナ
ス

。
○

平
均

賃
金

は
直

近
で

横
ば

い
。

○
賃

金
妥

結
額

は
2％

台
が

多
い

。
○

イ
ン

フ
レ

率
は

低
下

。
○

実
質

賃
金

は
増

加
。

○
生

産
性

は
低

下
。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

実
質

・
名

目
G

D
P

の
推

移
・

賃
金

（
月

給
）

の
推

移
・

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
・

消
費

者
物

価
の

推
移

・
実

質
賃

金
指

数
の

推
移

・
労

働
生

産
性

の
推

移

雇
用

の
推

移
【

20
08

-2
0】

※
右

下
図

参
照

労
働

時
間

の
推

移
【

20
08

-2
0】

失
業

の
推

移
【

20
08

-2
0】

○
雇

用
は

直
近

で
減

少
。

○
労

働
時

間
・

求
人

と
も

、
直

近
で

減
少

し
た

が
、

そ
の

後
回

復
。

た
だ

し
、

危
機

前
を

下
回

る
。

〇
失

業
は

増
加

。

完
全

失
業

率
や

雇
用

者
数

の
デ

ー
タ

な
ど

、
基

本
的

な
項

目
は

提
示

。

最
低

賃
金

の
対

象
と

な
る

産
業

別
労

働
者

数
・

割
合

【
20

19
】

産
業

別
一

時
休

業
者

の
割

合
【

20
20

】
時

給
別

の
労

働
者

の
世

帯
に

お
け

る
属

性
【

20
18

-1
9】

○
閉

鎖
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
業

種
で

最
低

賃
金

労
働

者
数

が
多

い
。

○
低

賃
金

職
業

で
一

時
休

業
者

が
多

い
。

○
最

低
賃

金
労

働
者

が
世

帯
の

主
な

稼
ぎ

手
で

あ
る

可
能

性
は

低
い

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

影
響

率
・

未
満

率
・

休
業

者
の

動
向

経 済 成 長 労 働 市 場 そ の 他

英
国

最
低

賃
金

委
員

会
報

告
書

(2
02

0.
12

.9
)
第

１
〜

３
章

ー
経
済
情
勢
、
労
働
市
場
、
低
賃
金
労
働
者
ー

要
約

9
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内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

B
ite

（
最

低
賃

金
/中

位
数

）
の

⾧
期

的
推

移
【

19
99

-2
02

0】
※

右
上

図
参

照

全
国

生
活

賃
金

（
N

LW
）

は
約

60
％

ま
で

増
加

。
-

雇
用

率
（

個
人

の
特

性
別

）
の

変
化

【
20

16
-2

0】
無

資
格

者
を

除
き

3月
ま

で
は

お
お

む
ね

上
昇

。
-

雇
用

者
数

（
職

業
産

業
別

）
の

動
向

【
20

20
】

※
右

下
図

参
照

4月
以

降
、

低
賃

金
の

職
業

産
業

で
雇

用
は

減
少

。
雇

用
者

数
の

推
移

職
業

産
業

別
一

時
休

業
者

数
【

20
20

】
低

賃
金

の
職

業
産

業
で

一
時

休
業

者
が

多
い

。
休

業
者

の
動

向

こ
の

他
、

①
全

国
生

活
賃

金
（

Ｎ
Ｌ

Ｗ
）

が
雇

用
、

労
働

時
間

、
賃

金
等

に
与

え
る

影
響

に
関

す
る

外
部

の
委

託
研

究
（

実
証

分
析

）
、

②
Ｎ

Ｌ
Ｗ

の
影

響
を

受
け

や
す

い
労

働
者

の
属

性
、

地
方

、
業

種
等

に
関

す
る

分
析

、
③

労
使

関
係

者
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

紹
介

。

〔
※
〕

20
16

年
レ

ポ
ー

ト
か

ら
60

％
の

目
標

値
は

設
定

さ
れ

て
い

た
。

英
国

最
低

賃
金

委
員

会
報

告
書

(2
02

0.
12

.9
)
第

４
章

ー
全
国
生
活
賃
金
〔
N
LW
：
25
歳
以
上
対
象
※
〕
の
影
響
ー

○
コ

ロ
ナ

の
影

響
を

受
け

、
4
月

以
降

、
低

賃
金

労
働

者
の

雇
用

は
減

少
。

低
賃

金
労

働
者

は
一

時
休

業
と

な
る

可
能

性
が

高
く
、

賃
金

損
失

を
被

る
可

能
性

が
あ

る
。

低
賃

金
労

働
者

の
雇

用
主

は
、

雇
用

に
影

響
を

与
え

ず
に

全
国

生
活

賃
金

（
N

L
W

）
の

増
加

に
対

応
す

る
こ

と
は

難
し

い
可

能
性

が
あ

る
。

要
約

主
な

分
析

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

10

※
20
21
年
４
月
か
ら
23
歳
以
上
を
対
象
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内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

若
者

の
雇

用
率

・
失

業
率

の
推

移
【

19
94

-2
02

0】
20

20
年

に
入

っ
て

、
雇

用
率

は
横

ば
い

か
ら

低
下

、
失

業
率

は
上

昇
。

失
業

率
（

年
齢

計
）

の
推

移

産
業

別
若

年
労

働
者

の
割

合
【

20
20

】
※

右
図

参
照

封
鎖

部
門

で
若

年
労

働
者

の
割

合
が

高
い

-

一
時

休
業

、
賃

金
喪

失
を

伴
う

労
働

者
割

合
（

年
齢

別
）

【
20

20
】

若
年

者
で

一
時

休
業

が
多

い
。

※
右

図
参

照
休

業
者

の
動

向

見
習
訓

練
生

16
-1
7

歳
18
-2
0

歳
21
-2
2歳
全
国

最
低
賃
金

(N
M
W
)

23
歳
以
上
全
国

生
活
賃
金

(N
LW
)

4.
30

4.
62

6.
56

8.
36

8.
91

＜
参

考
＞

イ
ギ

リ
ス

の
最

低
賃

金
額

（
20

21
年

ポ
ン

ド
）

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

若
年
者
＜
第
5章
＞

見
習
訓
練
生
＜
第
６
章
＞
そ
の
他
の
影
響
＜
第
7章
＞

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

見
習

い
開

始
数

【
20

17
-2

0】
20

20
年

は
減

少
-

こ
の

他
、

第
５

章
、

第
６

章
で

は
、

若
年

者
・

見
習

訓
練

生
の

最
低

賃
金

に
関

す
る

労
使

団
体

の
見

解
、

第
７

章
で

は
、

最
低

賃
金

と
利

益
、

価
格

、
生

産
性

、
投

資
等

に
関

す
る

労
使

団
体

の
調

査
や

外
部

委
託

の
研

究
等

を
紹

介
。

英
国

最
低

賃
金

委
員

会
報

告
書

(2
02

0.
12

.9
) 
第

５
〜

７
章

ー
若
年
者
、
見
習
訓
練
生
、
そ
の
他
の
影
響
ー

○
若

年
者

に
つ

い
て

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
を

受
け

た
業

種
で

働
い

て
い

る
可

能
性

が
高

く
、

特
に

不
況

の
影

響
を

強
く
受

け
て

い
る

。
○

2
1
歳

～
2
4
歳

の
者

は
様

々
な

指
標

で
2
5
歳

以
上

と
類

似
し

て
お

り
、

引
き

続
き

2
0
2
1
年

4
月

に
は

全
国

生
活

賃
金

（
N

L
W

）の
対

象
年

齢
を

2
5歳

以
上

か
ら

2
3
歳

以
上

に
引

き
下

げ
る

べ
き

（
2
0
2
4
年

4月
に

2
1
歳

以
上

に
引

き
下

げ
る

予
定

）。
○

最
低

賃
金

引
上

げ
へ

の
対

応
の

全
体

的
な

傾
向

は
変

わ
ら

な
い

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
長

期
的

に
利

益
を

吸
収

し
た

り
、

価
格

を
上

昇
さ

れ
る

こ
と

が
難

し
く
な

っ
て

い
る

兆
候

が
見

ら
れ

た
。

要
約

主
な

分
析

11
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改
定

額
の

勧
告 対
象

勧
告

根
拠

23
歳

以
上

全
国

生
活

賃
金

（
N

LW
）

8.
91

ポ
ン

ド
（

+
2.

2％
）

厳
し

い
経

済
状

況
の

中
、

雇
用

リ
ス

ク
を

最
小

限
に

抑
え

る
た

め
、

予
想

さ
れ

る
物

価
上

昇
よ

り
や

や
高

く
、

予
想

さ
れ

る
賃

金
上

昇
と

一
致

し
た

引
上

げ
率

を
勧

告
。

低
賃

金
労

働
者

の
貢

献
の

認
識

は
重

要
。

20
24

年
に

賃
金

中
央

値
に

対
す

る
Ｎ

Ｌ
Ｗ

の
比

率
を

3分
の

２
と

い
う

目
標

の
変

更
は

推
奨

し
な

い
。

21
-2

2歳
全

国
最

低
賃

金
（

N
M

W
）

8.
36

ポ
ン

ド
（

+
2.

0％
）

脆
弱

で
、

不
況

の
影

響
を

受
け

や
す

い
が

、
20

24
年

ま
で

の
23

歳
以

上
の

最
低

賃
金

と
の

統
合

に
向

け
て

、
23

歳
以

上
と

比
較

し
て

わ
ず

か
に

低
い

引
上

げ
率

を
勧

告
。

18
-2

0歳
全

国
最

低
賃

金
（

N
M

W
）

6.
56

ポ
ン

ド
（

+
1.

7％
）

よ
り

脆
弱

で
、

閉
鎖

部
門

や
一

時
休

業
で

労
働

。
イ

ン
フ

レ
期

待
に

ほ
ぼ

一
致

し
た

引
上

げ
率

を
勧

告
。

16
-1

7歳
全

国
最

低
賃

金
（

N
M

W
）

4.
62

ポ
ン

ド
（

+
1.

5％
）

最
も

脆
弱

で
、

閉
鎖

部
門

や
一

時
休

業
で

労
働

。
わ

ず
か

な
引

上
げ

率
を

勧
告

。

見
習

訓
練

生
4.

30
ポ

ン
ド

（
+

3.
6％

）
２

年
後

の
20

22
年

に
16

ʷ
17

歳
の

最
低

賃
金

と
の

統
合

に
向

け
て

、
引

上
げ

を
勧

告
。

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

各
種

経
済

指
標

の
見

通
し

【
20

19
-2

1】
G

D
P

成
⾧

率
賃

金
の

伸
び

率
消

費
者

物
価

(C
P

I)
の

伸
び

率
雇

用
の

伸
び

率
失

業
率

※
右

表
参

照

G
D

P
成

⾧
率

:2
02

1年
は

回
復

も
水

準
は

低
い

賃
金

の
伸

び
:2

02
1年

は
上

昇
も

ば
ら

つ
き

C
P

Iの
伸

び
:2

02
1年

は
上

昇
（

1.
3～

2.
0％

）
雇

用
の

伸
び

:低
い

水
準

失
業

率
:高

い
水

準

G
D

P
成

⾧
率

、
C

P
I上

昇
率

は
、

審
議

資
料

（
月

例
経

済
報

告
）

に
当

年
度

ま
で

の
見

通
し

の
記

載
あ

り

英
国

最
低

賃
金

委
員

会
報

告
書

(2
02

0.
12

.9
)

第
８

〜
９

章
ー
経
済
の
将
来
見
通
し
、
改
定
額
の
勧
告
ー

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
と

Ｂ
ｒｅ

ｘ
ｉｔ
の

影
響

に
よ

り
、

今
後

の
経

済
見

通
し

は
不

確
実

性
を

増
し

て
い

る
。

○
経

済
は

2
0
2
1
年

に
回

復
す

る
が

、
早

く
と

も
2
0
2
2年

ま
で

完
全

に
は

回
復

し
な

い
と

予
想

さ
れ

る
。

○
全

国
生

活
賃

金
（
Ｎ

Ｌ
Ｗ

）
に

つ
い

て
、

目
標

ま
で

の
道

筋
を

示
す

の
が

通
常

（
※

）
だ

が
、

一
時

休
業

す
る

労
働

者
が

多
い

た
め

、
「賃

金
の

中
央

値
」
を

正
確

に
計

算
す

る
こ

と
が

困
難

。
こ

の
た

め
、

雇
用

の
見

通
し

に
対

す
る

重
大

な
リ

ス
ク

を
最

小
限

に
抑

え
る

こ
と

を
考

え
る

こ
と

と
す

る
。

〔
※

〕
こ

れ
ま

で
の

政
府

目
標

は
2
0
2
0
年

ま
で

に
賃

金
中

央
値

に
対

す
る

最
低

賃
金

（
N

L
W

）
の

割
合

を
6
0
％

（
現

在
の

目
標

は
2
0
2
4
年

ま
で

に
2
/
3
）
と

す
る

こ
と

で
あ

り
、

こ
れ

ま
で

は
目

標
達

成
ま

で
の

道
筋

を
示

し
つ

つ
、

毎
年

改
定

額
を

勧
告

。

○
厳

し
い

経
済

状
況

の
中

、
雇

用
リ

ス
ク

を
最

小
限

に
抑

え
る

た
め

に
は

、
予

想
さ

れ
る

物
価

上
昇

よ
り

や
や

高
く
、

予
想

さ
れ

る
賃

金
上

昇
と

ほ
ぼ

一
致

し
て

、
2
0
2
1
年

は
全

国
生

活
賃

金
（
N

L
W

）
を

8
.9

1ポ
ン

ド
（
1
9
ペ

ン
ス

2.
2
％

の
引

上
げ

）
に

す
べ

き
と

勧
告

。

要
約

主
な

分
析

12
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最
低
賃
金
法
第
９
条
に
基
づ
く
最
低
賃
金
委
員
会
の
決
議

20
20

年
6月

30
日

の
会

議
で

、
最

低
賃

金
委

員
会

は
、

次
の

段
階

で
法

定
最

低
賃

金
を

引
き

上
げ

る
こ

と
を

全
会

一
致

で
決

定
し

た
。

・
20

21
年

1月
～

9.
50

ユ
ー

ロ
（

20
20

年
1月

基
点

で
+

1.
6％

）
・

20
21

年
7月

～
9.

60
ユ

ー
ロ

（
同

＋
2.

7％
）

・
20

22
年

1月
～

9.
82

ユ
ー

ロ
（

同
＋

5.
0%

）
・

20
22

年
7月

～
10

.4
5ユ

ー
ロ

（
同

＋
11

.8
％

）

根
拠 最

低
賃

金
委

員
会

は
、

総
合

的
な

評
価

（
G

es
am

ta
bw

äg
un

g）
の

一
環

と
し

て
、

労
働

者
の

適
切

な
最

低
保

障
に

寄
与

し
、

公
正

で
か

つ
機

能
す

る
競

争
条

件
を

確
保

し
、

な
お

か
つ

雇
用

を
脅

か
さ

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
に

、
最

低
賃

金
を

ど
の

額
に

す
れ

ば
適

切
で

あ
る

か
を

審
査

す
る

。
法

定
最

低
賃

金
の

額
を

確
定

す
る

際
に

は
、

事
後

的
に

協
約

賃
金

の
動

向
へ

の
適

応
を

図
る

。
法

定
最

低
賃

金
が

最
低

賃
金

法
に

掲
げ

る
基

準
に

及
ぼ

す
影

響
に

関
す

る
現

在
の

知
見

に
つ

い
て

は
、

当
委

員
会

が
、

連
邦

政
府

へ
向

け
た

当
委

員
会

の
第

3 
次

報
告

書
（

本
決

議
書

と
と

も
に

公
開

）
の

中
で

包
括

的
に

文
書

化
し

て
い

る
。

本
年

の
決

議
は

、
コ

ロ
ナ

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

と
そ

の
経

済
的

な
影

響
に

直
面

し
、

不
確

実
性

が
大

き
い

時
期

に
行

わ
れ

る
。

20
20

 年
は

年
間

を
通

じ
て

経
済

全
体

と
し

て
は

明
ら

か
な

景
気

後
退

が
予

想
さ

れ
る

が
、

業
種

間
で

著
し

い
差

が
存

在
す

る
。

20
21

 年
に

つ
い

て
は

、
最

新
の

予
測

で
は

経
済

の
回

復
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

そ
し

て
20

22
 年

以
降

は
、

国
内

総
生

産
が

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

前
の

水
準

に
回

復
す

る
と

期
待

さ
れ

る
。

最
低

賃
金

の
調

整
は

、
現

行
の

労
働

協
約

に
は

実
質

的
な

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
し

か
し

何
よ

り
、

20
22

 年
ま

で
段

階
的

に
実

施
さ

れ
る

各
調

整
額

が
事

前
に

予
告

さ
れ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

労
働

協
約

当
事

者
（

労
使

）
が

労
働

協
約

を
改

定
す

る
際

に
、

法
定

最
低

賃
金

の
引

き
上

げ
を

考
慮

に
入

れ
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
既

往
の

経
済

評
価

研
究

は
、

最
低

賃
金

の
導

入
に

対
し

て
、

法
定

最
低

賃
金

が
こ

れ
ま

で
就

業
者

に
及

ぼ
し

た
悪

影
響

は
ほ

ん
の

わ
ず

か
で

あ
る

と
い

う
結

論
に

至
っ

て
い

る
。

こ
の

悪
影

響
は

20
15

 年
に

法
定

最
低

賃
金

が
導

入
さ

れ
た

直
後

、
僅

少
労

働
（

「
ミ

ニ
ジ

ョ
ブ

」
）

の
専

業
従

事
者

に
主

と
し

て
認

め
ら

れ
た

。
そ

の
後

、
続

い
て

実
施

さ
れ

た
最

低
賃

金
の

引
き

上
げ

は
、

統
計

的
に

測
定

可
能

な
影

響
を

就
業

者
に

及
ぼ

す
こ

と
は

な
か

っ
た

。
今

回
、

決
議

し
た

最
低

賃
金

の
4 

段
階

の
引

き
上

げ
に

は
、

現
下

の
経

済
危

機
を

鑑
み

、
対

象
と

な
る

企
業

・
事

業
所

に
対

し
て

賃
金

コ
ス

ト
の

上
昇

を
負

担
可

能
と

な
る

よ
う

に
分

散
さ

せ
る

狙
い

が
あ

る
。

最
低

賃
金

の
引

き
上

げ
に

関
す

る
本

日
の

決
議

は
、

最
も

低
い

労
働

報
酬

に
よ

る
略

奪
的

競
争

を
阻

止
す

る
こ

と
で

、
公

正
で

か
つ

機
能

す
る

競
争

条
件

の
確

保
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
最

低
賃

金
レ

ベ
ル

の
賃

金
で

労
働

者
を

雇
う

企
業

や
事

業
所

に
と

っ
て

法
定

最
低

賃
金

の
引

き
上

げ
は

、
賃

金
コ

ス
ト

の
上

昇
と

、
そ

れ
に

よ
る

生
産

コ
ス

ト
の

上
昇

を
意

味
す

る
。

現
行

の
評

価
結

果
か

ら
、

企
業

・
事

業
所

の
大

多
数

が
よ

り
高

水
準

の
賃

金
コ

ス
ト

へ
の

適
合

に
成

功
し

て
お

り
、

経
済

全
体

の
競

争
状

況
へ

の
基

本
的

に
不

利
な

影
響

は
観

察
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

明
ら

か
と

な
る

。
事

後
的

な
協

約
賃

金
の

動
向

へ
の

適
応

に
対

し
て

、
最

低
賃

金
委

員
会

は
連

邦
統

計
局

の
賃

金
指

数
に

依
拠

す
る

。
具

体
的

に
は

、
時

間
額

と
し

て
の

法
定

最
低

賃
金

の
定

義
に

従
っ

て
、

特
別

手
当

を
除

く
協

約
時

間
給

を
基

礎
と

し
て

考
慮

す
る

。
経

済
動

向
に

関
す

る
現

在
の

予
測

、
な

ら
び

に
雇

用
状

況
・

競
争

状
況

に
関

す
る

知
見

を
背

景
と

し
て

、
最

低
賃

金
委

員
会

は
総

合
的

評
価

の
一

環
と

し
て

、
最

低
賃

金
の

当
該

の
段

階
と

規
模

で
の

引
上

げ
を

、
労

働
者

の
最

低
保

障
を

有
効

に
改

善
す

る
た

め
に

妥
当

で
あ

る
と

み
な

す
。

個
々

の
視

点
に

つ
い

て
は

当
委

員
会

内
で

議
論

と
評

価
が

分
か

れ
た

。
し

か
し

、
結

果
的

に
当

委
員

会
は

、
決

議
さ

れ
た

法
定

最
低

賃
金

の
段

階
的

引
き

上
げ

を
、

法
律

で
定

め
る

総
合

的
評

価
の

一
環

と
し

て
妥

当
で

あ
る

と
み

な
す

。
将

来
的

な
決

定
に

お
い

て
は

、
当

委
員

会
は

改
め

て
、

総
合

的
評

価
の

一
環

と
し

て
最

低
賃

金
法

に
掲

げ
る

基
準

を
考

慮
の

上
で

、
法

定
最

低
賃

金
を

ど
の

額
に

す
れ

ば
負

担
可

能
で

あ
る

か
を

審
査

す
る

こ
と

に
な

る
。

最
低

賃
金

委
員

会
は

、
最

低
賃

金
法

第
10

 条
第

3 
項

の
規

定
に

よ
る

意
見

聴
取

の
実

施
の

可
能

性
を

利
用

し
た

。
表

明
さ

れ
た

意
見

は
最

低
賃

金
委

員
会

の
第

3 
次

報
告

書
の

別
冊

に
掲

載
す

る
。

ド
イ

ツ
最

低
賃

金
法

第
９

条
に

基
づ

く
最

低
賃

金
委

員
会

の
決

議
(2

02
0.

6.
30

)

13
（

資
料

出
所

）
ド

イ
ツ

最
低

賃
金

委
員

会
決

議
（

20
20

.6
.3

0）
か

ら
抜

粋
。

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

仮
訳

を
作

成
。
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ド
イ

ツ
法

定
最

低
賃

金
の

影
響

に
関

す
る

報
告

書
(2

02
0.

6.
30

) 
第

１
章

ー
序
論
ー

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

G
D

P
成

⾧
率

の
推

移
【

20
14

-
20

19
】

消
費

者
物

価
【

20
14

-2
01

9】
※

右
上

図
参

照

○
G

D
P

の
伸

び
は

＋
1.

5％
~

2.
5％

で
推

移
し

た
が

、
直

近
は

微
増

。
※

20
20

年
は

▲
6.

3%
、

20
21

年
は

＋
5.

2%
の

予
測

。

○
消

費
者

物
価

は
20

17
年

以
降

、
前

年
比

＋
1.

5%
前

後
で

推
移

。
※

20
20

年
は

＋
0.

5%
、

20
21

年
は

＋
1.

5％
の

予
測

。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

実
質

・
名

目
G

D
P

の
推

移
・

消
費

者
物

価
の

推
移

・
実

質
賃

金
指

数
の

推
移

雇
用

者
・

失
業

者
、

失
業

率
の

推
移

【
20

14
-2

01
9 】

※
右

上
図

参
照

○
雇

用
者

数
は

増
加

、
失

業
者

数
は

減
少

、
失

業
率

は
低

下
傾

向
。

※
20

20
年

の
雇

用
者

数
は

47
万

人
減

少
、

失
業

者
は

52
万

人
増

加
の

予
測

。

完
全

失
業

率
や

雇
用

者
数

の
デ

ー
タ

な
ど

、
基

本
的

な
項

目
は

提
示

し
て

い
る

。

フ
ル

タ
イ

ム
雇

用
者

の
賃

金
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
【

20
18

】
※

右
下

図
参

照

○
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

者
の

賃
金

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

は
46

％
（

O
EC

D
、

20
18

）

※
全

雇
用

者
の

賃
金

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

は
52

%
（

20
18

）

ー

経 済 成 長 労 働 市 場 そ の 他

1
4

2
0
1
4
年

～
2
0
1
9
年

の
経

済
指

数
注

：
失

業
率

は
登

録
失

業
者

の
も

の
で

あ
る

（
％

）
. 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

実
質

国
内

総
生

産
（

対
前

年
変

化
率

％
）

1.
9

1.
7

2.
2

2.
5

1.
5

0.
6

国
内

就
業

者
数

（
百

万
）

42
.7

43
.1

43
.7

44
.3

44
.9

45
.3

失
業

者
数

（
百

万
）

2.
9

2.
8

2.
7

2.
5

2.
3

2.
3

失
業

率
（

％
）

6.
7

6.
4

6.
1

5.
7

5.
2

5.
0

消
費

物
価

（
対

前
年

変
化

率
％

）
0.

9
0.

3
0.

5
1.

5
1.

8
1.

4

○
最

低
賃

金
委

員
会

は
、

最
低

賃
金

額
の

決
定

に
加

え
て

、
最

低
賃

金
が

労
働

者
の

保
護

、
競

争
条

件
、

雇
用

に
及

ぼ
す

影
響

に
関

す
る

報
告

書
を

連
邦

政
府

に
提

出
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

2
0
2
0
年

の
報

告
書

で
は

、
2
0
1
9
年

末
ま

で
の

状
況

を
検

証
し

て
い

る
。

※
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

は
対

象
外

。

○
ド

イ
ツ

国
内

の
経

済
状

況
は

、
2
01

5
年

の
法

定
最

低
賃

金
導

入
以

降
、

安
定

的
に

成
長

し
、

雇
用

状
況

も
良

好
、

失
業

率
も

相
対

的
に

低
い

状
況

で
推

移
。

た
だ

し
、

2
0
1
8
年

後
半

か
ら

景
気

は
冷

え
込

み
始

め
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
っ

て
景

気
後

退
が

起
こ

っ
て

い
る

。

要
約

そ
の

他
、

最
低

賃
金

に
関

す
る

経
済

学
の

理
論

や
実

証
分

析
の

手
法

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

先
、

最
低

賃
金

の
評

価
に

利
用

す
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

、
委

託
研

究
機

関
等

に
つ

い
て

紹
介

。

主
な
分
析

E
U

加
盟

国
の

フ
ル

タ
イ

ム
雇

用
者

の
賃

金
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
（
2
0
1
8
、

O
E
C

D
）

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。
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1
5

ド
イ

ツ
法

定
最

低
賃

金
の

影
響

に
関

す
る

報
告

書
(2

02
0.

6.
30

) 
第

２
章

ー
最
低
賃
金
と
労
働
者
の
保
護
ー

○
法

定
最

低
賃

金
導

入
に

よ
り

、
最

低
賃

金
の

影
響

を
受

け
る

産
業

の
労

働
者

の
時

給
は

顕
著

に
増

加
し

、
全

体
の

時
給

も
緩

や
か

に
増

加
し

て
い

る
。

○
最

低
賃

金
額

を
正

確
に

知
る

労
働

者
は

約
2
0
％

程
度

。
最

低
賃

金
法

違
反

は
、

増
加

傾
向

に
あ

る
。

○
失

業
給

付
Ⅱ

の
受

給
者

は
最

低
賃

金
導

入
後

わ
ず

か
に

減
少

。
最

低
賃

金
導

入
に

よ
る

貧
困

リ
ス

ク
の

低
下

は
懐

疑
的

な
見

方
の

研
究

が
多

い
（
※

）
。

※
失

業
給

付
Ⅱ

：
補

足
的

な
失

業
扶

助
制

度
。

働
く
こ

と
は

で
き

る
が

仕
事

が
な

く
（
十

分
な

収
入

の
な

い
低

賃
金

労
働

者
も

含
む

）
生

活
に

困
窮

し
て

い
る

者
（
大

半
は

失
業

給
付

の
受

給
期

間
が

終
了

し
た

者
）
に

対
し

て
支

給
さ

れ
る

。
財

源
は

、
連

邦
政

府
の

一
般

財
源

で
あ

り
、

給
付

水
準

は
、

最
低

生
活

水
準

を
維

持
で

き
る

程
度

の
額

。
※

貧
困

リ
ス

ク
の

低
下

に
懐

疑
的

な
理

由
は

、
①

貧
困

リ
ス

ク
の

高
い

グ
ル

ー
プ

の
多

く
は

就
業

し
て

い
な

い
、

②
最

低
賃

金
労

働
者

の
う

ち
貧

困
家

庭
は

一
部

、
③

失
業

給
付

Ⅱ
を

受
け

る
就

業
者

の
貧

困
リ

ス
ク

の
原

因
は

低
賃

金
で

は
な

く
労

働
時

間
の

短
さ

で
あ

る
と

分
析

。

要
約

主
な
分
析

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

時
給

の
増

加
率

【
20

13
-1

9】
※

右
上

図
参

照

雇
用

形
態

別
月

給
の

増
加

率
【

20
14

-1
8】

賃
金

分
布

【
20

14
,2

01
6,

20
18

】
【

20
18

, 2
01

9】
※

右
下

図
参

照

最
低

賃
金

導
入

/改
定

の
影

響
を

受
け

る
雇

用
者

【
20

15
,2

01
7,

20
19

】

〇
最

低
賃

金
導

入
に

よ
り

最
低

賃
金

の
影

響
を

受
け

る
産

業
の

労
働

者
の

時
給

は
増

加
(特

に
東

ド
イ

ツ
)

○
低

賃
金

労
働

者
の

月
給

の
上

昇
は

時
給

よ
り

も
小

さ
い

が
、

労
働

時
間

の
短

縮
が

原
因

。

○
最

低
賃

金
を

わ
ず

か
に

上
回

る
労

働
者

の
賃

金
も

増
加

。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

賃
金

（
月

給
）

の
推

移
・

賃
金

分
布

・
影

響
率

・
未

満
率

最
低

賃
金

の
認

知
度

調
査

【
20

18
,2

01
9】

違
反

件
数

【
20

15
-2

01
9】

最
低

賃
金

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

へ
の

問
合

せ
者

/内
容

【
20

18
,2

01
9】

○
法

定
最

低
賃

金
の

存
在

を
認

知
す

る
労

働
者

は
約

95
％

。
額

を
正

確
に

知
る

労
働

者
は

約
20

％
。

○
最

低
賃

金
法

違
反

は
増

加
傾

向
(未

払
・

文
書

要
件

双
方

)。

・
監

督
指

導
結

果
の

推
移

・
業

種
別

法
違

反
の

状
況

失
業

給
付

Ⅱ
の

受
給

者
数

【
20

14
-

20
19

】
〇

失
業

給
付

Ⅱ
の

受
給

者
は

わ
ず

か
に

減
少

。
貧

困
リ

ス
ク

の
低

下
は

懐
疑

的
な

見
方

の
研

究
が

多
い

。
※

最
低

賃
金

に
よ

る
賃

金
上

昇
の

年
金

財
政

へ
の

影
響

は
非

常
に

小
さ

い
。

ー

こ
の

他
、

最
低

賃
金

の
賃

金
に

与
え

る
影

響
に

関
す

る
実

証
分

析
を

紹
介

。

全
産

業
お

よ
び

最
低

賃
金

の
影

響
の

大
き

い
産

業
で

の
社

会
保

険
適

用
労

働
者

の
時

給
の

変
化

（
対

前
年

比
％

）

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

西
ド

イ
ツ

東
ド

イ
ツ

全
産

業
法

定
最

低
賃

金
影

響
が

大
き

い
産

業

税
込

時
給

（
ユ

ー
ロ

）

雇
用

者
数

（
単

位
：
1
0
0
0
）

20
18

年
/

20
19

年
の

低
賃

金
雇

用
者

の
分

布
（
名

目
時

給
別

雇
用

者
数

）
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1
6

ド
イ

ツ
法

定
最

低
賃

金
の

影
響

に
関

す
る

報
告

書
(2

02
0.

6.
30

) 
第

３
章

ー
最
低
賃
金
と
雇
用
ー

○
最

低
賃

金
の

影
響

を
受

け
た

産
業

で
は

、
社

会
保

険
対

象
雇

用
は

増
加

し
て

い
る

が
、

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
は

減
少

し
て

い
る

。
○

失
業

者
は

減
少

傾
向

。
最

低
賃

金
の

導
入

や
引

上
げ

に
よ

る
失

業
へ

の
影

響
は

統
計

的
に

有
意

で
は

な
い

。
○

法
定

最
低

賃
金

導
入

以
降

、
労

働
時

間
の

増
減

に
有

意
な

傾
向

は
見

ら
れ

な
い

が
、

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
の

労
働

時
間

は
減

少
し

て
い

る
。

○
求

人
は

増
加

傾
向

に
あ

り
、

最
低

賃
金

と
の

間
に

統
計

的
に

有
意

な
関

係
は

見
ら

れ
な

い
。

※
 ミ

ニ
ジ

ョ
ブ

：
月

額
平

均
賃

金
4
5
0
ユ

ー
ロ

以
下

、
ま

た
は

一
年

の
労

働
日

数
が

３
ヶ

月
以

下
も

し
く
は

合
計

で
7
0
日

未
満

の
雇

用
。

医
療

・
介

護
・
失

業
保

険
の

適
用

外
。

年
金

は
任

意
に

加
入

し
な

い
こ

と
が

可
能

。

要
約

主
な
分
析

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

雇
用

の
推

移
（

総
、

男
女

別
、

雇
用

形
態

別
年

齢
階

級
別

、
地

域
別

、
社

会
集

団
別

、
最

低
賃

金
の

影
響

を
受

け
る

部
門

別
）

【
20

13
-1

9】
※

右
上

図
参

照

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
の

推
移

【
20

14
-

20
19

】

〇
雇

用
全

体
は

増
加

。
最

低
賃

金
の

影
響

を
受

け
た

産
業

で
は

、
社

会
保

険
適

用
雇

用
は

増
加

し
た

一
方

、
単

独
の

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
は

減
少

（
副

業
の

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
は

増
加

）
。

※
法

定
最

低
賃

金
の

導
入

に
よ

り
ミ

ニ
ジ

ョ
ブ

の
一

部
が

社
会

保
険

適
用

雇
用

に
転

換
し

た
と

の
研

究
あ

り
。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

完
全

失
業

率
や

雇
用

者
数

の
デ

ー
タ

な
ど

、
基

本
的

な
項

目
は

提
示

し
て

い
る

。

失
業

給
付

の
推

移
【

20
14

,2
01

5】
失

業
（

率
）

の
推

移
（

総
、

男
女

別
、

雇
用

形
態

別
年

齢
階

級
別

、
地

域
別

、
社

会
集

団
別

）
【

20
14

-2
01

9】

〇
失

業
者

は
減

少
※

 最
低

賃
金

の
導

入
・

引
上

げ
に

よ
る

失
業

へ
の

影
響

は
統

計
的

に
有

意
で

は
な

い
。

週
当

た
り

の
労

働
時

間
の

推
移

（
雇

用
形

態
別

）
【

20
14

-2
01

8】
最

低
賃

金
近

傍
労

働
者

の
労

働
時

間
【

20
14

-2
01

8】
※

右
下

図
参

照

〇
法

定
最

低
賃

金
導

入
以

降
、

全
体

と
し

て
は

増
減

な
い

が
、

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
の

労
働

時
間

は
減

少
。

ー

求
人

の
推

移
（

総
、

最
低

賃
金

の
影

響
を

受
け

る
部

門
、

地
域

別
）

【
20

13
-2

01
9】

社
内

研
修

の
ポ

ス
ト

数
、

応
募

者
数

の
推

移
【

20
09

-2
01

9】
一

社
当

た
り

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

数
・

割
合

【
20

11
-2

01
8】

自
営

業
数

の
推

移
【

20
10

-2
01

6】

〇
求

人
は

増
加

傾
向

。
最

低
賃

金
と

の
間

に
統

計
的

に
有

意
な

影
響

は
見

ら
れ

な
い

。
〇

法
定

最
低

賃
金

導
入

以
降

、
社

内
研

修
や

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
大

き
な

変
化

は
な

い
。

○
法

定
最

低
賃

金
導

入
以

降
、

自
営

業
者

は
減

少
傾

向
。

ー

最
低

賃
金

の
影

響
が

大
き

い
産

業
と

小
さ

い
産

業
で

の
社

会
保

険
適

用
雇

用
者

の
変

化
（
対

前
年

同
四

半
期

に
対

す
る

変
化

(％
)）

西
ド

イ
ツ

東
ド

イ
ツ

最
低

賃
金

の
影

響
が

大
き

い
産

業
小

さ
い

産
業

こ
の

他
、

最
低

賃
金

の
雇

用
等

に
与

え
る

影
響

に
関

す
る

実
証

分
析

を
多

数
紹

介
。

週
あ

た
り

労
働

時
間

フ
ル

タ
イ

ム

パ
ー

ト
タ

イ
ム

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ

2
0
1
4
年

〜
2
0
1
8
年

4
月

の
最

低
賃

金
近

傍
労

働
者

の
平

均
労

働
時

間
（
最

低
賃

金
近

傍
労

働
者

：
2
0
1
4
年

8
.5

ユ
ー

ロ
未

満
、

2
0
1
5
-
1
6
年

：
8
.4

5
-
8
.5

4
ユ

ー
ロ

、
2
0
1
7
-
2
0
1
8
年

：
8
.7

9
-
8
.8

8
ユ

ー
ロ

）
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ド
イ

ツ
法

定
最

低
賃

金
の

影
響

に
関

す
る

報
告

書
第

４
章

ー
最
低
賃
金
と
競
争
条
件
ー

○
最

低
賃

金
引

上
げ

へ
の

企
業

の
対

応
策

と
し

て
多

い
の

は
、

労
働

時
間

短
縮

と
価

格
の

引
上

げ
。

特
に

最
低

賃
金

の
影

響
が

大
き

い
産

業
で

価
格

上
昇

。
○

最
低

賃
金

に
よ

る
企

業
ま

た
は

マ
ク

ロ
経

済
の

労
働

生
産

性
へ

の
影

響
は

こ
れ

ま
で

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。
○

法
定

最
低

賃
金

導
入

に
よ

り
、

短
期

的
に

は
設

備
投

資
へ

の
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

な
影

響
が

見
ら

れ
た

が
、

持
続

的
な

影
響

は
見

ら
れ

な
い

。
○

最
低

賃
金

に
よ

る
企

業
の

利
益

状
況

に
負

の
影

響
が

見
ら

れ
る

が
、

マ
ク

ロ
で

は
企

業
収

益
は

増
加

傾
向

。
○

倒
産

は
減

少
傾

向
。

最
低

賃
金

の
影

響
を

受
け

る
企

業
の

倒
産

等
へ

の
影

響
は

見
ら

れ
な

い
。

要
約

主
な
分
析

〔
参

考
〕

「
目

安
審

議
で

の
参

照
デ

ー
タ

」
中

、
「

-」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

最
低

賃
金

の
引

上
げ

へ
の

企
業

の
対

応
【

20
15

-2
01

7】
※

右
図

参
照

労
働

時
間

当
た

り
の

人
件

費
の

変
化

【
19

97
-2

01
9】

労
働

生
産

性
、

給
与

、
単

位
労

働
コ

ス
ト

（
名

目
）

【
19

91
-2

01
9】

〇
最

低
賃

金
引

上
げ

へ
の

企
業

の
対

応
策

と
し

て
多

い
の

は
、

労
働

時
間

短
縮

と
価

格
の

引
上

げ
。

○
労

働
時

間
当

た
り

人
件

費
は

増
加

。
○

最
低

賃
金

に
よ

る
企

業
又

は
マ

ク
ロ

経
済

の
労

働
生

産
性

へ
の

影
響

は
こ

れ
ま

で
確

認
さ

れ
て

い
な

い
。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
労

働
生

産
性

の
推

移

設
備

投
資

の
推

移
【

20
13

-】
産

業
別

の
物

価
の

推
移

【
20

15
-

20
19

】

〇
設

備
投

資
は

増
加

傾
向

。
最

低
賃

金
の

導
入

に
よ

り
短

期
的

に
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

な
影

響
が

見
ら

れ
る

が
、

持
続

的
な

影
響

は
見

ら
れ

な
い

。
○

法
定

最
低

賃
金

導
入

に
よ

る
価

格
上

昇
が

見
ら

れ
た

（
特

に
最

低
賃

金
の

影
響

が
大

き
い

産
業

）
。

消
費

者
物

価
指

数

個
人

消
費

の
変

化
率

【
19

92
-

20
19

】
〇

最
低

賃
金

の
影

響
を

直
接

受
け

た
世

帯
の

個
人

消
費

は
増

加
。

ー

企
業

利
益

の
変

化
率

【
19

92
-

20
19

】
事

業
の

登
録

抹
消

と
破

産
手

続
の

推
移

【
20

13
-2

01
9】

○
最

低
賃

金
が

企
業

の
利

益
状

況
に

負
の

影
響

が
見

ら
れ

る
が

、
マ

ク
ロ

で
は

、
企

業
収

益
は

増
加

。
○

最
低

賃
金

の
影

響
を

受
け

る
企

業
の

倒
産

等
へ

の
影

響
は

見
ら

れ
な

い
。

倒
産

は
減

少
傾

向
。

・
民

間
設

備
投

資
・

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企

業
収

益
・

倒
産

件
数

こ
の

他
、

最
低

賃
金

の
企

業
に

与
え

る
影

響
等

に
関

す
る

実
証

分
析

を
紹

介
。

法
定

最
低

賃
金

導
入

へ
の

企
業

の
対

応
策

※
ド

イ
ツ

労
働

市
場

・
職

業
研

究
所

（
IA

B
）
企

業
パ

ネ
ル

調
査

（
2
0
1
5
）

単
位

：
％

製
品

価
格

の
引

上
げ

労
働

時
間

の
短

縮
ま

た
は

労
働

集
中

採
用

・
再

雇
用

の
抑

制

投
資

の
抑

制

従
業

員
の

解
雇

柔
軟

な
雇

用
形

態
の

採
用

・
増

加

サ
ー

ビ
ス

・
事

業
領

域
の

外
注

化

免
除

適
用

の
労

働
者

の
採

用

機
械

に
よ

る
労

働
者

の
代

替

実
施

計
画

法
定

最
低

賃
金

導
入

・
改

定
へ

の
企

業
の

対
応

策 ※
連

邦
統

計
局

給
料

調
査

(V
E
)

（
2
0
1
5
、

2
0
1
6
、

2
0
1
7
）

単
位

：
％

労
働

時
間

短
縮

価
格

の
引

上
げ

生
産

性
向

上

事
業

時
間

の
短

縮

雇
用

調
整

現
物

給
付

、
ボ

ー
ナ

ス
、

特
別

報
酬

の
抑

制

ミ
ニ

ジ
ョ

ブ
を

社
会

保
険

雇
用

に
置

換

労
働

者
の

解
雇

製
品

・
サ

ー
ビ

ス
縮

減

1
7
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１
.  

専
門

家
委

員
会

の
作

業
と

提
案

は
、

2 
つ

の
目

的
に

導
か

れ
て

い
る

。
す

な
わ

ち
、

持
続

可
能

で
永

続
的

な
方

法
で

雇
用

を
増

や
し

、
失

業
を

減
ら

し
、

貧
困

と
闘

う
こ

と
で

あ
る

。

２
.  

20
20

年
、

健
康

危
機

で
経

済
成

⾧
は

崩
壊

し
た

。
20

20
年

に
は

国
内

総
生

産
（

G
D

P
）

が
10

％
程

度
低

下
す

る
こ

と
が

予
測

さ
れ

て
お

り
、

こ
の

危
機

は
フ

ラ
ン

ス
お

よ
び

世
界

経
済

に
と

っ
て

、
平

和
な

時
代

に
お

い
て

は
未

曾
有

の
経

済
シ

ョ
ッ

ク
で

あ
る

。
政

府
の

支
援

策
に

よ
り

、
家

計
所

得
や

生
産

装
置

は
ほ

ぼ
維

持
さ

れ
て

き
た

。
し

か
し

、
上

半
期

は
歴

史
に

残
る

ほ
ど

の
雇

用
の

減
少

が
続

き
、

第
3四

半
期

は
雇

用
創

出
が

堅
調

に
推

移
し

た
も

の
の

、
依

然
と

し
て

不
透

明
な

状
況

が
続

い
て

い
る

。
国

家
保

証
融

資
な

ど
の

大
規

模
な

措
置

の
支

援
を

受
け

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
企

業
の

財
務

状
況

は
深

刻
に

悪
化

し
て

い
る

。
多

く
の

企
業

の
存

続
が

脅
か

さ
れ

、
雇

用
に

強
い

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。

３
.S

M
IC

（
全

産
業

一
律

ス
ラ

イ
ド

制
最

低
賃

金
）

に
近

い
賃

金
水

準
の

労
働

者
は

、
失

業
リ

ス
ク

に
さ

ら
さ

れ
や

す
く

（
短

期
の

期
限

付
雇

用
契

約
や

非
正

規
で

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が

多
い

）
、

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

中
も

活
動

を
継

続
し

て
い

た
職

業
の

割
合

が
高

い
よ

う
に

見
え

る
。

ま
た

、
労

働
者

全
体

で
見

る
と

一
時

休
業

と
な

る
こ

と
が

多
か

っ
た

。
彼

ら
は

一
時

休
業

の
措

置
の

特
別

な
調

整
の

恩
恵

を
受

け
、

そ
れ

に
よ

っ
て

購
買

力
を

完
全

に
維

持
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

４
. 2

01
9年

、
フ

ラ
ン

ス
は

、
O

EC
D

諸
国

の
中

で
最

低
賃

金
水

準
で

の
純

所
得

が
賃

金
中

央
値

に
最

も
近

い
国

で
あ

り
、

一
方

、
最

低
賃

金
水

準
で

の
労

働
コ

ス
ト

は
、

O
EC

D
諸

国
の

平
均

に
近

か
っ

た
。

こ
の

組
み

合
わ

せ
は

、
雇

用
者

の
社

会
保

険
料

の
軽

減
と

低
所

得
者

支
援

制
度

の
両

方
に

よ
っ

て
説

明
で

き
る

。
本

報
告

書
で

は
、

SM
IC

水
準

で
の

事
業

主
の

社
会

保
険

料
が

現
在

は
労

働
災

害
や

職
業

病
へ

の
負

担
金

に
限

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
未

熟
練

者
雇

用
を

支
援

す
る

政
策

は
、

今
後

、
社

会
保

険
料

の
負

担
軽

減
以

外
の

方
法

を
模

索
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

指
摘

し
て

い
る

。
賃

金
階

層
の

底
辺

で
の

可
動

性
が

効
果

を
失

い
、

低
所

得
者

を
支

援
す

る
政

策
も

20
19

年
に

は
限

界
に

達
し

て
い

る
。

５
.  

専
門

家
委

員
会

は
、

20
21

年
1月

1日
に

は
SM

IC
の

政
府

裁
量

に
よ

っ
て

改
定

し
な

い
こ

と
を

勧
告

し
て

い
る

。
そ

の
場

合
、

SM
IC

は
物

価
・

賃
金

ス
ラ

イ
ド

に
よ

る
自

動
改

定
の

み
で

改
定

し
て

い
く

こ
と

に
な

る
が

、
本

稿
執

筆
時

点
で

の
試

算
で

は
、

購
買

力
の

向
上

に
つ

な
が

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

勧
告

に
は

、
C

O
VI

D
-1

9に
よ

る
危

機
の

影
響

以
外

に
も

構
造

的
な

理
由

が
あ

る
。

ま
ず

、
今

回
の

危
機

以
前

の
フ

ラ
ン

ス
経

済
の

状
況

は
脆

弱
な

ま
ま

で
あ

っ
た

。
い

く
つ

か
の

進
展

が
あ

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

高
い

失
業

率
、

弱
い

競
争

力
、

企
業

の
財

務
状

況
の

悪
化

を
特

徴
と

し
て

い
た

が
、

20
19

年
に

は
C

IC
E

（
競

争
力

・
雇

用
目

的
税

額
控

除
）

の
変

革
に

連
動

し
た

経
過

的
な

改
善

が
見

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

こ
の

よ
う

な
構

成
で

は
、

自
動

改
定

を
超

え
た

SM
IC

の
（

政
府

裁
量

に
よ

る
）

引
上

げ
は

、
特

に
雇

用
者

の
社

会
保

険
料

の
軽

減
で

補
う

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
て

し
ま

う
だ

け
に

、
最

も
脆

弱
な

人
々

の
雇

用
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

さ
ら

に
、

専
門

家
委

員
会

の
こ

れ
ま

で
の

報
告

書
で

は
、

フ
ラ

ン
ス

で
は

、
最

低
賃

金
は

、
労

働
時

間
が

少
な

す
ぎ

る
こ

と
が

主
な

原
因

で
あ

る
労

働
者

の
貧

困
の

削
減

に
は

不
向

き
な

手
段

で
あ

る
こ

と
が

証
明

さ
れ

て
い

る
、

と
い

う
こ

と
が

広
範

囲
に

報
告

さ
れ

て
い

る
。

最
後

に
、

フ
ラ

ン
ス

経
済

の
状

況
は

C
O

V
ID

-1
9 

危
機

に
よ

っ
て

揺
ら

い
で

お
り

、
こ

の
激

動
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
た

新
た

な
課

題
は

、
SM

IC
の

政
府

裁
量

に
よ

る
改

定
を

主
張

す
る

も
の

で
は

な
い

。
労

働
市

場
の

状
況

や
ほ

と
ん

ど
の

企
業

の
財

務
状

況
が

大
幅

に
悪

化
し

て
お

り
、

急
速

に
回

復
す

る
か

ど
う

か
は

不
透

明
で

あ
り

、
こ

の
よ

う
な

状
況

に
あ

っ
て

は
、

購
買

力
の

向
上

よ
り

も
、

雇
用

や
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

を
優

先
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
し

て
、

産
業

や
職

種
ご

と
に

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

パ
ー

ト
ナ

ー
に

よ
る

団
体

交
渉

で
、

こ
の

雇
用

や
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

を
推

進
す

る
べ

き
で

あ
る

。

（
略

）フ
ラ

ン
ス

最
低

賃
金

専
門

家
委

員
会

の
報

告
書

の
概

要

18
（

資
料

出
所

）
全

産
業

一
律

ス
ラ

イ
ド

制
最

低
賃

金
（

SM
IC

）
専

門
家

委
員

会
の

報
告

書
（

20
20

.1
1.

27
）

概
要

に
つ

い
て

、
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
仮

訳
を

作
成

。
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○
コ

ロ
ナ

の
影

響
に

よ
り

、
2
0
年

に
は

G
D

P
が

約
1
0
%
低

下
と

予
測

。
○

上
半

期
は

7
1
.5

万
人

の
雇

用
が

失
わ

れ
た

が
、

経
済

活
動

の
低

下
幅

を
考

慮
す

る
と

限
定

的
。

○
第

3
四

半
期

の
経

済
活

動
は

非
常

に
活

発
で

大
き

な
雇

用
創

出
が

あ
っ

た
も

の
の

、
今

後
の

状
況

は
依

然
と

し
て

不
透

明
。

主
な

分
析 内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

G
D

P
の

変
化

※
右

上
図

参
照

可
処

分
所

得
の

変
化

○
上

半
期

の
G

D
P

は
19

年
末

に
比

べ
、

20
％

近
い

減
少

、
第

3
四

半
期

は
前

期
比

約
18

％
増

と
反

動
。

○
家

計
の

第
2四

半
期

の
名

目
可

処
分

所
得

は
前

年
同

期
比

2.
1％

減
と

経
済

シ
ョ

ッ
ク

の
影

響
を

免
れ

て
い

る
。

対
応

す
る

項
目

（
例

）
・

実
質

・
名

目
G

D
P

の
推

移

・
賃

金
（

月
給

）
の

推
移

雇
用

の
推

移
【

20
05

-2
0】

※
右

下
図

参
照

非
正

規
雇

用
の

推
移

【
20

05
-2

0】

産
業

間
の

ば
ら

つ
き

失
業

率
、

年
齢

別
失

業
率

の
推

移
【

20
08

-2
0】

○
上

半
期

に
71

.5
万

人
の

雇
用

が
失

わ
れ

た
。

第
3四

半
期

の
雇

用
創

出
は

大
。

○
非

正
規

雇
用

は
正

規
雇

用
の

3%
で

あ
る

の
に

上
半

期
に

失
わ

れ
た

雇
用

の
30

％
が

非
正

規
。

○
非

正
規

以
外

で
雇

用
喪

失
が

大
き

か
っ

た
産

業
は

、
宿

泊
・

外
食

、
芸

術
・

娯
楽

。
○

大
量

の
失

業
者

が
職

探
し

を
中

断
し

た
こ

と
な

ど
に

よ
り

失
業

率
は

低
下

。

完
全

失
業

率
や

雇
用

者
数

の
デ

ー
タ

な
ど

、
基

本
的

な
項

目
は

提
示

。

一 般 経 済 労 働 市 場

図
表

雇
用

者
の

変
動

（
報

告
書

か
ら

20
12

 –
20

を
抜

粋
）

図
表

20
20

年
の

活
動

・
雇

用
の

推
移

（
前

期
比

）

フ
ラ

ン
ス

専
門

家
委

員
会

報
告

書
(2

02
0.

11
.2

7)
第

１
章

ー
労
働
市
場
の
状
況
ー

In
d

u
s
tr

ie
 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n
 

E
m

p
lo

i 
s
a
la

ri
é
 m

a
rc

h
a
n
d

 n
o
n

 a
g
ri
c
o
le

 p
ri

v
é

 

第
１

四
半

期
第

２
四

半
期

第
３

四
半

期

■
工

業
■

建
設

業
■

第
3次

産
業

━
 合

計

20
12

   
  2

01
3 

   
 2

01
4 

   
 2

01
5 

   
 2

01
6 

   
 2

01
7 

   
 2

01
8 

   
 2

01
9 

   
 2

02
0

19

■
雇

用
■

G
D

P

(千
人

)

10
0 0

-1
00

-2
00

-3
00

-4
00

要
約
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内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

最
低

賃
金

、
賃

金
指

数
の

推
移

【
20

08
-

20
】

※
右

図
参

照

○
20

08
年

以
降

、
政

府
裁

量
に

よ
る

改
定

を
伴

わ
な

い
SM

IC
の

引
上

げ
は

、
SM

IC
の

購
買

力
の

継
続

的
な

上
昇

を
保

障
し

て
き

た
。

○
（

指
標

と
し

て
い

る
）

賃
金

の
基

準
指

数
の

上
昇

よ
り

緩
や

か
で

あ
っ

た
。

○
消

費
者

物
価

上
昇

率
と

購
買

力
か

ら
計

算
し

た
SM

IC
改

定
率

の
試

算
値

は
0.

99
%

※
1。

・
賃

金
（

月
給

）
推

移
・

実
質

賃
金

指
数

・
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

部
門

別
交

渉
に

よ
る

協
約

賃
金

の
推

移
【

20
02

-1
7】

○
賃

金
協

約
の

活
動

数
は

微
減

。
○

協
約

賃
金

は
SM

IC
に

安
定

的
に

合
致

。
○

協
約

賃
金

の
分

布
は

安
定

的
に

推
移

。

ー
※

２

影
響

率
の

推
移

【
19

91
-2

0】
〇

20
20

年
の

影
響

率
は

、
13

.0
％

。
・

影
響

率
の

推
移

※
１

SM
IC

改
定

率
は

、
①

生
活

水
準

第
１

五
分

位
の

世
帯

の
消

費
者

物
価

（
除

た
ば

こ
）

の
変

動
、

及
び

②
SH

B
O

E（
現

場
労

働
者

と
事

務
職

員
の

基
本

時
給

）
の

購
買

力
の

変
動

の
半

分
か

ら
計

算
し

た
値

に
、

③
政

府
の

裁
量

を
加

え
て

決
定

す
る

。
報

告
書

作
成

時
に

は
、

①
②

の
計

算
に

必
要

な
数

値
が

確
定

し
て

い
な

か
っ

た
。

※
２

「
ー

」
は

参
照

デ
ー

タ
と

し
て

現
在

提
示

し
て

い
な

い
、

ま
た

は
デ

ー
タ

が
な

い
こ

と
を

表
す

。

図
表

SM
IC

､時
間

給
の

推
移

（
20

08
年

第
２

四
半

期
=

10
0）

フ
ラ

ン
ス

専
門

家
委

員
会

報
告

書
(2

02
0.

11
.2

7)
第

２
章

ー
SM
IC
(全
産
業
一
律
ス
ラ
イ
ド
制
最
低
賃
金
)引
上
げ
と
賃
金
ー

20

SM
IC

一
人

当
た

り
平

均
賃

金
※

1

現
場

労
働

者
・

事
務

労
働

者
基

本
時

給
（

平
均

、
SH

B
O

E）

消
費

者
物

価
指

数
（

C
P

I:た
ば

こ
を

除
く

）

第
1五

分
位

の
世

帯
C

P
I

SH
B

O
Eの

購
買

力
の

半
分 SM

IC
引

上
げ

率
算

式
に

よ
る

指
数

※
２

※
 1

 
一

人
当

た
り

平
均

賃
金

は
総

賃
金

額
（

一
時

休
業

手
当

が
含

ま
れ

て
い

な
い

た
め

大
幅

に
減

少
）

と
労

働
者

数
（

一
時

休
業

者
を

含
む

）
に

基
づ

い
て

計
算

す
る

た
め

、
20

20
年

第
１

四
半

期
以

降
、

大
き

く
減

少
し

た
。

※
２

こ
の

指
数

の
動

き
に

政
府

の
裁

量
分

を
加

え
て

改
定

率
を

決
め

る
。

○
[推

移
を

み
る

と
] 

S
M

IC
の

購
買

力
は

継
続

的
に

上
昇

、
S
M

IC
の

上
昇

は
賃

金
の

基
準

指
数

（
時

間
給

）
よ

り
緩

や
か

。
○

2
1
年

1
月

の
S
M

IC
改

定
率

の
試

算
値

は
0
.9

9
％

の
引

き
上

げ
。

○
2
0
年

１
月

改
定

の
影

響
率

は
1
3
.0

％
。

要
約

主
な

分
析
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内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

労
働

コ
ス

ト
の

国
際

比
較

【
20

18
】

時
間

当
た

り
労

働
コ

ス
ト

の
推

移
【

20
11

-2
0】

○
賃

金
の

中
央

値
と

の
比

較
で

み
る

と
、

フ
ラ

ン
ス

の
最

低
賃

金
は

O
EC

D
の

中
位

で
あ

る
が

、
最

低
賃

金
労

働
者

の
純

所
得

は
O

EC
D

の
中

で
は

最
も

高
い

。
○

12
～

19
年

の
時

間
当

た
り

労
働

コ
ス

ト
の

上
昇

は
ユ

ー
ロ

圏
全

体
よ

り
も

緩
や

か
で

あ
っ

た
が

、
20

年
初

め
に

労
働

コ
ス

ト
が

急
増

。

ー

企
業

利
益

率
の

推
移

【
20

00
-2

0】

○
金

融
危

機
発

生
後

、
非

金
融

企
業

の
利

益
率

は
悪

化
し

、
14

年
以

降
回

復
し

た
が

、
金

融
危

機
以

前
の

水
準

に
は

戻
ら

ず
。

○
20

年
上

半
期

は
、

コ
ロ

ナ
の

影
響

で
利

益
率

が
低

下
。

経
常

利
益

の
動

向

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

週
に

働
か

な
か

っ
た

労
働

者
の

割
合

（
前

年
同

期
間

と
の

比
較

）
【

20
19

、
20

】

○
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
期

間
中

は
、

他
の

労
働

者
に

比
べ

、
最

賃
近

傍
労

働
者

で
「

一
時

休
業

※
1」

や
休

職
の

頻
度

が
高

か
っ

た
。

休
業

者
の

動
向

産
業

別
「

一
時

休
業

」
と

対
象

者
の

う
ち

最
低

補
償

金
※

２
適

用
者

割
合

、
影

響
率

【
20

20
】

※
右

図
参

照

最
賃

近
傍

労
働

者
の

多
い

職
種

【
20

17
-1

9】

○
一

時
休

業
対

象
者

の
32

％
が

最
低

補
償

金
※

２
を

受
取

。
○

産
業

で
は

宿
泊

、
外

食
、

民
間

の
非

市
場

サ
ー

ビ
ス

な
ど

で
最

低
補

償
金

の
対

象
者

の
割

合
が

高
い

。
○

影
響

率
が

最
も

高
い

の
は

、
宿

泊
・

外
食

。
○

「
理

・
美

容
師

」
「

家
庭

・
家

事
ス

タ
ッ

フ
」

な
ど

、
個

人
や

地
域

社
会

へ
の

サ
ー

ビ
ス

関
連

の
職

種
で

最
賃

近
傍

労
働

者
の

割
合

が
高

い
。

影
響

率
・

未
満

率

フ
ラ

ン
ス

専
門

家
委

員
会

報
告

書
2
0
2
0
  

第
３

～
４

章
ー
労
働
コ
ス
ト
・
競
争
力
、
最
賃
(S
M
IC
)近
傍
労
働
者
ー

21

※
１

社
会

保
険

料
、

所
得

税
、

所
得

支
援

給
付

金
（

仏
で

は
活

動
手

当
）

を
控

除
し

た
後

の
所

得
。

○
最

低
賃

金
労

働
者

の
純

所
得

※
１
は

O
E
C

D
の

中
で

最
も

高
い

。
○

時
間

当
た

り
労

働
コ

ス
ト

は
2
0
1
9
年

ま
で

緩
や

か
に

上
昇

し
て

い
た

が
、

2
02

0年
初

め
に

急
増

。
○

企
業

利
益

率
は

、
金

融
危

機
後

悪
化

し
、

2
0
1
4
年

以
降

回
復

し
て

い
た

が
、

2
0
2
0
年

上
半

期
に

低
下

。
○

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

期
間

中
に

休
業

し
た

労
働

者
の

割
合

は
最

賃
近

傍
労

働
者

※
２
で

高
か

っ
た

。
○

2
0
2
0
年

１
月

改
定

の
影

響
率

が
最

も
高

か
っ

た
の

は
外

食
・
宿

泊
。

○
個

人
や

地
域

社
会

へ
の

サ
ー

ビ
ス

関
連

の
職

種
で

最
賃

近
傍

労
働

者
の

割
合

が
高

い
。

要
約

主
な

分
析

図
表

20
20

年
４

月
に

「
一

時
休

業
」

の
対

象
と

な
っ

た
労

働
者

の
う

ち
最

低
補

償
金

を
受

け
取

っ
て

い
る

労
働

者
の

割
合
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m
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20
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30
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40
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Pa
rt 

de
s s

ala
rié

s e
n a
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ivi
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ell
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m

nit
é m

ini
m

ale
 

Pa
rt 

de
s s

ala
rié

s a
ya

nt
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én
éf

ici
é d

e l
a r

ev
alo

ris
at

io
n d

u 
Sm

ic 
au

 1e
r j

an
vie

r 2
02

0  

全
体

宿
泊

・
外

食
民

間
の

非
市

場
サ

ー
ビ

ス
農

産
物

加
工

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
ビ

ジ
ネ

ス
サ

ー
ビ

ス
卸

売
・

小
売

不
動

産
運

輸
・

倉
庫

建
設

エ
ネ

ル
ギ

ー
､水

､廃
棄

物
そ

の
他

製
造

金
融

・
保

険
情

報
・

通
信

設
備

製
造

輸
送

機
器

の
製

造

■
最

低
補

償
金

を
受

け
取

る
労

働
者

■
20

20
年

１
月

１
日

改
定

の
影

響
率

※
２

賃
金

が
最

低
賃

金
(S

M
IC

)に
近

い
労

働
者

。
第

４
章

で
は

SM
IC

の
1.

05
倍

以
下

と
し

た
分

析
が

多
い

。

労 働 コ ス ト 、 利 益 率 最 賃 (SMIC) 近 傍 労 働 者

※
１

労
働

者
は

労
働

し
な

い
時

間
に

つ
い

て
、

賃
金

の
代

わ
り

に
企

業
か

ら
補

償
金

を
受

け
取

り
、

国
は

こ
の

補
償

金
を

企
業

に
支

給
す

る
。

コ
ロ

ナ
に

よ
る

危
機

へ
の

対
応

策
と

し
て

導
入

し
た

措
置

。
※

２
時

間
給

が
SM

IC
の

1.
13

倍
を

下
回

る
場

合
に

支
給

さ
れ

る
額

（
8.

03
ユ

ー
ロ

）
。

通
常

の
補

償
金

は
時

間
給

の
70

％
。
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内
容

結
果

〔
参

考
〕

目
安

審
議

で
の

参
照

デ
ー

タ

各
国

の
最

賃
水

準
【

20
19

】
及

び
20

年
の

改
定

状
況

、
検

討
状

況
諸

外
国

の
研

究
論

文
、

事
後

的
な

評
価

等
の

概
観

○
イ

ギ
リ

ス
で

は
政

府
目

標
（

最
低

賃
金

(N
LW

)を
賃

金
中

央
値

の
66

％
と

す
る

）
を

維
持

。
○

ド
イ

ツ
で

は
引

上
げ

を
複

数
回

に
分

け
て

緩
や

か
に

実
施

。
ー

賃
金

格
差

の
⾧

期
的

推
移

【
⾧

期
的

推
移

の
グ

ラ
フ

は
19

76
～

20
16

年
ま

で
が

多
い

】
最

賃
近

傍
労

働
者

の
割

合
の

⾧
期

的
推

移
最

賃
近

傍
労

働
者

の
職

種
の

⾧
期

的
動

向

○
最

賃
近

傍
労

働
者

（
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
で

SM
IC

の
1.

1倍
以

下
の

者
）

の
割

合
は

、
19

80
年

代
と

19
90

年
代

末
に

増
加

し
た

も
の

の
、

こ
の

期
間

で
安

定
(2

00
0年

以
降

は
10

％
前

後
で

推
移

。
)。

○
最

賃
近

傍
労

働
者

の
動

き
・

年
齢

の
中

央
値

は
上

昇
し

て
い

る
が

依
然

と
し

て
全

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

よ
り

低
い

・
事

務
職

員
の

個
人

向
け

サ
ー

ビ
ス

労
働

者
割

合
が

拡
大

影
響

率
の

推
移

フ
ラ

ン
ス

専
門

家
委

員
会

報
告

書
2
0
2
0
  

第
５

～
７

章
ー
国
際
的
動
向
、
SM
IC
50
年
、
結
論
と
勧
告
ー

22

○
E
U

主
要

国
及

び
英

米
の

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

最
低

賃
金

改
定

状
況

を
確

認
。

ま
た

、
最

近
の

国
内

外
の

研
究

結
果

を
概

観
。

※
2
0
2
0
年

は
Ｓ

Ｍ
ＩＣ

導
入

5
0
年

に
あ

た
り

、
こ

の
間

の
賃

金
格

差
や

影
響

率
等

の
推

移
を

概
観

。
○

2
0
2
1
年

１
月

１
日

の
S
M

IC
改

定
は

、
自

動
改

定
（
物

価
・
賃

金
ス

ラ
イ

ド
）
の

み
を

行
い

、
政

府
裁

量
に

よ
る

上
乗

せ
改

定
は

行
わ

な
い

。
○

コ
ロ

ナ
に

よ
る

経
済

へ
の

影
響

を
踏

ま
え

れ
ば

、
上

乗
せ

改
定

を
行

う
状

況
に

は
な

く
、

行
っ

た
場

合
に

は
雇

用
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

。

要
約

主
な

分
析 勧
告

根
拠

20
21

年
１

月
１

日
の

改
定

は
、

最
低

賃
金

（
Ｓ

Ｍ
Ｉ

Ｃ
）

の
自

動
改

定
（

ス
ラ

イ
ド

）
の

み
を

行
い

、
政

府
裁

量
に

よ
る

上
乗

せ
改

定
は

行
わ

な
い

。

○
専

門
家

委
員

会
の

試
算

に
よ

れ
ば

自
動

改
定

の
み

に
よ

る
改

定
で

購
買

力
の

向
上

が
可

能
。

○
今

回
の

危
機

以
前

の
フ

ラ
ン

ス
経

済
の

状
況

は
依

然
と

し
て

脆
弱

で
あ

っ
た

。
こ

の
よ

う
な

場
合

、
自

動
改

定
メ

カ
ニ

ズ
ム

を
超

え
て

SM
IC

が
増

額
さ

れ
る

と
最

も
弱

い
立

場
に

あ
る

人
々

の
雇

用
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

○
専

門
家

委
員

会
が

こ
れ

ま
で

の
報

告
書

で
述

べ
た

と
お

り
、

労
働

時
間

が
少

な
す

ぎ
る

こ
と

が
主

な
原

因
で

あ
る

ワ
ー

キ
ン

グ
・

プ
ア

を
減

ら
す

手
段

と
し

て
フ

ラ
ン

ス
の

最
低

賃
金

制
度

は
適

切
で

な
い

。
○

フ
ラ

ン
ス

経
済

は
コ

ロ
ナ

に
よ

る
危

機
で

混
乱

し
て

お
り

、
こ

の
混

乱
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
た

状
況

も
裁

量
に

よ
り

改
定

幅
を

拡
大

す
る

こ
と

を
求

め
な

い
。

○
労

働
市

場
や

企
業

の
財

務
状

況
は

大
幅

に
悪

化
し

て
い

る
上

に
、

急
速

に
回

復
す

る
か

ど
う

か
は

不
透

明
で

あ
り

、
こ

の
よ

う
な

状
況

に
あ

っ
て

は
、

購
買

力
の

向
上

よ
り

、
雇

用
や

（
短

時
間

で
な

い
）

フ
ル

タ
イ

ム
の

雇
用

を
優

先
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
し

て
、

産
業

や
職

種
ご

と
に

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

パ
ー

ト
ナ

ー
に

よ
る

団
体

交
渉

で
、

こ
の

雇
用

や
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

を
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。

改
定

額
の

勧
告

報
告

書
の

付
録

に
、

労
使

等
の

機
関

か
ら

の
意

見
を

掲
載
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1

最
低

賃
金

に
関

す
る

先
行

研
究

・統
計

デ
ー

タ
等

の
整

理

参
考

資
料

N
o
.3

資料№　Ⅰ－６
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【
過

去
の

最
低

賃
金

引
上

げ
の

影
響

の
検

証
】

○
平

成
2
9
年

の
目

安
制

度
の

在
り

方
に

関
す

る
全

員
協

議
会

報
告

で
は

、
「
最

低
賃

金
引

上
げ

の
影

響
に

係
る

資
料

を
充

実
す

る
な

ど
、

引
き

続
き

見
直

し
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

」
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
諸

外
国

を
見

る
と

、
た

と
え

ば
、

イ
ギ

リ
ス

や
ド

イ
ツ

等
で

は
、

最
低

賃
金

の
改

定
に

当
た

っ
て

、
過

去
の

最
低

賃
金

引
上

げ
の

影
響

に
つ

い
て

、
統

計
デ

ー
タ

や
実

証
研

究
等

を
利

用
し

て
、

多
角

的
に

検
証

す
る

レ
ポ

ー
ト

を
公

表
し

て
い

る
。

○
最

低
賃

金
の

影
響

を
分

析
す

る
に

当
た

っ
て

、
イ

ギ
リ

ス
や

ド
イ

ツ
等

に
お

け
る

最
低

賃
金

の
レ

ポ
ー

ト
の

内
容

も
踏

ま
え

、
以

下
の

５
つ

の
テ

ー
マ

を
設

定
し

た
。

①
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

雇
用

に
与

え
る

影
響

②
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

企
業

の
生

産
性

に
与

え
る

影
響

③
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
が

労
働

者
の

地
域

間
移

動
に

与
え

る
影

響
④

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
労

働
者

の
賃

金
・
消

費
に

与
え

る
影

響
⑤

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
貧

困
解

消
に

与
え

る
影

響

※
こ

の
他

、
イ

ギ
リ

ス
や

ド
イ

ツ
等

の
最

低
賃

金
の

レ
ポ

ー
ト

に
は

、
⑴

最
低

賃
金

の
水

準
に

関
す

る
国

際
比

較
や

、
⑵

最
低

賃
金

引
上

げ
の

影
響

を
受

け
る

労
働

者
に

関
す

る
分

析
等

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
も

整
理

す
る

こ
と

と
し

た
。

【
先

行
研

究
の

解
釈

等
に

係
る

留
意

点
】

○
日

本
の

最
低

賃
金

は
、

そ
の

時
々

の
雇

用
情

勢
や

景
気

動
向

等
も

踏
ま

え
つ

つ
、

引
上

げ
額

を
決

定
し

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
た

と
え

ば
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
に

与
え

る
影

響
を

考
え

る
場

合
、

雇
用

情
勢

が
最

低
賃

金
の

引
上

げ
幅

の
決

定
に

影
響

を
与

え
て

い
る

可
能

性
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
両

者
を

区
別

し
て

最
低

賃
金

の
引

上
げ

の
影

響
の

み
を

検
証

す
る

こ
と

は
容

易
で

は
な

い
。

○
こ

の
た

め
、

他
の

要
因

を
制

御
し

た
精

緻
な

実
証

分
析

が
必

要
と

な
る

が
、

外
国

を
対

象
と

し
た

研
究

の
場

合
に

は
、

当
該

国
の

最
低

賃
金

の
制

度
や

水
準

、
決

定
方

式
、

雇
用

や
労

働
条

件
に

関
わ

る
制

度
や

慣
行

、
他

の
政

策
動

向
等

に
依

存
し

た
結

果
と

な
っ

て
い

る
可

能
性

が
あ

り
、

日
本

で
も

同
様

の
結

果
と

な
る

と
は

一
概

に
言

え
な

い
点

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

○
し

た
が

っ
て

、
以

下
で

は
、

テ
ー

マ
ご

と
に

日
本

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
先

行
研

究
と

統
計

デ
ー

タ
を

中
心

に
整

理
す

る
こ

と
と

し
た

。

日
本

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
先

行
研

究
・
統

計
デ

ー
タ

等
の

整
理

の
趣

旨

2
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○
IL

O
M

in
im

u
m

 W
ag

e
 P

o
lic

y 
G

u
id

e
や

O
E
C

D
 E

m
pl

o
ym

e
n
t 

O
u
tl
o
o
k 

2
0
1
5
に

よ
る

と
、

・
最

低
賃

金
引

上
げ

の
雇

用
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
論

争
又

は
長

年
の

意
見

の
不

一
致

が
あ

る
と

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
・

最
低

賃
金

の
適

度
な

引
上

げ
が

、
雇

用
全

体
に

対
し

て
有

意
な

負
の

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
は

低
い

と
考

え
ら

れ
る

一
方

、
脆

弱
な

グ
ル

ー
プ

の
労

働
者

の
雇

用
に

対
し

て
負

の
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

は
否

定
で

き
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

○
他

方
、

O
E
C

D
に

よ
る

と
、

買
い

手
独

占
の

状
況

で
あ

っ
て

も
最

低
賃

金
を

高
く
設

定
す

る
と

雇
用

に
悪

影
響

が
及

ぶ
こ

と
か

ら
、

上
記

の
見

解
も

、
最

低
賃

金
が

妥
当

な
水

準
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

条
件

で
あ

り
、

そ
の

水
準

は
、

各
国

に
お

け
る

最
低

賃
金

の
適

用
範

囲
や

法
令

遵
守

状
況

、
経

済
・
労

働
市

場
の

状
況

、
他

の
政

策
と

の
相

互
作

用
に

依
存

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。

○
日

本
の

実
証

研
究

で
は

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

雇
用

に
も

た
ら

す
影

響
は

、
評

価
が

分
か

れ
て

お
り

、
・

雇
用

へ
の

有
意

な
負

の
影

響
が

見
ら

れ
な

い
と

す
る

研
究

（H
ig

uc
hi

, 2
01

3;
 務

川
・川

畑
・上

野
, 
20

20
）も

あ
る

一
方

、
・

各
研

究
に

よ
っ

て
影

響
が

あ
る

と
す

る
グ

ル
ー

プ
は

異
な

る
が

、
女

性
や

高
卒

の
若

年
男

性
等

の
一

部
の

グ
ル

ー
プ

に
対

し
て

有
意

な
負

の
影

響
が

見
ら

れ
る

と
す

る
研

究
（K

am
ba

ya
sh

i
et

 a
l.,

 2
01

3;
 明

坂
他

, 
20

17
; 
K
aw

ag
uc

hi
 a

n
d 

M
o
ri
 2

02
1
）

も
あ

る
。

・
ま

た
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

は
、

労
働

市
場

が
競

争
的

で
あ

る
ほ

ど
、

雇
用

に
負

の
影

響
を

及
ぼ

す
と

さ
れ

る
研

究
も

あ
る

（O
ku

d
ai

ra
et

 a
l.,

 2
01

9;
 I
zu

m
i 
et

 a
l.,

 2
02

0
）。

○
な

お
、

こ
れ

ま
で

の
最

低
賃

金
の

引
上

げ
率

と
完

全
失

業
率

・
有

効
求

人
倍

率
の

推
移

を
見

る
と

、
最

低
賃

金
が

引
上

げ
率

が
相

対
的

に
高

い
時

期
に

は
、

完
全

失
業

率
は

低
く
、

有
効

求
人

倍
率

は
高

い
傾

向
が

あ
る

。
少

な
く
と

も
統

計
デ

ー
タ

か
ら

は
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
マ

ク
ロ

の
雇

用
指

標
で

あ
る

失
業

率
や

有
効

求
人

倍
率

に
負

の
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

こ
と

は
必

ず
し

も
確

認
で

き
な

い
が

、
雇

用
環

境
の

良
い

時
期

に
最

低
賃

金
が

引
き

上
げ

ら
れ

て
き

た
傾

向
が

あ
る

こ
と

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
に

与
え

る
影

響

3
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○
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

よ
っ

て
、

①
企

業
が

生
産

性
を

上
げ

る
努

力
を

す
る

こ
と

、
②

生
産

性
の

低
い

企
業

が
退

出
す

る
こ

と
に

よ
り

、
全

体
と

し
て

の
生

産
性

が
向

上
す

る
と

い
っ

た
主

張
が

あ
る

。
一

方
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

に
よ

る
人

件
費

の
増

加
に

対
応

し
、

企
業

は
設

備
投

資
を

抑
制

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
、

生
産

性
に

対
し

て
負

の
影

響
を

も
た

ら
す

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。

○
日

本
の

実
証

研
究

で
は

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

生
産

性
に

与
え

る
影

響
に

関
す

る
研

究
は

多
く
な

く
、

ま
た

、
以

下
の

と
お

り
、

そ
の

評
価

も
分

か
れ

て
い

る
。

①
生

産
性

を
高

め
る

と
い

う
関

係
は

観
察

さ
れ

な
い

（森
川

20
19

）

②
運

輸
業

・
郵

便
業

、
卸

売
業

・
小

売
業

に
お

い
て

労
働

生
産

性
が

低
下

す
る

（神
田

・小
林

・田
村

, 2
01

9
）

③
建

設
業

、
製

造
業

、
運

輸
・
郵

便
業

、
不

動
産

業
・
物

品
賃

貸
業

に
お

い
て

労
働

生
産

性
を

高
め

る
（務

川
・川

畑
・上

野
, 
20

20
）

○
な

お
、

企
業

規
模

別
に

、
①

各
都

道
府

県
の

１
人

当
た

り
労

働
生

産
性

と
、

②
地

域
別

最
低

賃
金

額
の

間
の

相
関

を
見

る
と

、
相

関
係

数
は

以
下

の
と

お
り

。
全

企
業

の
労

働
生

産
性

と
地

域
別

最
低

賃
金

額
と

の
間

に
は

一
定

の
相

関
が

あ
る

が
、

中
小

・
小

規
模

企
業

の
労

働
生

産
性

の
方

が
地

域
別

最
低

賃
金

と
の

間
に

よ
り

強
い

相
関

が
見

ら
れ

る
。

地
域

別
最

低
賃

金
額

は
、

特
に

中
小

・
小

規
模

企
業

の
労

働
生

産
性

が
考

慮
さ

れ
て

決
定

さ
れ

て
い

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
企

業
の

生
産

性
に

与
え

る
影

響

4

相
関

係
数

全
企

業
の

労
働

生
産

性
と

地
域

別
最

低
賃

金
額

0
.7

6

中
小

企
業

の
労

働
生

産
性

と
地

域
別

最
低

賃
金

額
0
.7

8

小
規

模
企

業
の

労
働

生
産

性
と

地
域

別
最

低
賃

金
額

0
.8

2

（※
）

上
表

の
労

働
生

産
性

は
い

ず
れ

も
経

済
セ

ン
サ

ス
か

ら
算

出
。

県
民

経
済

計
算

か
ら

算
出

し
た

全
企

業
の

労
働

生
産

性
と

地
域

別
最

低
賃

金
額

の
相

関
係

数
は

0.
66

。
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5

【
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
に

つ
い

て
】

○
日

本
で

は
、

地
域

別
最

低
賃

金
は

、
地

域
に

お
け

る
①

労
働

者
の

生
計

費
、

②
賃

金
、

③
企

業
の

賃
金

支
払

能
力

を
勘

案
し

て
都

道
府

県
別

に
決

定
さ

れ
て

お
り

、
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
に

つ
い

て
は

、
令

和
２

年
度

の
最

高
額

（
東

京
都

）
と

最
低

額
（７

県
）

の
金

額
差

は
2
2
1
円

、
最

高
額

に
対

す
る

最
低

額
の

割
合

は
7
8
.2

％
と

な
っ

て
い

る
。

○
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
に

つ
い

て
は

、
物

価
の

地
域

差
を

考
慮

し
て

最
低

賃
金

を
比

較
す

る
研

究
が

あ
る

（森
川

20
13

）。
・

物
価

の
地

域
差

を
考

慮
し

た
最

低
賃

金
の

水
準

（
地

域
別

最
低

賃
金

額
／

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

）
で

見
る

と
、

最
高

値
に

対
す

る
最

低
値

の
割

合
は

8
1
.1

％
と

な
り

、
地

域
間

格
差

は
、

名
目

額
で

見
た

場
合

よ
り

も
小

さ
く
な

る
も

の
の

、
な

お
存

在
す

る
こ

と
と

な
る

。
・

賃
金

の
地

域
差

を
考

慮
し

た
最

低
賃

金
の

水
準

（
地

域
別

最
低

賃
金

額
／

各
都

道
府

県
の

賃
金

中
央

値
）
で

見
る

と
、

①
「
地

域
別

最
低

賃
金

額
／

各
都

道
府

県
の

労
働

者
全

体
の

賃
金

中
央

値
」
の

場
合

、
東

京
都

は
最

も
低

く
な

り
、

②
「
地

域
別

最
低

賃
金

額
／

各
都

道
府

県
の

短
時

間
労

働
者

の
賃

金
中

央
値

」
の

場
合

、
東

京
都

は
中

位
程

度
と

な
る

。

【
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
が

労
働

者
の

地
域

間
移

動
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
】

○
日

本
で

は
最

低
賃

金
の

地
域

間
格

差
が

労
働

者
の

地
域

間
移

動
に

与
え

る
影

響
を

直
接

検
証

し
た

実
証

研
究

は
見

ら
れ

な
い

。

※
な

お
、

米
国

で
は

、
最

低
賃

金
を

上
昇

さ
せ

た
地

域
で

は
、

雇
用

が
得

ら
れ

る
可

能
性

が
低

く
な

る
た

め
、

移
民

の
流

入
が

少
な

く
な

る
、

又
は

周
辺

地
域

に
低

ス
キ

ル
労

働
者

が
移

動
す

る
と

い
っ

た
研

究
も

あ
る

（
C

ad
en

a 
20

14
; 
M

ar
ti
n 

an
d 

T
er

m
o
s

20
15

; 
M

o
nr

as
20

19
）。

○
な

お
、

①
地

方
出

身
者

の
東

京
圏

へ
の

移
動

理
由

に
は

、
仕

事
だ

け
で

な
く
、

進
学

や
家

族
に

関
連

し
た

移
動

も
あ

る
こ

と
、

②
最

低
賃

金
の

影
響

を
主

に
受

け
る

労
働

者
（
非

正
規

・
中

高
卒

等
）
や

最
賃

近
傍

雇
用

者
は

、
そ

れ
以

外
の

労
働

者
と

比
較

し
て

、
就

職
や

転
職

等
を

理
由

と
し

た
地

域
間

移
動

は
少

な
い

こ
と

に
留

意
が

必
要

で
あ

り
、

東
京

一
極

集
中

の
是

正
を

考
え

る
上

で
は

、
最

低
賃

金
以

外
の

要
素

も
含

め
て

検
討

し
て

い
く
こ

と
が

必
要

。

最
低

賃
金

の
地

域
間

格
差

と
労

働
者

の
地

域
間

移
動

に
与

え
る

影
響
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6

【
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

労
働

者
の

賃
金

に
与

え
る

影
響

】

○
日

本
の

実
証

研
究

で
は

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
は

、
賃

金
分

布
の

ど
の

範
囲

に
ま

で
影

響
す

る
か

は
各

研
究

に
よ

っ
て

異
な

る
も

の
の

、
少

な
く
と

も
低

賃
金

労
働

者
の

賃
金

を
上

昇
さ

せ
る

効
果

が
あ

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

て
い

る
（安

部
・田

中
,2

00
7;

 K
am

ba
ya

sh
i

et
 a

l.,
 2

01
3;

 A
o
ya

gi
 e

t 
al

.,2
01

6;
 神

林
,
20

17
）。

○
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

目
安

に
関

す
る

小
委

員
会

で
は

、
毎

年
度

、
最

低
賃

金
額

に
近

い
労

働
者

の
構

成
比

を
見

る
た

め
、

都
道

府
県

別
の

賃
金

分
布

と
最

低
賃

金
額

を
示

し
て

い
る

。
全

国
計

で
見

る
場

合
に

は
、

各
都

道
府

県
で

最
低

賃
金

額
が

異
な

る
こ

と
か

ら
、

時
間

当
た

り
賃

金
と

最
低

賃
金

額
と

の
差

額
を

横
軸

と
し

た
賃

金
分

布
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ
の

分
布

を
2
0
0
9
年

と
2
0
1
9
年

で
比

較
す

る
と

、
一

般
・
パ

ー
ト

と
も

に
、

こ
の

1
0年

間
で

最
低

賃
金

額
に

近
い

賃
金

水
準

の
労

働
者

の
構

成
比

が
増

加
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

○
な

お
、

高
卒

者
の

初
任

給
額

の
推

移
を

み
る

と
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

と
と

も
に

、
近

年
は

上
昇

傾
向

に
あ

り
、

都
道

府
県

別
に

高
卒

者
初

任
給

額
と

最
低

賃
金

額
の

関
係

を
み

る
と

、
一

定
の

相
関

が
あ

る
。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
労

働
者

の
賃

金
・
消

費
に

与
え

る
影

響

【
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

消
費

に
与

え
る

影
響

】

○
日

本
の

実
証

研
究

で
は

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

よ
る

消
費

へ
の

影
響

を
直

接
検

証
し

た
研

究
は

見
当

た
ら

な
い

が
、

一
般

に
低

所
得

者
ほ

ど
限

界
消

費
性

向
が

高
い

た
め

、
引

上
げ

の
影

響
を

受
け

る
労

働
者

に
つ

い
て

は
消

費
の

拡
大

に
つ

な
が

り
う

る
と

考
え

ら
れ

る
。
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○
平

成
1
9
年

の
最

低
賃

金
法

改
正

に
よ

り
、

地
域

別
最

低
賃

金
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
生

活
保

護
施

策
と

の
整

合
性

を
考

慮
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

平
成

2
0
年

度
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

で
整

理
さ

れ
た

比
較

方
法

に
基

づ
き

、
最

低
賃

金
と

生
活

保
護

と
の

乖
離

の
計

画
的

な
解

消
に

取
り

組
ん

だ
結

果
、

平
成

2
6
年

以
降

、
す

べ
て

の
都

道
府

県
に

お
い

て
最

低
賃

金
は

生
活

保
護

の
水

準
を

上
回

る
こ

と
と

な
っ

た
。

ま
た

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
率

は
、

多
く
の

年
で

消
費

者
物

価
の

増
減

率
を

上
回

る
水

準
で

推
移

し
て

い
る

。

○
日

本
に

お
い

て
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
貧

困
解

消
に

与
え

る
影

響
に

関
す

る
研

究
（
※

）は
必

ず
し

も
多

く
な

い
が

、
多

く
は

主
に

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

や
所

得
等

を
世

帯
単

位
で

分
析

す
る

も
の

と
な

っ
て

い
る

（た
と

え
ば

K
aw

ag
uc

hi
 a

n
d 

M
o
ri
, 
20

09
; 
大

竹
, 
20

13
）。

（※
）

た
と

え
ば

、
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
多

く
が

貧
困

世
帯

に
属

し
て

い
れ

ば
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
貧

困
解

消
に

与
え

る
影

響
は

大
き

く
、

そ
う

で
な

け
れ

ば
貧

困
解

消
に

与
え

る
影

響
は

小
さ

い
と

考
え

ら
れ

る
。

な
お

、
上

記
研

究
の

中
で

は
、

明
確

な
「貧

困
」又

は
「貧

困
世

帯
」の

定
義

は
必

ず
し

も
な

さ
れ

て
い

な
い

。

○
仮

に
、

「
最

賃
近

傍
雇

用
者

」
を

「
時

間
当

た
り

賃
金

が
地

域
別

最
低

賃
金

の
1
.1

倍
未

満
の

労
働

者
」
と

定
義

し
た

場
合

、
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
属

性
や

世
帯

所
得

等
は

以
下

の
と

お
り

。

【
就

業
構

造
基

本
調

査
の

特
別

集
計

結
果

】
・
属

性
別

内
訳

を
見

る
と

、
平

成
2
9
年

の
調

査
で

は
、

6
0
歳

未
満

の
配

偶
者

あ
り

の
女

性
は

3
3
.6

％
・
男

性
は

4.
5
％

、
6
0歳

未
満

の
配

偶
者

な
し

の
女

性
は

1
7
.3

％
・
男

性
は

1
4.

1
％

、
6
5歳

以
上

が
1
4.

5
％

、
通

学
の

か
た

わ
ら

仕
事

が
5
.3

％
、

母
子

家
庭

の
母

は
1
.4

％
と

な
っ

て
い

る
。

・
世

帯
所

得
を

見
る

と
、

半
数

近
く
は

世
帯

所
得

5
0
0
万

円
以

上
の

世
帯

に
属

し
て

い
る

一
方

、
３

割
近

く
は

世
帯

所
得

3
0
0
万

円
未

満
と

な
っ

て
お

り
、

時
系

列
で

は
、

平
成

2
4
年

ま
で

は
世

帯
所

得
3
0
0
万

円
未

満
の

割
合

が
増

加
傾

向
で

あ
っ

た
一

方
、

平
成

2
9
年

は
反

転
し

て
い

る
。

・
就

業
調

整
の

有
無

を
み

る
と

、
２

割
強

が
就

業
調

整
を

行
っ

て
い

る
。

【
国

民
生

活
基

礎
調

査
の

特
別

集
計

結
果

】
・
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
う

ち
家

計
内

の
最

多
所

得
者

で
あ

る
者

の
割

合
は

3
3
.5

％
で

、
家

計
内

の
最

多
所

得
者

が
最

賃
近

傍
雇

用
者

で
あ

る
世

帯
は

そ
れ

以
外

の
世

帯
に

比
較

し
て

貯
蓄

額
が

低
く
な

っ
て

お
り

、
年

齢
が

上
が

る
と

そ
の

差
が

大
き

く
な

る
傾

向
。

○
最

賃
近

傍
雇

用
者

に
は

、
世

帯
所

得
の

高
い

世
帯

に
属

し
、

就
業

調
整

を
行

う
者

も
い

る
一

方
、

家
計

内
の

最
多

所
得

者
と

し
て

世
帯

所
得

の
低

い
世

帯
に

属
し

、
世

帯
の

貯
蓄

額
が

相
対

的
に

低
い

者
も

い
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
る

。
7

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
貧

困
解

消
に

与
え

る
影

響
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•
明

坂
弥

香
、

伊
藤

由
樹

子
、

大
竹

文
雄

（2
01

7）
「最

低
賃

金
の

変
化

が
就

業
と

貧
困

に
与

え
る

影
響

」,
O

sa
ka

U
ni

ve
rs

it
y

IS
E
R

D
is

cu
ss

io
n

P
ap

er
.N

o
.9

99

•
安

部
由

起
子

、
田

中
藍

子
(2

00
7)

「正
規

-パ
ー

ト
賃

金
格

差
と

地
域

別
最

低
賃

金
の

役
割

─
19

90
年

～
20

01
年

」日
本

労
働

研
究

雑
誌

49
(1

1)
,
pp

77
-9

2

•
大

竹
文

雄
(2

01
3)

「最
低

賃
金

と
貧

困
対

策
」R

IE
T
I
P

o
lic

y
D

is
cu

ss
io

n
P

ap
er

S
er

ie
s

13
-

J
-0

14
.

•
神

田
慶

司
、

小
林

若
葉

、
田

村
統

久
（2

01
9
）「

最
低

賃
金

引
き

上
げ

で
経

済
は

活
性

化
す

る
の

か
最

低
賃

金
は

国
際

的
に

見
て

低
く
な

く
、

経
済

政
策

と
し

て
の

有
効

性
は

不
明

確
」大

和
総

研
リ

サ
ー

チ
レ

ポ
ー

ト
.

•
神

林
龍

（2
01

7）
「存

在
感

を
増

す
「第

三
者

」」
『正

規
の

世
界

・非
正

規
の

世
界

－
現

代
日

本
労

働
経

済
学

の
基

本
問

題
』慶

應
義

塾
大

学
出

版
会

,第
9章

,p
p
35

3-
40

3

•
務

川
慧

、
川

畑
良

樹
、

上
野

有
子

（
20

2
0
）「

最
低

賃
金

引
上

げ
の

中
小

企
業

の
従

業
員

数
・付

加
価

値
額

・
労

働
生

産
性

へ
の

影
響

に
関

す
る

分
析

」内
閣

府
経

済
社

会
総

合
研

究
所

,
E
S
R

I
R

es
ea

rc
h

N
o
te

N
o
.5

4.

•
森

川
正

之
(2

01
3)

「最
低

賃
金

と
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第
7
章

：
最

低
賃

金
の

影
響

の
監

視

7
.4

雇
用

へ
の

影
響

・
雇

用
へ

の
影

響
は

論
争

が
あ

る
（
co

n
tr

o
ve

rs
ia

l）
最

低
賃

金
の

雇
用

へ
の

影
響

を
監

視
す

る
こ

と
は

不
可

欠
で

あ
る

。
雇

用
へ

の
影

響
は

長
い

間
最

低
賃

金
研

究
の

中
心

で
あ

り
、

最
低

賃
金

が
雇

用
、

従
業

員
数

、
労

働
時

間
に

影
響

を
与

え
る

か
ど

う
か

、
そ

し
て

ど
の

よ
う

に
影

響
す

る
か

に
つ

い
て

多
く
の

議
論

が
あ

る
。

ベ
ル

マ
ン

と
ウ

ォ
ル

フ
ソ

ン
が

強
調

し
て

い
る

よ
う

に
、

「
最

低
賃

金
へ

の
支

持
は

、
最

低
賃

金
が

労
働

市
場

で
最

も
脆

弱
な

人
々

の
生

活
を

改
善

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

い
る

。
最

低
賃

金
が

そ
の

よ
う

な
人

々
の

多
く
の

失
業

に
つ

な
が

る
場

合
、

そ
の

相
対

的
な

利
益

と
コ

ス
ト

に
関

し
て

深
刻

な
疑

念
が

発
生

す
る

。
」

様
々

な
経

済
理

論
が

異
な

る
予

測
を

導
き

出
し

て
い

て
、

雇
用

へ
の

影
響

に
関

す
る

議
論

も
し

ば
し

ば
物

議
を

醸
し

て
い

る
（
co

n
tr

o
ve

rs
ia

l）
。

あ
る

理
論

に
よ

れ
ば

、
最

低
賃

金
は

労
働

費
用

を
低

賃
金

労
働

者
の

限
界

生
産

性
を

上
回

る
ま

で
増

加
さ

せ
、

そ
れ

に
よ

っ
て

彼
ら

は
市

場
か

ら
退

出
さ

せ
ら

れ
る

。
他

の
理

論
で

は
、

最
低

賃
金

の
コ

ス
ト

は
、

高
給

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
の

低
下

、
利

益
率

の
低

下
、

生
産

性
の

向
上

、
従

業
員

の
離

職
率

の
低

下
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
っ

て
吸

収
で

き
る

と
考

え
ら

れ
て

い
る

。
ケ

イ
ン

ズ
派

の
マ

ク
ロ

経
済

学
は

、
最

低
賃

金
が

国
内

消
費

と
総

需
要

の
増

加
に

つ
な

が
る

場
合

、
雇

用
が

増
加

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
示

唆
し

て
い

る
。

・
経

験
的

証
拠

経
験

的
調

査
結

果
は

国
や

時
間

に
よ

っ
て

異
な

り
、

使
用

す
る

デ
ー

タ
の

種
類

や
方

法
に

も
あ

る
程

度
依

存
す

る
。

高
所

得
国

で
は

、
約

7
0の

研
究

の
包

括
的

な
レ

ビ
ュ

ー
に

よ
る

と
、

推
定

値
は

大
き

な
マ

イ
ナ

ス
の

雇
用

効
果

か
ら

小
さ

な
プ

ラ
ス

の
効

果
ま

で
の

範
囲

で
あ

る
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
最

も
頻

繁
な

発
見

は
、

雇
用

へ
の

影
響

が
ゼ

ロ
に

近
い

、
ま

た
は

小
さ

す
ぎ

て
雇

用
・失

業
統

計
の

集
計

で
観

察
で

き
な

い
こ

と
で

あ
る

。
似

た
結

論
は

、
米

国
や

英
国

、
先

進
国

の
メ

タ
研

究
（
研

究
の

定
量

的
な

研
究

）に
お

い
て

、
一

般
的

に
明

ら
か

に
な

っ
て

い
る

。
他

の
レ

ビ
ュ

ー
で

は
、

雇
用

へ
の

影
響

は
無

害
で

は
な

く
、

最
低

賃
金

は
ス

キ
ル

の
低

い
労

働
者

の
雇

用
機

会
を

減
ら

す
と

結
論

付
け

て
い

る
。

発
展

途
上

国
で

の
研

究
は

少
な

い
が

、
同

様
に

さ
ま

ざ
ま

な
発

見
が

あ
る

。
（略

）

最
低

賃
金

引
上

げ
の

雇
用

へ
の

影
響

に
関

す
る

IL
O

の
記

述
（
IL

O
 M

in
im

u
m

 W
ag

e
 P

o
lic

y 
G

u
id

e
）

1
1

（資
料

出
所

）I
L
O

 M
in

im
um

 W
ag

e 
P

o
lic

y 
G

u
id

e
よ

り
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
仮

訳
を

作
成

○
ＩＬ

Ｏ
の

最
低

賃
金

に
関

す
る

政
策

ガ
イ

ド
に

よ
る

と
、

最
低

賃
金

の
雇

用
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

論
争

が
あ

り
、

高
所

得
国

で
は

、
雇

用
へ

の
影

響
は

小
さ

す
ぎ

て
雇

用
・失

業
統

計
の

集
計

で
観

察
で

き
な

い
と

さ
れ

る
研

究
も

頻
繁

に
あ

る
一

方
、

ス
キ

ル
の

低
い

労
働

者
の

雇
用

機
会

を
減

ら
す

と
い

っ
た

研
究

も
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。
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用

最
低

賃
金

が
雇

用
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
、

エ
コ

ノ
ミ

ス
ト

の
間

で
長

年
の

意
見

の
不

一
致

が
存

在
す

る
。

19
90

年
代

半
ば

以
前

は
、

ほ
と

ん
ど

の
エ

コ
ノ

ミ
ス

ト
は

、
最

低
賃

金
は

人
為

的
に

賃
金

の
天

井
（
w

ag
e 

fl
o
o
r）

を
導

入
す

る
た

め
、

失
業

に
つ

な
が

る
と

信
じ

て
い

た
。

し
か

し
、

ニ
ュ

ー
ジ

ャ
ー

ジ
ー

州
（
米

国
）
で

最
低

賃
金

の
引

き
上

げ
に

よ
る

雇
用

へ
の

悪
影

響
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
C

ar
d 

an
d 

K
ru

eg
er

（1
99

4
）の

研
究

以
来

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

よ
る

雇
用

へ
の

悪
影

響
に

疑
問

を
呈

す
る

エ
コ

ノ
ミ

ス
ト

が
増

え
て

い
る

。

最
低

賃
金

の
雇

用
へ

の
影

響
を

評
価

す
る

と
き

、
潜

在
的

な
雇

用
へ

の
影

響
は

、
最

低
賃

金
の

水
準

と
予

想
さ

れ
る

増
加

（す
な

わ
ち

、
現

在
と

今
後

の
最

低
賃

金
に

ど
の

よ
う

に
拘

束
さ

れ
る

か
）
に

大
き

く
依

存
す

る
可

能
性

が
あ

り
、

そ
の

影
響

が
必

ず
し

も
現

在
の

労
働

者
を

解
雇

す
る

形
で

現
れ

る
と

は
限

ら
ず

、
雇

入
れ

や
雇

用
の

成
長

の
鈍

化
と

い
う

形
を

と
る

こ
と

も
あ

る
（G

un
d
er

so
n
、

20
07

）
こ

と
を

強
調

す
る

こ
と

が
ま

ず
重

要
で

あ
る

。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
に

与
え

る
影

響
が

な
い

（
ま

た
は

プ
ラ

ス
の

）こ
と

を
発

見
す

る
理

論
的

な
説

明
は

あ
る

。
た

と
え

ば
、

賃
金

の
設

定
に

あ
る

程
度

の
独

占
力

を
持

っ
て

い
る

場
合

や
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

の
コ

ス
ト

が
事

業
主

が
日

常
的

に
直

面
し

て
い

る
他

の
コ

ス
ト

の
引

上
げ

と
比

較
し

て
控

え
め

な
場

合
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
問

題
は

、
最

終
的

に
は

実
証

的
な

（
E
m

pr
ic

al
）問

題
で

あ
る

。

実
証

的
な

議
論

は
、

こ
の

問
題

の
解

決
に

は
ほ

ど
遠

い
状

態
に

あ
る

。
米

国
で

の
最

近
の

貢
献

で
あ

る
、

D
ub

e
et

 a
l（

20
10

）、
A

lle
gr

et
to

 e
t 

al
（2

01
1
）、

A
lle

gr
et

to
 e

t 
al

（
20

1
3）

や
、

も
う

一
方

の
N

e
um

ar
k

et
 a

l（
20

14
）は

、
こ

の
事

実
を

証
明

し
て

い
る

。
多

く
の

研
究

が
、

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
技

術
を

使
用

し
て

調
査

結
果

を
要

約
し

よ
う

と
試

み
た

。
表

1.
3
に

要
約

さ
れ

て
い

る
調

査
結

果
は

、
全

体
と

し
て

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
が

雇
用

に
与

え
る

影
響

は
小

さ
い

傾
向

で
あ

る
一

方
、

よ
り

脆
弱

な
グ

ル
ー

プ
（若

者
な

ど
）へ

の
影

響
は

や
や

大
き

い
可

能
性

が
あ

る
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

こ
れ

に
基

づ
け

ば
、

最
低

賃
金

の
適

度
な

引
上

げ
が

、
雇

用
全

体
に

対
し

て
有

意
な

負
の

影
響

を
も

た
ら

す
可

能
性

は
低

い
が

、
よ

り
脆

弱
な

グ
ル

ー
プ

に
い

く
ら

か
悪

影
響

を
及

ぼ
し

う
る

。
た

だ
し

、
こ

の
結

論
は

、
モ

ノ
プ

ソ
ニ

ー
モ

デ
ル

で
あ

っ
て

も
、

最
低

賃
金

を
高

く
設

定
す

る
と

雇
用

に
悪

影
響

が
及

ぶ
た

め
、

そ
も

そ
も

最
低

賃
金

が
妥

当
な

水
準

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

い
る

。

あ
ま

り
明

確
で

は
な

い
の

は
、

こ
の

転
換

点
が

各
国

の
ど

こ
に

あ
る

の
か

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
O

E
C

D
全

体
で

平
均

し
て

最
低

賃
金

は
賃

金
中

央
値

の
約

50
％

に
設

定
さ

れ
て

い
る

が
、

最
低

賃
金

の
「合

理
的

な
」
レ

ベ
ル

を
定

義
す

る
も

の
は

必
然

的
に

国
固

有
で

あ
り

、
最

低
賃

金
法

の
適

用
範

囲
、

法
令

遵
守

、
マ

ク
ロ

経
済

お
よ

び
労

働
市

場
の

状
況

だ
け

で
な

く
、

最
低

賃
金

と
他

の
政

策
と

の
相

互
作

用
に

依
存

す
る

。

最
低

賃
金

引
上

げ
の

雇
用

へ
の

影
響

に
関

す
る

Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

の
記

述
①

（
E
m

pl
o
ym

e
n
t 

O
u
tl
o
o
k 

2
0
1
5
）

1
2

○
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
の

報
告

書
で

は
、

最
低

賃
金

の
適

度
な

引
上

げ
が

、
雇

用
全

体
に

対
し

て
有

意
な

負
の

影
響

を
も

た
ら

す
可

能
性

は
低

い
が

、
よ

り
脆

弱
な

グ
ル

ー
プ

に
は

悪
影

響
を

及
ぼ

し
う

る
と

さ
れ

て
い

る
。

一
方

、
こ

の
結

論
も

、
最

低
賃

金
が

妥
当

な
水

準
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

条
件

で
あ

り
、

そ
の

水
準

も
、

各
国

の
最

低
賃

金
の

適
用

範
囲

、
法

令
遵

守
、

マ
ク

ロ
経

済
や

労
働

市
場

の
状

況
、

他
の

政
策

と
の

相
互

作
用

に
依

存
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

（資
料

出
所

）O
E
C

D
 E

m
pl

o
ym

en
t 

O
ut

lo
o
k 

2
0
1
5
よ

り
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
仮

訳
を

作
成
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（
続

き
）

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
必

ず
し

も
雇

用
全

体
に

認
識

で
き

る
影

響
を

与
え

な
い

理
由

の
1つ

は
、

雇
用

の
調

整
だ

け
が

雇
用

主
に

と
っ

て
の

唯
一

の
調

整
弁

で
は

な
い

こ
と

で
あ

る
。

実
際

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

応
じ

て
、

雇
用

主
は

、
雇

用
を

削
減

す
る

の
で

は
な

く
、

訓
練

や
そ

の
他

の
諸

経
費

お
よ

び
非

賃
金

給
付

を
削

減
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

代
わ

り
に

、
労

働
時

間
を

短
縮

し
た

り
、

よ
り

不
安

定
な

（そ
し

て
よ

り
安

価
な

）
契

約
で

労
働

者
を

雇
う

こ
と

も
で

き
る

。
最

後
に

、
雇

用
主

は
、

よ
り

低
い

利
益

を
受

け
入

れ
る

か
、

価
格

を
上

げ
る

か
、

効
率

/
生

産
性

を
高

め
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

で
き

る
。

場
合

に
よ

っ
て

は
、

雇
用

主
は

、
人

員
削

減
が

労
働

力
の

士
気

と
事

業
運

営
に

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
潜

在
的

な
悪

影
響

を
回

避
し

た
い

場
合

、
そ

の
よ

う
な

調
整

弁
が

望
ま

し
い

と
考

え
る

か
も

し
れ

な
い

。
し

か
し

、
雇

用
の

変
化

と
比

較
し

て
、

代
替

の
調

整
弁

は
あ

ま
り

研
究

さ
れ

て
お

ら
ず

、
エ

ビ
デ

ン
ス

は
し

ば
し

ば
決

定
的

で
は

な
い

。

た
と

え
ば

、
労

働
時

間
に

つ
い

て
は

、
N

eu
m

ar
k

an
d 

W
as

ch
er

（2
00

8）
に

よ
る

エ
ビ

デ
ン

ス
の

レ
ビ

ュ
ー

で
は

、
雇

用
主

が
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

応
じ

て
平

均
時

間
を

ど
の

よ
う

に
調

整
す

る
か

と
い

う
問

題
は

ま
だ

解
決

さ
れ

て
お

ら
ず

、
訓

練
に

関
し

て
も

同
様

の
結

論
に

達
し

て
い

る
。

最
低

賃
金

と
利

益
の

関
係

に
つ

い
て

の
エ

ビ
デ

ン
ス

は
さ

ら
に

少
な

い
。

D
ra

ca
et

 a
l（

20
11

）で
は

、
19

99
年

に
英

国
で

最
低

賃
金

が
導

入
さ

れ
た

こ
と

に
よ

り
、

特
に

市
場

支
配

力
が

比
較

的
高

い
（
し

た
が

っ
て

マ
ー

ジ
ン

が
高

い
）業

界
で

は
、

企
業

の
収

益
性

が
大

幅
に

低
下

す
る

こ
と

が
わ

か
っ

た
。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

に
起

因
す

る
生

産
性

の
向

上
の

最
近

の
証

拠
は

、
英

国
（
R

ile
y 

an
d 

B
o
nd

ib
en

e
, 
20

15
）と

米
国

（
H

ir
sc

h 
et

 a
l, 

20
15

）に
存

在
す

る
。

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
に

与
え

る
影

響
は

、
測

定
期

間
や

最
低

賃
金

の
引

上
げ

の
タ

イ
ミ

ン
グ

自
体

に
も

依
存

す
る

。
ほ

と
ん

ど
の

研
究

は
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
に

与
え

る
同

時
（
ま

た
は

短
期

）の
影

響
に

焦
点

を
当

て
て

い
る

が
、

長
期

的
な

影
響

は
、

労
働

者
の

ヒ
ス

ト
リ

ー
に

関
す

る
縦

断
的

デ
ー

タ
を

使
用

し
て

分
析

で
き

る
。

そ
の

よ
う

な
研

究
か

ら
の

エ
ビ

デ
ン

ス
は

、
雇

用
の

変
化

の
方

向
が

曖
昧

で
あ

る
こ

と
を

発
見

し
て

い
る

（B
o
e
ri
 e

t 
al

, 
2
01

5
）。

ま
た

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
の

タ
イ

ミ
ン

グ
も

重
要

か
も

し
れ

な
い

。
お

そ
ら

く
当

然
の

こ
と

な
が

ら
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

に
よ

る
雇

用
へ

の
悪

影
響

は
、

不
況

時
に

強
く
な

る
傾

向
が

あ
る

（B
o
e
ri
 e

t 
al

, 
20

15
）。

タ
イ

ミ
ン

グ
の

重
要

性
は

、
定

期
的

な
最

低
賃

金
の

調
整

や
、

プ
ロ

セ
ス

に
独

立
し

た
専

門
家

委
員

会
の

関
与

、
お

よ
び

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
政

治
サ

イ
ク

ル
に

強
く
関

連
し

て
い

る
状

況
の

回
避

に
対

し
て

さ
ら

な
る

議
論

を
提

供
す

る
。

（略
）

最
低

賃
金

引
上

げ
の

雇
用

へ
の

影
響

に
関

す
る

Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

の
記

述
②

（
E
m

pl
o
ym

e
n
t 

O
u
tl
o
o
k 

2
0
1
5
）

1
3

（資
料

出
所

）O
E
C

D
 E

m
pl

o
ym

en
t 

O
ut

lo
o
k 

20
1
5よ

り
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
仮

訳
を

作
成

。

○
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
の

報
告

書
で

は
、

最
低

賃
金

の
引

上
げ

が
雇

用
全

体
に

認
識

で
き

る
影

響
を

必
ず

し
も

与
え

な
い

場
合

、
そ

の
理

由
の

1つ
は

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
へ

の
対

応
と

し
て

、
使

用
者

は
、

雇
用

調
整

だ
け

で
な

く
、

諸
経

費
の

削
減

や
、

労
働

時
間

短
縮

、
よ

り
低

い
利

益
の

受
入

れ
、

価
格

転
嫁

、
生

産
性

の
向

上
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

た
め

で
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。
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完
全

失
業

率
と

最
低

賃
金

の
引

上
げ

率
の

推
移

1
4

○
こ

れ
ま

で
の

最
低

賃
金

の
引

上
げ

率
は

、
生

活
保

護
と

の
乖

離
解

消
分

を
除

き
、

結
果

と
し

て
、

完
全

失
業

率
の

水
準

の
変

動
と

逆
方

向
に

変
動

し
て

き
た

傾
向

が
見

ら
れ

る
（
完

全
失

業
率

の
低

い
年

ほ
ど

最
低

賃
金

を
大

き
く
引

き
上

げ
て

い
る

傾
向

が
見

ら
れ

る
）。

0
.0

0
.7

1
.4

2
.1

2
.8

3
.5

4
.2

4
.9

5
.6

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

5
.5

完
全
失
業
率
と
最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
の
推
移

（
％
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」

（
注
）
１
．
完
全
失
業
率
は
月
次
の
季
節
調
整
値
。

２
．
最
低
賃
金
額
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
全
国
加
重
平
均
で
あ
り
、
各
年
1
0月

よ
り
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

完
全
失
業
率
（
左
目
盛
）

最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
（
右
目
盛
）

点
線
部
分
は
生
活
保
護
と
の
乖
離

額
を
解
消
す
る
た
め
の
引
上
げ
分

を
除
い
た
場
合
の
目
安
額
か
ら
計

算
さ
れ
る
引
上
げ
率
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有
効

求
人

倍
率

と
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

1
5

○
こ

れ
ま

で
の

最
低

賃
金

の
引

上
げ

率
は

、
生

活
保

護
と

の
乖

離
解

消
分

を
除

き
、

結
果

と
し

て
、

有
効

求
人

倍
率

の
水

準
の

変
動

と
同

方
向

に
変

動
し

て
き

た
傾

向
が

見
ら

れ
る

（
有

効
求

人
倍

率
の

高
い

年
ほ

ど
最

低
賃

金
を

大
き

く
引

き
上

げ
て

い
る

傾
向

が
見

ら
れ

る
）

。

0
.0

0
.6

1
.2

1
.8

2
.4

3
.0

3
.6

4
.2

4
.8

5
.4

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

1
.2

1
.4

1
.6

1
.8

有
効
求
人
倍
率
と
最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
の
推
移

（
倍
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

（
注
）
１
．
有
効
求
人
倍
率
は
月
次
の
季
節
調
整
値
。

２
．
最
低
賃
金
額
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
全
国
加
重
平
均
で
あ
り
、
各
年

1
0月

よ
り
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

有
効
求
人
倍
率
（
左
目
盛
）

最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
（
右
目
盛
）

点
線
部
分
は
生
活
保
護
と
の
乖
離

額
を
解
消
す
る
た
め
の
引
上
げ
分

を
除
い
た
場
合
の
目
安
額
か
ら
計

算
さ
れ
る
引
上
げ
率
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都
道

府
県

別
完

全
失

業
率

と
最

低
賃

金
額

1
6

○
都

道
府

県
別

に
完

全
失

業
率

と
最

低
賃

金
額

を
み

る
と

、
ほ

と
ん

ど
相

関
は

み
ら

れ
な

い
（相

関
係

数
0.

1
0
）。

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

福
島

茨
城 栃
木

群
馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野 岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

7
50

8
00

8
50

9
00

9
50

1
00
0

1
05
0

都
道
府
県
別
完
全
失
業
率
と
最
低
賃
金
額

完 全 失 業 率 （ 令 和 元 年 、 単 位 ： ％ ）

最
低
賃
金
額
（
令
和
元
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
、
単
位
：
円
）

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」

（
注
）
１
．
都
道
府
県
別
完
全
失
業
率
は
モ
デ
ル
推
計
値
。

２
．
ラ
ン
ク
は
令
和
元
年
度
時
点
の
も
の
。

（
相
関
係
数
＝

0.
0
98
4）
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都
道

府
県

別
有

効
求

人
倍

率
と

最
低

賃
金

額

1
7

○
都

道
府

県
別

に
有

効
求

人
倍

率
と

最
低

賃
金

額
を

み
る

と
、

ほ
と

ん
ど

相
関

は
み

ら
れ

な
い

（
相

関
係

数
-
0.

0
7
）。

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

福
島

茨
城 栃
木

群
馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀 長
崎

熊
本 大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

1
.0
0

1
.2
0

1
.4
0

1
.6
0

1
.8
0

2
.0
0

2
.2
0

7
50

8
00

8
50

9
00

9
50

1
00
0

1
05
0

都
道
府
県
別
有
効
求
人
倍
率
と
最
低
賃
金
額

有 効 求 人 倍 率 （ 令 和 元 年 度 、 単 位 ： 倍 ）

最
低
賃
金
額
（
令
和
元
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
、
単
位
：
円
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

（
注
）
１
．
都
道
府
県
別
有
効
求
人
倍
率
は
、
就
業
地
別
の
も
の
。

２
．
ラ
ン
ク
は
令
和
元
年
度
時
点
の
も
の
。

（
相
関
係
数
＝

-0
.
07
2
8）
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1
8

最
低

賃
金

と
労

働
生

産
性

174



１
時

間
当

た
り

労
働

生
産

性
（
S
N

A
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額
の

推
移

1
9

○
1
9
9
0
年

代
は

労
働

生
産

性
と

最
低

賃
金

額
が

と
も

に
上

昇
し

て
い

た
が

、
2
01

0
年

代
は

最
低

賃
金

が
上

昇
し

た
の

に
比

し
て

労
働

生
産

性
は

あ
ま

り
上

昇
し

て
い

な
い

。

01
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

7
00

8
00

9
00

1
00
0

0

5
00

1
,0
00

1
,5
00

2
,0
00

2
,5
00

3
,0
00

3
,5
00

4
,0
00

4
,5
00

5
,0
00

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
と
最
低
賃
金
額
の
推
移

最
低
賃
金
額
（
右
目
盛
）

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
（
左
目
盛
）

（
円
）

（
円
）

（
資
料
出
所
）
公
益
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
「
生
産
性
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（

2
02
0年

1
0月

に
デ
ー
タ
取
得
）

（
注
）
最
低
賃
金
額
は
、
各
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
の
全
国
加
重
平
均
。
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主
な

産
業

の
１

時
間

当
た

り
労

働
生

産
性

（
S
N

A
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額
の

推
移

2
0

○
製

造
業

で
は

長
期

的
に

は
労

働
生

産
性

の
上

昇
が

み
ら

れ
る

が
、

サ
ー

ビ
ス

産
業

で
は

2
00

0
年

代
に

入
っ

て
以

降
横

ば
い

圏
内

で
推

移
し

て
い

る
。

02
00

4
00

6
00

8
00

1
,0
00

1
,2
00

0

1
,0
00

2
,0
00

3
,0
00

4
,0
00

5
,0
00

6
,0
00

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
と
最
低
賃
金
額
の
推
移

最
低
賃
金
額
（
右
目
盛
）

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
（
製
造
業
）
（
左
目
盛
）

（
円
）

（
円
）

（
資
料
出
所
）
公
益
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
「
生
産
性
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（

2
02
0年

1
0月

に
デ
ー
タ
取
得
）

（
注
）
１
．
最
低
賃
金
額
は
、
各
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
の
全
国
加
重
平
均
。

２
．
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
、
電
気
・
ガ
ス
･水

道
、
卸
売
・
小
売
業
、
運
輸
･郵

便
業
、
宿
泊
･飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
、
情
報
通
信
業
、
金
融
･保

険
業
、
専
門
･業

務
支
援
サ
ー
ビ
ス
業
、
教
育
、
保
健

衛
生
･社

会
事
業
、
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業
に
よ
り
構
成

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
（
サ
ー
ビ
ス
産
業
）
（
左
目
盛
）

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
（
産
業
計
）
（
左
目
盛
）

１
時
間
当
た
り
名
目
労
働
生
産
性
（
宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
）
（
左
目
盛
）
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企
業

規
模

別
１

人
当

た
り

労
働

生
産

性
（
法

人
企

業
統

計
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額
の

推
移

2
1

○
2
0
1
0
年

代
に

は
、

最
低

賃
金

の
上

昇
と

と
も

に
大

企
業

の
労

働
生

産
性

は
上

昇
傾

向
に

あ
る

が
、

中
小

企
業

の
労

働
生

産
性

は
横

ば
い

圏
内

で
推

移
し

て
い

る
。
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都
道

府
県

別
１

人
当

た
り

労
働

生
産

性
（
県

民
経

済
計

算
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額

2
2

○
県

民
経

済
計

算
に

よ
る

１
人

当
た

り
労

働
生

産
性

と
最

低
賃

金
額

を
比

べ
る

と
、

一
定

の
相

関
が

あ
る

（
相

関
係

数
0
.6

6）
。
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都
道

府
県

別
１

人
当

た
り

労
働

生
産

性
（
経

済
セ

ン
サ

ス
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額

2
3

○
経

済
セ

ン
サ

ス
に

よ
る

１
人

当
た

り
労

働
生

産
性

と
最

低
賃

金
額

を
比

べ
る

と
、

一
定

の
相

関
が

あ
る

（相
関

係
数

0.
7
6
）。
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都
道

府
県

別
中

小
企

業
の

１
人

当
た

り
労

働
生

産
性

（
経

済
セ

ン
サ

ス
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額

2
4

○
中

小
企

業
の

１
人

当
た

り
労

働
生

産
性

と
最

低
賃

金
額

を
比

べ
る

と
、

企
業

規
模

計
の

場
合

よ
り

や
や

相
関

が
高

く
な

っ
て

い
る

（相
関

係
数

0
.7

8
）
。
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都
道

府
県

別
小

規
模

企
業

の
１

人
当

た
り

労
働

生
産

性
（
経

済
セ

ン
サ

ス
ベ

ー
ス

）
と

最
低

賃
金

額

2
5

○
小

規
模

企
業

の
１

人
当

た
り

労
働

生
産

性
と

最
低

賃
金

額
を

比
べ

る
と

、
中

小
企

業
全

体
の

場
合

よ
り

さ
ら

に
相

関
が

高
く
な

っ
て

い
る

（
相

関
係

数
0
.8

2）
。
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最
低

賃
金

と
地

域
間

格
差

・
地

域
間

移
動

2
6
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1
0

4
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0
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1
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0

9

1
2

1

1
3

9

1
6

2

1
7

9

1
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0
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1
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8
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7
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7
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7
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7
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7
6

.6
 

7
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7
7
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7
8
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7
8
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05
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

7
0

7
2

7
4

7
6

7
8

8
0

8
2

8
4

8
6

8
8

H
1

4
H

1
5

H
1

6
H

1
7

H
1

8
H

1
9

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

H
3

0
R

0
1

R
0

2

最
高

額
ー

最
低

額
（
円

）
最

低
額

/
最

高
額

（
％

）

地
域

別
最

低
賃

金
額

の
最

高
額

と
最

低
額

の
格

差
の

推
移

(％
)

(円
) 2

7

○
地

域
別

最
低

賃
金

額
の

「最
高

額
ー

最
低

額
」は

、
増

加
傾

向
に

あ
っ

た
が

、
令

和
元

年
度

は
１

円
、

令
和

２
年

度
は

２
円

減
少

し
て

い
る

。
○

地
域

別
最

低
賃

金
額

の
「最

低
額

／
最

高
額

」は
、

減
少

傾
向

に
あ

っ
た

が
、

平
成

2
6年

度
以

降
は

増
加

傾
向

に
あ

る
。

最
低

賃
金

法
改

正
法

施
行

生
活

保
護

と
の

乖
離

解
消

（
年

度
）
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9
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9
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9
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.0
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0
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8

8
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8
9

.4
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0
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8
9

.0
8

8
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8
9
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8

9
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8
7
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8
8

.3
8

8
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8
7

.8

8
5

.4

8
6

.5
8

6
.1

8
5

.9
8

6
.4

8
5

.4
8

5
.6

8
2

.4
8

1
.5

8
2

.6
8

2
.0

8
2

.6

8
1

.1

8
2

.4
8

1
.7

8
3

.0

8
1

.4

8
3

.3

8
1

.4
8

2
.3

8
3

.2

8
4

.7
8

4
.4

8
2

.6

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

9
5

1
0

0

1
0

5

1
1

0

東 京 都

神 奈 川 県

大 阪 府

埼 玉 県

愛 知 県

千 葉 県

京 都 府

兵 庫 県

静 岡 県

三 重 県

広 島 県

滋 賀 県

北 海 道

栃 木 県

岐 阜 県

茨 城 県

富 山 県

長 野 県

福 岡 県

山 梨 県

奈 良 県

群 馬 県

岡 山 県

石 川 県

新 潟 県

和 歌 山 県

福 井 県

山 口 県

宮 城 県

香 川 県

福 島 県

徳 島 県

青 森 県

岩 手 県

秋 田 県

山 形 県

鳥 取 県

島 根 県

愛 媛 県

高 知 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

都
道
府
県
別
の
最
低
賃
金
額
と
消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
の
水
準

消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
（
全
国
平
均
＝

1
0

0
）

地
域
別
最
低
賃
金
額
の
水
準
（
東
京
都
＝

1
0

0
）

地
域
別
最
低
賃
金
額
／
消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
の
水
準

(神
奈
川
県
＝

1
0

0
)

都
道

府
県

別
の

最
低

賃
金

額
と

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

の
水

準

2
8

○
令

和
元

年
の

「
地

域
別

最
低

賃
金

」の
最

高
額

（東
京

都
）に

対
す

る
最

低
額

（1
5
県

）
の

割
合

は
7
8.

0％
と

な
っ

て
い

る
。

一
方

、
物

価
の

地
域

差
を

考
慮

す
る

と
、

同
年

の
「地

域
別

最
低

賃
金

／
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
」の

最
高

値
（神

奈
川

県
）に

占
め

る
最

低
値

（山
形

県
）

の
割

合
は

8
1
.1

％
と

な
っ

て
お

り
、

地
域

間
格

差
は

相
対

的
に

小
さ

く
な

る
が

、
な

お
存

在
し

て
い

る
。

（
資

料
出

所
）
「
小

売
物

価
統

計
調

査
（
構

造
編

）
－

2
0
19

年
（令

和
元

年
）
結

果
－

」を
も

と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

。

地
域
別
最
低
賃
金
額
の
水
準
（
東
京
都
＝

1
00
）

「
地
域
別
最
低
賃
金
額
／
消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
」
の
水
準
（
神
奈
川
県
＝

1
00
）

消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
（
全
国
平
均
＝

1
00
）
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2
9

都
道

府
県

別
の

賃
金

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
額

の
割

合

○
都

道
府

県
別

の
「
賃

金
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

額
の

割
合

」を
比

較
す

る
と

、
最

低
値

は
東

京
都

の
52

.9
％

、
最

高
値

は
埼

玉
県

の
6
5
.5

％
と

な
る

。

52
.9

62
.7

60
.5

65
.5

58
.9

63
.7

61
.
5

60
.1

61
.6

58
.5

57
.9

60
.
3
61
.1

58
.7

6
0.

8

57
.4

59
.1

59
.1

59
.3

58
.0

60
.3

56
.7

56
.5

57
.6

61
.2

60
.4

61
.7

58
.9

58
.1

59
.6

57
.4

57
.5

58
.5

60
.2

61
.3

65
.3

62
.2

63
.5

61
.2

59
.6

61
.5

64
.4

62
.4

59
.5

63
.7

63
.4

62
.9

10
0.
0
99
.8

95
.0

91
.2

91
.2

90
.9

89
.5

88
.4

87
.1

85
.9

85
.7

85
.2

84
.8

83
.9

83
.8

83
.5

83
.4

83
.4

82
.6

82
.3

82
.2

82
.1

81
.9

81
.8

81
.5

81
.5

81
.5

81
.4

81
.0

80
.4

78
.4

77
.8

77
.6

77
.6

77
.5

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.3

6
0.
0

6
7.
5

7
5.
0

8
2.
5

9
0.
0

9
7.
5

1
05
.0

4
0.
0

4
5.
0

5
0.
0

5
5.
0

6
0.
0

6
5.
0

7
0.
0

東 京

神 奈 川

大 阪

埼 玉

愛 知

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

三 重

広 島

滋 賀

北 海 道

栃 木

岐 阜

茨 城

富 山

長 野

福 岡

奈 良

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

新 潟

福 井

和 歌 山

山 口

宮 城

香 川

福 島

徳 島

島 根

愛 媛

山 形

青 森

岩 手

秋 田

鳥 取

高 知

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

沖 縄

鹿 児 島

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
の
中
央
値
に
占
め
る
最
低
賃
金
額
の
割
合
（
都
道
府
県
別
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が
10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
令
和
元
年
６
月
所
定
内
給
与
額
を
同
年
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
最
低
賃
金
額
は
、
平
成

3
0年

の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
。

地
域
別
最
低
賃
金
額
／
賃
金
中
央
値
（
％
）

（
左
目
盛
）

（
東
京
都
＝
1
00
）

（
参
考
）
地
域
別
最
低
賃
金
の
水
準
（
東
京
都
＝

10
0、

右
目
盛
）
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3
0

都
道

府
県

別
の

短
時

間
労

働
者

の
賃

金
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

額
の

割
合

○
都

道
府

県
別

の
「
短

時
間

労
働

者
の

賃
金

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
額

の
割

合
」を

比
較

す
る

と
、

最
低

値
は

徳
島

県
の

79
.4

％
、

最
高

値
は

大
阪

府
の

8
9
.1

％
と

な
る

。

83
.
7

88
.1

8
9.

1
88

.6

87
.2

85
.1

85
.2

8
5.
6

86
.0

86
.7

84
.
4

86
.
4

8
8.
1

85
.5

8
3
.9

83
.4

83
.6

82
.1

85
.0

82
.4

82
.6

83
.0

82
.7

81
.8

85
.3

81
.9

84
.0

85
.3

85
.6

81
.7

83
.0

79
.4

82
.2

81
.5

85
.5

87
.9

85
.0

87
.2

81
.5

83
.6

82
.8

83
.7

83
.5

84
.7

84
.7

84
.1

87
.7

10
0.
0
99
.8

95
.0

91
.2

91
.2

90
.9

89
.5

88
.4

87
.1

85
.9

85
.7

85
.2

84
.8

83
.9

83
.8

83
.5

83
.4

83
.4

82
.6

82
.3

82
.2

82
.1

81
.9

81
.8

81
.5

81
.5

81
.5

81
.4

81
.0

80
.4

78
.4

77
.8

77
.6

77
.6

77
.5

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.4

77
.3

6
0.
0

6
5.
0

7
0.
0

7
5.
0

8
0.
0

8
5.
0

9
0.
0

9
5.
0

1
00
.0

1
05
.0

6
0.
0

6
5.
0

7
0.
0

7
5.
0

8
0.
0

8
5.
0

9
0.
0

9
5.
0

1
00
.0

1
05
.0

東 京

神 奈 川

大 阪

埼 玉

愛 知

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

三 重

広 島

滋 賀

北 海 道

栃 木

岐 阜

茨 城

富 山

長 野

福 岡

奈 良

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

新 潟

福 井

和 歌 山

山 口

宮 城

香 川

福 島

徳 島

島 根

愛 媛

山 形

青 森

岩 手

秋 田

鳥 取

高 知

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

沖 縄

鹿 児 島

短
時
間
労
働
者
の
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
の
中
央
値
に
占
め
る
最
低
賃
金
額
の
割
合
（
都
道
府
県
別
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
令
和
元
年
６
月
所
定
内
給
与
額
を
同
年
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
最
低
賃
金
額
は
、
平
成
30
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
。

地
域
別
最
低
賃
金
額
／
短
時
間
労
働
者
の
賃
金
中
央
値
（
％
）

（
左
目
盛
）

（
東
京
都
＝
1
00
）

（
参
考
）
地
域
別
最
低
賃
金
の
水
準
（
東
京
都
＝

10
0、

右
目
盛
）
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6
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1
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6
.1

 

1
0

.5
 

1
0

.4
 

5
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0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

1
0
歳
代

（
N

=
1
,3

8
0
)

2
0
歳
代

(N
=

3
,1

5
9
)

3
0
歳
代

(N
=

1
,6

1
8
)

4
0
歳
代

(N
=

6
1
8
)

5
0
歳
代

(N
=

8
5
)

入
学
・進
学

就
職

転
職
・独
立
・起
業

会
社
の
都
合

家
業
の
継
承

退
職

住
宅
事
情

生
活
環
境
上
の
理
由

通
勤
・通
学
の
便

家
族
と
の
同
居
・近
居

家
族
の
移
動
に
伴
っ
て

家
族
の
介
護

出
産
・子
育
て

結
婚
・離
婚

自
分
の
健
康
上
の
理
由

そ
の
他

図
東
京
圏
へ
の
移
動
理
由

※
地
方
出
身
の
東
京
圏
居
住
者
・

い
ち
ば
ん
最
近
東
京
圏
に
引
っ
越
し
た
理
由

図
年
齢
別
東
京
圏
へ
の
転
出
数

※
平
成

2
5
年

東
京
圏
の
市
町
村
を
除
く
集
計

○
東

京
圏

へ
の

転
出

は
1
5
-
2
9
歳

の
若

年
層

が
全

体
の

約
５

割
を

占
め

て
い

る
。

○
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

に
よ

る
と

、
東

京
圏

へ
の

移
動

理
由

は
年

齢
に

よ
っ

て
異

な
る

。
1
0
歳

代
～

2
0
歳

代
は

進
学

や
就

職
、

3
0
歳

代
以

降
は

仕
事

（
※

１
）
や

家
族

（
※

２
）
に

関
連

し
た

移
動

が
多

い
。

（※
１

）
転

職
・独

立
・企

業
や

会
社

の
都

合
等

（※
２

）家
族

の
移

動
に

伴
っ

て
、

家
族

の
介

護
、

出
産

・子
育

て
等

若
年
層
の
東
京
圏
へ
の
移
動
理
由

出
所
：
「
大
都
市
圏
へ
の
移
動
等
に
関
す
る
背
景
調
査
」
（
平
成
2
7
年
９
月
）

3
1

第
１

期
「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

総
合

戦
略

」
に

関
す

る
検

証
会

（
第

１
回

）
資

料
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雇
用

形
態

別
・
過

去
５

年
間

の
移

動
者

の
移

動
理

由
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2
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2
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4
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1
8
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1
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6
6

.6

6
6

.6

4
0

.3

1
6

.3

1
2

.7
1

7
.8

6
2

.3

2
2

.9

2
3

.9

4
0

.9

4
.9

8
.8

6
.2

9
.8

6
.4

8
.7

9
.6

1
0

.7
7

.9
4

.7
6

.4
1

2
.4

1
4

.8

2
.3

1
0

.1
4

.5
1

3
.1

8
.3

2
2

.6

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

入 学 ・ 進 学

就 職
転 職

転 勤
家 業 継 承

定 年 退 職

住 宅 事 情

生 活 環 境 上 の 理 由

通 勤 通 学 の 便

親 と 同 居

親 と 近 居

子 と 同 居

子 と 近 居

家 族 の 移 動 に 伴 っ て

結 婚
離 婚

子 育 て 環 境 上 の 理 由

健 康 上 の 理 由

そ の 他

不 詳

現
在
の
仕
事
の
従
業
上
の
地
位
別
・
過
去
５
年
間
の
移
動
者
の
移
動
理
由

正
規
職
員

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

派
遣
・
嘱
託
・
契
約
社
員

自
営
・
家
族
従
業
者
・
内
職

会
社
な
ど
の
役
員

無
職

不
詳

○
雇

用
形

態
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率
を

見
る

と
、

非
正

規
労

働
者

が
高

く
、

影
響

労
働

者
の

構
成

比
で

見
て

も
９

割
程

度
と

な
っ

て
い

る
。

○
過

去
５

年
間

の
移

動
者

の
雇

用
形

態
別

の
移

動
理

由
を

見
る

と
、

「就
職

」「
転

職
」「

転
勤

」を
理

由
と

す
る

移
動

に
つ

い
て

は
、

「パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
」
「
派

遣
・
嘱

託
・契

約
社

員
」の

割
合

は
併

せ
て

５
～

17
％

程
度

と
な

っ
て

お
り

、
「正

規
職

員
」（

60
～

80
％

程
度

）と
比

較
す

る
と

、
顕

著
に

低
い

割
合

と
な

っ
て

い
る

。

（
資
料
出
所
）
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
第
８
回
人
口
移
動
調
査
」
（
平
成

2
8
年
）

3
2

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
（
令
和
元
年
）
の
調
査
票
情
報
を

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

1
0
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人

で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
影
響
率
と
は
、
令
和
元
年
の
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
同
年

1
0
月

よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
労
働
者
の
割
合
を
い
い
、
影
響
労
働
者
と
は

当
該
労
働
者
を
い
う
。

３
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
の
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実

労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精

皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

４
．
上
記
は
常
用
労
働
者
（
無
期
又
は
１
ヶ
月
以
上
の
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
労

働
者
）
の
み
で
あ
り
、
臨
時
労
働
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

1
.0

%

1
2

.6
%

0
%

5
%

1
0

%

1
5

%

正
社
員
・
正
職
員

正
社
員
・
正
職
員
以
外

最
低
賃
金
の
影
響
率
（
雇
用
形
態
別
）

1
1

.7
%

8
8

.3
%

0
%

5
0

%

1
0

0
%

正
社
員
・
正
職
員

正
社
員
・
正
職
員
以
外

最
低
賃
金
の
影
響
労
働
者
の
構
成
比

（
雇
用
形
態
別
）
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1
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1
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7
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9
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6
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4
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8
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3
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0
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0
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0
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4
.3

9
.9

0
.0

7
.3
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3

.0

1
.2

7
.5

7
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8
.7

1
1

.3
8

.8
6

.5
7

.5
4

.2
6

.9
4

.5
1

0
.9

1
5

.9

2
.9

7
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1
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5

.7

2
6
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8
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.0

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

入 学 ・ 進 学

就 職
転 職

転 勤
家 業 継 承

定 年 退 職

住 宅 事 情

生 活 環 境 上 の 理 由

通 勤 通 学 の 便

親 と 同 居

親 と 近 居

子 と 同 居

子 と 近 居

家 族 の 移 動 に 伴 っ て

結 婚
離 婚

子 育 て 環 境 上 の 理 由

健 康 上 の 理 由

そ の 他

不 詳

卒
業
教
育
施
設
等
別
・
過
去
５
年
間
の
移
動
者
の
移
動
理
由

小
学
校
・
中
学
校
な
ど

高
校
な
ど

専
修
学
校
（
高
卒
後
）
な
ど

短
大
・
高
専
な
ど

大
学
・
大
学
院
な
ど

在
学
中

未
就
学

不
詳

学
歴

別
・
過

去
５

年
間

の
移

動
者

の
移

動
理

由

○
一

般
（
フ

ル
タ

イ
ム

）労
働

者
の

学
歴

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

を
見

る
と

、
「
中

学
卒

」「
高

校
卒

」
の

影
響

率
が

高
く
、

影
響

労
働

者
の

構
成

比
で

み
る

と
、

併
せ

て
８

割
弱

と
な

っ
て

い
る

。
○

一
方

、
過

去
５

年
間

の
移

動
者

の
学

歴
等

別
の

移
動

理
由

を
見

る
と

、
「就

職
」
「転

職
」
「転

勤
」
を

理
由

と
す

る
移

動
に

つ
い

て
は

、
「中

学
卒

」
「
高

校
卒

」の
者

は
併

せ
て

1
5～

25
％

と
な

っ
て

お
り

、
「大

学
・
大

学
院

卒
」
（
45

～
6
5％

）と
比

較
し

て
顕

著
に

低
く
な

っ
て

い
る

。

（
資
料
出
所
）
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
第
８
回
人
口
移
動
調
査
」
（
平
成

2
8
年
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
（
令
和
元
年
）
の
調
査
票
情
報
を

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

1
0
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人

で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
影
響
率
と
は
、
令
和
元
年
の
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
同
年

1
0
月

よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
労
働
者
の
割
合
を
い
い
、
影
響
労
働
者
と
は

当
該
労
働
者
を
い
う
。

３
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
の
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実

労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精

皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

４
．
令
和
元
年
の
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
短
時
間
労
働
者
や
臨
時
労
働
者
の

学
歴
は
調
査
し
て
お
ら
ず
、
上
記
は
一
般
労
働
者
の
み
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

4
.7

%

2
.2

%

0
.8

%
0

.4
%

0
%

2
%

4
%

6
%

中
学
卒

高
校
卒

高
専
・
短
大
卒

大
学
・
大
学
院
卒

最
低
賃
金
の
影
響
率
（
学
歴
別
）

9
.9

%

6
8

.4
%

1
1

.3
%

1
0

.4
%

0
%

2
0

%

4
0

%

6
0

%

8
0

%

中
学
卒

高
校
卒

高
専
・
短
大
卒

大
学
・
大
学
院
卒

影
響
労
働
者
の
構
成
比
（
学
歴
別
）
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3
4

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

都
道

府
県

間
移

動
の

状
況

○
過

去
３

年
間

に
他

の
都

道
府

県
か

ら
転

居
し

た
者

の
割

合
を

見
る

と
、

最
賃

近
傍

雇
用

者
よ

り
そ

れ
以

外
の

雇
用

者
の

方
が

高
く
、

転
居

理
由

は
、

「
仕

事
に

つ
く
た

め
」の

他
、

最
賃

近
傍

雇
用

者
で

は
「
通

学
の

た
め

」
、

そ
れ

以
外

の
雇

用
者

で
は

「転
勤

の
た

め
」
が

多
く
な

っ
て

い
る

。
○

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

年
齢

構
成

が
仕

事
に

つ
く
た

め
に

転
居

す
る

割
合

が
高

い
若

年
層

に
偏

っ
て

い
る

可
能

性
も

あ
る

た
め

、
仕

事
に

つ
く
た

め
に

他
の

都
道

府
県

か
ら

転
居

し
た

者
の

割
合

を
年

齢
階

級
別

に
見

る
と

、
最

賃
近

傍
雇

用
者

に
お

け
る

割
合

は
そ

れ
以

外
の

雇
用

者
の

概
ね

半
分

程
度

と
な

っ
て

い
る

。

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「
平
成

2
9年

就
業
構
造
基
本
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」
は
、
年
間
の
個
人
所
得
／
5
0週

／
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
×
1
.1
で
あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、
個
人
所
得
と
週
の

労
働
時
間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
個
人
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階
級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
個
人
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（
役
員
を
除
く
）
の
み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年
間
の
就
業
日
数
が

2
00
日
未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い
雇
用
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

３
．
「
過
去
３
年
間
に
他
の
都
道
府
県
か
ら
転
居
し
た
者
」
は
、
平
成

2
7年

１
月
以
降
に
調
査
日
時
点
（
平
成

2
9年

1
0月

１
日
）
の
居
住
地
に
他
の
都
道
府
県
か
ら
転
居
し
た
者
。

仕
事
に
つ
く
た
め

, 

1
.0
7
%

仕
事
に
つ
く
た
め

, 

1
.6
7
%

仕
事
を
や
め
た
た
め

, 

0
.1
1
%

仕
事
を
や
め
た
た
め

, 

0
.0
9
%

転
勤
の
た
め

, 
0
.2
2
%

転
勤
の
た
め

, 
2
.0
5
%

そ
の
他
の
本
人
の
仕

事
の
都
合

, 
0.
1
0%

そ
の
他
の
本
人
の
仕

事
の
都
合
, 
0.
3
1%

家
族
の
仕
事
の
都
合
, 

0
.3
4
%

家
族
の
仕
事
の
都
合

, 

0
.1
9
%

通
学
の
た
め

, 

0
.8
2
%

通
学
の
た
め

, 

0
.2
0
%

結
婚
の
た
め

, 
0
.3
0
%

結
婚
の
た
め

, 
0
.4
8
%

子
供
の
養
育
・
教
育

の
た
め

, 
0.
09
%

子
供
の
養
育
・
教
育

の
た
め

, 
0.
16
%

介
護
･看

護
の
た
め
, 

0
.0
4
%

介
護
･看

護
の
た
め
, 

0
.0
4
%

そ
の
他
, 
0.
52
%

そ
の
他

, 
0.
50
%

3
.6
3%

5
.7
0%

0
.0
0%

1
.0
0%

2
.0
0%

3
.0
0%

4
.0
0%

5
.0
0%

6
.0
0%

最
賃

近
傍

雇
用

者
最
賃
近
傍
雇
用
者

以
外
の
雇
用
者

転
居
理
由
別
雇
用
者
に
占
め
る
過
去
３
年
間
に

他
の
都
道
府
県
か
ら
転
居
し
た
者
の
割
合

2
.4
2
%

4
.8
9
%

2
.2
1
%

1
.1
5
%

0
.5
8
%

0
.2
4
%

0
.3
9
%

0
.1
2
%

0
.1
1
%

5
.3
1
%

1
0.
5
0%

5
.1
0
%

1
.8
2
%

0
.8
5
%

0
.5
2
%

0
.3
8
%

0
.3
1
%

0
.2
3
%

0
.0
0%

2
.0
0%

4
.0
0%

6
.0
0%

8
.0
0%

1
0.
00
%

1
2.
00
%

年
齢
階
級
別
雇
用
者
に
占
め
る
過
去
３
年
間
に
仕
事
に
つ
く

た
め
に
他
の
都
道
府
県
間
か
ら
転
居
し
た
者
の
割
合

最
賃
近
傍
雇
用
者

最
賃
近
傍
雇
用
者

以
外
の
雇
用
者
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最
低

賃
金

と
賃

金
・消

費

3
5

191



都
道

府
県

別
常

用
労

働
者

の
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

の
特

性
値

と
最

低
賃

金
額

3
6

○
都

道
府

県
別

に
常

用
労

働
者

の
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

の
特

性
値

と
最

低
賃

金
額

を
比

較
す

る
と

、
概

ね
連

動
し

て
お

り
、

一
部

の
都

道
府

県
で

は
、

第
１

二
十

分
位

数
の

水
準

と
最

低
賃

金
額

の
水

準
の

差
が

小
さ

い
。
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時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

額
と

最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

（常
用

労
働

者
）

3
7

○
常

用
労

働
者

の
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

と
最

低
賃

金
額

の
差

の
分

布
を

み
る

と
、

2
01

9
年

で
は

20
09

年
と

比
べ

て
最

低
賃

金
に

近
い

賃
金

水
準

の
労

働
者

の
割

合
が

高
く
な

っ
て

い
る

。

0
.0
0

0
.1
0

0
.2
0

0
.3
0

0
.4
0

0
.5
0

0
.6
0

0
.7
0

0
.8
0

0
.9
0

1
.0
0

-300
-250
-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
の
差
の
分
布
（
常
用
労
働
者
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
算
出
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
常
用
労
働
者
の
数
値
。

２
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
上
記
２
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
、
そ
の
前
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
の
５
円
単
位
の
分
布
。

2
01
9年

2
00
9年

（
円
）
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時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

額
と

最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

（一
般

労
働

者
）

3
8

○
一

般
労

働
者

（
フ

ル
タ

イ
ム

）の
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

と
最

低
賃

金
額

の
差

の
分

布
を

み
る

と
、

分
布

の
ピ

ー
ク

は
最

低
賃

金
額

＋
4
0
0
～

6
00

円
の

水
準

に
あ

る
が

、
20

19
年

で
は

20
0
9年

と
比

べ
て

賃
金

額
が

最
低

賃
金

に
張

り
付

い
て

い
る

労
働

者
が

増
え

て
い

る
。

0
.0
0

0
.0
5

0
.1
0

0
.1
5

0
.2
0

0
.2
5

0
.3
0

0
.3
5

0
.4
0

0
.4
5

0
.5
0

-300
-250
-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
の
差
の
分
布
（
一
般
労
働
者
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
算
出
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
常
用
労
働
者
の
数
値
。

２
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
上
記
２
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
、
そ
の
前
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
の
５
円
単
位
の
分
布
。

2
01
9年

2
00
9年

（
円
）
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時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

額
と

最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

（短
時

間
労

働
者

）

3
9

○
短

時
間

労
働

者
の

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

額
と

最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

を
み

る
と

、
20

09
年

は
分

布
の

ピ
ー

ク
は

最
低

賃
金

額
＋

1
0
0
～

2
00

円
の

水
準

に
あ

っ
た

が
、

20
19

年
で

は
分

布
が

最
低

賃
金

に
張

り
付

い
て

い
る

。

0
.0
0

0
.5
0

1
.0
0

1
.5
0

2
.0
0

2
.5
0

3
.0
0

-300
-250
-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
の
差
の
分
布
（
短
時
間
労
働
者
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
算
出
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が
10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
常
用
労
働
者
の
数
値
。

２
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
上
記
２
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
、
そ
の
前
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
の
５
円
単
位
の
分
布
。

2
01
9年

2
00
9年

（
円
）
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産
業

別
の

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

額
と

最
低

賃
金

額
の

差
の

分
布

○
産

業
別

の
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

と
最

低
賃

金
額

の
差

の
分

布
を

み
る

と
、

宿
泊

業
・飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

で
は

、
最

低
賃

金
に

近
い

賃
金

水
準

の
労

働
者

の
割

合
が

高
く
な

っ
て

い
る

。

0
.0
0

0
.2
0

0
.4
0

0
.6
0

0
.8
0

1
.0
0

1
.2
0

1
.4
0

1
.6
0

1
.8
0

2
.0
0

-300
-250
-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
の
差
の
分
布
（
令
和
元
年
、
産
業
別
）

産
業
計

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

（
％
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
算
出
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
常
用
労
働
者
の
数
値
。

２
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
令
和
元
年
６
月
所
定
内
給
与
額
を
令
和
元
年
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
上
記
２
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
、
平
成

30
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
の
５
円
単
位
の
分
布
。

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
計

（
円
）

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

,娯
楽
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

4
0

196



高
校

新
規

学
卒

者
の

初
任

給
額

と
最

低
賃

金
額

の
推

移

4
1

○
高

卒
者

の
初

任
給

額
の

推
移

を
み

る
と

、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
と

と
も

に
、

近
年

は
上

昇
傾

向
に

あ
る

。
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都
道

府
県

別
高

校
新

規
学

卒
者

の
初

任
給

額
と

最
低

賃
金

額

4
2

○
都

道
府

県
別

に
高

卒
者

初
任

給
額

と
最

低
賃

金
額

の
関

係
を

み
る

と
、

一
定

の
相

関
が

あ
る

（相
関

係
数

0.
8
2
）。
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最
低

賃
金

と
貧

困

4
3
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【最
低
賃
金
】

【生
活
保
護
】

最
低
賃
金
額
で
働
い
た
と
き
の
手
取
額

若
年
単
身
世
帯
の
生
活
保
護

食
費
等
の
個
人
単
位
で
消
費
す
る

生
活
費
（
年
齢
ご
と
）

光
熱
水
費
等
の
世
帯
単
位
で
消
費
す
る
生
活

費
（
世
帯
人
員
ご
と
）

冬
季
加
算
（
※
）
を
含
む

ア
パ
ー
ト
等
の
家
賃

※
１
か
月
あ
た
り
の
平
均
額

最 低 賃 金 額 で 法 定 労 働 時 間(※) 働 い た と き の 賃 金 総 額

実 績 値

（
生
活
扶
助
基
準
の
第
１
類
費
）

（
生
活
扶
助
基
準
の
第
２
類
費
）

年
末
に
増
加
す
る
食
費
等
（
世
帯
人
員
ご
と
）

（
生
活
扶
助
基
準
の
期
末
一
時
扶
助
（
※
）
）

（
住
宅
扶
助
）

都 道 府 県 内 の 人 口 に よ る 加 重 平 均
※
週
４
０
時
間
÷
７
日
×
３
６
５
日
÷
１
２
か
月

＝
１
７
３
．
８
時
間

賃
金
総
額
×
可
処
分
所
得
割
合

◎
可
処
分
所
得
割
合
は
、
最
低
賃
金
が
最

も
低
い
県
に
お
い
て
、
給
与
か
ら
控
除
さ

れ
る
税
・社
会
保
険
料
を
機
械
的
に
計
算

し
て
い
る
。

（
R

2
年
度
の
審
議
で
は
、
0
.8

1
8
を
使
用
）

税
金
（
所
得
税
・
住
民
税
）

社
会
保
険
料
（
年
金
、
健
保
、
雇
用
保
険
）

◎
社
会
保
険
料
は
本
人
負
担
分

（
注
）
高
卒
後
働
い
て
す
ぐ
の
年
齢
を
想
定

比
較

最
低

賃
金

と
生

活
保

護
の

比
較

に
つ

い
て

○
地

域
別

最
低

賃
金

は
都

道
府

県
単

位
で

あ
る

の
に

対
し

、
生

活
保

護
は

所
在

地
、

年
齢

及
び

世
帯

の
構

成
等

の
事

情
に

よ
り

基
準

額
が

異
な

る
ほ

か
、

住
宅

扶
助

等
の

各
種

扶
助

が
あ

る
。

ま
た

、
地

域
別

最
低

賃
金

額
は

時
間

額
で

あ
る

の
に

対
し

、
生

活
保

護
は

月
額

で
決

定
さ

れ
る

。
こ

の
た

め
単

純
な

比
較

は
困

難
。

平
成

20
年

度
の

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
で

、
比

較
方

法
を

整
理

し
、

以
下

の
前

提
で

比
較

を
行

っ
て

い
る

。

・
最

低
賃

金
の

水
準

＝
地

域
別

最
低

賃
金

額
×

１
７

３
．

８
（１

箇
月

の
労

働
時

間
）×

０
．

８
１

８
（
可

処
分

所
得

比
率

）
・

生
活

保
護

の
水

準
＝

生
活

扶
助

基
準

（１
類

費
＋

２
類

費
＋

期
末

一
時

扶
助

費
）
人

口
加

重
平

均
＋

住
宅

扶
助

実
績

値

4
4
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最
低

賃
金

と
生

活
保

護
の

乖
離

の
計

画
的

な
解

消
状

況
に

つ
い

て

時
点
（
平
成
）

乖
離
が
あ
る

地
域
の
数

乖
離
が
あ
る
都
道
府
県
名

(下
段
は
乖
離
額

)

２
０
年

引
上
げ
前

１
２

北
海
道

青
森

宮
城

秋
田

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

5
3

1
1

2
0

9
4
1

1
6

8
0

8
9

3
3

3
4

2
2

2
2

引
上
げ
後

９
北
海
道

宮
城

埼
玉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

4
0

6
2
1

5
3

5
9

1
6

1
7

7
8

２
１
年

引
上
げ
前

１
２

北
海
道

青
森

宮
城

秋
田

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

4
7

9
2
0

3
2
3

5
6
0

6
6

2
3

2
6

1
6

1
6

引
上
げ
後

１
０

北
海
道

青
森 6

宮
城

埼
玉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

3
6

1
1

1
0

3
5

4
3

1
1

1
2

7
7

２
２
年

引
上
げ
前

１
２

北
海
道

青
森

宮
城

秋
田

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

3
9

6
1
4

5
1
4

5
4
0

4
7

2
0

1
7

1
3

1
3

引
上
げ
後

５
北
海
道

宮
城

東
京

神
奈
川

広
島

2
6

2
1
0

1
8

1

２
３
年

引
上
げ
前

９
北
海
道

宮
城

埼
玉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

3
1

8
9

1
6

2
3

1
7

3
6

引
上
げ
後

３
北
海
道

宮
城

神
奈
川

1
7

7
5

２
４
年

引
上
げ
前

１
１

北
海
道

青
森

宮
城

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

3
0

5
1
9

1
2

6
2
0

1
8

8
1
5

1
0

1
2

引
上
げ
後

６
北
海
道

宮
城

東
京

神
奈
川

大
阪

広
島

1
6

9
7

5
1

3

２
５
年

引
上
げ
前

１
１

北
海
道

青
森

宮
城

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

京
都

大
阪

兵
庫

広
島

2
2

2
9

6
1

1
3

9
3

8
4

1
1

引
上
げ
後

１
北
海
道 7

２
６
年

引
上
げ
前

５
北
海
道

宮
城

東
京

兵
庫

広
島

1
1

1
1

1
4

引
上
げ
後

０

２
７
年

引
上
げ
前

０

引
上
げ
後

０

4
5
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生
活

保
護

と
最

低
賃

金
の

比
較

4
6

○
生

活
保

護
と

最
低

賃
金

を
比

較
す

る
と

、
全

て
の

都
道

府
県

で
最

低
賃

金
が

生
活

保
護

を
上

回
っ

て
い

る
。

8
0,

0
00

9
0,

0
00

1
00

,0
0
0

1
10

,0
0
0

1
20

,0
0
0

1
30

,0
0
0

1
40

,0
0
0

1
50

,0
0
0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知

埼 玉
千 葉

京 都
兵 庫

静 岡
滋 賀

茨 城
栃 木

広 島
長 野

富 山
三 重

山 梨
群 馬

岡 山
石 川

香 川
奈 良

宮 城
福 岡

山 口
岐 阜

福 井
和 歌 山

北 海 道

新 潟
徳 島

福 島
大 分

山 形
愛 媛

島 根
鳥 取

熊 本
長 崎

高 知
岩 手

鹿 児 島

佐 賀
青 森

秋 田
宮 崎

沖 縄

生
活

保
護

（
生

活
扶

助
基

準
（
１

類
費

＋
２

類
費

＋
期

末
一

時
扶

助
費

）
＋

住
宅

扶
助

）
と

最
低

賃
金

生
活

扶
助

基
準

（
１

類
費

＋
２

類
費

＋
期

末
一

時
扶

助
費

）
人

口
加

重
平

均
＋

住
宅

扶
助

実
績

値

最
低

賃
金

額
×

１
７

３
．

８
×

０
．

８
１

８

注
１

）
生

活
扶

助
基

準
（
１

類
費

＋
２

類
費

＋
期

末
一

時
扶

助
費

）
は

１
８

～
１

９
歳

単
身

の
も

の
で

あ
る

。

注
２

）
生

活
扶

助
基

準
は

冬
季

加
算

を
含

め
て

算
出

。
注

３
）
生

活
保

護
の

デ
ー

タ
は

平
成

３
０

年
度

、
最

低
賃

金
の

デ
ー

タ
は

令
和

元
年

度
の

も
の

。

注
４

）
０

．
８

１
８

は
時

間
額

７
６

１
円

で
月

１
７

３
．

８
時

間
働

い
た

場
合

の
平

成
３

０
年

度
の

税
・
社

会
保

険
料

を
考

慮
し

た
可

処
分

所
得

の
総

所
得

に
対

す
る

比
率

。

単
位

：
円
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消
費

者
物

価
指

数
の

増
減

率
と

最
低

賃
金

引
上

げ
率

の
推

移

4
7

○
最

低
賃

金
の

引
上

げ
率

は
、

多
く
の

年
で

消
費

者
物

価
の

増
減

率
を

上
回

る
水

準
で

推
移

し
て

い
る

。

▲
3.
0

▲
2.
0

▲
1.
0

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

消
費
者
物
価
指
数
の
増
減
率
と
最
低
賃
引
上
げ
額
の
推
移

（
％
）

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「
消
費
者
物
価
指
数
」

（
注
）
１
．
消
費
者
物
価
指
数
増
減
率
は
月
次
の
原
数
値
の
前
年
同
月
か
ら
の
増
減
率
。

２
．
最
低
賃
金
額
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
全
国
加
重
平
均
で
あ
り
、
各
年

1
0月

よ
り
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

消
費
者
物
価
指
数
増
減
率
（
総
合
）

最
低
賃
金
引
上
げ
率

点
線
部
分
は
生
活
保
護
と
の
乖
離
額

を
解
消
す
る
た
め
の
引
上
げ
分
を
除

い
た
場
合
の
目
安
額
か
ら
計
算
さ
れ

る
引
上
げ
率
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4
8

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

別
内

訳
の

推
移

○
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
属

性
別

内
訳

の
推

移
を

み
る

と
、

60
歳

未
満

の
有

配
偶

の
女

性
の

比
率

が
最

も
高

い
が

、
そ

の
比

率
は

低
下

傾
向

に
あ

り
、

6
5
歳

以
上

の
高

齢
層

の
比

率
が

上
昇

し
て

い
る

。

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「就
業
構
造
基
本
調
査
」の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」は
、
「
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
／

5
0
週
／
主
な
仕
事
の
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
調
査
年
の
前
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
も
の
）
×

1
.1
」で
あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、

主
な
仕
事
の
年
間
所
得
と
週
の
労
働
時
間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
年
間
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階
級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（
役
員
を
除
く）
の
み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年
間
の
就
業
日
数
が

2
0
0
日
未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い
雇
用

者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

2
.1

%
2
.0

%
1
.8

%
2
.0

%
6
.5

%
6
.1

%
4
.9

%
5
.3

%
7
.5

%
7
.6

%
7
.6

%
7
.7

%
3
.4

%
3
.5

%
4
.0

%
4
.0

%

4
.3

%
4
.5

%
4
.6

%
4
.8

%
3
.9

%
3
.7

%
3
.9

%
3
.8

%

1
1
.5

%
1
1
.3

%
1
0
.7

%
1
0
.4

%
1
0
.2

%
9
.2

%
1
0
.5

%
1
0
.1

%

1
1
.4

%
1
1
.3

%
1
1
.0

%
1
0
.6

%
1
5
.4

%
1
4
.0

%
1
4
.1

%
1
3
.5

%

0
.1

%
0
.1

%
0
.1

%
0
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.8

%
0
.9

%
1
.0

%
0
.9

%
1
.5

%
1
.6

%
1
.6

%
1
.4

%

3
3
.5

%
3
0
.6

%
2
8
.9

%
2
7
.3

%

4
.6

%
4
.3

%
5
.2

%
4
.5

%

2
1
.4

%
2
1
.7

%
2
1
.2

%
2
1
.4

%

4
2
.9

%
4
0
.6

%
3
5
.1

%
3
3
.6

%

0
.1

%
0
.2

%
0
.3

%
0
.2

%
0
.1

%

0
.2

%
0
.3

%
0
.3

%

0
.0

%
0
.2

%
0
.2

%
0
.2

0
.1

%

0
.3

%
0
.3

%
0
.3

%

2
.8

%
3
.4

%
4
.4

%
4
.0

%
2
.0

%

2
.7

%
3
.3

%
2
.7

%

1
.7

%
2
.3

%
3
.4

%
3
.1

%
4
.3

%
5
.6

%
7
.1

%

5
.9

%

1
.8

%
2
.2

%
2
.6

%
4
.0

%
2
.4

%
3
.6

%
4
.2

%
6
.6

%

1
.0

%
1
.6

%
2
.1

%
3
.2

%
2
.8

%
4
.7

%
5
.5

%
7
.9

%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

平
成

1
4
年
平
成

1
9
年
平
成

2
4
年
平
成

2
9
年

平
成

1
4
年
平
成

1
9
年
平
成

2
4
年
平
成

2
9
年

（
参
考
）
総
数

最
賃
近
傍
雇
用
者

⑮
6
5
歳
以
上
、
女

⑭
6
5
歳
以
上
、
男

⑬
6
0
～

6
4
歳
、
女

⑫
6
0
～

6
4
歳
、
男

⑪
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
の
有
無
不
詳
、
女

⑩
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
の
有
無
不
詳
、
男

⑨
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
女

⑧
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
男

⑦
6
0
歳
未
満
、
母
子
世
帯
の
母

⑥
6
0
歳
未
満
、
父
子
世
帯
の
父

⑤
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
女

④
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
男

③
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
女

②
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
男

①
通
学
の
か
た
わ
ら
仕
事

最
賃
近
傍
雇
用
者
の
属
性
別
内
訳
の
推
移
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4
9

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

世
帯

所
得

の
状

況

○
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
世

帯
所

得
別

内
訳

を
見

る
と

、
半

数
近

く
は

世
帯

所
得

5
00

万
円

以
上

の
世

帯
に

属
し

て
い

る
が

、
３

割
近

く
世

帯
所

得
3
0
0
万

円
未

満
と

な
っ

て
い

る
。

○
時

系
列

で
見

る
と

、
平

成
24

年
ま

で
は

世
帯

所
得

が
低

い
層

の
割

合
が

増
加

傾
向

で
あ

っ
た

が
、

平
成

2
9年

は
反

転
し

て
い

る
。

○
男

女
別

に
見

る
と

、
男

性
は

世
帯

所
得

の
低

い
層

が
比

較
的

多
く
、

半
数

以
上

が
世

帯
所

得
40

0
万

円
未

満
で

あ
る

が
、

女
性

で
は

世
帯

所
得

5
0
0
万

円
以

上
の

世
帯

が
半

数
以

上
と

な
っ

て
い

る
。

（
資

料
出

所
）
総

務
省

「
就

業
構

造
基

本
調

査
」の

調
査

票
情

報
を

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

独
自

集
計

し
て

作
成

。
（
注

）
１

．
「
最

賃
近

傍
雇

用
者

」は
、

「
主

な
仕

事
の

年
間

所
得

／
50

週
／

主
な

仕
事

の
週

の
労

働
時

間
＜

居
住

地
の

地
域

別
最

低
賃

金
額

（
調

査
年

の
前

年
秋

よ
り

適
用

さ
れ

た
も

の
）
×

1.
1」

で
あ

る
雇

用
者

と
定

義
。

就
業

構
造

基
本

調
査

で
は

、
主

な
仕

事
の

年
間

所
得

と
週

の
労

働
時

間
を

階
級

で
調

査
し

て
い

る
た

め
、

年
間

所
得

階
級

×
週

の
労

働
時

間
階

級
の

各
ブ

ロ
ッ

ク
内

で
雇

用
者

が
一

様
に

分
布

し
て

い
る

と
仮

定
し

て
集

計
を

行
っ

て
い

る
。

２
．

主
な

仕
事

の
年

間
所

得
及

び
週

の
労

働
時

間
が

記
入

さ
れ

て
い

る
雇

用
者

（役
員

を
除

く
）
の

み
を

集
計

対
象

と
し

て
い

る
。

従
っ

て
、

週
の

労
働

時
間

が
調

査
対

象
外

と
な

る
１

年
間

の
就

業
日

数
が

20
0日

未
満

か
つ

就
業

が
規

則
的

で
な

い
雇

用
者

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
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.2

%

11
.8

%

9.
5%

10
.2

%

10
.8

%

11
.4

%

11
.6

%

12
.3

%

12
.8

%

12
.0
%

10
.2

%

11
.0
%

10
.8

%

10
.6

%

7.
8%

8.
2%

8.
7%

8.
5%

11
.1

%

11
.9

%

11
.8

%

11
.5
%

9.
3%

8.
7%

8.
4%

8.
6%

6.
7%

6.
5%

5.
9%

6.
2%

10
.2

%

9.
5%

9.
5%

9.
6%

7.
8%

7.
1%

6.
5%

7.
1%

5.
9%

5.
2%

4.
8%

5.
3%

8.
5%

7.
8%

7.
2%

7.
9%

6.
5%

5.
9%

5.
2%

5.
4% 4.
7%

4.
3%

3.
9%

3.
8%

7.
2%

6.
5%

5.
8%

6.
1%

5.
4%

4.
5%

4.
0%

4.
2% 4.
1%

3.
3%

3.
1%

3.
1%

5.
8%

5.
0%

4.
3%

4.
7%

8.
0% 6.

8% 5.
5%

6.
0% 6.
7% 5.
6% 4.

3%

4.
4%

8.
4% 7.
3% 6.

0%

6.
8%

3.
0% 2.

9%

2.
3%

2.
4% 2.
6%

2.
4%

2.
1%

1.
9%

3.
1% 3.
0%

2.
3%

2.
7%

2.
5%

2.
1%

1.
7%

2.
0% 2.

4%

2.
1%

1.
5%

1.
6%

2.
6%

2.
1%

1.
8%

2.
2%

0.
5%

0.
6%

1.
0%

2.
1%

0.
4%

0.
6%

0.
8%

1.
8%

0.
5%

0.
6%

1.
1%

2.
2%

0%
10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

平
成
14
年

平
成
19
年

平
成
24
年

平
成
29
年

平
成
14
年

平
成
19
年

平
成
24
年

平
成
29
年

平
成
14
年

平
成
19
年

平
成
24
年

平
成
29
年

男女計 男 女

最
賃
近
傍
雇
用
者
の
世
帯
所
得
階
級
別
内
訳
の
推
移
（
全
体
）

1
00
万
円
未
満

1
00
～
19
9万

円
2
00
～

29
9万

円
3
00
～

39
9万

円
4
00
～

49
9万

円
5
00
～
59
9万

円
6
00
～

69
9万

円

7
00
～

79
9万

円
8
00
～
89
9万

円
9
00
～

99
9万

円
1
00
0～

1
24
9万

円
1
25
0～

1
49
9万

円
1
50
0万

円
以
上

不
詳

5
0
0万

円
以

上
3
0
0
万

円
未

満
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3
6
.2

%

5
.4

%

6
.3

%

4
.7

%

6
.8

%

1
.2

%

1
2
.0

%

2
.7

%

4
2
.0

%

1
0
.1

%

2
6
.0

%

1
3
.8

%

1
7
.6

%

2
2
.3

%

6
1
.0

%

3
5
.9

%

4
8
.5

%

3
9
.6

%

5
1
.9

%

1
7
.7

%

6
6
.7

%

2
3
.1

%

4
2
.5

%

6
0
.6

%

5
7
.5

%

6
5
.7

%

5
8
.6

%

4
8
.1

%

2
.3

%
1
.5

%

1
.6

%

2
.3

%

2
.0

%

0
.0

%

2
.1

%

1
.5

%

2
.7

%

2
.9

%

3
.5

%

3
.4

%

5
.5

%

2
.7

%

0
.4

%

5
7
.3

%

4
3
.6

%

5
3
.3

%

3
9
.3

%

8
1
.1

%

1
9
.1

%

7
2
.7

%

1
2
.8

%

2
6
.4

%

1
3
.0

%

1
7
.1

%

1
8
.2

%

2
6
.9

%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

①
通
学
の
か
た
わ
ら
仕
事

②
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
男

③
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
女

④
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
男

⑤
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
女

⑥
6
0
歳
未
満
、
父
子
世
帯
の
父

⑦
6
0
歳
未
満
、
母
子
世
帯
の
母

⑧
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
男

⑨
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
女

⑫
6
0
～

6
4
歳
、
男

⑬
6
0
～

6
4
歳
、
女

⑭
6
5
歳
以
上
、
男

⑮
6
5
歳
以
上
、
女

全
体

最
賃
近
傍
雇
用
者
の
就
業
調
整
の
有
無
別
内
訳

就
業
調
整
し
て
い
る

就
業
調
整
し
て
い
な
い

就
業
調
整
の
有
無
不
詳

正
規
の
職
員
・従
業
員

5
0

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

就
業

調
整

の
状

況

○
就

業
調

整
の

有
無

を
み

る
と

２
割

強
が

就
業

調
整

を
行

っ
て

お
り

、
6
0歳

未
満

の
有

配
偶

の
女

性
で

は
４

割
以

上
が

就
業

調
整

を
行

っ
て

い
る

。

（
資
料
出
所
）
総
務
省
「平
成

2
9
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」
は
、
「
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
／

5
0
週
／
主
な
仕
事
の
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
調
査
年
の
前
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
も
の
）
×

1
.1
」で
あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、

主
な
仕
事
の
年
間
所
得
と
週
の
労
働
時
間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
年
間
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階
級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（
役
員
を
除
く）
の
み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年
間
の
就
業
日
数
が

2
0
0
日
未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い

雇
用
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
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5
1

○
2
0
1
9
年

国
民

生
活

基
礎

調
査

に
よ

り
、

家
計

内
の

最
多

所
得

者
が

最
賃

近
傍

雇
用

者
（時

間
当

た
り

賃
金

が
地

域
別

最
低

賃
金

の
1.

1
倍

未
満

の
者

）

の
場

合
と

、
最

賃
近

傍
雇

用
者

以
外

の
場

合
の

家
計

の
貯

蓄
の

状
況

を
特

別
集

計
し

た
結

果
は

以
下

の
と

お
り

。

○
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
う

ち
家

計
内

の
最

多
所

得
者

で
あ

る
者

の
割

合
は

33
.5

％
。

年
齢

別
に

家
計

の
貯

蓄
額

の
状

況
を

み
る

と
、

基
本

的
に

年
齢

が
上

が
る

ほ
ど

貯
蓄

額
が

増
加

す
る

傾
向

が
あ

る
が

、
家

計
内

の
最

多
所

得
者

が
最

賃
近

傍
雇

用
者

の
場

合
に

は
、

最
賃

近
傍

雇
用

者
以

外
の

場
合

と
比

較
し

て
同

一
の

年
齢

階
級

で
貯

蓄
額

が
下

回
る

傾
向

に
あ

り
、

特
に

55
歳

以
降

で
そ

の
差

が
広

が
っ

て
い

る
。

○
世

帯
属

性
別

に
家

計
の

貯
蓄

額
の

状
況

を
み

る
と

、
ど

の
属

性
で

も
、

家
計

内
の

最
多

所
得

者
が

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

世
帯

と
そ

れ
以

外
の

世
帯

の
貯

蓄
額

に
は

相
当

程
度

の
差

が
あ

る
。

家
計

内
の

最
多

所
得

者
が

最
賃

近
傍

雇
用

者
で

あ
る

家
計

の
貯

蓄
の

状
況

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
2
0
1
9
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

(注
)
１
．
対
象
は
雇
用
者
の
み
（
金
額
等
が
不
詳
の
者
は
除
外
）
。

２
．
最
賃
近
傍
雇
用
者
：
時
間
当
た
り
賃
金
が
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（

2
0
1
8
年

1
0
月
改
定
後
）
の

1
.1
倍
未
満
で
あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
時
間
あ
た
り
賃
金
は
、
１
週
間
（

2
0
1
9
年

5
月

2
0
日
～

2
6
日
）
の
労
働
時
間
を

5
0
倍
し

て
年
間
労
働
時
間
と
み
な
し
、
年
間
（

2
0
1
8
年
）
の
雇
用
者
所
得
を
年
間
労
働
時
間
で
除
す
る
こ
と
で
算
出
。

３
．
「
貯
蓄
な
し
」
と
回
答
し
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、
貯
蓄
額
を
０
と
し
て
平
均
値
を
計
算
し
て
い
る
。

４
．

2
0
1
9
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
特
別
集
計
で
は
、
雇
用
者
全
体
に
占
め
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
割
合
は

2
0
.0
％
、
家
計
内
の
最
多
所
得
者
に
占
め
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
割
合
は

1
1
.3
％
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
国
民
生
活
基
礎
調
査
が

世
帯
調
査
で
あ
る
た
め
、
賃
金
構
造
基
本
調
査
な
ど
の
事
業
所
調
査
に
比
べ
て
労
働
時
間
が
長
く
回
答
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
比
率
が
高
く
出
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

1
5
0

2
9
0

3
9
7

4
5
1

7
1
8

7
9
7

3
2
0

5
5
0

6
7
1

9
4
1

1
3
1
4

1
3
6
8

0

4
0
0

8
0
0

1
2
0
0

1
6
0
0

2
0
0
0

2
0
～

2
4
歳

2
5
～

3
4
歳

3
5
～

4
4
歳

4
5
～

5
4
歳

5
5
～

6
4
歳

6
5
歳
以
上

年
齢
別
の
家
計
の
貯
蓄
額
の
状
況

家
計
内
の
最
多
所
得
者
が
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
場
合

家
計
内
の
最
多
所
得
者
が
最
賃
近
傍
雇
用
者
以
外
の
場
合

3
4

4
2
2

6
2
1

4
8
3

6
6
9

8
5
5

1
0
2

7
3
2

1
0
3
1

9
3
3

1
1
7
8

1
4
2
5

0

4
0
0

8
0
0

1
2
0
0

1
6
0
0

主 に 通 学 の 者

65 歳 未 満 ・

無 配 偶 ・ 単 身 世 帯

65 歳 未 満 ・

無 配 偶 ・ 二 人 以 上 世 帯

65 歳 未 満 ・

有 配 偶

65 歳 以 上 ・

単 身 世 帯

65 歳 以 上 ・

二 人 以 上 世 帯

世
帯
属
性
別
の
家
計
の
貯
蓄
額
の
状
況

家
計
内
の
最
多
所
得
者
が
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
場
合

家
計
内
の
最
多
所
得
者
が
最
賃
近
傍
雇
用
者
以
外
の
場
合

(万
円

)
(万
円

)
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最
低

賃
金

の
水

準
に

関
す

る
諸

外
国

と
の

比
較

5
2

208



第
２

章
S
o
ci

et
y 

5.
0
時

代
に

ふ
さ

わ
し

い
仕

組
み

づ
く
り

２
．

人
づ

く
り

革
命

、
働

き
方

改
革

、
所

得
向

上
策

の
推

進
（３

）所
得

向
上

策
の

推
進

②
最

低
賃

金
の

引
上

げ

経
済

成
長

率
の

引
上

げ
や

日
本

経
済

全
体

の
生

産
性

の
底

上
げ

を
図

り
つ

つ
、

中
小

企
業

・
小

規
模

事
業

者
が

賃
上

げ
し

や
す

い
環

境
整

備
に

積
極

的
に

取
り

組
む

。
生

産
性

向
上

に
意

欲
を

も
っ

て
取

り
組

む
中

小
企

業
・
小

規
模

企
業

に
対

し
て

、
き

め
細

か
な

伴
走

型
の

支
援

を
粘

り
強

く
行

っ
て

い
く
こ

と
を

は
じ

め
、

思
い

切
っ

た
支

援
策

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
下

請
中

小
企

業
振

興
法

に
基

づ
く
振

興
基

準
の

更
な

る
徹

底
を

含
め

取
引

関
係

の
適

正
化

を
進

め
、

下
請

事
業

者
に

よ
る

労
務

費
上

昇
の

取
引

対
価

へ
の

転
嫁

の
円

滑
化

を
図

る
。

最
低

賃
金

に
つ

い
て

は
、

こ
の

３
年

、
年

率
３

％
程

度
を

目
途

と
し

て
引

き
上

げ
ら

れ
て

き
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
景

気
や

物
価

動
向

を
見

つ
つ

、
地

域
間

格
差

に
も

配
慮

し
な

が
ら

、
こ

れ
ら

の
取

組
と

あ
い

ま
っ

て
、

よ
り

早
期

に
全

国
加

重
平

均
が

10
0
0
円

に
な

る
こ

と
を

目
指

す
。

あ
わ

せ
て

、
我

が
国

の
賃

金
水

準
が

他
の

先
進

国
と

の
比

較
で

低
い

水
準

に
留

ま
る

理
由

の
分

析
(※

)を
は

じ
め

、
最

低
賃

金
の

あ
り

方
に

つ
い

て
引

き
続

き
検

討
す

る
。

（
※

）
業

種
業

態
別

、
地

域
別

の
実

態
分

析
を

含
む

。

経
済

財
政

運
営

と
改

革
の

基
本

方
針

2
01

9
（令

和
元

年
6
月

2
1
日

閣
議

決
定

）

5
3
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単
純
比
較
は
で
き
な
い
も
の
の
、
日
本
の
最
低
賃
金
は
欧
米
諸
国
に
比
し
て
低
い
。

現
状

理
由
・
背
景

日
本

9
0
2
円

イ
ギ
リ
ス

8
.9
1
ポ
ン
ド

1
3
5
9
円

ド
イ
ツ

9
.5
0
ユ
ー
ロ

1
2
3
9
円

フ
ラ
ン
ス

1
0
.2
5
ユ
ー
ロ

1
3
3
8
円


日
本
の
最
低
賃
金
が
低
い
理
由
・背
景
と
し
て
は
、
①
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の
賃
金
決
定
方
法
の
違
い
、
②
労
働
生
産
性
の
低
さ
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。


こ
の
ほ
か
、
諸
外
国
の
最
低
賃
金
制
度
で
は
、
若
年
者
や
職
業
訓
練
受
講
者
等
に
対
す
る
減
額
措
置
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
。

②
労

働
生

産
性

の
低

さ

○
日
本
の
労
働
生
産
性
の
水
準
は
、
1
5
年
前
と
比
し
て
伸
び
て
い
る
も
の
の
、
依
然
低
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
。

＜
労
働
生
産
性
（
時
間
当
た
り
）
の
国
際
比
較
（

2
01

9年
）
＞

○
日
本
で
は
、
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
を
大
き
く受
け
る
の
は
、
短
時
間
労
働
者
等
。

○
そ
の
背
景
と
し
て
、
一
般
労
働
者
で
は
、
勤
続
年
数
等
に
応
じ
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
な
ど
の
賃
上
げ
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
短
時
間
労
働
者
等
で
は
、
そ
の
時
々
の
労
働
市
場
に

お
け
る
雇
入
れ
賃
金
額
に
強
く影
響
を
受
け
、
職
務
や
職
能
と
か
か
わ
り
な
く賃
金
が
定
め
ら
れ
、
賃
金
カ
ー
ブ
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
処
遇
も
低
く
な
る
傾
向
。
こ
う
し
た
中
で
、
日
本
の
最
低
賃
金
は
、
事
実
上
、
賃

金
額
の
低
い
短
時
間
労
働
者
等
の
賃
金
水
準
を
念
頭
に
お
い
て
運
用
さ
れ
て
き
た
。

○
一
方
で
、
欧
州
諸
国
で
は
、
一
般
労
働
者
も
短
時
間
労
働
者
等
も
特
定
の
「職
務
」（
ポ
ス
ト
）
に
対
し
て
採
用
を
行
い
、
「職
務
給
」
が
適
用
さ
れ
る
例
が
多
く
、
賃
金
決
定
方
法
が
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず

共
通
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
短
時
間
労
働
者
等
に
つ
い
て
も
、
賃
金
の
時
間
単
価
に
大
き
な
差
は
な
い
。

＜
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
を

10
0
と
し
た
場
合
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
（
短
時
間
）
労
働
者
の
賃
金
＞
【

2
01

4年
】

①
賃

金
決

定
方

法

（
2

0
2

1
年

4月
1
日
時
点
、
日
本
円
換
算
は

2
02

1年
4
月

1日
の
為
替
レ
ー
ト

を
使
用
、
各
国
の
金
額
は
い
ず
れ
も
時
給
額
）

(出
典
：
（
公
財
）
日
本
生
産
性
本
部
「
労
働
生
産
性
の
国
際
比
較
」
を
元
に
厚
生
労
働
省
作
成
）

(出
典
：
独
立
行
政
法
人

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比
較

20
19
」

)

日
本

5
6
.6

イ
ギ

リ
ス

7
1

.0

ド
イ

ツ
7

2
.1

フ
ラ

ン
ス

8
6

.6

こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、
最
低
賃
金
に
つ
い
て
、
こ
の
８
年
間
で
全
国
加
重
平
均
で

1
5
3
円
引
き
上
げ
て
き
た
。

今
後
も
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
処
遇
改
善
に
引
き
続
き
取
り
組
み
つ
つ
、

最
低
賃
金
も
含
め
た
賃
金
の
底
上
げ
に
向
け
、
生
産
性
向
上
等
を
実
現
す
る
た
め
の
支
援
に
政
府
を
あ
げ
て
取
り
組
む
必
要
。

（
ド

ル
）

（
括

弧
内

は
2

0
04

年
の

労
働

生
産

性
（時

間
当

た
り

）を
1

00
と

し
た

場
合

の
数

値
）

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

3,
00

0

一
般

労
働

者

（
正

社
員

・
正

職
員

）

短
時

間
労

働
者

（正
社

員
・正

職
員

以
外

）

＜
日
本
に
お
け
る
賃
金
カ
ー
ブ
（
時
給
ベ
ー
ス
、
令
和
元
年
平
均
）
＞

（
出
典
：
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
（
令
和
元
年
）
）

一
般

労
働

者
1

.8
%

短
時

間
労

働
者

1
8
.1
%

＜
就
業
形
態
別
の
影
響
率

(令
和
元
年

)＞

日
本

の
最

低
賃

金
が

低
い

理
由

・
背

景

(出
典
：
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

(令
和
元
年

))

日
本

4
7
.9

（
1
4
3.
4
）

イ
ギ

リ
ス

6
4

.6
（1

4
7

.8
）

ド
イ

ツ
7

4
.7

（
1

6
1

.3
）

フ
ラ

ン
ス

7
7

.4
（

1
7

0
.1

）令
和
元
年
第
６
回
経
済
財
政
諮
問
会
議

（
令
和
元
年
７
月

3
1
日
）

根
本
臨
時
議
員
提
出
資
料
を
時
点
更
新

5
4
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（2
0

2
1
年

4
月

1
日

時
点

。
各

国
の

金
額

は
い

ず
れ

も
時

給
額

）

（注
）１
．
日
本
円
換
算
は
2
0
2
１
年
4
月
1
日
の
為
替
レ
ー
トを
使
用
。

２
．
日
本
は
全
国
加
重
平
均
の
数
値
で
あ
る
。

３
．
イ
タ
リ
ア
に
は
最
低
賃
金
制
度
は
な
い
。

４
．
イ
ギ
リ
ス
は
2
3
歳
以
上
に
適
用
さ
れ
る
金
額
。

○
各

国
で

最
低

賃
金

の
適

用
対

象
が

異
な

る
。

例
：
日

本
で

は
、

基
本

的
に

全
て

の
労

働
者

に
最

低
賃

金
が

適
用

さ
れ

る
の

に
対

し
、

イ
ギ

リ
ス

で
は

1
6
～

2
4歳

、
フ

ラ
ン

ス
で

は
1
8歳

未
満

や
研

修
生

等
に

は
減

額
し

た
最

低
賃

金
を

適
用

。
ド

イ
ツ

で
は

、
1
8
歳

未
満

や
職

業
訓

練
実

習
生

の
一

部
等

は
適

用
除

外
。

○
ア

メ
リ

カ
、

フ
ラ

ン
ス

は
全

国
一

律
最

低
賃

金
の

設
定

が
あ

る
が

、
ア

メ
リ

カ
は

州
等

に
よ

っ
て

は
連

邦
最

低
賃

金
よ

り
高

い
州

別
最

低
賃

金
を

定
め

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

り
、

フ
ラ

ン
ス

は
労

働
協

約
に

よ
る

地
域

・
業

種
別

最
低

賃
金

の
設

定
が

あ
る

。

日
本

9
0
2
円

9
0
2
円

地
域
別
最
低
賃
金

ア
メ
リ
カ

7
.2
5
ド
ル

8
0
1
円

連
邦
最
低
賃
金
に
加
え
、

州
別
最
低
賃
金
あ
り
。

カ
ナ
ダ

1
1
.4
5
～

1
6
.0

カ
ナ
ダ
ド
ル

1
0
0
2
円
～

1
4
0
0
円

州
別
最
低
賃
金

ド
イ
ツ

9
.5
0
ユ
ー
ロ

1
2
3
9
円

全
国
一
律
最
低
賃
金

イ
ギ
リ
ス

8
.7
2
ポ
ン
ド

1
3
5
9
円

全
国
一
律
最
低
賃
金

フ
ラ
ン
ス

1
0
.2
5
ユ
ー
ロ

1
3
3
8
円

全
国
一
律
最
低
賃
金
に
加
え
、

地
域
・
業
種
別
最
低
賃
金
あ
り
。

最
低

賃
金

の
国

際
比

較
（
G

７
）

5
5
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フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
・
平

均
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
の

国
際

比
較

○
最

低
賃

金
制

度
の

な
い

イ
タ

リ
ア

を
除

く
Ｇ

７
諸

国
に

つ
い

て
、

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
及

び
平

均
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
を

比
較

し
た

場
合

、
い

ず
れ

の
場

合
も

、
日

本
の

最
低

賃
金

の
水

準
は

、
カ

ナ
ダ

・
イ

ギ
リ

ス
・

フ
ラ

ン
ス

・
ド

イ
ツ

に
比

し
て

低
い

水
準

と
な

っ
て

い
る

。

（注
１

）各
国

で
最

低
賃

金
の

適
用

対
象

等
が

異
な

る
た

め
（た

と
え

ば
英

仏
独

で
は

若
年

者
等

は
適

用
除

外
等

の
措

置
が

取
ら

れ
て

い
る

一
方

、
日

本
は

全
労

働
者

が
適

用
対

象
）

、
単

純
比

較
は

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
が

必
要

。

（注
２

）ア
メ

リ
カ

は
連

邦
法

の
最

低
賃

金
額

で
あ

り
、

州
等

に
よ

っ
て

は
連

邦
最

低
賃

金
よ

り
高

い
州

別
最

低
賃

金
を

定
め

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

る
。

（注
３

）Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

S
ta

tの
注

釈
で

は
、

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
の

方
が

賃
金

の
平

均
値

よ
り

も
、

国
毎

の
賃

金
の

ば
ら

つ
き

の
違

い
を

考
慮

で
き

る
た

め
、

国
際

比
較

に
は

適
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

理
想

的
に

は
、

分
母

の
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

の
中

央
値

は
、

残
業

代
や

ボ
ー

ナ
ス

な
ど

を
除

く
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

多
く
の

国
で

利
用

不
能

で
あ

る
た

め
、

除
い

て
い

な
い

と
し

て
い

る
。

（資
料

出
所

）Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

.S
ta

t 
“M

in
im

um
 r

e
la

ti
ve

 t
o
 a

ve
ra

ge
 w

ag
e
s 

o
f 
fu

ll-
ti
m

e
 w

o
rk

e
rs

”

5
6

3
1

.6
%

4
3

.6
%

4
8

.2
%

5
1

.2
%

5
5

.1
%

6
1

.4
%

2
2

.3
%

3
7

.9
%

4
2

.6
%

4
5

.0
%

4
5

.6
%

4
9

.6
%

0%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

4
0

%

5
0

%

6
0

%

7
0

%

ア
メ

リ
カ

日
本

ド
イ

ツ
カ

ナ
ダ

イ
ギ

リ
ス

フ
ラ

ン
ス

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
・平

均
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
の

国
際

比
較

（
2

0
1

9
）

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

平
均

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

212



フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

（
時

系
列

・
国

際
比

較
）

○
最

低
賃

金
制

度
の

な
い

イ
タ

リ
ア

を
除

く
Ｇ

７
諸

国
に

つ
い

て
、

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

を
時

系
列

で
見

る
と

、
フ

ラ
ン

ス
・
ア

メ
リ

カ
・
ド

イ
ツ

は
横

ば
い

又
は

低
下

傾
向

で
あ

る
一

方
、

イ
ギ

リ
ス

・
日

本
・
カ

ナ
ダ

は
上

昇
傾

向
に

あ
る

。

（注
１

）
各

国
で

最
低

賃
金

の
適

用
対

象
等

が
異

な
る

た
め

（た
と

え
ば

英
仏

独
で

は
若

年
者

等
は

適
用

除
外

で
あ

る
一

方
、

日
本

は
全

労
働

者
が

適
用

対
象

）
、

単
純

比
較

は
で

き
な

い
こ

と
に

留
意

が
必

要
。

（注
２

）ア
メ

リ
カ

は
、

連
邦

法
の

最
低

賃
金

額
で

あ
り

、
州

等
に

よ
っ

て
は

連
邦

最
低

賃
金

よ
り

高
い

州
別

最
低

賃
金

を
定

め
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
る

。

（注
３

）ド
イ

ツ
の

最
低

賃
金

制
度

の
導

入
は

20
15

年
。

（資
料

出
所

）Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

.S
ta

t 
“M

in
im

um
 r

el
at

iv
e 

to
 a

ve
ra

ge
 w

ag
es

 o
f 
fu

ll-
ti
m

e 
w

o
rk

er
s”

5
7

0
%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

4
0

%

5
0

%

6
0

%

7
0

%

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

（時
系

列
）

フ
ラ

ン
ス

6
1

.4
%

イ
ギ

リ
ス

5
5

.1
%

カ
ナ

ダ
5

1
.2

%

ド
イ

ツ
4

8
.2

%

日
本

4
3

.6
%

ア
メ

リ
カ

3
1

.6
%

2
0

1
9
年

（年
）
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全
労

働
者

の
平

均
賃

金
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

国
際

比
較

2
2

.9
%

4
0

.0
%

4
3

.0
%

4
4

.8
%

4
6

.1
%

4
7

.2
%

0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

ア
メ

リ
カ

カ
ナ

ダ
日

本
ド

イ
ツ

イ
ギ

リ
ス

フ
ラ

ン
ス

平
均

賃
金

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合

3
8

,6
1

7 
3

9
,1

8
9

 

4
6

,4
8

1
 

4
7

,2
2

6
 

5
3

,1
9

8 
5

3
,6

3
8

 

6
5

,8
3

6
 

0

10
,0

0
0

2
0

,0
0

0

3
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

5
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

7
0

,0
0

0

日
本

イ
タ

リ
ア

フ
ラ

ン
ス

イ
ギ

リ
ス

カ
ナ

ダ
ド

イ
ツ

ア
メ

リ
カ

（参
考

）平
均

賃
金

年
額

（購
買

力
平

価
に

よ
る

米
ド

ル
換

算
）

○
最

低
賃

金
制

度
の

な
い

イ
タ

リ
ア

を
除

く
Ｇ

７
諸

国
に

つ
い

て
、

各
国

の
O

EC
D

統
計

に
お

け
る

平
均

賃
金

（
国

民
経

済
計

算

か
ら

算
出

）
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

を
比

較
し

た
場

合
、

日
本

の
最

低
賃

金
の

水
準

は
、

ア
メ

リ
カ

・
カ

ナ
ダ

を
上

回
り

、
ド

イ
ツ

・
イ

ギ
リ

ス
・
フ

ラ
ン

ス
を

わ
ず

か
に

下
回

る
水

準
と

な
っ

て
い

る
。

（出
所

）Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

.S
ta

t 
“R

ea
l 
m

in
im

um
 w

ag
es

” 
(2

01
9)

 （
※

日
本

の
み

20
18

年
）、

Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

.S
ta

t 
“A

ve
ra

ge
 a

n
nu

al
 w

ag
es

”(
20

19
)を

も
と

に
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
作

成

（出
所

）Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

.S
ta

t 
“A

ve
ra

ge
 a

n
nu

al
 w

ag
es

” 
(2

01
9)

（注
１

）
各

国
で

最
低

賃
金

の
適

用
対

象
等

が
異

な
る

た
め

（た
と

え
ば

英
仏

独
で

は
若

年
者

等
は

適
用

除
外

で
あ

る
一

方
、

日
本

は
全

労
働

者
が

適
用

対
象

）
、

単
純

比
較

は
で

き
な

い
こ

と
に

留
意

が
必

要
。

（注
２

）ア
メ

リ
カ

は
、

連
邦

法
の

最
低

賃
金

額
で

あ
り

、
州

等
に

よ
っ

て
は

連
邦

最
低

賃
金

よ
り

高
い

州
別

最
低

賃
金

を
定

め
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
る

。

（注
３

）平
均

賃
金

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
は

、
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
.S

ta
t 

”A
ve

ra
ge

 a
nn

ua
l 
w

ag
es

”(
20

19
)の

購
買

力
平

価
に

よ
る

米
ド

ル
換

算
値

（年
額

）
を

、
“
R

e
al

 m
in

im
u
m

 
w

ag
es

” 
(2

01
9)

 （
日

本
の

み
20

18
年

）の
購

買
力

平
価

に
よ

る
米

ド
ル

換
算

値
（
年

額
）で

除
し

た
割

合
。

5
8

（
米

ド
ル

）
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類
型

国
設

定
主

体
最

低
賃

金
の

目
標

の
詳

細

最
低

賃
金

の
相

対
的

な
水

準
に

よ
り

目
標

を
定

め
る

国

英
国

政
府

2
0
2
0
年

ま
で

に
中

央
値

賃
金

の
6
0
％

（※
20

20
年

に
達

成
）
、

2
0
2
4
年

ま
で

に
中

央
値

賃
金

の
2
/
3

※
野

党
の

労
働

党
は

20
20

年
に

時
給

10
ポ

ン
ド

を
公

約

ス
ペ

イ
ン

政
府

2
0
2
4
年

ま
で

に
平

均
賃

金
の

6
0
％

絶
対

額
で

最
低

賃
金

の
目

標
を

定
め

る
国

ド
イ

ツ

労
働

組
合

（
社

会
民

主
党

、
緑

の
党

、
左

翼
党

が
支

持
）

※
第

4次
メ

ル
ケ

ル
内

閣
（2

01
8.

3
-）

は
、

キ
リ

ス
ト

教
民

主
同

盟
、

キ
リ

ス
ト

教
社

会
同

盟
、

社
会

民
主

党
の

連
立

政
権

時
給

1
2
ユ

ー
ロ

へ
の

増
加

を
求

め
る

労
働

組
合

の
主

張
を

社
会

民
主

党
、

緑
の

党
、

左
翼

党
が

支
持

※
第

４
次

メ
ル

ケ
ル

内
閣

(2
01

8.
3
-)

の
フ

ー
ベ

ル
ト

ゥ
ス

・ハ
イ

ル
労

働
・社

会
大

臣
は

、
社

会
民

主
党

に
所

属

日
本

政
府

よ
り

早
期

に
全

国
加

重
平

均
1
0
0
0
円

韓
国

文
大

統
領

・
選

挙
公

約
2
0
2
0
年

ま
で

に
時

給
１

万
ウ

ォ
ン

※
20

20
年

時
点

で
時

給
85

90
ウ

ォ
ン

で
あ

り
未

達
成

。

米
国

バ
イ

デ
ン

大
統

領
・
選

挙
公

約
連

邦
最

低
賃

金
を

7
.2

5
ド

ル
か

ら
1
5
ド

ル
に

引
上

げ

最
低

賃
金

の
目

標
の

設
定

方
法

に
関

す
る

諸
外

国
と

の
比

較

（資
料

出
所

）英
国

、
ス

ペ
イ

ン
、

ド
イ

ツ
（※

）に
つ

い
て

は
、

E
ur

o
fo

u
n
d 

“
M

in
im

u
m

 w
ag

e
s 

in
 2

0
2
0
: A

n
n
u
al

 r
e
vi

e
w

”
、

韓
国

に
つ

い
て

は
、

Ｊ
ＩＬ

Ｐ
Ｔ

海
外

労
働

情
報

「2
02

0年
ま

で
の

最
低

賃
金

１
万

ウ
ォ

ン
達

成
は

実
現

困
難

に
」、

米
国

に
つ

い
て

は
、

大
統

領
選

挙
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
サ

イ
ト

（
jo

e
b
id

e
n
.c

o
m

）
を

も
と

に
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

（
※

）
フ

ラ
ン

ス
に

つ
い

て
は

、
E
u
ro

fo
u
n
d

(2
0
2
0
) 
に

記
載

な
し

。

○
最

低
賃

金
の

目
標

を
設

定
す

る
国

の
中

に
は

、
平

均
賃

金
や

中
央

値
賃

金
に

占
め

る
相

対
的

な
割

合
で

最
低

賃
金

の
目

標
を

設
定

す
る

国
が

あ
る

一
方

、
絶

対
額

で
最

低
賃

金
の

目
標

を
定

め
る

国
が

あ
る

。

5
9

215



最
低

賃
金

の
属

性
別

の
影

響
率

6
0
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6
1

最
低

賃
金

の
影

響
率

（
事

業
所

属
性

別
・
労

働
者

属
性

別
）
に

係
る

特
別

集
計

の
趣

旨

【
項

目
一

覧
】

（
参

考
）
最

低
賃

金
の

未
満

率
・
影

響
率

の
推

移
（
平

成
1
4
年

度
～

令
和

元
年

度
）

・
最

低
賃

金
に

関
す

る
基

礎
調

査
（
事

業
所

規
模

3
0
人

未
満

が
調

査
対

象
）

・
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
（
事

業
所

規
模

５
人

以
上

が
調

査
対

象
）

１
．

事
業

所
属

性
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率
（
令

和
元

年
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
結

果
）

①
都

道
府

県
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

②
産

業
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

③
産

業
×

企
業

規
模

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

２
．

労
働

者
属

性
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率
（
令

和
元

年
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
結

果
）

①
性

・
年

齢
階

級
別

の
影

響
率

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

②
就

業
形

態
・
性

・
年

齢
階

級
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

③
一

般
労

働
者

の
学

歴
・
性

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

○
ど

の
よ

う
な

事
業

所
属

性
又

は
労

働
者

属
性

に
お

い
て

最
低

賃
金

の
影

響
率

が
高

い
の

か
な

ど
に

つ
い

て
調

べ
る

た
め

、
令

和
元

年
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
の

特
別

集
計

を
行

っ
た

。

○
特

別
集

計
に

当
た

っ
て

は
、

一
般

に
賃

金
決

定
に

影
響

を
与

え
る

と
考

え
ら

れ
る

事
業

所
属

性
及

び
労

働
者

属
性

に
着

目
。

・
事

業
所

属
性

：
事

業
所

の
所

在
地

（
都

道
府

県
）
、

産
業

、
企

業
規

模
・

労
働

者
属

性
：
性

、
年

齢
、

就
業

形
態

（
一

般
・
パ

ー
ト

）
、

学
歴
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小
規

模
事

業
所

（
事

業
所

規
模

3
0
人

未
満

）

全
事

業
所

（
事

業
所

規
模

５
人

以
上

）

資
料

出
所

厚
生

労
働

省
「賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
」

（注
）

事
業

所
規

模
5人

以
上

の
民

営
事

業
所

（5
～

9人
の

事
業

所
に

つ
い

て
は

企
業

規
模

5～
9
人

に
限

る
）を

調
査

対
象

と
し

て
い

る
。

資
料

出
所

厚
生

労
働

省
「最

低
賃

金
に

関
す

る
基

礎
調

査
」

（注
）

事
業

所
規

模
30

人
未

満
（製

造
業

等
は

10
0人

未
満

）を
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

「
未

満
率

」
と

は
、

最
低

賃
金

額
を

改
正

す
る

前
に

、
最

低
賃

金
額

を
下

回
っ

て
い

る
労

働
者

割
合

で
あ

る
。

「
影

響
率

」
と

は
、

最
低

賃
金

額
を

改
正

し
た

後
に

、
改

正
後

の
最

低
賃

金
額

を
下

回
る

こ
と

と
な

る
労

働
者

の
割

合
で

あ
る

。

6
2

（
単
位
：
％
）

（
単
位
：
％
）

H
1

4
H

1
5

H
1

6
H

1
7

H
1

8
H

1
9

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

H
3

0
R

0
1

未
満

率
1.

1
1
.0

1.
1

1.
1

1.
1

1.
1

1.
1

1.
5

1.
5 

1.
8 

1.
8 

2.
0 

1.
9 

1.
9 

1.
5 

1.
5 

1.
6

1.
9

影
響

率
1.

2
1
.0

1
.2

1.
3

1.
2

1.
5

1.
8

1.
9

2.
6 

2.
5 

2.
8 

3.
6 

3.
6 

4.
0 

4.
5 

4.
9 

5.
1

6.
0

H
1

4
H

1
5

H
1

6
H

1
7

H
1

8
H

1
9

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

H
3

0
R

0
1

未
満

率
1
.9

1
.6

1.
5

1.
4

1.
2

1.
1

1.
2

1.
6

1.
6 

1.
7 

2.
1 

1.
9 

2.
0 

1.
9 

2.
7 

1.
7
 

1.
9

1.
6

影
響

率
1
.9

1
.6

1.
5

1.
6

1.
5

2.
2

2.
7

2.
7

4.
1 

3.
4 

4.
9 

7.
4 

7.
3 

9.
0 

11
.1

 
11

.9
 

13
.8

16
.3

最
低

賃
金

の
未

満
率

・
影

響
率

の
推

移

218



（
％

）

6
.0

 1
0

.1
 9

.1
 8

.9
 7

.6
 7

.5
 7

.2
 6

.9
 6

.7
 6

.6
 6

.5
 6

.3
 6

.2
 6

.1
 6

.1
 6

.0
 5

.9
 5

.8
 5

.4
 5

.4
 5

.3
 5

.2
 5

.1
 5

.1
 5

.0
 5

.0
 4

.9
 4

.8
 4

.8
 4

.8
 4

.7
 4

.7
 4

.7
 4

.7
 4

.7
 4

.6
 4

.4
 4

.3
 4

.2
 4

.0
 3

.9
 3

.9
 3

.8
 3

.5
 3

.1
 2

.8
 2

.7
 2

.1
 

0.
0

2.
0

4.
0

6.
0

8.
0

10
.0

12
.0

全 国 計

大 阪
埼 玉

神 奈 川

鹿 児 島

青 森
北 海 道

秋 田
京 都

三 重
福 岡

宮 城
岩 手

千 葉
愛 知

山 口
和 歌 山

熊 本
静 岡

広 島
富 山

宮 崎
新 潟

長 崎
滋 賀

兵 庫
高 知

岐 阜
大 分

沖 縄
山 形

茨 城
東 京

福 井
愛 媛

福 島
栃 木

長 野
佐 賀

岡 山
群 馬

山 梨
奈 良

島 根
石 川

鳥 取
香 川

徳 島

出
典

「
令

和
元

年
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
特

別
集

計
結

果
」

（
注

）
１

．
影

響
率

と
は

、
最

低
賃

金
額

を
改

正
し

た
後

に
、

改
正

後
の

最
低

賃
金

額
を

下
回

る
こ

と
と

な
る

労
働

者
の

割
合

。
２

．
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
事

業
所

規
模

5
人

以
上

の
民

営
事

業
所

（
5
～

9
人

の
事

業
所

に
つ

い
て

は
企

業
規

模
5
～

9
人

に
限

る
）
を

調
査

対
象

と
し

て
い

る
。

6
3

都
道

府
県

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

○
令

和
元

年
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

は
、

全
国

計
で

は
6
.0

％
と

な
っ

て
お

り
、

都
道

府
県

別
に

見
る

と
、

・
大

阪
府

（
1
0
.1

％
）が

最
も

高
く
、

次
に

、
埼

玉
県

、
神

奈
川

県
、

鹿
児

島
県

、
青

森
県

の
順

に
高

く
な

っ
て

い
る

。
・

徳
島

県
（
2
.1

％
）
が

最
も

低
く
、

次
に

、
香

川
県

、
鳥

取
県

、
石

川
県

、
島

根
県

の
順

に
低

く
な

っ
て

い
る

。
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1
2.
6
%

9
.3
%

8
.7
%

8
.0
%

6
.2
% 4
.0
%

3
.3
%

3
.3
%

2
.5
%

1
.5
%

1
.4
%

1
.2
%1
.0
%

0
.7
%0
.5
%

0
.5
%

0.
0%

2.
0%

4.
0%

6.
0%

8.
0%

10
.0
%

12
.0
%

14
.0
%

16
.0
%

18
.0
%

20
.0
% 0.

0%
10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

50
.0
%

60
.0
%

70
.0
%

80
.0
%

90
.0
%

10
0.
0
%

（
影
響
率
）

（
産
業
別
労
働
者
構
成
比
）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

卸 売 業 ， 小 売 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に

分 類 さ れ な い も の ）

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

製
造
業

運 輸 業 ，

郵 便 業

教
育
，
学
習
支
援
業

医
療
，
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

建
設
業

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業情

報
通
信
業

鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業

金
融
業
，
保
険
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

○
産

業
大

分
類

別
に

影
響

率
(注

）を
み

る
と

、
全

産
業

平
均

（5
.2

％
）
を

上
回

っ
て

い
る

の
は

「宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
」（

1
2.

6％
）
、

「
卸

売
業

，
小

売
業

」
（9

.3
％

）、
「サ

ー
ビ

ス
業

（他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）」
（
8.

7％
）、

「
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

，
娯

楽
業

」
（
8.

0
％

）
、

「不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

」（
6.

2％
）。

○
「
製

造
業

」
（
4.

0
％

）
は

、
全

産
業

平
均

を
や

や
下

回
る

が
、

最
低

賃
金

引
上

げ
の

影
響

を
受

け
た

労
働

者
数

の
ボ

リ
ュ

ー
ム

は
大

き
い

。

全
産

業
平

均
5

.2
%

産
業

大
分

類
別

影
響

率
と

労
働

者
構

成
比

（令
和

元
年

、
常

用
労

働
者

計
）

影
響

率
で

み
る

と
「
持

ち
帰

り
・

配
達

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
」
、

労
働

者
数

で
み

る
と

「
飲

食
店

」
が

高
い

「
洗

濯
・
理

容
・

美
容

・
浴

場
業

」
の

う
ち

、
「
洗

濯
業

」
の

影
響

率
が

突
出

し
て

高
い

「
そ

の
他

の
事

業
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

う
ち

、
「
建

物
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

影
響

率
・
労

働
者

数
が

高
い

影
響

率
・
労

働
者

数
が

と
も

に
高

い
の

が
「
飲

食
料

品
小

売
業

」
、

「
そ

の
他

の
小

売
業

」

産
業

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

1
0
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
縦
軸
の
「
影
響
率
」
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
割
合
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
所
定
内

給
与
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、
最
低
賃
金
と
比
較
す
る
際
に
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
３
手
当
（
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
）
を
含
め
て
算
出
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
の
影
響
率
も
実
際
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

令
和
元
年
の
影
響
率
は
、
３
手
当
を
含
め
た
場
合
の
全
産
業
平
均
は
5.
2
％
で
あ
る
一
方
、
３
手
当
を
一
部
産
業
等
に
お
い
て
除
い
た
場
合
の
全
産
業
平
均
は

6.
0％

と
な
っ
て
い
る
。

３
．
横
軸
の
「
産
業
別
労
働
者
構
成
比
」
は
、
全
産
業
の
常
用
労
働
者
数
に
占
め
る
各
産
業
の
常
用
労
働
者
数
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。

４
．
各
産
業
の
長
方
形
の
面
積
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
（
全
常
用
労
働
者
に
占
め
る
比
率
）
を
示
し
て
い
る
。

５
．
表
中
の
ふ
き
出
し
は
、
産
業
中
分
類
・
小
分
類
別
の
特
記
事
項
を
記
載
。

6
4
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10
00
人
以
上

10
0～

99
9人

10
～
99
人

5～
9人

0.
0%

5.
0%

10
.0
%

15
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

30
.0
%

35
.0
%

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

卸 売 業 ， 小 売 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

製 造 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

医 療 ， 福 祉

建 設 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

金 融 業 ， 保 険 業

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業

情 報 通 信 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

10
00
人
以
上

10
0
～
99
9人

10
～

99
人

5～
9人 （

企
業
規
模
）

（
企
業
規
模
）

○
産

業
大

分
類

×
企

業
規

模
別

に
令

和
元

年
の

影
響

率
を

み
る

と
、

概
ね

ど
の

産
業

で
も

、
企

業
規

模
が

小
さ

い
ほ

ど
影

響
率

が
高

く
な

る
傾

向
が

あ
る

。

○
し

か
し

、
「
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

」
、

「卸
売

業
，

小
売

業
」

、
「
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）
」

、
「
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

，
娯

楽
業

」
、

「
不

動
産

業
，

物
品

賃
貸

業
」な

ど
で

は
、

規
模

が
大

き
い

企
業

で
も

影
響

率
が

比
較

的
高

水
準

と
な

っ
て

い
る

。

産
業

大
分

類
×

企
業

規
模

別
影

響
率

（
令

和
元

年
、

常
用

労
働

者
計

）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
縦
軸
の
「
影
響
率
」
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
割
合
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

所
定
内
給
与
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、
最
低
賃
金
と
比
較
す
る
際
に
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
３
手
当
（
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
）
を
含
め
て
算
出
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
の
影
響
率
も
実
際
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意

が
必
要
。
令
和
元
年
の
影
響
率
は
、
３
手
当
を
含
め
た
場
合
の
全
産
業
平
均
は

5
.2
％
で
あ
る
一
方
、
３
手
当
を
一
部
産
業
等
に
お
い
て
除
い
た
場
合
の
全
産
業
平
均
は
6.
0
％
と
な
っ
て
い
る
。

産
業

×
企

業
規

模
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

6
5
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2
1.
5
%

7
.7
%

2
.2
%

1
.1
%

1
.0
%

0
.8
%

0
.8
%

1
.0
%

1
.1
%

1
.1
%

2
.3
%6
.4
%

1
1.
7
%

2
9.
4
%

8
.6
%

4
.2
%

5
.4
%

5
.5
%

6
.0
%

6
.5
%

6
.6
%

7
.3
%

9
.7
%

1
6.
6
%

2
2.
5
%

0.
0%

5.
0%

10
.0
%

15
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

30
.0
% 0.

0%
10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

50
.0
%

60
.0
%

70
.0
%

80
.0
%

90
.0
%

10
0.
0
%

性
、
年
齢
階
級
別
影
響
率
と
労
働
者
構
成
比
（
令
和
元
年
、
常
用
労
働
者
計
）

（
影
響
率
）

（
性
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成
比
）

1
5～

19
歳

5
0～

5
4歳

3
5～

3
9歳

2
5～

2
9歳

3
0～

3
4歳

4
0～

44
歳

6
0～

6
4歳

4
5～

49
歳

5
5～

5
9歳

6
5～

6
9歳

7
0歳

以
上

1
5～

19
歳

2
5～

2
9歳

3
0～

3
4歳

3
5～

3
9歳

4
0～

4
4歳

4
5～

4
9歳

5
0～

5
4歳

5
5～

5
9歳

6
0～

6
4歳

6
5～

6
9歳

7
0歳

以
上

男
性

女
性

2
0～

2
4歳

2
0～

2
4歳

○
男

女
と

も
若

年
層

（特
に

15
～

19
歳

層
）と

高
年

齢
層

（特
に

70
歳

以
上

層
）
で

影
響

率
が

高
く
な

っ
て

い
る

。
○

男
性

の
壮

年
層

（
25

～
5
9歳

）で
は

お
し

な
べ

て
影

響
率

が
低

く
、

4
5～

49
歳

層
が

最
も

低
く
な

っ
て

い
る

。
○

女
性

の
壮

年
層

（
25

～
5
9歳

）は
、

男
性

に
比

べ
て

影
響

率
が

高
い

が
、

女
性

の
若

年
層

や
高

年
齢

層
よ

り
は

低
く
、

25
～

29
歳

層
で

最
も

低
く

な
っ

て
い

る
。

○
影

響
労

働
者

の
7
1.

7
％

を
女

性
が

占
め

て
お

り
、

年
齢

別
で

は
26

.5
％

を
2
4歳

以
下

の
若

年
者

が
、

2
6.

4％
を

60
歳

以
上

の
高

年
齢

者
が

占
め

て
い

る
。

男
女
計
、
年
齢

計
の
影
響
率

5.
2％

性
・
年

齢
階

級
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

6
6

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
縦
軸
の
「
影
響
率
」
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
割
合
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

所
定
内
給
与
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、
最
低
賃
金
と
比
較
す
る
際
に
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
３
手
当
（
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
）
を
含
め
て
算
出
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
の
影
響
率
も
実
際
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

令
和
元
年
の
影
響
率
は
、
３
手
当
を
含
め
た
場
合
は
男
女
計
・
年
齢
計
で

5
.2
％
で
あ
る
一
方
、
３
手
当
を
一
部
産
業
等
に
お
い
て
除
い
た
場
合
は
男
女
計
・
年
齢
計
で

6
.0
％
と
な
っ
て
い
る
。

３
．
横
軸
の
「
性
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成
比
」
は
、
男
女
計
、
年
齢
計
の
常
用
労
働
者
数
に
占
め
る
各
区
分
の
常
用
労
働
者
数
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。

４
．
各
区
分
の
長
方
形
の
面
積
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
（
男
女
計
、
年
齢
計
の
常
用
労
働
者
に
占
め
る
比
率
）
を
示
し
て
い
る
。
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2
.9
%

0
.5
%

2
.5
%

3
.5
%

1
.8
%
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0.
0
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就
業
形
態
、
性
、
年
齢
階
級
別
影
響
率
と
労
働
者
構
成
比
（
令
和
元
年
、
常
用
労
働
者
計
）

（
影
響
率
）

（
就
業
形
態
、
性
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成
比
）

2
4歳

以
下

2
5～

59
歳

6
0歳
以
上

2
4歳

以
下

男
性

女
性

2
5 5
9
歳男
性

女
性

一
般
労
働
者

短
時
間
労
働
者

2
5～

59
歳

6
0
歳 以 上

2
5～

59
歳

2
4
歳 以 下

2
4
歳 以 下

6
0
歳 以 上

6
0
歳 以 上

○
就

業
形

態
、

性
別

に
、

年
齢

階
級

を
若

年
層

（2
4歳

以
下

）、
壮

年
層

（
2
5～

59
歳

）、
高

年
齢

層
（6

0
歳

以
上

）に
区

分
し

、
令

和
元

年
の

影
響

率
を

み
る

と
・

一
般

労
働

者
で

は
、

女
性

の
高

年
齢

層
が

、
就

業
形

態
計

、
男

女
計

、
年

齢
計

の
影

響
率

を
上

回
っ

て
い

る
。

・
短

時
間

労
働

者
で

は
、

ど
の

年
齢

階
層

で
も

影
響

率
が

平
均

よ
り

高
く
な

っ
て

お
り

、
特

に
男

女
の

若
年

層
と

女
性

の
高

年
齢

層
で

高
く
な

っ
て

い
る

。
・

若
年

層
の

年
齢

を
細

分
化

す
る

と
、

一
般

労
働

者
で

も
、

女
性

の
2
1歳

以
下

は
平

均
よ

り
高

く
な

っ
て

い
る

。
・

影
響

労
働

者
の

構
成

を
み

る
と

、
短

時
間

労
働

者
で

80
.2

％
を

占
め

て
お

り
、

壮
年

層
の

女
性

（
3
1.

3
％

）、
高

年
齢

層
の

女
性

（
15

.7
％

）、
若

年
層

の
女

性
（1

3.
1
％

）、
若

年
層

の
男

性
（
9.

6
％

）、
高

年
齢

層
の

男
性

（
5.

6
％

）、
壮

年
層

の
男

性
（
4.

8
％

）の
順

に
多

く
な

っ
て

い
る

。

影
響

率
2

2
歳

~2
4
歳

：2
.0

％
1

8
歳

~2
1
歳

：4
.6

％
1

7
歳

以
下

：
0.

4％

影
響

率
2

2
歳

~2
4
歳

：2
.4

％
1

8
歳

~2
1
歳

：6
.2

％
1

7
歳

以
下

：
13

.0
％

影
響

率
2

2
歳

~2
4
歳

：1
8.

6％
1

8
歳

~2
1
歳

：2
0.

6％
1

7
歳

以
下

：
44

.6
％

影
響

率
2

2
歳

~2
4
歳

：1
8.

2％
1

8
歳

~2
1
歳

：2
3.

8％
1

7
歳

以
下

：
45

.6
％

就
業
形
態
計
、

男
女
計
、
年
齢

計
の
影
響
率

5.
2％就

業
形

態
・
性

・
年

齢
階

級
別

の
最

低
賃

金
の

影
響

率

6
7

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
縦
軸
の
「
影
響
率
」
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
割
合
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

所
定
内
給
与
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、
最
低
賃
金
と
比
較
す
る
際
に
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
３
手
当
（
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
）
を
含
め
て
算
出
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
の
影
響
率
も
実
際
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

令
和
元
年
の
影
響
率
は
、
３
手
当
を
含
め
た
場
合
は
、
就
業
形
態
計
・
男
女
計
・
年
齢
計
で
5.
2％

で
あ
る
一
方
、
３
手
当
を
一
部
産
業
等
に
お
い
て
除
い
た
場
合
は
6.
0％

と
な
っ
て
い
る
。

３
．
横
軸
の
「
就
業
形
態
、
性
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成
比
」
は
、
就
業
形
態
計
、
男
女
計
、
年
齢
計
の
常
用
労
働
者
数
に
占
め
る
各
区
分
の
常
用
労
働
者
数
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。

４
．
各
区
分
の
長
方
形
の
面
積
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
常
用
労
働
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
（
就
業
形
態
計
、
男
女
計
、
年
齢
計
の
常
用
労
働
者
に
占
め
る
比
率
）
を

示
し
て
い
る
。
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学
歴
、
性
別
影
響
率
と
労
働
者
構
成
比
（
令
和
元
年
、
一
般
労
働
者
）

（
影
響
率
）

（
学
歴
、
性
別
労
働
者
構
成
比
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
縦
軸
の
「
影
響
率
」
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
一
般
労
働
者
の
割
合
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
横
軸
の
「
学
歴
、
性
別
労
働
者
構
成
比
」
は
、
学
歴
計
、
男
女
計
の
一
般
労
働
者
数
に
占
め
る
各
区
分
の
一
般
労
働
者
数
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。

４
．
各
区
分
の
長
方
形
の
面
積
は
、
令
和
元
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
令
和
元
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
最
低
賃
金
額
未
満
で
あ
る
一
般
労
働
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
（
学
歴
計
、
男
女
計
の
一
般
労
働
者
に
占
め
る
比
率
）
を
示
し
て
い
る
。

中
学
卒

高
校
卒

高
専
・
短
大
卒

大
学
・
大
学
院
卒

男
性

女
性

中
学
卒

高
校
卒

高
専
・
短
大
卒

大
学
・
大
学
院
卒

○
一

般
労

働
者

に
つ

い
て

、
学

歴
・性

別
に

、
影

響
率

を
み

る
と

・
男

女
と

も
学

歴
が

高
く
な

る
ほ

ど
影

響
率

が
低

く
な

っ
て

い
る

。
同

じ
学

歴
で

も
女

性
の

方
が

男
性

よ
り

も
影

響
率

が
高

く
、

特
に

、
中

学
卒

や
高

校
卒

で
は

男
女

差
が

大
き

く
な

っ
て

お
り

、
中

学
卒

の
女

性
の

影
響

率
は

11
.1

％
と

非
常

に
高

く
な

っ
て

い
る

。
・

影
響

労
働

者
の

構
成

を
み

る
と

、
高

校
卒

の
女

性
（
4
0.

3
％

）
、

高
校

卒
の

男
性

（2
8.

0
％

）、
高

専
・短

大
卒

の
女

性
（
8.

3
％

）、
大

学
・
大

学
院

卒
の

男
性

（5
.9

％
）、

中
学

卒
の

女
性

（5
.1

％
）、

中
学

卒
の

男
性

（4
.7

％
）、

大
学

・大
学

院
卒

の
女

性
（4

.5
％

）、
高

専
・短

大
卒

の
男

性
（
3.

0
％

）
の

順
に

多
く
な

っ
て

い
る

。
※

令
和

元
年

の
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
で

は
、

短
時

間
労

働
者

の
学

歴
は

調
査

し
て

お
ら

ず
、

上
記

は
一

般
労

働
者

（
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
）
の

み
の

未
満

率
で

あ
る

こ
と

に
留

意
が

必
要

。

年
齢

階
層

別
に

み
る

と
、

・
若

年
層

で
は

中
学

卒
・
高

校
卒

・
壮

年
層

で
は

中
学

卒
が

各
年

齢
層

の
平

均
以

上
の

影
響

率
と

な
っ

て
い

る
。

・
高

年
齢

層
で

は
中

学
卒

で
も

平
均

を
下

回
っ

て
い

る
。

年
齢

階
層

別
に

み
る

と
、

ど
の

年
齢

層
で

も
、

中
学

卒
・
高

校
卒

が
各

年
齢

層
の

平
均

以
上

の
影

響
率

と
な

っ
て

い
る

一
般
労
働
者

学
歴
計
、
男
女

計
の
影
響
率

1.
4％一

般
労

働
者

の
学

歴
・
性

別
の

最
低

賃
金

の
影

響
率

6
8
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資料№　Ⅱ－１
 

 

資料 No.1 

 

令和３年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 15,641事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（平成 30年次フレーム）を母集団とし、都道府県別、産業別、

事業所規模別（※）に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１

時間あたり賃金額の標準誤差率が 1.5％となるよう標本数を決定。ランク内の都道府県別、

産業別、事業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 34,655人 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和３年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和３年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和３年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和元年度分、令和２年度分〕 

ホ 賃金改定状況〔令和３年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和３年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和２年６月分、令和３年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和２年６月分、令和３年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和２年６月分、令和３年６月分〕 

  

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

Aランク 4,982 1,377 27.6％ 

Bランク 3,306 1,070 32.4％ 

Cランク 4,191 1,375 32.8％ 

Dランク 3,162 1,169 37.0％ 

合計 15,641 4,991 31.9％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、

徳島、香川、福岡 

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
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第
１
表
　
賃
金
改
定
実
施
状
況
別
事
業
所
割
合

（
％

）

７
月
以
降

も
賃
金
改

定
を
実
施

し
な
い
事

業
所

７
月
以
降

に
賃
金
改

定
を
実
施

す
る
予
定

の
事
業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

７
月

以
降

に
賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
定

の
事

業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

７
月

以
降

に
賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
定

の
事

業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

７
月

以
降

に
賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
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７
月
以
降

も
賃
金
改

定
を
実
施

し
な
い
事

業
所

７
月
以
降

に
賃
金
改

定
を
実
施

す
る
予
定

の
事
業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

７
月

以
降

に
賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
定

の
事

業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

７
月

以
降

に
賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
定

の
事

業
所

７
月

以
降

も
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
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７
月

以
降
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賃

金
改

定
を

実
施

す
る

予
定

の
事

業
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23
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.0

10
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24
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52
.4

18
.6
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0
19

.0
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3
10

0.
0

34
.4

0.
0

5
6
.
8

8
.
8

10
0.
0

23
.8

1.
6

61
.6
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.9
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0.
0

19
.7

4.
2

61
.7
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.3
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0.

0
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.8
0.

8
28
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10
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0

33
.3
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3

5
3
.
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1
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.
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Ｒ ２ 年
10
0.
0

28
.3

1.
1

55
.6

14
.9

10
0.
0

30
.7

0.
9

46
.4

22
.0

10
0.

0
56

.7
1.

8
27

.8
13

.7
10

0.
0

41
.6

1.
5

4
3
.
7

1
3
.
1

Ｄ 計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改
定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

Ａ Ｂ Ｃ

１
～
６
月
に
賃
金
改
定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改
定

を
実
施
し
な
い
事
業
所

計

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
, 

娯
楽

業
医

療
，

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

Ｂ Ｃ Ｄ 計

ラ
ン

ク

ラ
ン

ク

産
業
計

製
造

業
卸

売
業

，
小

売
業

Ａ

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改
定
を

実
施
し
な
い
事
業
所

計

１
～
６
月
に
賃
金
改
定

を
実
施
し
な
い
事
業
所

学
術

研
究

, 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

計

１
～
６
月

に
賃
金
引

上
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～
６
月

に
賃
金
引

下
げ
を
実

施
し
た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
改

定
を

実
施

し
な

い
事

業
所

計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

計

１
～

６
月

に
賃

金
引

上
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～

６
月

に
賃

金
引

下
げ

を
実

施
し

た
事

業
所

１
～
６
月
に
賃
金
改
定
を

実
施
し
な
い
事
業
所
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（
％

）

産
業
計

製
造
業

卸
売
業
,

小
売
業

学
術

研
究

,
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
,

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,

娯
楽

業

医
療

,
福

祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

産
業

計
製
造
業

卸
売
業
,

小
売
業

学
術
研

究
,

専
門
・

技
術

サ
ー
ビ

ス
業

宿
泊
業
,

飲
食

サ
ー
ビ

ス
業

生
活
関

連
サ
ー

ビ
ス
業
,

娯
楽
業

医
療
,

福
祉

サ
ー
ビ

ス
業

（
他
に

分
類
さ

れ
な
い

も
の
）

産
業
計

製
造
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卸
売
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小
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研

究
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サ
ー
ビ

ス
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泊
業
,

飲
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サ
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ス
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サ
ー
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ス
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サ
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の
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（
注

）
空

欄
は

該
当
す
る
数
値
が
な
い
こ
と
を
示

す
。

Ｂ Ｃ Ｄ 計

第
２

表
　

事
業

所
の

平
均

賃
金

改
定

率

ラ
ン

ク

賃
金
引

上
げ

実
施

事
業

所
賃
金
引
下
げ
実
施
事
業
所

賃
金
改
定
実
施
事
業
所
及
び
凍
結
事

業
所

の
合

計

Ａ
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第
３
表
　
事
業
所
の
賃
金
引
上
げ
率
の
分
布
の
特
性
値

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

第
１
・

四
分
位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

第
１
・

四
分
位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

（
Q１

）
 （

Q２
）

（
Q
３

）
（

Q
１

）
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Q２
）

（
Q３

）
（
Q１

）
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Q２
）

（
Q３

）
（
Q１

）
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Q
２
）
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Q
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1.
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1.
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7

0.
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1
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Ｒ ２ 年
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8
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分
位

数
中

位
数
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・
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分
位

数
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係
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１
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四
分

位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

第
１
・

四
分
位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

第
１
・

四
分
位
数

中
位
数

第
３
・

四
分
位
数

分
散
係
数

（
Q１

）
 （

Q２
）

（
Q
３

）
（

Q
１

）
 （

Q２
）

（
Q３

）
（
Q１

）
 （

Q２
）

（
Q３

）
（
Q１

）
 
（
Q
２
）

（
Q
３
）

1.
0

1.
4

2
.5

0
.5
4

0.
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1.
5

5.
0

1.
43

1.
0

1.
5

3.
3

0.
77

1.
1

2
.
3

4
.
5

0
.
7
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1.
0

1.
2

3
.0

0
.8
3

0.
7

1.
4

3.
0

0.
82
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9

1.
1

2.
2

0.
59

0.
7

1
.
4

2
.
5

0
.
6
4

0.
8

1.
2

3
.1

0
.9
6

1.
1

1.
5

3.
0

0.
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1.
0

1.
6

3.
3

0.
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1.
0

1
.
6

2
.
3

0
.
4
1

0.
6

1.
3

5
.1

1
.7
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1.
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2.
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1.
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3.
1

0.
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1.
0

1
.
3

2
.
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0
.
5
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0.
9

1.
3

3
.0

0
.8
1

0.
7

1.
4

3.
0

0.
82

1.
0

1.
5

3.
0

0.
67

1.
0

1
.
6

3
.
0

0
.
6
3

Ｒ ２ 年
1.

0
2.

0
3
.6

0
.6
5

1.
0

2.
3

4.
1

0.
67

1.
0

1.
7

2.
7

0.
50

1.
0

2
.
0

3
.
3

0
.
5
8

（
注

）
１

　
特

性
値

は
、

賃
金

引
上

げ
実

施
事

業
所

に
つ

い
て

み
た

も
の

で
あ

る
。

Ｄ 計

　
　

　
２

　
分

散
係

数
 ＝

第
３

・
四

分
位

数
（

Ｑ
３

）
　

－
　

第
１

・
四

分
位

数
（
Ｑ
１
）

　
×
　
１
／
２

中
位

数
（

Ｑ
２

）

学
術
研
究
,
 
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

ＣＢ Ｃ Ｄ 計

ラ
ン

ク

生
活

関
連
サ
ー
ビ
ス
業
, 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー

ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

Ａ Ｂ

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ａ

ラ
ン

ク

産
業

計
製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％

％
％

％
％

％
％

％

229



第
４
表
①
　
一
般
労
働
者
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
上
昇
率
（
男
女
別
内
訳
）

（
円

、
％

）

Ｒ
２

年
６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２
年

６
月

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
２
年

Ｒ
２
年

６
月

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ａ
1
,
5
4
4

1
,
5
4
8

0
.
3

1
.
4

1
,
5
3
3

1
,
5
5
5

1
.
4

1
.
3

1
,
5
7
8

1
,
5
8
6

0
.
5

1
.
1

1
,
9
2
8

1
,
9
0
6

-
1
.
1

1
.
1

1
,
1
7
4

1
,
1
7
0

-
0
.
3

2
.
6

1
,
2
3
3

1
,
2
4
1

0
.
6

1
.
9

1
,
4
5
2

1
,
4
7
1

1
.
3

1
.
3

1
,
4
3
6

1
,
4
5
4

1
.
3

0
.
9

Ｂ
1
,
3
8
2

1
,
3
8
1

-
0
.
1

0
.
4

1
,
3
4
1

1
,
3
4
1

0
.
0

0
.
0

1
,
3
5
0

1
,
3
5
0

0
.
0

0
.
1

1
,
7
5
0

1
,
7
3
2

-
1
.
0

-
0
.
3

1
,
1
3
5

1
,
1
4
3

0
.
7

2
.
1

1
,
1
5
7

1
,
1
5
5

-
0
.
2

1
.
2

1
,
3
3
9

1
,
3
4
4

0
.
4

1
.
5

1
,
3
9
7

1
,
3
9
6

-
0
.
1

1
.
2

Ｃ
1
,
3
2
9

1
,
3
3
7

0
.
6

1
.
5

1
,
2
7
5

1
,
2
9
3

1
.
4

0
.
7

1
,
3
3
2

1
,
3
3
5

0
.
2

1
.
4

1
,
6
4
6

1
,
6
6
4

1
.
1

2
.
7

1
,
0
3
5

1
,
0
4
0

0
.
5

2
.
6

1
,
1
2
7

1
,
1
2
2

-
0
.
4

-
0
.
2

1
,
2
9
0

1
,
3
0
0

0
.
8

0
.
7

1
,
4
5
1

1
,
4
4
6

-
0
.
3

1
.
3

Ｄ
1
,
2
5
4

1
,
2
5
9

0
.
4

0
.
9

1
,
1
5
6

1
,
1
6
6

0
.
9

1
.
6

1
,
2
4
7

1
,
2
5
5

0
.
6

-
0
.
2

1
,
5
6
1

1
,
5
6
9

0
.
5

1
.
4

1
,
0
6
2

1
,
0
5
9

-
0
.
3

1
.
4

1
,
1
4
1

1
,
1
2
8

-
1
.
1

0
.
7

1
,
2
1
8

1
,
2
2
2

0
.
3

1
.
4

1
,
3
2
2

1
,
3
3
1

0
.
7

1
.
7

計
1
,
4
1
8

1
,
4
2
2

0
.
3

1
.
2

1
,
3
7
3

1
,
3
8
7

1
.
0

0
.
9

1
,
4
2
3

1
,
4
2
8

0
.
4

0
.
8

1
,
7
8
2

1
,
7
7
3

-
0
.
5

1
.
1

1
,
1
1
5

1
,
1
1
5

0
.
0

2
.
3

1
,
1
8
4

1
,
1
8
4

0
.
0

1
.
2

1
,
3
5
8

1
,
3
6
9

0
.
8

1
.
2

1
,
4
1
5

1
,
4
2
3

0
.
6

1
.
2

Ａ
1
,
7
9
5

1
,
8
0
0

0
.
3

1
.
0

1
,
7
1
8

1
,
7
3
7

1
.
1

1
.
1

1
,
8
3
5

1
,
8
5
1

0
.
9

0
.
9

2
,
1
5
5

2
,
1
3
1

-
1
.
1

1
.
4

1
,
3
1
4

1
,
3
0
5

-
0
.
7

0
.
5

1
,
4
3
7

1
,
4
6
1

1
.
7

0
.
5

1
,
6
3
8

1
,
6
8
2

2
.
7

0
.
4

1
,
6
0
0

1
,
6
2
4

1
.
5

0
.
6

Ｂ
1
,
6
2
8

1
,
6
2
1

-
0
.
4

0
.
3

1
,
5
5
9

1
,
5
6
0

0
.
1

-
0
.
3

1
,
5
6
8

1
,
5
6
2

-
0
.
4

0
.
1

2
,
0
7
2

2
,
0
4
9

-
1
.
1

0
.
4

1
,
3
1
1

1
,
3
2
7

1
.
2

1
.
9

1
,
2
9
9

1
,
2
5
0

-
3
.
8

0
.
8

1
,
4
4
8

1
,
4
4
7

-
0
.
1

1
.
1

1
,
4
8
8

1
,
4
8
1

-
0
.
5

1
.
8

Ｃ
1
,
5
9
1

1
,
5
9
6

0
.
3

1
.
2

1
,
4
5
8

1
,
4
7
3

1
.
0

0
.
6

1
,
5
9
6

1
,
6
0
1

0
.
3

1
.
3

1
,
9
2
3

1
,
9
3
7

0
.
7

2
.
4

1
,
1
7
0

1
,
1
7
3

0
.
3

0
.
6

1
,
2
3
2

1
,
2
4
1

0
.
7

0
.
7

1
,
4
2
5

1
,
4
2
7

0
.
1

-
0
.
3

1
,
6
0
0

1
,
5
9
5

-
0
.
3

0
.
7

Ｄ
1
,
4
8
6

1
,
4
9
1

0
.
3

0
.
7

1
,
3
1
0

1
,
3
1
6

0
.
5

1
.
5

1
,
4
8
1

1
,
4
9
5

0
.
9

-
0
.
1

1
,
7
6
4

1
,
7
7
4

0
.
6

2
.
6

1
,
2
7
8

1
,
2
6
4

-
1
.
1

-
1
.
1

1
,
3
0
8

1
,
2
8
5

-
1
.
8

0
.
1

1
,
3
3
8

1
,
3
4
0

0
.
1

1
.
0

1
,
4
6
3

1
,
4
6
4

0
.
1

2
.
5

計
1
,
6
6
8

1
,
6
7
0

0
.
1

0
.
9

1
,
5
6
5

1
,
5
7
7

0
.
8

0
.
7

1
,
6
7
6

1
,
6
8
5

0
.
5

0
.
7

2
,
0
2
6

2
,
0
1
6

-
0
.
5

1
.
6

1
,
2
8
0

1
,
2
7
8

-
0
.
2

0
.
6

1
,
3
4
4

1
,
3
4
3

-
0
.
1

0
.
5

1
,
5
0
8

1
,
5
2
8

1
.
3

0
.
6

1
,
5
5
4

1
,
5
6
0

0
.
4

1
.
0

Ａ
1
,
3
1
8

1
,
3
2
2

0
.
3

1
.
8

1
,
2
2
2

1
,
2
4
6

2
.
0

1
.
7

1
,
2
8
6

1
,
2
8
9

0
.
2

1
.
4

1
,
6
8
0

1
,
6
6
8

-
0
.
7

0
.
8

1
,
1
0
9

1
,
1
0
8

-
0
.
1

3
.
4

1
,
1
3
5

1
,
1
3
5

0
.
0

2
.
8

1
,
4
1
5

1
,
4
2
7

0
.
8

1
.
5

1
,
2
4
0

1
,
2
5
3

1
.
0

1
.
7

Ｂ
1
,
1
6
3

1
,
1
6
8

0
.
4

0
.
8

1
,
0
3
3

1
,
0
4
1

0
.
8

0
.
6

1
,
1
5
5

1
,
1
6
1

0
.
5

0
.
3

1
,
3
2
5

1
,
3
2
3

-
0
.
2

-
0
.
6

1
,
0
5
0

1
,
0
5
6

0
.
6

2
.
1

1
,
0
8
1

1
,
1
0
5

2
.
2

1
.
2

1
,
3
1
9

1
,
3
2
6

0
.
5

1
.
5

1
,
2
2
3

1
,
2
3
2

0
.
7

0
.
9

Ｃ
1
,
1
0
3

1
,
1
1
3

0
.
9

2
.
2

9
8
3

9
9
5

1
.
2

1
.
4

1
,
0
9
5

1
,
0
9
9

0
.
4

1
.
8

1
,
2
6
6

1
,
3
0
0

2
.
7

3
.
8

9
9
2

9
9
6

0
.
4

3
.
3

1
,
0
6
7

1
,
0
5
5

-
1
.
1

-
0
.
2

1
,
2
6
4

1
,
2
7
4

0
.
8

0
.
8

1
,
1
4
0

1
,
1
3
8

-
0
.
2

1
.
8

Ｄ
1
,
0
4
0

1
,
0
4
8

0
.
8

1
.
2

9
4
7

9
6
0

1
.
4

2
.
9

1
,
0
1
2

1
,
0
1
6

0
.
4

0
.
0

1
,
2
0
5

1
,
2
2
4

1
.
6

1
.
4

9
8
2

9
8
3

0
.
1

1
.
8

9
8
7

9
8
9

0
.
2

1
.
4

1
,
1
9
3

1
,
1
9
7

0
.
3

1
.
5

1
,
0
4
1

1
,
0
6
7

2
.
5

1
.
3

計
1
,
1
9
4

1
,
2
0
1

0
.
6

1
.
6

1
,
0
7
7

1
,
0
9
2

1
.
4

1
.
5

1
,
1
6
8

1
,
1
7
2

0
.
3

1
.
1

1
,
4
7
2

1
,
4
7
5

0
.
2

1
.
0

1
,
0
4
6

1
,
0
4
8

0
.
2

2
.
8

1
,
0
9
4

1
,
0
9
6

0
.
2

1
.
8

1
,
3
2
8

1
,
3
3
8

0
.
8

1
.
4

1
,
1
9
2

1
,
2
0
3

0
.
9

1
.
6

男 　 　 女 　 　 計 男 女

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃
金
上
昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
性

ラ
ン
ク

産
業

計
製
造
業

卸
売
業
，

小
売

業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
, 

娯
楽

業
医

療
，

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）
学

術
研

究
, 

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
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第
４
表
②
　
一
般
労
働
者
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
上
昇
率
（
一
般
・
パ
ー
ト
別
内
訳
）

（
円

、
％

）

Ｒ
２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２
年

６
月

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
２
年

Ｒ
２
年

６
月

Ｒ
３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

３
年

６
月

Ｒ
２

年
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
３

年
６

月
Ｒ

２
年

Ａ
1
,
5
4
4

1
,
5
4
8

0
.
3

1
.
4

1
,
5
3
3

1
,
5
5
5

1
.
4

1
.
3

1
,
5
7
8

1
,
5
8
6

0
.
5

1
.
1

1
,
9
2
8

1
,
9
0
6

-
1
.
1

1
.
1

1
,
1
7
4

1
,
1
7
0

-
0
.
3

2
.
6

1
,
2
3
3

1
,
2
4
1

0
.
6

1
.
9

1
,
4
5
2

1
,
4
7
1

1
.
3

1
.
3

1
,
4
3
6

1
,
4
5
4

1
.
3

0
.
9

Ｂ
1
,
3
8
2

1
,
3
8
1

-
0
.
1

0
.
4

1
,
3
4
1

1
,
3
4
1

0
.
0

0
.
0

1
,
3
5
0

1
,
3
5
0

0
.
0

0
.
1

1
,
7
5
0

1
,
7
3
2

-
1
.
0

-
0
.
3

1
,
1
3
5

1
,
1
4
3

0
.
7

2
.
1

1
,
1
5
7

1
,
1
5
5

-
0
.
2

1
.
2

1
,
3
3
9

1
,
3
4
4

0
.
4

1
.
5

1
,
3
9
7

1
,
3
9
6

-
0
.
1

1
.
2

Ｃ
1
,
3
2
9

1
,
3
3
7

0
.
6

1
.
5

1
,
2
7
5

1
,
2
9
3

1
.
4

0
.
7

1
,
3
3
2

1
,
3
3
5

0
.
2

1
.
4

1
,
6
4
6

1
,
6
6
4

1
.
1

2
.
7

1
,
0
3
5

1
,
0
4
0

0
.
5

2
.
6

1
,
1
2
7

1
,
1
2
2

-
0
.
4

-
0
.
2

1
,
2
9
0

1
,
3
0
0

0
.
8

0
.
7

1
,
4
5
1

1
,
4
4
6

-
0
.
3

1
.
3

Ｄ
1
,
2
5
4

1
,
2
5
9

0
.
4

0
.
9

1
,
1
5
6

1
,
1
6
6

0
.
9

1
.
6

1
,
2
4
7

1
,
2
5
5

0
.
6

-
0
.
2

1
,
5
6
1

1
,
5
6
9

0
.
5

1
.
4

1
,
0
6
2

1
,
0
5
9

-
0
.
3

1
.
4

1
,
1
4
1

1
,
1
2
8

-
1
.
1

0
.
7

1
,
2
1
8

1
,
2
2
2

0
.
3

1
.
4

1
,
3
2
2

1
,
3
3
1

0
.
7

1
.
7

計
1
,
4
1
8

1
,
4
2
2

0
.
3

1
.
2

1
,
3
7
3

1
,
3
8
7

1
.
0

0
.
9

1
,
4
2
3

1
,
4
2
8

0
.
4

0
.
8

1
,
7
8
2

1
,
7
7
3

-
0
.
5

1
.
1

1
,
1
1
5

1
,
1
1
5

0
.
0

2
.
3

1
,
1
8
4

1
,
1
8
4

0
.
0

1
.
2

1
,
3
5
8

1
,
3
6
9

0
.
8

1
.
2

1
,
4
1
5

1
,
4
2
3

0
.
6

1
.
2

Ａ
1
,
7
9
1

1
,
7
9
6

0
.
3

1
.
2

1
,
6
7
8

1
,
6
9
9

1
.
3

1
.
1

1
,
8
1
6

1
,
8
2
8

0
.
7

1
.
4

2
,
0
3
0

2
,
0
1
3

-
0
.
8

0
.
7

1
,
5
1
8

1
,
4
9
2

-
1
.
7

0
.
9

1
,
4
2
0

1
,
4
4
0

1
.
4

2
.
1

1
,
5
3
3

1
,
5
6
1

1
.
8

1
.
9

1
,
6
2
1

1
,
6
4
6

1
.
5

0
.
9

Ｂ
1
,
6
0
0

1
,
5
9
6

-
0
.
3

0
.
3

1
,
4
7
0

1
,
4
7
0

0
.
0

-
0
.
4

1
,
5
9
7

1
,
5
9
5

-
0
.
1

0
.
0

1
,
8
8
0

1
,
8
6
1

-
1
.
0

0
.
5

1
,
4
0
9

1
,
4
2
1

0
.
9

1
.
5

1
,
3
5
2

1
,
3
4
5

-
0
.
5

1
.
2

1
,
4
5
4

1
,
4
6
7

0
.
9

1
.
5

1
,
5
0
2

1
,
4
8
8

-
0
.
9

1
.
8

Ｃ
1
,
5
3
7

1
,
5
4
7

0
.
7

1
.
3

1
,
3
7
0

1
,
3
9
1

1
.
5

0
.
8

1
,
5
8
5

1
,
5
8
5

0
.
0

1
.
0

1
,
7
7
2

1
,
7
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和２年 令和３年

37.6 38.6

２　男女別労働者数比率

（％）

令和２年 令和３年

男性 47.2 46.7

女性 52.8 53.3

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和元年度 令和２年度

244.4 242.3

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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デ
ー
タ
と
も
に
令
和
元
年
度
の
も
の
で
あ
る
。

注
４
）０
．
８
１
７
は
時
間
額
７
９
０
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
元
年
度
の
税
・社

会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。

単
位
：
円

－
１
－
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80
,0
0
0

90
,0
0
0

10
0,
0
00

11
0,
0
00

12
0,
0
00

13
0,
0
00

14
0,
0
00

15
0,
0
00

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知

埼 玉
千 葉

京 都
兵 庫

静 岡
滋 賀

茨 城
栃 木

広 島
長 野

富 山
三 重

山 梨
群 馬

岡 山
石 川

香 川
奈 良

宮 城
福 岡

山 口
岐 阜

福 井
和 歌 山

北 海 道

新 潟
徳 島

福 島
大 分

山 形
愛 媛

島 根
鳥 取

熊 本
長 崎

高 知
岩 手

鹿 児 島

佐 賀
青 森

秋 田
宮 崎

沖 縄

生
活
保
護
（生

活
扶
助
基
準
（１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）＋

住
宅
扶
助
）
と
最
低
賃
金

生
活
扶
助
基
準
（１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）人

口
加
重
平
均
＋
住
宅
扶
助
実
績
値

最
低
賃
金
額
×
１
７
３
．
８
×
０
．
８
１
７

注
１
）生

活
扶
助
基
準
（１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）は

１
８
～
１
９
歳
単
身
の
も
の
で
あ
る
。

注
２
）生

活
扶
助
基
準
は
冬
季
加
算
を
含
め
て
算
出
。

注
３
）生

活
保
護
の
デ
ー
タ
は
令
和
元
年
度
、
最
低
賃
金
の
デ
ー
タ
は
令
和
２
年
度
の
も
の
。

注
４
）０
．
８
１
７
は
時
間
額
７
９
０
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
元
年
度
の
税
・社

会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。

単
位
：
円

令
和
２
年
度
最
低
賃
金

改
定
額
反
映
版

－
２
－
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令和元年度
データに基
づく乖離額

令和２年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率が低下

（0.818→0.817）
したことによる

影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直しによる
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北海道 △119 0 △119 △125 6 0 1 4 1
青 森 △114 3 △117 △123 6 △3 1 8 0
岩 手 △134 3 △137 △144 7 △3 1 7 2
宮 城 △119 1 △120 △126 5 △1 1 4 1
秋 田 △127 2 △129 △136 7 △2 1 7 0
山 形 △122 3 △125 △131 6 △3 1 7 1
福 島 △148 2 △150 △157 7 △2 1 8 1
茨 城 △193 2 △195 △201 6 △2 1 8 △1
栃 木 △170 1 △171 △176 5 △1 1 6 △1
群 馬 △160 2 △162 △168 6 △2 1 6 1
埼 玉 △134 2 △136 △134 △2 △2 1 1 △2
千 葉 △156 2 △158 △155 △2 △2 1 2 △3
東 京 △144 0 △144 △143 △1 0 1 △5 3
神奈川 △171 1 △172 △167 △4 △1 1 △4 △1
新 潟 △145 1 △146 △152 6 △1 1 6 △0
富 山 △202 1 △203 △208 6 △1 1 5 1
石 川 △152 1 △153 △155 3 △1 1 6 △3
福 井 △177 1 △178 △183 5 △1 1 6 △1
山 梨 △193 1 △194 △207 12 △1 1 13 △1
長 野 △184 1 △185 △190 5 △1 1 7 △1
岐 阜 △173 1 △174 △183 9 △1 1 7 2
静 岡 △170 0 △170 △177 8 0 1 5 2
愛 知 △199 1 △200 △202 3 △1 1 2 1
三 重 △214 1 △215 △222 6 △1 1 6 1
滋 賀 △176 2 △178 △178 0 △2 1 5 △3
京 都 △138 0 △138 △139 1 0 1 △1 1
大 阪 △173 0 △173 △171 △2 0 1 △4 0
兵 庫 △139 1 △140 △140 △0 △1 1 △1 1
奈 良 △154 1 △155 △161 7 △1 1 6 1
和歌山 △169 1 △170 △178 8 △1 1 6 2
鳥 取 △133 2 △135 △141 6 △2 1 7 0
島 根 △155 2 △157 △165 8 △2 1 6 2
岡 山 △133 1 △134 △136 1 △1 1 2 △0
広 島 △140 0 △140 △142 2 0 1 1 0
山 口 △190 0 △190 △198 8 0 1 6 2
徳 島 △178 3 △181 △186 4 △3 1 7 △0
香 川 △159 2 △161 △168 7 △2 1 6 2
愛 媛 △120 3 △123 △129 6 △3 1 6 2
高 知 △145 2 △147 △153 6 △2 1 7 1
福 岡 △146 1 △147 △151 3 △1 1 3 1
佐 賀 △160 2 △162 △168 7 △2 1 7 1
長 崎 △139 3 △142 △150 7 △3 1 6 3
熊 本 △148 3 △151 △158 7 △3 1 7 2
大 分 △149 2 △151 △156 4 △2 1 6 △1
宮 崎 △151 3 △154 △159 5 △3 1 7 0
鹿児島 △154 3 △157 △161 4 △3 1 6 0
沖 縄 △124 2 △126 △133 6 △2 1 7 1

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満
率
及
び
影
響
率

１
．
地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満

率
及
び
影
響
率
（
ラ
ン
ク
別
）
の
推
移
（
平
成
23
～
令
和
２
年
度
）

平
成
23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

令
和
元
年
度

２
年
度

７
３
７

７
４
９

７
６
４

７
８
０

７
９
８

８
２
３

８
４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

（
7）

（
12
）

（
15
）

（
16
）

（
18
）

（
25
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
1
）

未
満
率

（
％
）

1.
5

2.
5

2.
1

2.
5

2.
1

4.
2

2.
3

2.
4

1.
7

2.
4

影
響
率

（
％
）

4.
0

5.
7

10
.7

9.
3

12
.8

14
.5

14
.5

15
.3

20
.5

4.
5

未
満
率

（
％
）

1.
7

1.
4

1.
5

1.
6

1.
4

1.
6

1.
3

1.
5

1.
7

1.
5

影
響
率

（
％
）

2.
9

3.
1

5.
4

5.
2

6.
0

8.
6

9.
8

12
.3

14
.2

3.
4

未
満
率

（
％
）

1.
8

2.
2

2.
0

1.
8

2.
2

2.
0

1.
3

1.
7

1.
5

1.
8

影
響
率

（
％
）

3.
1

5.
2

5.
5

6.
6

6.
9

8.
6

9.
6

12
.7

13
.9

4.
5

未
満
率

（
％
）

2.
0

2.
0

1.
8

1.
8

1.
9

1.
5

1.
4

1.
4

1.
2

1.
8

影
響
率

（
％
）

3.
4

5.
0

6.
0

6.
2

7.
4

10
.1

10
.3

13
.3

11
.6

6.
9

未
満
率

（
％
）

1.
7

2.
1

1.
9

2.
0

1.
9

2.
7

1.
7

1.
9

1.
6

2.
0

影
響
率

（
％
）

3.
4

4.
9

7.
4

7.
3

9.
0

11
.1

11
.9

13
.8

16
.3

4.
7

資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
（
平
成
23
～
令
和
２
年
）

（
注
）
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
以
下
単
に
「
最
低
賃
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
各
ラ
ン
ク
は
、
各
年
に
お
け
る
適
用
ラ
ン
ク
で
あ
り
、
各
ラ
ン
ク
の
未
満
率
、
影
響
率
に
つ
い
て
は
、
加
重
平
均
で
あ
る
。

資
料
 N
o.
3

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

計

年
度

地
域
別
最
低
賃
金
額

（
対
前
年
度
差
）

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

-
1
-

資料№　Ⅱ－３
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２
．

地
域

別
最

低
賃

金
の

未
満

率
と

影
響

率

(１
)　
都
道
府
県
別
未
満
率
と
影
響
率
（令

和
２
年
）

未
満
率
（全

国
加
重
平
均
）　
２
．
０
％

影
響
率
（全

国
加
重
平
均
）　
４
．
７
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

滋 賀

茨 城

栃 木

広 島

長 野

富 山

三 重

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

香 川

奈 良

宮 城

福 岡

山 口

岐 阜

福 井

和 歌 山

北 海 道

新 潟

徳 島

福 島

大 分

山 形

愛 媛

島 根

鳥 取

熊 本

長 崎

高 知

岩 手

鹿 児 島

佐 賀

青 森

秋 田

宮 崎

沖 縄

全 国 平 均

未
満
率
3
.
1
2
.
3
3
.
3
0
.
8
1
.
8
1
.
8
1
.
5
1
.
0
1
.
8
1
.
1
1
.
5
1
.
4
2
.
2
1
.
1
2
.
3
1
.
5
0
.
9
1
.
8
1
.
3
2
.
2
1
.
3
0
.
9
1
.
5
1
.
9
2
.
8
1
.
4
1
.
4
2
.
0
3
.
9
0
.
7
1
.
6
2
.
2
2
.
2
1
.
8
1
.
7
1
.
1
0
.
4
1
.
7
1
.
9
1
.
4
1
.
8
1
.
3
1
.
6
2
.
3
1
.
0
2
.
3
2
.
4
2
.
0

影
響
率
3
.
1
8
.
8
3
.
3
4
.
2
5
.
6
4
.
2
1
.
5
4
.
1
1
.
8
3
.
4
7
.
5
4
.
9
2
.
2
2
.
1
4
.
3
4
.
1
2
.
4
4
.
6
2
.
7
3
.
5
2
.
4
3
.
6
6
.
3
4
.
3
2
.
8
5
.
2
3
.
1
7
.
5
3
.
9
6
.
7
5
.
1
3
.
6
6
.
9
5
.
3
6
.
4
5
.
4
4
.
5
6
.
5
7
.
7
6
.
4
6
.
0
6
.
2
7
.
0
1
1
.
5
9
.
1
1
0
.
5
7
.
9
4
.
7

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
令
和
２
年
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
１
）
事
業
所
規
模
3
0
人
未
満
（
製
造
業
等
は
1
0
0
人
未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

（
注
２
）
上
記
の
影
響
率
、
未
満
率
は
、
令
和
２
年
度
の
各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
で
使
用
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
　
表
の
う
ち
「
＊
」
の
あ
る
県
の
数
値
は
事
業
所
数
に
よ
る
復
元
を
、
「
＊
」
の
な
い
県
は
労
働
者
数
に
よ
る
復
元
を
行
っ
て
集
計
し
た
も
の
。

0.
0

2.
0

4.
0

6.
0

8.
0

10
.0

12
.0

14
.0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知

埼 玉
千 葉

京 都
兵 庫

静 岡
滋 賀

茨 城
栃 木

広 島
長 野

富 山
三 重

山 梨
群 馬

岡 山
石 川

香 川
奈 良 ＊

宮 城
福 岡

山 口
岐 阜

福 井
和 歌 山

北 海 道 ＊

新 潟 ＊

徳 島
福 島

大 分
山 形

愛 媛
島 根

鳥 取
熊 本

長 崎
高 知 ＊

岩 手
鹿 児 島

佐 賀 ＊

青 森
秋 田

宮 崎
沖 縄

(%
)

未
満

率
影

響
率

-2
-
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(２
)　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
と
影
響
率
（令

和
２
年
）

未
満
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
２
．
０
％

影
響
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
２
．
５
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

滋 賀

茨 城

栃 木

広 島

長 野

富 山

三 重

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

香 川

奈 良

宮 城

福 岡

山 口

岐 阜

福 井

和 歌 山

北 海 道

新 潟

徳 島

福 島

大 分

山 形

愛 媛

島 根

鳥 取

熊 本

長 崎

高 知

岩 手

鹿 児 島

佐 賀

青 森

秋 田

宮 崎

沖 縄

全 国 平 均

未
満
率
2.
0
2.
5
3.
0
1.
1
2.
1
1.
6
2.
3
2.
7
1.
6
1.
3
2.
3
1.
6
2.
2
1.
0
1.
6
2.
5
1.
5
1.
4
2.
1
1.
8
1.
6
1.
1
1.
6
1.
9
1.
7
2
.6
2.
0
1.
8
2.
8
1.
5
0.
6
1.
9
2.
1
1.
7
1.
1
0.
7
1.
3
1.
2
0.
8
0.
8
1.
6
1.
9
2.
5
3.
0
1.
1
0.
9
1.
2
2.
0

影
響
率
2.
0
3.
8
3.
0
2.
2
2.
9
2.
3
2.
3
2.
9
1.
6
1.
5
3.
1
1.
7
2.
2
1.
1
1.
9
2.
9
2.
0
1.
8
2.
5
2.
0
1.
8
1.
5
2.
3
2.
6
1.
7
3
.0
2.
4
2.
5
2.
8
2.
3
1.
2
2.
2
2.
7
2.
4
2.
7
1.
2
2.
1
2.
3
1.
8
2.
4
2.
5
2.
8
3.
4
5.
3
2.
2
2.
5
1.
7
2.
5

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
令
和
２
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
事
業
所
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資料No.4

賃金分布に関する資料

（都道府県別、総合指数順）

資料No.4-1　時間当たり賃金分布（一般労働者・短時間労働者計）　･･･１

資料No.4-2　時間当たり賃金分布（一般労働者）　･････････････････‥14

資料No.4-3　時間当たり賃金分布（短時間労働者）　･･･････････････‥27
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時間当たり賃金分布（一般・短時間計）

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料No. ４－１

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」

（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

三重（B）
873円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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奈良（C)
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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福岡（C)

841円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

佐賀（D)

790円

12 255



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

青森（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

秋田（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮崎（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄（D)

790円

13 256



時間当たり賃金分布（一般労働者）

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

東京（A）

1013円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

神奈川（A）

1011円

資料No. ４－２

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大阪（A)

964円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛知（A）
926円

14 257



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

埼玉（A）

926円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」

（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

千葉（A）

923円

15 258



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

京都（B)
909円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

兵庫（B)

899円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

静岡（B）

885円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

滋賀（B）

866円

16 259



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

茨城（B）

849円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

栃木（B）

853円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

広島（B)

871円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長野（B）

848円

17 260



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

富山（B）

848円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

三重（B）

873円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山梨（B）

837円

18 261



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

群馬（C）

835円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岡山（C)

833円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

石川（C）

832円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

香川（C)

818円

19 262



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

奈良（C)

837円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮城（C）

824円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福岡（C)

841円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山口（C)

829円

20 263



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岐阜（C）

851円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福井（C）

829円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

和歌山（C)

830円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

北海道（C)

861円

21 264



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

新潟（C）

830円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

徳島（C)

793円

22 265



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島（D）

798円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山形（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛媛（D)

790円

23 266



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鳥取（D)
790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長崎（D)

790円

24 267



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岩手（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鹿児島（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

佐賀（D)

790円

25 268



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

青森（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

秋田（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮崎（D)
790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄（D)

790円

26 269



時間当たり賃金分布（短時間労働者）

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

東京（A）

1013円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

神奈川（A）

1011円

資料No. ４－３

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大阪（A)

964円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛知（A）

926円

27 270



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

埼玉（A）

926円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」

（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

千葉（A）

923円

28 271



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

京都（B)

909円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

兵庫（B)
899円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

静岡（B）

885円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

滋賀（B）

866円

29 272



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

茨城（B）

849円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

栃木（B）

853円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

広島（B)

871円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長野（B）

848円

30 273



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

富山（B）

848円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

三重（B）

873円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山梨（B）

837円

31 274



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

群馬（C）

835円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岡山（C)

833円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

石川（C）

832円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

香川（C)

818円

32 275



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

奈良（C)

837円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮城（C）

824円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福岡（C)

841円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山口（C)

829円

33 276



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岐阜（C）

851円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福井（C）

829円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

和歌山（C)

830円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

北海道（C)

861円

34 277



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

新潟（C）

830円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

徳島（C)

793円

35 278



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島（D）

798円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山形（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛媛（D)

790円

36 279



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鳥取（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長崎（D)

790円

37 280



資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岩手（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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鹿児島（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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賃金改定状況調査結果の訂正について 

 

 

令和３年７月１日第２回目安に関する小委員会に提出しました「資料 No.1

令和３年賃金改定状況調査結果」について、集計誤りが判明しましたので下記

のとおり訂正いたします。 

委員会終了後に調査結果の分析を行っていたところ、復元に使用する母集団

労働者数が誤っていることが確認されたため、正しい数値で再集計した結果を

改めて提出いたします。 

また、令和２年調査でも同様の誤りがありましたので、令和２年調査結果も

併せて訂正させていただきます。 

中央最低賃金審議会の審議資料である本調査結果を訂正することとなりまし

たことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１ 訂正内容 

 

主な訂正内容は以下のとおりです。詳細は別紙１を御参照ください。 

 

（令和３年調査結果）第４表①② 産業計の賃金上昇率 

〔正〕         〔誤〕 

Ａランク ０．５％ ←  ０．３％ 

Ｂランク ０．１％ ← －０．１％ 

Ｃランク  ０．５％ ←  ０．６％ 

Ｄランク ０．３％ ←  ０．４％ 

ランク計 ０．４％ ←  ０．３％ 

 

（令和２年調査結果）第４表①② 産業計の賃金上昇率 

〔正〕         〔誤〕 

Ａランク １．５％ ←  １．４％ 

Ｂランク ０．７％ ←  ０．４％ 

Ｃランク  １．３％ ←  １．５％ 

Ｄランク ０．８％ ←  ０．９％ 

ランク計 １．２％ ←  １．２％  ※訂正なし 

 

資料 
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２ 誤りの原因（別紙２参照） 

  

令和元年調査までは、「Ｌ 学術研究, 専門・技術サービス業」、「Ｎ 生活関

連サービス業, 娯楽業」及び「Ｒ サービス業（他に分類されないもの）」の３

つの産業を合わせて「その他のサービス業」として集計していましたが、令和

２年調査よりこれらを分けて集計するよう変更したところです。 

しかし、令和２年調査の集計を行うに当たりプログラムの改修を行っていた

中で、一部の産業で別の産業の母集団労働者数を用いるといった誤った改修を

行い、令和３年でも同じプログラムを使用したことから令和３年調査の集計で

も誤りが生じたものです。 

 

 

３ 再発防止策 

 

来年度以降、集計結果の確認にあたっては、母集団労働者数の設定等を含めて、

２人以上の者が別のソフトウェアを用いて独立して集計を行い、集計結果が完全

に一致するまで検証を行うことを徹底するよう、作業手順及び作業体制を見直し

ます。 
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及
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昇
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0
.
2

1
.
4

Ｂ
1
,
0
5
9

1
,
0
6
1

0
.
2

0
.
6

9
7
6

9
7
9

0
.
3

1
.
4

1
,
0
5
1

1
,
0
5
3

0
.
2

0
.
4

1
,
2
1
6

1
,
2
0
7

-
0
.
7

-
4
.
8

9
9
3

9
9
9

0
.
6

2
.
3

1
,
0
0
8

1
,
0
1
1

0
.
3

1
.
1

1
,
2
0
2

1
,
2
0
0

-
0
.
2

1
.
2

1
,
1
5
3

1
,
1
8
0

2
.
3

-
0
.
6

Ｃ
9
8
4

9
8
8

0
.
4

2
.
3

9
4
5

9
5
4

1
.
0

1
.
0

9
6
0

9
6
7

0
.
7

1
.
9

1
,
1
2
7

1
,
1
2
8

0
.
1

3
.
2

9
4
6

9
4
4

-
0
.
2

3
.
7

1
,
0
0
2

9
9
2

-
1
.
0

-
0
.
4

1
,
1
4
6

1
,
1
5
7

1
.
0

1
.
5

9
4
9

9
7
0

2
.
2

3
.
6

Ｄ
9
6
8

9
7
1

0
.
3

1
.
0

9
4
9

9
3
5

-
1
.
5

2
.
1

9
1
2

9
1
8

0
.
7

0
.
0

1
,
2
7
9

1
,
2
7
4

-
0
.
4

1
.
3

9
4
7

9
4
6

-
0
.
1

2
.
4

9
5
2

9
2
0

-
3
.
4

2
.
2

1
,
0
9
9

1
,
0
8
6

-
1
.
2

2
.
3

9
7
7

1
,
0
0
2

2
.
6

-
1
.
3

計
1
,
0
6
4

1
,
0
6
6

0
.
2

1
.
7

1
,
0
0
6

1
,
0
1
7

1
.
1

1
.
7

1
,
0
3
9

1
,
0
4
3

0
.
4

0
.
7

1
,
2
6
4

1
,
2
4
4

-
1
.
6

1
.
0

1
,
0
1
1

1
,
0
1
2

0
.
1

3
.
0

1
,
0
2
7

1
,
0
2
0

-
0
.
7

1
.
2

1
,
2
6
7

1
,
2
7
2

0
.
4

1
.
1

1
,
0
4
3

1
,
0
5
1

0
.
8

1
.
0

一 般 パ ー ト 計 一 般 パ ー ト

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

就
業

形
態

ラ
ン

ク

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

医
療

，
福

祉
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

学
術

研
究

,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

令
和

３
年

調
査

結
果
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１
　
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
比
率

１
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率

（
％
）

（
％
）

令
和
２

年
令
和
３
年

令
和
２
年

令
和
３
年

42
.2

43
.1

3
7
.
6

3
8
.
6

２
　
男
女
別

労
働
者
数
比
率

２
　
男
女
別
労
働
者
数
比
率

（
％
）

（
％
）

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
２
年

令
和
３
年

男
性

42
.6

42
.3

男
性

4
7
.
2

4
6
.
7

女
性

57
.4

57
.7

女
性

5
2
.
8

5
3
.
3

【
訂
正
後
】

【
訂
正
前
】

付
表
　
労
働
者
構
成
比
率
及
び
年
間
所
定
労
働
日
数

令
和
３
年
調
査
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【
訂
正
後
】
　
第
４
表
①
　
一
般
労
働
者
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
上
昇

率
（

男
女

別
内

訳
）

（
円
、
％
）

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
１

年
Ｒ

１
年

６
月

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

１
年

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
１

年
Ｒ

１
年

６
月

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

１
年

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
１

年
Ｒ

１
年

６
月

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

１
年

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
１

年
Ｒ

１
年

６
月

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

１
年

Ａ
1
,
5
1
4

1
,
5
3
6

1
.
5

1
.
3

1
,
4
7
0

1
,
4
8
9

1
.
3

0
.
9

1
,
6
2
6

1
,
6
4
4

1
.
1

0
.
9

1
,
8
9
8

1
,
9
1
8

1
.
1

(
0
.
2
)

1
,
2
4
4

1
,
2
7
6

2
.
6

1
.
2

1
,
3
6
5

1
,
3
9
1

1
.
9

(
0
.
2
)

1
,
4
8
6

1
,
5
0
6

1
.
3

3
.
3

1
,
7
1
2

1
,
7
2
8

0
.
9

(
0
.
2
)

Ｂ
1
,
3
8
3

1
,
3
9
2

0
.
7

0
.
8

1
,
4
0
1

1
,
4
0
1

0
.
0

0
.
5

1
,
4
8
6

1
,
4
8
8

0
.
1

0
.
7

1
,
7
9
2

1
,
7
8
6

-
0
.
3

(
0
.
9
)

1
,
1
0
6

1
,
1
2
9

2
.
1

1
.
8

1
,
1
1
0

1
,
1
2
3

1
.
2

(
0
.
9
)

1
,
3
6
3

1
,
3
8
3

1
.
5

0
.
6

1
,
6
0
3

1
,
6
2
3

1
.
2

(
0
.
9
)

Ｃ
1
,
3
0
5

1
,
3
2
2

1
.
3

1
.
1

1
,
3
4
1

1
,
3
5
1

0
.
7

0
.
9

1
,
3
8
9

1
,
4
0
8

1
.
4

1
.
0

1
,
6
5
6

1
,
7
0
0

2
.
7

(
0
.
1
)

1
,
0
6
7

1
,
0
9
5

2
.
6

2
.
3

1
,
2
3
6

1
,
2
3
3

-
0
.
2

(
0
.
1
)

1
,
2
5
8

1
,
2
6
7

0
.
7

2
.
3

1
,
3
4
8

1
,
3
6
6

1
.
3

(
0
.
1
)

Ｄ
1
,
1
9
2

1
,
2
0
2

0
.
8

1
.
9

1
,
1
6
3

1
,
1
8
2

1
.
6

1
.
4

1
,
2
6
8

1
,
2
6
6

-
0
.
2

1
.
5

1
,
4
9
7

1
,
5
1
8

1
.
4

(
2
.
0
)

9
9
4

1
,
0
0
8

1
.
4

3
.
1

1
,
0
4
5

1
,
0
5
2

0
.
7

(
2
.
0
)

1
,
2
0
3

1
,
2
2
0

1
.
4

2
.
2

1
,
2
6
2

1
,
2
8
3

1
.
7

(
2
.
0
)

計
1
,
3
9
1

1
,
4
0
7

1
.
2

1
.
3

1
,
3
8
1

1
,
3
9
3

0
.
9

0
.
9

1
,
4
8
7

1
,
4
9
9

0
.
8

0
.
9

1
,
7
7
2

1
,
7
9
3

1
.
2

(
0
.
6
)

1
,
1
4
4

1
,
1
7
1

2
.
4

1
.
7

1
,
2
3
5

1
,
2
5
0

1
.
2

(
0
.
6
)

1
,
3
5
9

1
,
3
7
6

1
.
3

2
.
2

1
,
5
4
0

1
,
5
5
8

1
.
2

(
0
.
6
)

Ａ
1
,
7
7
2

1
,
7
8
6

0
.
8

0
.
9

1
,
6
7
1

1
,
6
8
9

1
.
1

1
.
0

1
,
8
4
8

1
,
8
6
5

0
.
9

0
.
5

2
,
2
5
6

2
,
2
8
7

1
.
4

(
-
0
.
2
)

1
,
4
4
1

1
,
4
4
8

0
.
5

1
.
7

1
,
5
3
9

1
,
5
4
6

0
.
5

(
-
0
.
2
)

1
,
7
0
8

1
,
7
1
5

0
.
4

3
.
5

1
,
8
8
2

1
,
8
9
3

0
.
6

(
-
0
.
2
)

Ｂ
1
,
6
6
5

1
,
6
7
2

0
.
4

0
.
4

1
,
6
4
8

1
,
6
4
3

-
0
.
3

0
.
1

1
,
7
5
9

1
,
7
6
0

0
.
1

0
.
7

2
,
1
4
2

2
,
1
5
0

0
.
4

(
0
.
2
)

1
,
2
4
6

1
,
2
7
0

1
.
9

-
0
.
1

1
,
1
9
3

1
,
2
0
2

0
.
8

(
0
.
2
)

1
,
5
3
0

1
,
5
4
7

1
.
1

1
.
1

1
,
8
8
5

1
,
9
1
8

1
.
8

(
0
.
2
)

Ｃ
1
,
5
7
3

1
,
5
8
8

1
.
0

0
.
7

1
,
5
7
3

1
,
5
8
2

0
.
6

0
.
7

1
,
6
5
5

1
,
6
7
7

1
.
3

0
.
5

1
,
9
1
0

1
,
9
5
5

2
.
4

(
-
0
.
3
)

1
,
2
3
3

1
,
2
4
1

0
.
6

2
.
6

1
,
4
8
6

1
,
4
9
6

0
.
7

(
-
0
.
3
)

1
,
4
1
9

1
,
4
1
5

-
0
.
3

3
.
6

1
,
5
2
6

1
,
5
3
7

0
.
7

(
-
0
.
3
)

Ｄ
1
,
4
0
4

1
,
4
1
1

0
.
5

1
.
4

1
,
3
4
9

1
,
3
6
9

1
.
5

1
.
0

1
,
4
9
7

1
,
4
9
5

-
0
.
1

1
.
6

1
,
6
6
9

1
,
7
1
2

2
.
6

(
1
.
9
)

1
,
1
5
7

1
,
1
4
4

-
1
.
1

1
.
2

1
,
1
7
8

1
,
1
7
9

0
.
1

(
1
.
9
)

1
,
3
1
0

1
,
3
2
3

1
.
0

-
0
.
4

1
,
3
9
6

1
,
4
3
1

2
.
5

(
1
.
9
)

計
1
,
6
5
3

1
,
6
6
5

0
.
7

0
.
8

1
,
6
0
1

1
,
6
1
2

0
.
7

0
.
7

1
,
7
3
9

1
,
7
5
1

0
.
7

0
.
7

2
,
0
5
4

2
,
0
8
6

1
.
6

(
0
.
2
)

1
,
3
2
3

1
,
3
3
2

0
.
7

1
.
3

1
,
3
9
6

1
,
4
0
2

0
.
4

(
0
.
2
)

1
,
5
2
9

1
,
5
3
8

0
.
6

2
.
3

1
,
7
4
0

1
,
7
5
8

1
.
0

(
0
.
2
)

Ａ
1
,
3
1
7

1
,
3
4
3

2
.
0

1
.
9

1
,
1
7
1

1
,
1
9
1

1
.
7

1
.
3

1
,
3
4
0

1
,
3
5
9

1
.
4

1
.
8

1
,
5
9
9

1
,
6
1
2

0
.
8

(
1
.
1
)

1
,
1
7
9

1
,
2
1
9

3
.
4

1
.
1

1
,
2
6
5

1
,
3
0
1

2
.
8

(
1
.
1
)

1
,
4
4
0

1
,
4
6
1

1
.
5

3
.
4

1
,
4
2
6

1
,
4
5
0

1
.
7

(
1
.
1
)

Ｂ
1
,
1
8
1

1
,
1
9
3

1
.
0

1
.
7

1
,
0
6
0

1
,
0
6
6

0
.
6

1
.
6

1
,
2
1
0

1
,
2
1
4

0
.
3

1
.
4

1
,
4
0
1

1
,
3
9
2

-
0
.
6

(
1
.
9
)

1
,
0
6
0

1
,
0
8
2

2
.
1

3
.
2

1
,
0
6
9

1
,
0
8
2

1
.
2

(
1
.
9
)

1
,
3
2
2

1
,
3
4
2

1
.
5

0
.
4

1
,
2
6
9

1
,
2
8
1

0
.
9

(
1
.
9
)

Ｃ
1
,
1
1
4

1
,
1
3
4

1
.
8

2
.
0

1
,
0
0
3

1
,
0
1
7

1
.
4

1
.
6

1
,
1
1
0

1
,
1
3
0

1
.
8

2
.
8

1
,
2
8
4

1
,
3
3
3

3
.
8

(
0
.
5
)

1
,
0
0
8

1
,
0
4
1

3
.
3

2
.
1

1
,
1
1
2

1
,
1
1
0

-
0
.
2

(
0
.
5
)

1
,
2
2
8

1
,
2
3
8

0
.
8

2
.
1

1
,
1
6
2

1
,
1
8
3

1
.
8

(
0
.
5
)

Ｄ
1
,
0
5
4

1
,
0
6
7

1
.
2

2
.
4

9
3
8

9
6
5

2
.
9

2
.
3

1
,
0
6
6

1
,
0
6
6

0
.
0

1
.
7

1
,
2
0
5

1
,
2
2
2

1
.
4

(
1
.
9
)

9
5
6

9
7
3

1
.
8

3
.
4

9
3
8

9
5
1

1
.
4

(
1
.
9
)

1
,
1
7
5

1
,
1
9
3

1
.
5

2
.
8

1
,
0
9
1

1
,
1
0
5

1
.
3

(
1
.
9
)

計
1
,
2
0
1

1
,
2
2
0

1
.
6

1
.
9

1
,
0
7
0

1
,
0
8
6

1
.
5

1
.
6

1
,
2
1
0

1
,
2
2
3

1
.
1

1
.
9

1
,
4
6
4

1
,
4
8
0

1
.
1

(
1
.
3
)

1
,
0
8
7

1
,
1
1
9

2
.
9

2
.
0

1
,
1
4
4

1
,
1
6
3

1
.
7

(
1
.
3
)

1
,
3
2
2

1
,
3
4
0

1
.
4

2
.
3

1
,
2
7
1

1
,
2
9
1

1
.
6

(
1
.
3
)

男 　 　 女 　 　 計 男 女

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
性

ラ
ン

ク

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

医
療

，
福

祉
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

学
術

研
究

,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

令
和
２
年
調
査
結
果
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【
訂
正
前
】
　
第
４
表
①
　
一
般
労
働
者
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
上
昇

率
（

男
女

別
内

訳
）

（
円
、
％
）

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
月

Ｒ
１

年
Ｒ

１
年

６
月

Ｒ
２

年
６

月
Ｒ

１
年

Ｒ
１

年
６

月
Ｒ

２
年

６
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平成27(2015)年基準
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―生産指数は97.4となり、３か月連続の上昇となりました。―
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季節調整済指数
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栃木県県民生活部統計課
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利用上の注意 
 

１ 目的 

栃木県内の鉱工業の生産、出荷及び在庫の動態を明らかにし、その生産活動の推移をひとつの指標として観
察する目的で毎月作成しています。 

結果については栃木県景気動向指数を始めとして、県内の生産活動や景気の動向を把握する重要な経済指
標として、行政、産業界などで広く利用されています。 

 

２ 基準時及びウェイト算定年次 

県は、指数、ウェイトとも平成 27(2015)年を基準(平成 31(2019)年１月報から、基準時を従来の平成 22(2010)年
から平成 27(2015)年に改定)としており、指数は基準時を「100.0」とする比率の形で表示しています。 

なお、5 年ごとに改定を行います。 
 

３ 分類 

日本標準産業分類の中分類に準拠した「業種分類」と、品目の経済的用途に着目した「特殊分類」の２つの分
類を設けています。 

 

４ 採用品目 

生産指数     171 品目 、 出荷指数     170 品目 

在庫指数      89 品目 、 在庫率指数     89 品目 
 

５ 算式及びウェイト 

基準年次の固定ウェイトで加重平均するラスパイレス算式です。 

 (1) 算式                                 

 (2) ウェイト 

ウェイトの表示は、業種別、品目別の合計が総合において「10,000.0」になる単式形式です。 
ウェイトの算出は、「平成 28 年経済センサス-活動調査」、「経済産業省生産動態統計調査」等から、生産指数

は付加価値額、出荷指数は出荷額、在庫指数は在庫額を算出し、非採用分を採用分に按分加算した「膨らましウ
ェイト」によります。 

 

６ 季節調整 

原指数には、通常1か年を周期とする季節変動が含まれているので、この変動を原指数から取り除くため、季節
調整を行っています。 

季節調整法は X-12-ARIMA を採用し、X-12-ARIMA では、季節要因に加え、曜日・祝祭日要因についても調
整しています。季節調整済指数は以下のように算出されます。 

季節調整済指数 ＝ 原指数 ÷ （季節指数 × 曜日・祝祭日指数）  

 

７ 年間補正について 

   栃木県の指数について、令和２（2020）年８月報公表時に令和元(2019)年年間補正を行い、平成 31（2019）年１

月以降の数値を遡及して改定しました。 

   令和元(2019)年年間補正において、異常値処理を行った系列、種別、年月は次のとおりです。 

 

系列名称 異常値種別 処理年月 
出荷 TC（一時的変化） 平成 24（2012）年 12 月 

比較時数量
× 基準時ウェイト  の総和

基準時数量
総合指数 = × 100

基準時ウェイトの総和

396



１　概況

（1）　生産指数　

（2）　出荷指数　

（3）　在庫指数

ディーゼルエンジン、普通乗用車、特装ボデー等

分析機器

医薬品

たばこ・その他調味料

半導体製造装置・鋳鍛造用金型

医薬品

また、前年同月（原指数）に比べて15.0%上昇し、３か月連続の上昇となりました。

在庫指数（季節調整済）は113.7で、前月に比べて3.6%上昇し、２か月連続の上昇となりました。
また、前年同月（原指数）に比べて6.4%上昇し、８か月連続の上昇となりました。

生産指数（季節調整済）は97.4で、前月に比べて4.4%上昇し、３か月連続の上昇となりました。
また、前年同月（原指数）に比べて8.8%上昇し、３か月連続の上昇となりました。

出荷指数（季節調整済）は99.8で、前月に比べて4.5%上昇し、３か月連続の上昇となりました。
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２　業種別の動向（季節調整済指数）

（1）　生産指数　

（2）　出荷指数　

（3）　在庫指数

◎指数の上昇・低下が大きかった業種

※品目については、全体に与える影響の大きいものを掲載しています。

◎指数の上昇・低下に影響した業種

※業種、品目については、全体に与える影響の大きいものを掲載しています。

リレー、シリコンウエハ、電子回路基板等

セパレート形エアコン、電気冷蔵庫、Ｘ線装置等

通信装置、無線応用装置、デジタル伝送装置等

X線装置、電気冷蔵庫、セパレート形エアコン等

セパレート形エアコン、電気冷蔵庫等

普通乗用車等

セパレート形エアコン、電気冷蔵庫等

医薬品、調合香料等

シリコンウエハ等

在庫
指数

電気機械工業 13.9

輸送機械工業 25.9

プラスチック製品工業 8.3

出荷
指数

食料品・たばこ工業 11.9

電気機械工業 12.4

生産用機械工業 22.7

生産
指数

電気機械工業 21.2

生産用機械工業 18.3

情報通信機械工業 54.2

業種 前月比（%） 影響した主な品目

窯業・土石製品工業 ▲ 2.4 安全ガラス、通信用線材、石灰等

在
庫
指
数 低

下

業務用機械工業 ▲ 13.1 カメラ用交換レンズ、測量機械器具等

パルプ・紙・紙加工品工業 ▲ 7.4 紙加工品等

電子部品・デバイス工業 17.8

電気機械工業 13.9

上
昇

輸送機械工業 25.9 普通乗用車等

通信装置、無線応用装置、デジタル伝送装置等

窯業・土石製品工業

▲ 6.0

電子部品・デバイス工業

医薬品、写真用化学薬品、調合香料等

▲ 4.6

パルプ・紙・紙加工品工業

通信用線材、砕石、生体用部材等

生産用機械工業 22.7

業務用機械工業 ▲ 3.4 測量機械器具、分析機器、カメラ用交換レンズ等

半導体製造装置、コンバイン、化学機械等

紙加工品等

化学工業 ▲ 8.1

出
荷
指
数

上
昇

情報通信機械工業 54.8

47.4

低
下

化学工業 ▲ 11.5

電気機械工業 21.2 セパレート形エアコン、電気冷蔵庫、Ｘ線装置等
生
産
指
数

情報通信機械工業 54.2

低
下

パルプ・紙・紙加工品工業 ▲ 8.5 紙加工品等

コンバイン、化学機械、半導体製造装置等

　業種別にみると、前月に比べ、情報通信機械工業、電気機械工業、生産用機械工業など12業種が上昇し、パ
ルプ・紙・紙加工品工業、化学工業、業務用機械工業など5業種が低下しました。

業種 前月比（%） 影響した主な品目

　指数の上昇に最も影響を与えた業種は、「電気機械工業」でした。

　指数の上昇に最も影響を与えた業種は、「食料品・たばこ工業」でした。

　業種別にみると、前月に比べ、情報通信機械工業、窯業・土石製品工業、生産用機械工業など9業種が上昇
し、化学工業、パルプ・紙・紙加工品工業、電子部品・デバイス工業など8業種が低下しました。

　業種別にみると、前月に比べ、輸送機械工業、電子部品・デバイス工業、電気機械工業など10業種が上昇し、
業務用機械工業、パルプ・紙・紙加工品工業、窯業・土石製品工業など6業種が低下しました。

コンバイン、化学機械、半導体製造装置等

プラスチック製フィルム、プラスチック製容器、発泡プラスチック製品等

たばこ、チューハイ・カクテル、豆腐類等

半導体製造装置、コンバイン、化学機械等

　指数の上昇に最も影響を与えた業種は、「電気機械工業」でした。

通信装置、無線応用装置、デジタル伝送装置等
上
昇

生産用機械工業 18.3
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３　主要業種の動向

ディーゼルエンジン、普通乗用車、特装ボデー等

分析機器

４　特殊分類（財別分類）の動向（季節調整済指数）

 

  ○生産財：鉱工業及び他の産業に原材料等として投入される製品

項目
最終需要財 生産財

指数 前月比（%） 指数 前月比（%） 指数

　　　  ・消費財：家計で購入される製品

  ○最終需要財：鉱工業及び他の産業に原材料等として投入されない最終製品

　　　  ・投資財：資本形成に向けられる製品

105.9 

100.2 

11.4 5.7 
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2.0 

3.2 

投資財 消費財

2.6 

1.0 

3.7 
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▲ 4.6 161.6 
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96.6 

125.8 

平成27(2015)年=100
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27.8

5.3
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0.5

▲ 3.5
-15.0
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45.0

65.0

汎用機械 電気機械 輸送機械 化学 食料品・たばこ

主要業種の生産指数 前月比・前年同月比の動向

前月比（季節調整済指数）
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平成27(2015)年＝100

ウエイト 10000.0 9981.5 193.0 200.6 600.0 275.2 607.7 511.9 365.4 1139.7

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 98.8 98.8 97.5 105.1 98.4 104.8 95.2 89.5 101.5 98.1

29(2017)年 100.8 100.8 94.1 112.6 110.1 125.5 117.5 87.3 107.0 93.0

30(2018)年 97.9 97.9 94.8 110.5 109.3 137.3 108.4 84.6 108.4 101.3

令和元(2019)年 95.4 95.4 87.5 102.0 102.0 113.2 90.6 58.4 98.6 96.1

２(2020)年 89.1 89.1 74.1 89.5 94.5 97.0 91.9 54.3 97.5 93.9

原    指    数

令和２(2020)年４月 89.8 89.8 67.3 89.6 96.3 98.7 80.5 56.1 93.0 102.0

５月 79.9 79.8 57.1 68.7 84.2 78.6 86.3 52.1 88.2 110.5

６月 90.9 90.8 61.7 79.3 94.4 93.3 101.1 63.7 93.9 133.6

７月 95.6 95.6 72.2 88.0 97.0 90.4 120.0 57.7 95.3 111.8

８月 79.9 79.8 60.9 71.2 84.7 70.3 105.7 44.7 98.4 75.3

９月 90.2 90.2 78.3 93.4 95.1 98.3 100.5 48.3 98.8 80.1

10月 90.1 90.1 84.0 103.9 99.4 110.2 100.2 57.5 93.8 77.8

11月 90.5 90.5 88.1 101.1 92.5 113.6 85.8 48.3 109.1 80.9

12月 92.4 92.4 81.5 91.1 91.7 116.3 91.8 57.0 108.4 93.5

令和３(2021)年１月 78.2 78.2 74.7 83.7 94.4 112.1 60.4 38.6 104.0 74.0

２月 87.9 87.9 81.0 93.4 94.7 128.7 95.4 49.9 90.7 89.8

３月 103.4 103.4 88.0 111.7 115.8 140.0 100.7 63.9 116.8 110.6

４月 97.7 97.7 85.0 108.0 101.3 126.1 104.8 58.0 106.9 107.4

前年同月比(%) 8.8 8.8 26.3 20.5 5.2 27.8 30.2 3.4 14.9 5.3

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 89.5 89.5 66.6 87.3 99.4 97.1 87.8 55.0 96.0 103.3

５月 85.0 84.9 60.8 71.6 90.5 85.0 90.4 54.0 95.9 95.8

６月 84.8 84.7 57.7 75.0 93.5 89.0 83.1 59.2 92.4 100.8

７月 88.6 88.6 68.9 82.2 90.5 88.3 95.9 53.2 97.7 92.0

８月 88.2 88.1 73.2 83.8 90.4 87.8 92.2 49.5 98.6 87.3

９月 88.2 88.2 75.0 91.6 93.4 94.6 98.4 42.5 93.2 90.2

10月 86.8 86.8 79.5 95.5 95.6 102.5 107.9 53.2 89.9 95.1

11月 90.4 90.4 83.3 96.0 88.6 114.4 101.1 50.2 107.2 89.2

12月 92.9 92.9 80.9 89.6 92.3 108.8 103.5 54.5 101.2 94.8

令和３(2021)年１月 89.8 89.8 84.3 96.6 103.8 124.2 72.3 53.7 107.6 102.9

２月 90.9 90.9 83.8 98.9 100.2 130.7 100.2 55.5 105.7 97.0

３月 93.3 93.3 81.5 107.4 102.3 123.7 96.6 58.9 106.9 89.7

４月 97.4 97.4 84.1 105.2 104.6 124.1 114.3 56.9 110.4 108.7

前月比(%) 4.4 4.4 3.2 ▲ 2.0 2.2 0.3 18.3 ▲ 3.4 3.3 21.2

業種分類別生産指数

業種分類 鉱工業
製造工業

鉄鋼業
非鉄金属

工　業
生産用機械

工　業
業務用機械

工　業

電子部品・
デバイス
工　業

電気機械
工　業

金属製品
工　業

汎用機械
工　業
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平成27(2015)年＝100

167.6 1447.2 255.9 745.5 625.8 315.4 1889.2 641.4 18.5 ウエイト

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 平成27(2015)年

77.2 95.8 99.4 105.0 97.9 102.6 101.0 103.3 96.5 28(2016)年

92.0 88.5 104.3 114.6 100.2 100.6 98.4 105.5 98.7 29(2017)年

72.0 70.9 111.5 108.1 100.3 104.9 95.8 106.5 101.7 30(2018)年

84.2 64.8 103.7 155.4 96.8 105.9 94.3 108.5 96.6 令和元(2019)年

121.2 47.3 99.9 156.7 92.0 105.0 86.8 96.5 96.7 ２(2020)年

原    指    数

110.0 35.0 96.0 145.0 97.0 118.1 98.6 103.3 98.5 令和２(2020)年４月

96.8 25.2 86.8 155.0 86.1 115.2 70.6 75.8 91.4 ５月

103.4 37.7 96.6 145.1 91.9 116.6 87.4 80.8 96.5 ６月

112.1 44.3 93.0 172.4 94.4 100.6 99.7 94.6 97.9 ７月

109.3 37.5 83.5 152.3 84.0 97.6 78.4 82.4 90.4 ８月

146.5 55.9 103.7 166.0 94.1 119.7 82.0 96.4 100.2 ９月

136.1 55.6 114.7 132.2 97.7 97.6 90.0 103.0 103.4 10月

148.3 55.5 107.8 176.8 90.0 100.2 80.4 102.2 92.1 11月

132.8 52.2 107.4 170.1 89.7 94.2 88.0 103.4 95.1 12月

123.3 47.9 103.0 104.9 88.2 90.7 76.1 95.1 81.5 令和３(2021)年１月

162.0 53.6 100.1 142.4 90.1 98.6 75.7 100.6 87.7 ２月

168.6 62.3 115.4 164.2 99.6 117.5 95.8 111.2 107.1 ３月

159.8 56.4 108.0 145.7 94.2 107.9 95.1 108.3 102.0 ４月

45.3 61.1 12.5 0.5 ▲ 2.9 ▲ 8.6 ▲ 3.5 4.8 3.6 前年同月比(%)

季節調整済指数

118.1 40.1 96.5 132.6 96.7 111.6 93.6 99.9 94.4 令和２(2020)年４月

126.0 30.3 94.6 175.7 88.6 114.6 74.8 83.0 96.8 ５月

107.8 36.9 95.6 139.0 88.6 118.8 84.8 80.5 96.9 ６月

122.7 42.0 89.3 178.2 90.6 111.2 90.5 92.8 96.3 ７月

149.3 41.6 95.5 169.5 89.4 112.8 84.5 91.8 101.4 ８月

137.7 50.1 99.6 169.4 93.0 115.1 78.1 93.8 98.7 ９月

138.8 48.1 106.4 112.8 93.4 90.9 86.9 99.4 97.3 10月

157.9 53.0 102.3 174.3 89.1 93.6 79.2 98.3 90.3 11月

118.3 52.6 103.8 184.6 90.8 89.8 85.0 102.0 94.7 12月

132.0 52.0 112.7 112.0 93.1 97.9 96.6 105.2 89.6 令和３(2021)年１月

133.1 52.0 104.9 151.5 93.3 102.5 78.4 99.5 94.3 ２月

111.2 60.3 107.5 145.0 96.7 111.5 89.4 100.8 94.1 ３月

171.5 64.7 108.6 133.2 93.9 102.0 90.3 104.7 97.8 ４月

54.2 7.3 1.0 ▲ 8.1 ▲ 2.9 ▲ 8.5 1.0 3.9 3.9 前月比(%)

プラスチック
製品工業

化学工業
情報通信
機械工業

業種分類別生産指数

鉱　業
食料品・
たばこ
工　業

その他工業
窯業・

土石製品
工　業

業種分類パルプ・紙・
紙加工品

工　業

輸送機械
工　業
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平成27(2015)年＝100

ウエイト 10000.0 9988.2 263.3 433.8 513.0 308.9 514.2 374.1 304.2 899.6

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 99.2 99.2 94.5 105.4 98.3 98.0 107.7 92.9 102.1 100.1

29(2017)年 100.6 100.6 94.8 112.3 108.8 118.8 127.1 89.2 106.4 100.0

30(2018)年 95.9 95.9 100.5 109.3 109.0 128.7 118.0 88.8 106.1 108.9

令和元(2019)年 93.5 93.5 92.6 102.8 103.2 104.5 94.4 63.0 94.5 105.7

２(2020)年 87.7 87.7 82.8 96.9 93.4 100.4 99.8 79.3 94.0 107.1

原    指    数

令和２(2020)年４月 83.5 83.5 79.4 98.1 97.2 109.4 81.4 51.2 89.4 87.7

５月 76.1 76.1 70.9 82.2 82.4 87.5 85.5 47.5 82.9 115.3

６月 89.9 89.9 82.7 90.7 95.9 89.9 106.8 55.9 90.2 177.4

７月 93.4 93.4 85.8 96.0 99.4 91.6 118.9 52.8 89.8 148.5

８月 82.2 82.2 73.1 82.0 85.3 75.7 118.5 49.1 93.8 110.4

９月 96.5 96.5 87.0 97.7 93.3 103.7 113.8 108.4 92.7 110.2

10月 86.0 86.0 86.3 110.1 95.6 108.6 118.5 141.3 89.9 74.3

11月 90.7 90.7 84.0 104.2 94.4 91.4 105.4 145.8 105.2 78.6

12月 95.1 95.1 83.2 100.7 98.4 129.4 113.7 137.1 107.0 107.1

令和３(2021)年１月 75.8 75.8 77.2 94.0 85.6 105.4 64.8 101.7 100.6 77.4

２月 87.5 87.6 76.4 100.2 92.7 120.7 108.1 102.0 91.3 95.7

３月 105.6 105.6 99.3 120.2 114.4 141.5 112.1 139.9 115.6 150.5

４月 96.0 96.0 87.2 116.4 104.5 124.3 114.3 126.5 102.7 97.9

前年同月比(%) 15.0 15.0 9.8 18.7 7.5 13.6 40.4 147.1 14.9 11.6

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 86.8 86.8 79.9 94.5 97.0 110.4 93.9 50.3 90.7 119.4

５月 83.8 83.8 74.6 83.4 87.2 94.6 90.4 49.7 90.8 113.5

６月 84.8 84.8 77.4 86.9 91.5 86.8 95.3 52.9 89.5 119.4

７月 87.9 87.9 82.1 90.3 91.0 87.8 109.0 54.2 90.2 108.3

８月 85.3 85.3 88.0 92.7 88.2 87.6 97.0 53.4 95.4 103.8

９月 91.7 91.7 87.9 97.6 93.7 101.4 106.4 89.8 84.1 102.9

10月 83.3 83.3 80.4 103.4 94.2 101.6 113.0 133.1 87.3 118.4

11月 91.4 91.4 80.7 101.9 89.8 91.4 120.8 139.4 102.9 101.9

12月 92.8 92.9 81.6 101.4 95.9 123.1 118.3 139.8 100.2 111.0

令和３(2021)年１月 86.4 86.4 84.5 105.0 100.9 118.7 77.6 133.9 106.3 107.1

２月 91.2 91.3 80.7 105.4 97.5 124.8 120.8 106.9 102.6 108.6

３月 95.5 95.5 88.8 113.8 106.6 123.7 107.5 125.3 109.2 118.6

４月 99.8 99.8 87.8 112.1 104.2 125.5 131.9 124.4 104.2 133.3

前月比(%) 4.5 4.5 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 2.3 1.5 22.7 ▲ 0.7 ▲ 4.6 12.4

業種分類別出荷指数

鉱工業
製造工業

鉄鋼業
非鉄金属

工　業
金属製品

工　業
汎用機械

工　業

業種分類
業務用機械

工　業

電子部品・
デバイス
工　業

電気機械
工　業

生産用機械
工　業
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平成27(2015)年＝100

214.0 1854.5 186.6 743.1 599.9 268.3 1946.2 564.5 11.8 ウエイト

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 平成27(2015)年

75.6 98.8 88.7 103.6 99.7 104.4 97.5 102.7 94.3 28(2016)年

87.3 88.2 91.3 112.1 103.6 107.1 94.8 106.0 95.8 29(2017)年

69.7 64.9 75.5 104.9 104.2 112.8 94.7 106.7 96.7 30(2018)年

83.4 55.6 89.5 158.5 101.5 114.3 90.6 107.1 93.3 令和元(2019)年

118.6 37.8 64.4 159.9 97.2 114.8 80.8 96.1 93.2 ２(2020)年

原    指    数

109.0 25.5 61.0 147.9 100.4 129.3 92.1 94.6 97.6 令和２(2020)年４月

95.9 18.2 55.2 162.6 88.8 127.2 68.0 72.3 88.7 ５月

100.6 27.5 62.9 147.0 98.5 128.1 82.8 86.5 95.4 ６月

109.3 32.9 60.7 176.4 102.7 110.1 89.0 99.1 91.6 ７月

107.5 30.8 57.2 156.9 93.7 108.2 77.7 85.2 85.2 ８月

142.7 44.8 65.5 171.7 98.8 135.2 96.8 98.0 97.4 ９月

132.0 46.6 72.5 130.0 97.9 105.4 65.3 104.6 101.5 10月

144.8 47.3 67.2 174.4 95.5 108.2 73.5 106.1 92.3 11月

129.7 43.4 69.1 173.7 95.2 100.7 84.7 98.4 92.9 12月

119.7 38.9 62.5 103.6 91.4 99.9 64.5 96.3 80.7 令和３(2021)年１月

160.1 42.7 66.5 145.0 93.9 107.6 73.9 98.8 85.2 ２月

162.2 49.8 72.3 170.9 101.9 129.1 84.6 116.1 102.3 ３月

154.9 45.3 70.8 147.7 99.4 118.7 91.5 102.9 94.6 ４月

42.1 77.6 16.1 ▲ 0.1 ▲ 1.0 ▲ 8.2 ▲ 0.7 8.8 ▲ 3.1 前年同月比(%)

季節調整済指数

116.3 30.8 69.1 133.6 97.7 126.8 88.2 93.1 96.0 令和２(2020)年４月

126.4 23.4 60.0 183.3 91.5 123.5 74.9 82.2 95.9 ５月

104.6 28.2 69.4 141.3 93.6 127.4 83.7 89.0 93.3 ６月

119.3 30.8 69.5 186.1 97.7 122.5 82.4 99.2 91.4 ７月

146.3 32.0 61.3 176.2 96.5 116.1 78.6 94.2 99.1 ８月

133.8 37.8 76.3 174.9 98.1 130.9 90.7 93.3 98.2 ９月

135.5 39.2 63.7 110.5 95.8 105.0 66.5 98.3 93.2 10月

156.9 43.6 68.0 170.9 96.5 93.0 74.0 101.2 90.2 11月

115.8 43.4 73.1 189.5 95.9 95.5 74.7 94.1 87.9 12月

128.4 41.3 56.4 112.3 99.7 114.9 77.6 112.1 90.4 令和３(2021)年１月

129.7 40.2 72.5 151.6 99.6 112.1 79.9 100.3 89.3 ２月

106.8 52.9 54.4 150.8 97.0 123.8 78.3 99.7 89.5 ３月

165.3 54.7 80.2 133.4 96.7 116.4 87.6 101.2 93.1 ４月

54.8 3.4 47.4 ▲ 11.5 ▲ 0.3 ▲ 6.0 11.9 1.5 4.0 前月比(%)

窯業・
土石製品

工　業

業種分類別出荷指数

鉱　業情報通信
機械工業

輸送機械
工　業

業種分類
化学工業

プラスチック
製品工業

パルプ・紙・
紙加工品

工　業

食料品・
たばこ
工　業

その他工業
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平成27(2015)年＝100

ウエイト 10000.0 9774.6 595.4 813.6 479.7 260.7 806.7 333.3 206.7 1266.2

平成27(2015)年 91.2 90.9 94.2 107.9 87.8 73.8 110.4 101.4 65.2 82.3

28(2016)年 92.1 91.4 94.2 98.7 90.0 78.0 38.4 98.1 34.8 98.5

29(2017)年 95.1 94.5 107.9 96.4 81.8 116.3 46.9 115.0 36.0 98.6

30(2018)年 94.7 94.1 105.7 104.8 100.0 119.5 24.6 135.3 59.4 97.5

令和元(2019)年 95.3 95.1 94.4 104.4 93.4 143.6 23.8 95.0 104.4 88.9

２(2020)年 100.5 100.2 87.5 97.4 76.6 103.1 30.0 270.3 58.7 91.2

原    指    数

令和２(2020)年４月 104.7 104.4 90.2 101.2 99.2 65.7 41.8 101.1 42.1 139.2

５月 109.9 109.9 97.9 106.8 105.6 58.8 47.7 110.3 48.6 169.5

６月 106.7 106.6 94.4 106.1 100.8 95.5 52.5 120.3 40.5 138.5

７月 111.8 111.6 91.6 105.2 94.3 110.8 57.1 127.2 48.9 127.1

８月 104.0 103.7 92.4 101.0 91.0 120.7 50.5 121.5 52.4 108.9

９月 102.3 102.0 84.4 104.9 92.9 113.4 44.7 254.5 56.9 80.3

10月 103.6 103.4 78.8 95.5 96.8 118.3 39.9 259.8 61.5 91.3

11月 105.2 105.2 87.2 101.6 95.8 177.4 34.2 244.7 69.3 97.0

12月 100.5 100.2 87.5 97.4 76.6 103.1 30.0 270.3 58.7 91.2

令和３(2021)年１月 105.6 105.6 91.1 93.0 87.5 134.2 30.7 246.2 85.6 100.5

２月 105.6 105.6 103.4 94.2 89.4 127.7 35.4 258.1 62.9 109.6

３月 102.4 102.3 98.2 92.4 89.1 113.8 38.8 260.8 41.1 90.8

４月 111.4 111.5 99.2 93.7 89.8 143.5 43.1 231.8 58.6 144.2

前年同月比(%) 6.4 6.8 10.0 ▲ 7.4 ▲ 9.5 118.4 3.1 129.3 39.2 3.6

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 106.9 106.6 91.2 100.9 96.1 66.7 40.9 100.0 39.9 125.3

５月 101.3 101.0 94.3 106.7 103.4 55.3 42.8 113.3 49.0 111.3

６月 95.4 95.1 89.9 104.9 99.5 85.4 44.2 123.3 47.2 104.2

７月 99.1 98.7 94.0 100.7 92.2 103.6 44.2 111.5 50.0 107.2

８月 104.1 103.9 92.5 103.5 95.8 125.8 47.9 113.9 46.0 99.8

９月 108.8 108.9 84.3 107.5 92.3 117.0 47.1 263.4 67.2 108.0

10月 107.3 107.3 77.7 97.4 96.2 124.0 42.4 262.7 63.8 108.2

11月 106.8 106.8 86.9 101.4 96.1 170.3 39.1 255.0 63.4 108.1

12月 109.0 108.8 86.6 92.6 83.6 110.2 41.1 275.1 58.5 111.7

令和３(2021)年１月 109.6 109.7 92.9 95.6 88.5 131.4 35.3 249.3 72.5 125.4

２月 107.7 107.5 104.6 95.4 88.5 119.2 36.8 270.0 61.3 128.2

３月 109.8 109.8 102.7 93.0 86.3 140.1 39.0 263.8 47.2 114.0

４月 113.7 113.8 100.4 93.4 87.0 145.8 42.1 229.3 55.6 129.8

前月比(%) 3.6 3.6 ▲ 2.2 0.4 0.8 4.1 7.9 ▲ 13.1 17.8 13.9

業種分類別在庫指数

鉱工業
製造工業

鉄鋼業
非鉄金属

工　業
金属製品

工　業
汎用機械

工　業
生産用機械

工　業

業種分類
業務用機械

工　業

電子部品・
デバイス
工　業

電気機械
工　業

8
404



平成27(2015)年＝100

1106.7 319.5 805.2 906.8 334.8 804.9 734.4 225.4 ウエイト

51.0 104.0 105.1 100.7 91.1 98.1 92.2 105.7 平成27(2015)年

66.3 96.3 100.8 98.8 115.2 134.2 104.3 123.0 28(2016)年

53.4 98.8 119.0 96.3 124.0 149.0 93.0 118.9 29(2017)年

32.3 104.7 130.2 98.2 127.1 138.9 101.5 121.1 30(2018)年

33.3 98.0 110.5 101.1 97.5 198.2 109.4 104.5 令和元(2019)年

34.7 93.0 112.2 93.5 95.9 242.0 98.9 109.8 ２(2020)年

原    指    数

39.2 86.2 105.7 106.4 94.7 235.9 127.3 114.6 令和２(2020)年４月

33.1 92.0 102.4 107.4 96.5 231.4 134.2 112.4 ５月

27.1 91.9 111.7 103.3 97.4 234.1 130.2 113.6 ６月

67.5 92.3 118.6 102.6 96.5 251.3 122.7 118.9 ７月

37.0 87.5 120.0 98.5 96.6 245.6 117.2 118.4 ８月

45.0 89.7 117.3 101.0 95.7 214.4 114.4 114.1 ９月

38.5 93.1 113.9 100.8 95.4 247.3 103.2 109.4 10月

32.8 93.8 126.2 98.5 96.1 245.0 92.7 108.7 11月

34.7 93.0 112.2 93.5 95.9 242.0 98.9 109.8 12月

41.3 98.4 117.2 103.7 93.8 254.4 98.1 106.2 令和３(2021)年１月

28.6 94.6 116.9 100.0 94.6 248.8 98.7 105.2 ２月

31.3 96.3 106.9 101.2 94.0 262.9 90.1 106.3 ３月

34.9 93.2 109.4 108.2 93.0 266.9 90.5 108.3 ４月

▲ 11.0 8.1 3.5 1.7 ▲ 1.8 13.1 ▲ 28.9 ▲ 5.5 前年同月比(%)

季節調整済指数

62.2 85.1 107.0 105.2 92.1 243.9 140.0 115.6 令和２(2020)年４月

30.6 92.3 107.9 105.6 94.0 228.6 139.4 113.3 ５月

16.2 92.6 112.4 102.6 97.0 221.0 125.8 112.3 ６月

37.6 93.2 119.7 104.0 95.5 234.8 112.0 116.7 ７月

51.5 88.0 118.8 102.2 97.7 241.1 105.2 115.4 ８月

53.1 91.1 120.5 104.5 98.5 215.4 109.4 109.9 ９月

45.5 93.3 114.9 102.5 92.9 231.3 100.6 106.8 10月

31.1 94.8 126.8 98.7 95.1 237.6 97.5 107.9 11月

56.6 92.5 109.1 95.7 98.8 263.9 103.3 113.7 12月

38.6 98.6 110.1 100.4 95.2 284.4 98.0 107.6 令和３(2021)年１月

30.0 93.6 115.5 97.4 91.7 256.1 98.3 108.1 ２月

44.0 94.3 106.1 98.8 97.7 267.0 99.9 109.6 ３月

55.4 92.0 110.8 107.0 90.5 276.0 99.5 109.3 ４月

25.9 ▲ 2.4 4.4 8.3 ▲ 7.4 3.4 ▲ 0.4 ▲ 0.3 前月比(%)

鉱　業輸送機械
工　業

業種分類

業種分類別在庫指数

化学工業
プラスチック
製品工業

パルプ・紙・
紙加工品

工　業

食料品・
たばこ
工　業

その他工業
窯業・

土石製品
工　業

9
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平成27(2015)年＝100

ウエイト 10000.0 9774.6 595.4 813.6 479.7 260.7 806.7 333.3 206.7 1266.2

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 104.2 103.8 92.9 95.9 94.2 91.8 90.0 124.3 55.6 112.8

29(2017)年 97.5 96.7 94.5 83.6 86.0 99.6 67.3 104.9 33.4 110.7

30(2018)年 114.8 114.5 84.4 90.6 90.4 111.7 53.5 126.3 42.1 96.5

令和元(2019)年 120.5 120.7 88.6 96.7 94.6 168.0 43.8 150.2 63.2 120.2

２(2020)年 140.3 140.8 91.4 99.8 100.3 132.9 58.6 183.2 50.1 104.9

原    指    数

令和２(2020)年４月 137.4 137.9 92.2 96.2 93.1 86.3 50.7 158.0 37.0 146.7

５月 176.9 178.1 109.3 115.5 113.0 92.8 56.9 184.2 42.2 128.9

６月 122.5 122.7 91.8 107.2 97.4 146.8 27.7 176.2 31.9 60.0

７月 146.8 147.2 86.4 103.3 82.7 170.1 51.0 180.0 43.1 66.5

８月 138.3 138.4 99.6 113.0 94.7 193.9 75.2 206.8 43.6 87.9

９月 113.1 113.1 80.4 103.4 93.5 122.2 49.8 241.1 50.4 74.1

10月 139.9 140.7 77.8 85.4 102.7 131.2 46.7 198.2 70.5 144.8

11月 219.5 221.9 90.2 98.8 102.0 201.9 52.4 198.1 65.2 126.9

12月 135.0 135.5 92.4 96.5 79.3 99.3 44.7 207.7 51.5 100.4

令和３(2021)年１月 146.9 147.2 102.6 98.6 115.3 157.6 59.9 237.9 82.1 123.3

２月 124.0 124.1 122.9 91.7 96.5 113.5 39.6 244.3 62.5 110.5

３月 102.9 102.9 83.4 74.1 80.3 117.1 41.0 191.0 29.7 62.0

４月 116.7 116.8 101.4 77.1 78.9 180.7 55.2 183.5 53.8 133.7

前年同月比(%) ▲ 15.1 ▲ 15.3 10.0 ▲ 19.9 ▲ 15.3 109.4 8.9 16.1 45.4 ▲ 8.9

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 145.9 146.6 92.8 98.0 99.0 85.5 41.2 157.9 33.8 110.0

５月 157.6 158.3 110.6 117.0 117.2 84.3 49.7 187.3 43.7 93.3

６月 121.3 121.4 91.9 106.9 109.3 128.0 63.1 185.9 38.3 83.6

７月 108.0 107.6 91.4 103.2 90.4 161.2 75.7 150.3 44.3 87.5

８月 143.7 144.5 83.5 107.9 105.8 179.2 68.8 186.9 36.6 91.3

９月 134.2 135.0 78.0 106.5 86.8 125.9 108.2 295.0 64.0 103.5

10月 140.4 141.2 79.8 92.2 102.0 156.2 55.7 223.3 63.9 101.8

11月 215.8 217.8 96.1 100.7 99.1 205.6 33.9 215.5 59.0 103.9

12月 158.6 159.5 88.8 89.7 86.8 107.9 59.5 199.1 53.5 121.7

令和３(2021)年１月 132.8 133.0 99.2 94.4 92.7 135.4 31.7 198.0 70.4 111.8

２月 127.3 127.3 122.1 89.7 87.0 111.7 36.9 251.2 58.6 119.4

３月 126.3 126.7 96.6 77.0 79.4 164.4 48.6 209.7 39.3 97.9

４月 123.9 124.1 102.1 78.5 83.9 179.1 44.9 183.4 49.2 100.3

前月比(%) ▲ 1.9 ▲ 2.1 5.7 1.9 5.7 8.9 ▲ 7.6 ▲ 12.5 25.2 2.5

業種分類別在庫率指数

鉱工業
製造工業

鉄鋼業
非鉄金属

工　業
金属製品

工　業
汎用機械

工　業

業種分類
業務用機械

工　業

電子部品・
デバイス
工　業

電気機械
工　業

生産用機械
工　業
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平成27(2015)年＝100

1106.7 319.5 805.2 906.8 334.8 804.9 734.4 225.4 ウエイト

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 平成27(2015)年

114.1 111.8 97.9 97.9 115.2 122.2 105.7 121.5 28(2016)年

75.2 95.0 101.1 91.8 126.2 156.9 96.5 129.5 29(2017)年

216.4 102.6 102.9 91.3 122.8 186.9 105.6 126.0 30(2018)年

183.4 115.8 103.7 99.9 97.9 226.3 107.9 114.8 令和元(2019)年

174.0 107.5 226.7 100.0 84.3 355.5 125.5 118.7 ２(2020)年

原    指    数

263.5 108.3 97.1 101.0 72.2 295.9 139.9 115.3 令和２(2020)年４月

379.5 131.6 126.0 116.6 76.7 459.0 217.9 123.9 ５月

174.4 111.5 110.7 99.9 76.0 332.9 145.4 116.7 ６月

391.6 112.5 110.1 94.4 87.5 324.9 123.5 127.8 ７月

176.1 116.5 127.8 98.1 89.5 373.1 137.8 135.0 ８月

159.6 102.8 107.0 98.2 72.3 221.6 114.8 115.1 ９月

108.8 95.1 97.4 100.0 90.1 555.7 105.0 105.1 10月

81.5 102.2 1223.0 99.9 88.0 436.2 97.8 116.5 11月

92.2 96.7 365.7 94.8 94.7 333.0 96.0 116.4 12月

131.1 105.7 132.0 111.5 91.9 513.1 96.3 129.8 令和３(2021)年１月

69.2 99.0 120.5 104.2 86.5 401.5 96.5 121.7 ２月

70.4 96.1 90.6 96.2 71.5 372.5 72.4 103.0 ３月

84.1 91.3 96.9 104.4 77.6 329.8 83.4 112.6 ４月

▲ 68.1 ▲ 15.7 ▲ 0.2 3.4 7.5 11.5 ▲ 40.4 ▲ 2.3 前年同月比(%)

季節調整済指数

384.4 112.4 100.4 103.7 75.4 296.9 164.0 118.3 令和２(2020)年４月

284.6 124.1 127.7 115.4 71.3 419.7 188.8 123.3 ５月

113.7 112.5 114.6 103.6 79.6 316.7 132.0 114.3 ６月

200.9 108.0 118.8 101.1 68.0 308.5 107.8 126.7 ７月

291.0 105.6 122.9 103.1 91.1 377.7 118.3 118.0 ８月

225.8 108.2 121.2 98.9 77.8 242.1 114.7 108.9 ９月

122.1 103.9 109.9 102.2 94.8 512.4 106.5 109.1 10月

78.9 107.5 1279.2 100.7 96.9 418.1 101.9 123.4 11月

161.2 93.7 332.6 94.4 100.8 421.1 108.9 124.4 12月

116.4 105.3 105.2 100.1 83.2 478.8 91.1 119.6 令和３(2021)年１月

77.0 98.4 108.1 96.4 79.2 396.2 99.4 126.0 ２月

106.0 98.5 98.8 96.2 84.3 420.8 99.9 114.5 ３月

122.7 94.8 100.2 107.1 81.0 330.9 97.8 115.5 ４月

15.8 ▲ 3.8 1.4 11.3 ▲ 3.9 ▲ 21.4 ▲ 2.1 0.9 前月比(%)

窯業・
土石製品

工　業

業種分類別在庫率指数

鉱　業輸送機械
工　業

業種分類
化学工業

プラスチック
製品工業

パルプ・紙・
紙加工品

工　業

食料品・
たばこ
工　業

その他工業
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特殊分類別生産指数

ウエイト 10000.0 6648.9 2064.1 1340.0 724.1 4584.8 1849.9 2734.9 3351.1 2995.2 355.9

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 98.8 99.0 93.9 91.7 98.0 101.3 99.1 102.7 98.5 98.3 100.1

29(2017)年 100.8 98.9 103.7 101.5 107.9 96.8 87.1 103.3 104.6 104.7 103.4

30(2018)年 97.9 93.8 99.7 96.0 106.6 91.2 78.7 99.6 106.0 105.6 108.7

令和元(2019)年 95.4 92.4 91.5 86.7 100.4 92.7 64.1 112.2 101.5 100.5 109.3

２(2020)年 89.1 87.4 90.9 88.9 94.7 85.8 53.2 107.8 92.6 92.1 97.4

原    指    数

令和２(2020)年４月 89.8 88.6 83.4 79.5 90.7 90.9 56.9 114.0 92.1 90.4 106.4

５月 79.9 82.5 84.4 85.5 82.4 81.6 56.7 98.4 74.7 74.9 72.3

６月 90.9 93.8 97.2 97.7 96.4 92.3 71.3 106.6 84.9 86.4 72.6

７月 95.6 97.8 96.9 98.4 94.1 98.2 65.9 120.0 91.4 90.9 95.1

８月 79.9 79.9 88.5 90.5 84.9 76.0 39.7 100.5 79.8 79.2 85.1

９月 90.2 86.3 94.8 95.0 94.7 82.4 43.9 108.5 98.0 98.0 97.8

10月 90.1 84.3 93.9 90.5 100.2 80.0 48.6 101.2 101.7 100.8 109.4

11月 90.5 85.2 85.9 81.2 94.7 84.9 51.9 107.1 100.9 100.1 107.9

12月 92.4 90.1 97.7 96.9 99.1 86.6 50.5 111.1 97.2 96.0 106.7

令和３(2021)年１月 78.2 71.3 76.4 66.6 94.3 69.0 44.1 85.9 91.9 92.3 88.6

２月 87.9 83.2 94.3 93.2 96.2 78.2 51.0 96.6 97.2 97.4 95.1

３月 103.4 98.4 111.5 112.0 110.6 92.5 56.0 117.2 113.4 113.9 109.1

４月 97.7 92.6 93.3 93.4 93.2 92.3 65.4 110.6 107.7 107.4 110.7

前年同月比(%) 8.8 4.5 11.9 17.5 2.8 1.5 14.9 ▲ 3.0 16.9 18.8 4.0

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 89.5 89.3 92.4 90.4 95.1 87.8 58.9 105.6 90.4 89.3 99.7

５月 85.0 87.2 94.2 94.5 91.2 84.4 53.7 107.3 80.1 80.3 77.5

６月 84.8 86.8 91.4 87.6 98.7 84.6 57.5 103.8 80.6 81.8 70.5

７月 88.6 89.1 91.6 90.8 91.0 87.3 51.8 114.0 88.0 87.3 93.3

８月 88.2 87.3 91.2 90.3 92.7 85.4 45.3 111.3 90.4 89.6 96.1

９月 88.2 84.1 87.3 83.9 93.4 82.9 47.3 105.8 94.2 94.0 95.7

10月 86.8 81.8 95.5 98.5 93.9 76.5 48.9 94.7 96.7 95.9 101.0

11月 90.4 86.2 89.2 89.3 88.4 84.7 53.8 104.9 98.9 98.3 103.6

12月 92.9 90.8 94.8 95.1 95.6 88.7 53.0 112.3 97.1 96.1 106.2

令和３(2021)年１月 89.8 83.6 88.0 80.5 102.6 82.0 58.3 101.0 102.0 102.3 100.8

２月 90.9 85.6 96.5 95.7 96.7 80.7 54.8 99.2 102.2 102.5 99.6

３月 93.3 88.4 92.8 90.1 99.6 86.3 53.6 106.2 103.0 103.2 102.4

４月 97.4 93.4 103.4 106.3 97.8 89.1 67.7 102.4 105.7 106.1 103.7

前月比(%) 4.4 5.7 11.4 18.0 ▲ 1.8 3.2 26.3 ▲ 3.6 2.6 2.8 1.3

平成27（2015）年＝100

特殊分類 その他用
生 産 財

消費財建設財資本財
生産財 鉱工業用

生産財
非耐久
消費財

投資財
最   終
需要財

鉱工業
耐   久
消費財
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    特殊分類別出荷指数

ウエイト 10000.0 6709.7 1772.0 1178.5 593.5 4937.7 2143.8 2793.9 3290.3 3046.9 243.4

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 99.2 99.9 97.0 95.7 99.6 100.9 102.2 99.9 97.8 97.4 103.4

29(2017)年 100.6 98.5 104.2 102.7 107.2 96.4 90.8 100.7 105.0 104.5 110.5

30(2018)年 95.9 91.6 100.5 97.6 106.2 88.4 74.7 99.0 104.7 103.8 116.8

令和元(2019)年 93.5 89.9 91.2 86.6 100.4 89.5 61.2 111.2 100.7 99.4 117.0

２(2020)年 87.7 84.8 91.3 90.8 92.2 82.5 53.1 105.1 93.4 92.4 105.8

原    指    数

令和２(2020)年４月 83.5 78.7 81.2 77.7 88.4 77.7 35.5 110.1 93.3 91.6 114.6

５月 76.1 76.3 81.8 82.4 80.8 74.4 42.6 98.8 75.7 75.8 74.4

６月 89.9 90.9 94.0 94.7 92.6 89.8 70.2 104.9 87.8 88.1 83.5

７月 93.4 93.3 93.5 93.9 92.7 93.2 64.6 115.1 93.6 92.7 104.8

８月 82.2 81.9 90.7 94.6 82.9 78.7 48.6 101.9 82.9 81.8 96.7

９月 96.5 95.7 97.5 100.7 91.4 95.0 60.9 121.2 98.3 97.3 110.4

10月 86.0 78.8 96.8 96.2 98.2 72.4 56.9 84.2 100.7 98.8 123.5

11月 90.7 86.9 92.2 91.5 93.8 85.0 61.4 103.1 98.3 96.5 122.0

12月 95.1 92.6 102.0 106.1 93.9 89.2 62.3 109.9 100.0 99.2 109.8

令和３(2021)年１月 75.8 68.9 75.8 67.2 92.8 66.5 50.3 78.9 89.8 89.8 90.3

２月 87.5 83.0 97.8 99.8 93.8 77.7 53.7 96.2 96.8 96.2 103.6

３月 105.6 100.5 114.9 119.5 105.8 95.4 73.7 112.0 115.9 115.2 124.3

４月 96.0 90.1 97.2 98.6 94.5 87.5 59.6 108.9 108.0 107.5 114.8

前年同月比(%) 15.0 14.5 19.7 26.9 6.9 12.6 67.9 ▲ 1.1 15.8 17.4 0.2

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 86.8 84.4 91.8 92.0 91.4 80.8 46.7 102.5 91.5 90.2 107.1

５月 83.8 85.9 91.5 91.7 90.2 84.2 49.3 108.5 80.3 79.9 83.4

６月 84.8 84.8 90.8 88.6 94.9 81.9 56.5 104.8 83.9 83.8 84.2

７月 87.9 86.2 94.3 94.8 90.3 82.7 53.9 112.5 90.4 89.2 104.7

８月 85.3 82.5 92.0 92.1 89.7 79.4 42.0 107.5 92.2 90.7 111.4

９月 91.7 89.4 86.7 86.5 90.3 89.2 54.7 116.5 95.9 95.3 105.0

10月 83.3 77.0 94.2 97.1 93.3 71.3 59.4 81.9 95.5 94.4 107.5

11月 91.4 88.8 96.9 102.5 87.7 86.2 66.7 101.5 97.4 96.5 110.3

12月 92.8 89.5 96.0 99.8 88.6 86.9 65.3 103.2 98.4 97.8 106.6

令和３(2021)年１月 86.4 80.3 90.0 83.0 101.4 77.9 58.6 91.6 100.5 99.3 112.6

２月 91.2 86.6 102.3 105.9 94.4 81.7 56.0 102.2 102.9 102.3 111.3

３月 95.5 90.6 93.1 92.3 95.4 90.9 73.9 102.0 104.8 104.2 112.9

４月 99.8 96.6 109.8 116.7 97.8 91.0 78.4 101.3 105.9 105.9 107.3

前月比(%) 4.5 6.6 17.9 26.4 2.5 0.1 6.1 ▲ 0.7 1.0 1.6 ▲ 5.0

平成27（2015）年＝100

特殊分類
投資財 消費財

鉱工業 最   終
需要財

鉱工業用
生産財

その他用
生 産 財資本財 建設財

耐   久
消費財

非耐久
消費財

生産財
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特殊分類別在庫指数

ウエイト 10000.0 5342.2 2052.0 1656.0 396.0 3290.2 1915.0 1375.2 4657.8 4418.9 238.9

平成27(2015)年 91.2 85.7 86.9 83.0 103.2 85.0 78.4 94.0 97.6 98.7 76.6

28(2016)年 92.1 89.5 62.2 54.0 96.1 106.6 94.1 123.9 95.1 95.4 89.6

29(2017)年 95.1 94.1 62.4 53.7 98.9 113.9 92.5 143.7 96.2 97.3 75.7

30(2018)年 94.7 89.2 56.2 43.2 110.8 109.8 83.4 146.6 101.1 101.4 94.5

令和元(2019)年 95.3 89.7 57.1 46.8 100.2 110.1 70.3 165.5 101.8 101.5 106.3

２(2020)年 100.5 106.2 62.3 55.6 90.1 133.6 93.2 189.9 93.9 94.4 83.1

原    指    数

令和２(2020)年４月 104.7 111.6 65.3 53.8 113.2 140.5 105.9 188.8 96.7 94.8 131.1

５月 109.9 118.1 68.1 58.0 110.1 149.3 122.5 186.7 100.6 98.5 138.7

６月 106.7 112.1 67.7 58.0 108.2 139.8 102.1 192.3 100.6 99.3 124.0

７月 111.8 121.2 72.9 64.5 107.7 151.4 116.6 200.0 100.9 99.9 120.7

８月 104.0 108.8 68.5 60.0 104.1 134.0 88.5 197.2 98.4 97.8 110.5

９月 102.3 106.3 67.3 57.6 107.9 130.7 96.3 178.6 97.6 97.7 95.7

10月 103.6 110.1 63.7 57.1 91.2 139.1 97.9 196.4 96.1 96.9 81.8

11月 105.2 109.0 62.1 54.6 93.5 138.3 94.4 199.4 100.9 102.7 67.7

12月 100.5 106.2 62.3 55.6 90.1 133.6 93.2 189.9 93.9 94.4 83.1

令和３(2021)年１月 105.6 111.0 65.2 59.9 87.4 139.6 97.0 198.9 99.5 99.7 94.9

２月 105.6 111.0 65.6 59.8 89.9 139.3 98.0 196.9 99.3 99.7 91.8

３月 102.4 109.3 66.2 60.6 89.2 136.2 88.4 202.8 94.5 95.7 72.3

４月 111.4 121.4 66.3 62.6 81.5 155.7 120.3 205.1 100.0 100.7 86.0

前年同月比(%) 6.4 8.8 1.5 16.4 ▲ 28.0 10.8 13.6 8.6 3.4 6.2 ▲ 34.4

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 106.9 115.7 65.8 53.4 116.9 145.8 111.0 191.5 96.9 94.5 145.1

５月 101.3 102.0 65.0 53.6 113.5 125.0 88.8 184.1 100.6 98.2 149.2

６月 95.4 93.0 64.1 53.1 111.9 111.3 72.7 184.4 99.0 97.9 116.7

７月 99.1 100.0 68.4 58.7 107.2 122.8 86.1 189.5 98.9 98.9 101.3

８月 104.1 108.9 67.1 58.0 104.4 135.5 89.7 195.1 97.5 98.6 85.8

９月 108.8 118.4 70.1 61.4 108.0 149.2 120.6 183.7 98.8 99.9 81.7

10月 107.3 115.5 64.1 59.5 86.1 147.6 115.2 188.0 97.2 98.2 83.3

11月 106.8 111.9 63.8 58.9 87.2 141.6 98.8 197.6 101.1 101.9 87.3

12月 109.0 122.7 70.3 65.9 91.1 155.0 120.1 199.2 94.9 94.5 103.1

令和３(2021)年１月 109.6 119.3 64.9 59.3 87.1 153.3 109.9 206.4 99.0 98.8 97.3

２月 107.7 116.1 62.6 56.3 88.9 149.9 110.9 201.5 98.4 98.8 91.9

３月 109.8 123.3 70.0 64.7 93.0 155.8 113.4 208.3 96.6 97.1 79.9

４月 113.7 125.8 66.8 62.2 84.2 161.6 126.1 208.0 100.2 100.3 95.2

前月比(%) 3.6 2.0 ▲ 4.6 ▲ 3.9 ▲ 9.5 3.7 11.2 ▲ 0.1 3.7 3.3 19.1

平成27（2015）年＝100

特殊分類 最   終
需要財

鉱工業

建設財資本財
生産財投資財

その他用
生 産 財

鉱工業用
生産財

耐   久
消費財

非耐久
消費財

消費財
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特殊分類別在庫率指数

ウエイト 10000.0 5342.2 2052.0 1656.0 396.0 3290.2 1915.0 1375.2 4657.8 4418.9 238.9

平成27(2015)年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28(2016)年 104.2 109.8 89.2 87.8 95.1 122.6 127.0 116.5 97.9 97.1 112.4

29(2017)年 97.5 103.1 77.3 73.5 93.7 119.1 103.7 140.5 91.1 91.9 76.4

30(2018)年 114.8 133.1 71.0 65.1 95.3 171.9 181.2 158.9 93.8 93.5 99.1

令和元(2019)年 120.5 136.7 77.5 70.8 105.6 173.6 173.7 173.5 102.0 102.2 98.9

２(2020)年 140.3 171.4 85.1 79.3 109.4 225.2 159.9 316.0 104.7 104.2 114.3

原    指    数

令和２(2020)年４月 137.4 171.2 80.8 70.9 122.5 227.6 239.2 211.5 98.7 97.6 118.4

５月 176.9 220.5 89.2 81.0 123.6 302.4 292.3 316.5 126.9 122.1 215.8

６月 122.5 135.2 66.3 54.8 114.6 178.2 136.9 235.7 107.9 105.0 162.4

７月 146.8 184.8 85.8 80.3 108.6 246.5 258.7 229.5 103.2 102.5 115.8

８月 138.3 160.4 104.5 101.5 117.0 195.2 145.5 264.5 113.0 112.7 117.3

９月 113.1 125.1 83.1 76.3 111.5 151.3 139.0 168.4 99.3 100.0 87.4

10月 139.9 177.6 77.0 74.9 85.7 240.4 149.1 367.6 96.6 98.4 64.6

11月 219.5 316.8 77.9 75.1 89.8 465.8 119.9 947.4 107.9 110.6 57.7

12月 135.0 168.5 83.3 80.7 94.0 221.6 104.4 384.9 96.7 97.5 81.0

令和３(2021)年１月 146.9 175.6 91.9 91.4 93.9 227.8 145.1 342.9 113.9 114.5 103.0

２月 124.0 138.8 73.0 67.6 95.5 179.8 110.6 276.1 107.1 108.1 87.4

３月 102.9 119.1 68.7 63.7 89.5 150.5 77.8 251.7 84.4 86.0 55.2

４月 116.7 134.0 75.7 73.3 85.7 170.4 127.1 230.7 96.9 98.0 75.0

前年同月比(%) ▲ 15.1 ▲ 21.7 ▲ 6.3 3.4 ▲ 30.0 ▲ 25.1 ▲ 46.9 9.1 ▲ 1.8 0.4 ▲ 36.7

季節調整済指数

令和２(2020)年４月 145.9 176.9 74.7 63.4 128.2 237.9 241.8 215.4 102.2 100.3 138.6

５月 157.6 178.1 80.3 71.3 121.9 231.4 206.1 292.1 122.9 117.9 213.9

６月 121.3 126.9 82.1 72.2 116.2 154.1 110.8 228.6 109.6 107.3 150.2

７月 108.0 144.1 98.0 95.8 109.2 193.6 174.8 213.5 104.7 106.6 95.5

８月 143.7 176.0 93.0 88.1 110.8 225.7 200.4 264.7 104.1 106.2 78.1

９月 134.2 161.0 99.9 100.2 109.6 195.7 203.4 178.0 102.7 103.7 82.7

10月 140.4 167.7 83.5 83.4 86.4 218.5 130.4 354.0 103.6 104.4 80.4

11月 215.8 296.2 70.0 65.1 90.1 434.5 106.8 957.4 110.3 111.1 89.1

12月 158.6 218.3 94.2 93.0 98.3 293.4 150.5 456.6 96.4 96.0 97.8

令和３(2021)年１月 132.8 155.1 69.2 64.6 89.0 215.2 139.2 314.5 102.2 102.9 89.0

２月 127.3 144.1 66.8 60.7 92.9 192.2 134.7 262.7 102.7 103.5 84.0

３月 126.3 156.4 83.8 82.0 94.5 199.4 118.3 290.1 93.1 94.1 69.1

４月 123.9 138.5 70.0 65.5 89.7 178.1 128.5 235.0 100.3 100.7 87.8

前月比(%) ▲ 1.9 ▲ 11.4 ▲ 16.5 ▲ 20.1 ▲ 5.1 ▲ 10.7 8.6 ▲ 19.0 7.7 7.0 27.1

平成27（2015）年＝100

生産財特殊分類 鉱工業 最   終
需要財 投資財 消費財資本財 建設財

鉱工業用
生産財

その他用
生 産 財

耐   久
消費財

非耐久
消費財

15 411



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

問い合わせ先 

栃木県県民生活部統計課統計分析担当 

電話   ０２８（６２３）２２４４（直通） 

E-mail  tokeibunseki@pref.tochigi.lg.jp 

 

◆◇「とちぎの統計情報」（栃木県ホームページ内）◇◆ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/top.html 
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㈱あしぎん総合研究所 

あしぎん経済概況 2021 年７月号 

1 

 

■総括判断 

※1 2021年7月上旬に入手可能なデータを基に作成（5月データ基準）。

※2 基調判断の強弱は以下の７段階で表現されている。

栃木県の基調判断

　県内経済は弱含みの動きとなっている。
  生産活動は回復に向かっているものの、個人消費はサービス関連を中心に弱さがみられ
る。また、雇用情勢も悪化した状態が継続している。
　新型コロナの感染拡大が繰り返し発生する状況下、引き続き個人消費等への影響を注視す
る必要がある。

主要項目

力強い回復極めて弱い

生産活動

横ばい圏の動き

生産活動の基調は、主要業種を中心に回復している。

弱含みの動き

力強い回復

災害復旧工事や国土強靭化工事を中心に力強い回復を見せている。

個人消費

弱含みの動き

個人消費は、モノ消費を中心に堅調に推移しているものの、飲食等
サービス関連業種が依然として厳しい状況にあり、総じてみると弱含み
の動きとなっている。

住宅投資

弱い動き

弱 強

弱い動き 弱含みの動き
横ばい圏の

動き

持ち直しの

動き
緩やかな回復

前月から
の変化

前月から
の変化

雇用情勢

弱い動き

有効求人倍率は1.00倍近辺での低位推移となっており、弱い動きが
継続している。

設備投資

弱含みの動き

設備投資実施割合が前年を大きく下回るなど、県内の設備投資は弱含
んでいる。

公共投資

「持家」、「分譲」のマイナス寄与が続くなど、弱い動きとなっている。

 

資料№　Ⅴ－２
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2 

 

■栃木県の生産活動―横ばい圏の動き  

 ４月の鉱工業指数（季節調整値）は、生産指数が前月比＋4.4％の 97.4 と３カ月

連続で上昇した。在庫指数は、前月比＋3.6％の 113.7 と２カ月連続で上昇した。 

 生産指数は主要業種を中心に回復に向かっている。 

【図表１】 
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生産 在庫(右目盛）

＜鉱工業指数＞（季節調整値、2015年=100）

（資料） 栃木県統計課  

 

 主要業種（ウェイト上位 5 業種）の生産指数の動向を見ると、「電気機械」で“エア

コン”や“冷蔵庫”等の生産が増加した。 

 当県主力の「輸送機械」も、乗用車の生産を中心に回復傾向にある。 

 

【図表２】 
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（資料）栃木県統計課

（季節調整値、2015年=100） ＜主要産業別生産指数＞
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■栃木県の個人消費―弱含みの動き  

 ５月の小売業販売額※1 は、前年比＋3.4％と３カ月連続で前年を上回った。 

 業態別にみると、「百貨店・スーパー」（前年比＋7.7％）、「家電大型専門店」（同

＋4.9％）、「コンビニエンスストア」（同＋3.1％）が前年を上回った一方、「ドラッグ

ストア」（同▲0.7％）、「ホームセンター」（同▲5.1％）が前年を下回った。 

【図表３】 
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ホームセンター ドラッグストア 家電大型専門店
コンビニエンスストア 百貨店・スーパー 小売業販売額

（資料）経済産業省「商業動態統計調査」より当社作成

＜小売業販売額＞（前年比、寄与度、％、pt）

 

 

 ６月の乗用車新車登録・届出台数は、前年比＋0.2％と４カ月連続で前年を上回

った。 

 トレンド（後方３カ月移動平均前年比）をみると、登録車・軽乗用車ともに回復傾

向にある。今後については、自動車向け半導体不足による、納車遅延等の影響

には留意する必要がある。 

【図表４】 

▲ 35.0

▲ 25.0

▲ 15.0

▲ 5.0

5.0

15.0

25.0

19/06 19/09 19/12 20/03 20/06 20/09 20/12 21/03 21/06

（％、pt） ＜乗用車新車登録・届出台数（移動平均）＞

軽乗用車 登録車 乗用車新車登録・届出台数

（資料）自販連栃木県支部、栃木県軽自動車協会データより当社作成

（注）後方3カ月移動平均の前年比・寄与度

 

※1小売業販売額は、百貨店・スーパー、コンビニエンスストア、家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの売上合計

から作成。 
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■栃木県の住宅投資―弱い動き  

 ５月の新設住宅着工戸数は、前年比▲13.0％と２カ月ぶりに前年を下回った。 

 トレンド（後方 3 カ月移動平均前年比）でみると、「持家」がマイナス寄与に転じる

など、総じてみれば弱い動きとなっている（図表 5）。 

【図表５】 
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＜新設住宅着工戸数（移動平均）＞

給与 分譲 貸家 持家 新設住宅着工戸数

（％、pt）

（注）後方3カ月移動平均の前年比・寄与度

（資料）国土交通省「建築着工統計調査」より当社作成  

 

■栃木県の設備投資―弱含みの動き  

 「あしぎん景況調査（5 月）」では、県内企業の 21 年 1-3 月期の設備投資実施割

合（実績）は、製造業が 60.4％、非製造業が 52.5％となった（図表６）。 

 製造業・非製造業ともに投資スタンスは上向きつつあるものの、新型コロナ前の

水準には及ばず、設備投資の基調は弱含んでいる。 

 

【図表６】 
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（資料）あしぎん総合研究所「あしぎん景況調査（５月）」

＜設備投資実施企業割合の推移＞
（％）

新型コロナ
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■栃木県の公共投資―力強い回復  

 ５月の公共工事請負金額は、前年比＋37.2％と増加した。 

 発注者別では、ウェートの大きい都道府県が前年比＋3.2％、市町村が     

同＋156.7％と増加した。 

【図表７】 
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＜公共工事請負金額＞

2019 2020 2021

（年度累計、億円）

（資料）東日本建設業保証「公共工事前払保証統計」より当社作成  

 

■栃木県の雇用情勢―弱い動き  

 5 月の有効求人倍率（季節調整値）は前月比＋0.02pt の 1.03 倍となった。 

 先行指標の新規求人数（季節調整値）は前月比＋1.6％と３カ月連続で増加し

た。 

 雇用情勢は、有効求人倍率が 1.00 倍近辺での低位推移が続くなど、弱い動きと

なっている。 

【図表８】
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（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況」より当社作成

（季節調整値、千人）
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■栃木県の物価（宇都宮市） 

 ５月の消費者物価指数は、総合が前年比▲0.3％、生鮮食品を除く総合が同  

＋0.2％、生鮮食品及びエネルギーを除く総合が同▲0.1％となった。 

 総合の低下に寄与した品目は、通信（主に携帯電話通信料）、生鮮、電気代等。 

【図表９】 
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総合 生鮮食品を除く総合 生鮮食品及びエネルギーを除く総合

（資料）総務省「消費者物価指数」

（2015年=100、前年比、％）

 

【トピックス】 

～原材料価格の上昇が経営課題に～ 

 原材料価格が上昇している。企業間で取引されるモノの価格を示す国内企業物価指数は、５月に

前年比＋4.9％となり、2008 年９月以来の上昇幅となった。米国や中国を中心とした世界経済の回復

が進む中、原材料の供給が追い付かず需給がひっ迫していることが要因となっている。 

さらに、サプライチェーンの川上に当たる素原材料価格が上昇する一方で、川下の中間財・最終

財への価格転嫁は進んでおらず、仕入コストの増加を通じた企業収益の圧迫も懸念される。 

 当社が５月に実施した「あしぎん景況調査」においては、企業の経営上の問題点として「原材料価

格の上昇」の割合が高まるなど、多くの企業で原材料価格の上昇が認識されている。 

【図表 10】 
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（資料）日本銀行、あしぎ総合研究所  
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■主な指標の近隣他県との比較（群馬県、茨城県、埼玉県） 
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▲ 40

▲ 30

▲ 20

▲ 10

0

10

20

30

19/06 19/12 20/06 20/12 21/06

＜乗用車新車登録・届出台数（移動平均）＞

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

（資料）各県自動車販売店協会ほか

（前年比、％）

（注） 登録車（乗用）と軽乗用車の合計

後方３カ月移動平均の前年比
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■栃木県の主要経済指標 

2018年 97.9 ▲ 2.9 94.7 95.8 70.9 101.3 108.1 100.3
2019年 95.4 ▲ 2.6 95.3 94.3 64.8 96.1 155.4 96.8
2020年 89.1 ▲ 6.6 100.5 86.8 47.3 93.9 156.7 92.0

2020年6月 84.8 ▲ 0.2 95.4 84.8 36.9 100.8 139.0 88.6
7月 88.6 4.5 99.1 90.5 42.0 92.0 178.2 90.6
8月 88.2 ▲ 0.5 104.1 84.5 41.6 87.3 169.5 89.4
9月 88.2 0.0 108.8 78.1 50.1 90.2 169.4 93.0

10月 86.8 ▲ 1.6 107.3 86.9 48.1 95.1 112.8 93.4
11月 90.4 4.1 106.8 79.2 53.0 89.2 174.3 89.1
12月 92.9 2.8 109.0 85.0 52.6 94.8 184.6 90.8

2021年1月 89.8 ▲ 3.3 109.6 96.6 52.0 102.9 112.0 93.1
2月 90.9 1.2 107.7 78.4 52.0 97.0 151.5 93.3
3月 93.3 2.6 109.8 89.4 60.3 89.7 145.0 96.7
4月 97.4 4.4 113.7 90.3 64.7 108.7 133.2 93.9
5月 - - - - - - - -
6月 - - - - - - - -

データ出典

台数(台) 前年比
2018年 2.3 0.5 1.2 8.6 5.3 ▲ 0.3 86,299 ▲ 0.5
2019年 2.6 ▲ 0.8 0.6 15.0 6.4 0.3 84,566 ▲ 2.0
2020年 8.9 0.1 ▲ 3.4 20.2 11.1 7.3 72,077 ▲ 14.8

2020年6月 11.4 3.2 ▲ 1.6 55.2 15.0 20.9 5,284 ▲ 20.5
7月 5.0 2.0 ▲ 6.7 27.5 11.0 10.8 6,265 ▲ 10.9
8月 5.9 4.9 ▲ 4.6 20.3 9.4 15.1 4,862 ▲ 18.2
9月 ▲ 5.8 ▲ 5.7 ▲ 1.4 ▲ 20.2 1.8 ▲ 8.1 7,316 ▲ 17.4

10月 6.3 6.6 ▲ 3.9 48.5 2.0 3.7 6,562 24.8
11月 8.2 3.4 ▲ 3.0 41.6 12.0 9.7 6,340 ▲ 12.1
12月 3.4 1.0 ▲ 2.7 11.9 7.9 9.1 5,649 ▲ 7.3

2021年1月 5.9 ▲ 1.9 ▲ 3.3 22.6 22.6 9.5 6,407 3.1
2月 ▲ 0.2 ▲ 0.9 ▲ 5.9 15.4 ▲ 3.1 2.7 6,888 ▲ 6.7
3月 7.9 3.2 1.1 51.4 ▲ 3.2 3.3 9,433 4.2
4月 2.9 8.2 5.7 0.8 ▲ 6.3 ▲ 1.0 4,928 27.9
5月 3.4 7.7 3.1 4.9 ▲ 0.7 ▲ 5.1 4,787 45.4
6月 - - - - - - 5,292 0.2

データ出典 当社算出

倍 前年比
2018年 13,348 ▲ 2.1 1,136,923 8.1 164,492 14.7 1.43 0.5
2019年 11,988 ▲ 10.2 925,666 ▲ 18.6 197,343 19.3 1.40 0.6
2020年 11,072 ▲ 7.6 923,255 ▲ 0.3 227,544 15.3 1.06 ▲ 0.1

2020年6月 922 ▲ 16.7 47,137 ▲ 40.6 29,421 70.3 1.03 0.2
7月 846 ▲ 26.4 95,939 9.4 20,977 0.2 0.99 0.5
8月 902 ▲ 14.4 91,641 37.1 22,086 ▲ 21.9 0.95 0.1
9月 959 ▲ 0.3 61,524 ▲ 22.0 21,336 37.4 0.94 0.1

10月 935 ▲ 19.9 62,184 ▲ 8.2 20,320 9.8 0.93 ▲ 0.5
11月 854 ▲ 3.1 51,594 ▲ 46.5 16,218 ▲ 10.2 0.95 ▲ 1.0
12月 947 ▲ 1.6 126,198 59.0 9,182 ▲ 33.1 0.97 ▲ 1.0

2021年1月 692 ▲ 32.7 98,260 26.7 6,096 ▲ 12.4 1.06 ▲ 0.6
2月 800 6.1 49,864 55.5 5,179 ▲ 57.7 1.05 ▲ 0.2
3月 1,092 ▲ 10.7 52,956 ▲ 57.9 14,284 18.9 0.99 0.0
4月 739 6.8 63,414 25.9 24,491 ▲ 45.8 1.01 ▲ 0.3
5月 879 ▲ 13.0 68,497 ▲ 32.3 23,531 37.2 1.03 0.2
6月 - - - - - - - -

データ出典 厚生労働省 総務省

主要業種別生産指数
暦年：前年比
月次：前月比

鉱工業指数（季調値、2015＝100）

生産指数 在庫指数 輸送機械
食料品・
たばこ

化学

小売業
販売額

百貨店・
スーパー（全店）

コンビニ
エンスストア

家電大型
専門店

戸数 前年比 床面積(㎡) 前年比

国土交通省

公共工事請負金額 有効求人
倍率（季調値）

経済産業省 自販連栃木県支部他

消費者物価
指数（コア）請負金額

（年度）
前年比

新設住宅着工戸数 着工建築物（建築主：会社）

小売業販売額（前年比）
乗用車新車登録・届出台数

栃木県

ドラッグストア
ホーム

センター

プラスチック電気機械

東日本建設業保証  

（注）  ※2 一部の係数は速報値を用いているため、確報の段階で修正されることがある。 

※3 前月比・前年比の単位は％。 
※4 年別は原数値・原指数による合計、年平均。 
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■群馬県・茨城県・埼玉県の主要経済指標 

前年比 前年比 前年比 会社、前年比 年度、前年比 倍
2018年 104.6 1.1 2.2 ▲ 1.7 ▲ 11.6 ▲ 4.4 ▲ 7.0 1.71
2019年 100.0 ▲ 4.4 2.0 ▲ 4.6 ▲ 7.2 5.6 14.6 1.70
2020年 93.0 ▲ 7.0 11.9 ▲ 8.1 ▲ 14.7 ▲ 12.5 ▲ 13.5 1.26

2020年6月 76.1 19.3 12.0 ▲ 19.6 ▲ 30.5 4.6 ▲ 17.5 1.19
7月 89.0 17.0 5.9 ▲ 9.8 13.4 1.2 ▲ 35.5 1.14
8月 100.6 13.0 7.5 ▲ 14.6 ▲ 22.2 ▲ 45.3 ▲ 1.2 1.10
9月 96.9 ▲ 3.7 ▲ 6.5 ▲ 11.9 ▲ 22.4 ▲ 8.5 24.5 1.10

10月 96.7 ▲ 0.2 7.1 40.3 ▲ 30.5 38.9 ▲ 2.9 1.12
11月 95.3 ▲ 1.4 8.6 9.8 ▲ 25.4 ▲ 30.0 16.6 1.13
12月 97.7 2.5 6.1 14.9 21.8 ▲ 38.8 23.2 1.12

2021年1月 94.8 ▲ 3.0 6.3 ▲ 1.0 ▲ 17.7 109.9 2.3 1.16
2月 108.6 14.6 ▲ 0.1 ▲ 1.8 6.6 ▲ 18.9 ▲ 19.6 1.16
3月 102.6 ▲ 5.5 2.7 3.9 ▲ 8.0 35.5 ▲ 27.6 1.15
4月 88.6 ▲ 13.6 3.4 36.4 ▲ 7.8 25.0 ▲ 7.2 1.19
5月 - - 2.2 56.2 24.3 23.8 ▲ 1.2 1.22
6月 - - - 6.9 - - - -

データ出典 当社算出 自販連群馬県支部他 東日本建設業保証 厚生労働省

前年比 前年比 前年比 会社、前年比 年度、前年比 倍
2018年 99.9 ▲ 0.8 1.2 0.0 ▲ 6.1 ▲ 29.9 ▲ 2.3 1.60
2019年 99.8 ▲ 0.1 1.9 ▲ 1.4 ▲ 10.7 14.2 9.2 1.62
2020年 90.1 ▲ 9.7 11.4 ▲ 11.0 ▲ 9.1 ▲ 21.1 10.0 1.33

2020年6月 85.6 1.9 11.5 ▲ 25.1 ▲ 20.6 ▲ 58.4 ▲ 6.7 1.33
7月 84.2 ▲ 1.6 5.3 ▲ 13.9 ▲ 23.4 22.5 24.3 1.28
8月 88.0 4.5 7.0 ▲ 21.0 ▲ 11.5 8.2 23.7 1.21
9月 87.4 ▲ 0.7 ▲ 4.7 ▲ 12.2 ▲ 0.9 ▲ 4.1 27.1 1.20

10月 90.5 3.5 5.6 38.5 ▲ 14.3 ▲ 28.0 19.8 1.19
11月 89.7 ▲ 0.9 6.7 10.4 20.4 ▲ 17.1 18.3 1.20
12月 89.3 ▲ 0.4 4.0 5.9 ▲ 1.7 ▲ 51.7 ▲ 39.9 1.19

2021年1月 96.2 7.7 5.5 6.8 7.5 ▲ 13.7 ▲ 27.6 1.26
2月 98.5 2.4 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 4.0 73.2 7.5 1.28
3月 93.7 ▲ 4.9 1.3 5.1 0.3 ▲ 27.8 ▲ 6.8 1.32
4月 102.5 9.4 1.5 25.1 31.3 3.6 ▲ 16.6 1.33
5月 - - 0.0 46.4 20.4 227.6 ▲ 26.0 1.33
6月 - - - 4.5 - - - -

データ出典 当社算出 自販連茨城県支部 東日本建設業保証 厚生労働省

前年比 前年比 前年比 会社、前年比 年度、前年比 倍
2018年 101.3 0.5 1.6 0.7 ▲ 1.8 3.3 ▲ 2.2 1.33
2019年 96.4 ▲ 4.8 0.2 ▲ 1.9 ▲ 13.4 ▲ 7.5 5.9 1.31
2020年 84.3 ▲ 12.6 13.5 ▲ 9.3 ▲ 5.2 ▲ 12.7 4.2 1.00

2020年6月 79.7 5.7 7.5 ▲ 19.4 ▲ 9.8 ▲ 8.4 12.4 1.02
7月 82.1 3.0 5.2 ▲ 11.5 ▲ 5.6 ▲ 4.1 10.7 0.96
8月 79.9 ▲ 2.7 8.4 ▲ 13.2 ▲ 3.4 26.8 10.1 0.89
9月 81.8 2.4 ▲ 6.1 ▲ 10.8 ▲ 4.9 ▲ 48.1 39.7 0.87

10月 86.1 5.3 9.1 29.7 22.4 32.0 ▲ 11.8 0.87
11月 86.3 0.2 5.7 11.2 ▲ 11.7 ▲ 34.3 0.3 0.86
12月 84.7 ▲ 1.9 4.3 12.1 ▲ 6.7 ▲ 37.8 ▲ 36.5 0.85

2021年1月 92.5 9.2 5.6 8.1 ▲ 9.8 58.5 12.9 0.88
2月 86.2 ▲ 6.8 ▲ 0.6 ▲ 0.1 ▲ 1.3 48.8 62.0 0.93
3月 89.9 4.3 1.7 1.9 9.7 0.5 ▲ 15.8 0.92
4月 92.5 2.9 5.9 34.7 ▲ 8.9 11.0 8.1 0.94
5月 - - 4.3 43.0 19.6 ▲ 41.6 44.2 0.94
6月 - - - 3.9 - - - -

データ出典 当社算出 自販連埼玉県支部他 東日本建設業保証 厚生労働省埼玉県

公共工事
請負金額

有効求人
倍率（季調値）

鉱工業指数（季調値、2015＝100）
小売業販売額

乗用車新車登
録・届出台数

新設住宅
着工戸数

着工建築物
床面積

公共工事
請負金額

有効求人
倍率（季調値）

国土交通省

国土交通省

鉱工業指数（季調値、2015＝100）

公共工事
請負金額

有効求人
倍率（季調値）埼玉県

鉱工業指数（季調値、2015＝100）

生産指数
暦年：前年比
月次：前月比

国土交通省

茨城県
生産指数

暦年：前年比
月次：前月比

群馬県
生産指数

暦年：前年比
月次：前月比

群馬県

小売業販売額
乗用車新車登
録・届出台数

新設住宅
着工戸数

着工建築物
床面積

小売業販売額
乗用車新車登
録・届出台数

新設住宅
着工戸数

着工建築物
床面積

茨城県

 

 （注）※5 消費者物価指数は生鮮食品を除く総合。 

    ※6 外国為替相場（ドル・円）・日経平均株価の年別値は、12月の値。 
    ※7 有効求人倍率は含むパート。  
    ※8 実質賃金指数は調査産業計の、きまって支給する給与の値。 
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■全国の主要経済指標 

 

実質、2015＝100 前年比 台数 前年比
2018年 104.2 1.1 100.9 1.7 4,391,160 0.1 942,370 ▲ 2.3
2019年 101.1 ▲ 3.0 100.6 0.1 4,301,091 ▲ 2.1 905,123 ▲ 4.0
2020年 90.9 ▲ 10.1 94.1 ▲ 3.2 3,809,981 ▲ 11.4 815,340 ▲ 9.9

2020年6月 81 4.9 94.4 ▲ 1.3 283,892 ▲ 22.6 71,101 ▲ 12.8
7月 86.6 6.9 92.6 ▲ 2.9 330,771 ▲ 12.8 70,244 ▲ 11.3
8月 88.3 2.0 93.8 ▲ 1.9 270,350 ▲ 14.8 69,101 ▲ 9.1
9月 91.6 3.7 95.3 ▲ 8.7 390,847 ▲ 14.8 70,186 ▲ 9.9

10月 93.5 2.1 96.4 6.4 339,923 30.8 70,685 ▲ 8.3
11月 94.2 0.7 96.1 0.6 336,908 6.7 70,798 ▲ 3.7
12月 94 ▲ 0.2 95.8 5.0 315,200 10.9 65,643 ▲ 9.0

2021年1月 96.9 3.1 92.7 2.7 324,546 7.8 58,448 ▲ 3.1
2月 95.6 ▲ 1.3 94.2 3.7 361,891 ▲ 0.0 60,764 ▲ 3.7
3月 97.2 1.7 95.7 5.2 510,386 5.2 71,787 1.5
4月 100 2.9 95.6 11.9 288,398 31.5 74,521 7.1
5月 94.1 ▲ 5.9 94.2 8.2 261,522 50.0 70,178 9.9
6月 - - - - 296,623 4.5 - -

データ出典 総務省 経済産業省

前年比 前年比 前年比（総平均） 前年比
2018年 105,091 3.6 140,680 1.1 4.1 9.7 2.6 0.9
2019年 104,323 ▲ 0.7 150,255 6.8 ▲ 5.6 ▲ 5.0 0.2 0.6
2020年 95,570 ▲ 8.4 153,658 2.3 ▲ 11.1 ▲ 13.7 ▲ 1.2 ▲ 0.2

2020年6月 7,309 ▲ 5.1 16,386 13.2 ▲ 26.2 ▲ 14.1 ▲ 1.6 0.0
7月 7,582 3.7 15,432 ▲ 4.1 ▲ 19.2 ▲ 22.0 ▲ 1.0 0.0
8月 7,619 0.5 13,009 13.2 ▲ 14.8 ▲ 20.4 ▲ 0.6 ▲ 0.4
9月 7,345 ▲ 3.6 14,932 17.1 ▲ 4.9 ▲ 17.1 ▲ 0.8 ▲ 0.3

10月 8,274 12.6 13,426 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 13.1 ▲ 2.1 ▲ 0.7
11月 8,368 1.1 8,814 ▲ 3.3 ▲ 4.2 ▲ 11.0 ▲ 2.3 ▲ 0.9
12月 8,809 5.3 7,345 ▲ 8.6 2.0 ▲ 11.5 ▲ 2.0 ▲ 1.0

2021年1月 8,417 ▲ 4.5 6,328 ▲ 1.4 6.4 ▲ 9.5 ▲ 1.5 ▲ 0.6
2月 7,698 ▲ 8.5 6,485 ▲ 7.3 ▲ 4.5 11.8 ▲ 0.6 ▲ 0.4
3月 7,981 3.7 15,156 1.9 16.1 5.7 1.2 ▲ 0.1
4月 8,029 0.6 20,941 ▲ 9.2 38.0 12.8 3.6 ▲ 0.1
5月 - - 14,133 6.3 49.6 27.9 4.9 0.1
6月 - - - - - - - -

データ出典 日本銀行 総務省

倍 ％ 前年比 前年比 先行指数 一致指数 円 円
2018年 1.61 2.4 1.9 ▲ 0.3 - - 112.45 21,032.42
2019年 1.60 2.4 0.6 ▲ 0.8 - - 109.18 23,660.38
2020年 1.18 2.8 ▲ 1.9 ▲ 0.7 - - 103.82 26,772.95

2020年6月 1.11 2.8 ▲ 3.7 ▲ 1.5 83.6 77.9 107.56 22,486.93
7月 1.08 2.9 ▲ 3.4 ▲ 1.4 87.2 81.0 106.78 22,529.47
8月 1.04 3.0 ▲ 2.9 ▲ 1.4 89.6 82.3 106.04 22,901.45
9月 1.03 3.0 ▲ 2.0 ▲ 0.9 93.2 85.0 105.74 23,306.95

10月 1.04 3.1 ▲ 0.7 0.0 95.1 88.6 105.24 23,451.44
11月 1.06 3.0 ▲ 1.0 0.2 97.1 88.8 104.40 25,384.87
12月 1.06 3.0 ▲ 2.6 0.7 97.5 89.2 103.82 26,772.95

2021年1月 1.10 2.9 ▲ 1.4 0.4 98.3 91.4 103.70 28,189.06
2月 1.09 2.9 ▲ 0.7 0.0 99.2 89.9 105.36 29,458.80
3月 1.10 2.6 0.2 0.7 102.4 92.9 108.65 29,315.30
4月 1.09 2.8 2.3 1.7 103.8 95.3 109.13 29,426.75
5月 1.09 3.0 2.7 2.1 102.6 92.7 109.19 28,517.09
6月 - - - - - - 110.11 28,943.23

データ出典 厚生労働省 総務省 内閣府 厚生労働省 日本銀行 日本経済新聞社

東日本建設業保証

ドル・円

機械受注

日経平均
株価

輸出 輸入
国内企業
物価指数

消費者物価
指数（コア）

財務省

内閣府

有効求人倍率
（季調値）

完全失業率
（季調値）

総雇用者所得
（実質）

実質賃金指数
（5人以上）

景気動向指数

金額(億円) 前年比

公共工事請負金額

乗用車新車登録・届出台数
戸数 前年比

鉱工業指数（季調値、2015＝100）

生産指数

日本自動車工業会 国土交通省

小売業販売額
総消費

動向指数

新設住宅着工戸数
暦年：前年比
月次：前月比

船舶・電力を除く
民需（億円）

暦年：前年比
月次：前月比

内閣府

経済産業省

 

掲載情報（またはレポート内容）につきましては、当社は正確な情報、内容を提供できるよう細心の注意を払っておりますが、

正確性もしくは完全性を一切保証するものではありません。 
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令和３年７月 16日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 殿 

 

中央最低賃金審議会 

会長 藤村 博之 

 

 

 

令和３年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 

令和３年６月 22日に諮問のあった令和３年度地域別最低賃金額改定の目安に

ついて、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 令和３年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見

の一致をみるに至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委

員見解（別紙１）及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告（別紙

２）を地方最低賃金審議会に提示するものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、

同審議会において、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌さ

れ、自主性を発揮されることを強く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性につ

いては労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含

めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し強く要望する。

特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組

んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を

早急に行うことを政府に対し強く要望する。 

５ 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金

額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じる

ことがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。 

資料№　Ⅵ－１
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  別紙１ 

令和３年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解 

 

令和３年７月 14 日 

 

１ 令和３年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とす

る。 

 

令和３年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安 

 

ランク 都道府県 金額 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 28 円 

Ｂ 
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、

兵庫、広島 
28 円 

Ｃ 
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、 

和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 
28 円 

Ｄ 
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、

佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
28 円 

 

２（１）目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成 29 年全員協議会報告

の３（２）で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、特に地方最低賃金審議

会における自主性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基に

するとともに、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」及び「成長戦略実行計画・

成長戦略フォローアップ」に配意した調査審議が求められたことについて特段の

配慮をした上で、総合的な審議を行ってきた。 

    今年度の公益委員見解を取りまとめるに当たっては、 

① 賃金改定状況調査結果第４表や春季賃上げ妥結状況等における賃金上昇率

は、昨年より上げ幅は縮小しているが、引き続きプラスの水準を示しているこ

と、また、昨年度は、最低賃金の引上げ額の目安を示せず、最低賃金の引上げ

率は 0.1％となったこと、 

② 消費者物価指数は、横ばい圏内で推移しており、名目ＧＤＰは、令和２年に

は落ち込んだものの、足下では一時期より回復していること、加えて、新型コ

ロナウイルス感染症の感染状況については予断を許さないものの、今年度はワ

クチン接種が開始されるなど、少なくとも昨年度とは審議の前提となる状況が

異なっていること、 

③ 法人企業統計における企業利益は、足下では、産業全体では回復が見られる
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こと、また、一部産業では引き続きマイナスとなっているものの、政府として、

「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、生産性向上等に取り

組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組」む

方針であること、 

④ 雇用情勢は、令和２年には悪化したものの、足下では横ばい圏内で推移して

おり、有効求人倍率は１倍を超え、失業率も３％以下で推移していること、 

⑤ 政府としては、最低賃金について、より早期に全国加重平均 1,000 円を目指

すこととされているところ、①から④までの状況を総合的に勘案すれば、平成

28 年度から令和元年度までの最低賃金を 3.0～3.1％引き上げてきた時期と比

べて、今年度の状況は大きく異なるとは言えず、最低賃金をその時期と同程度

引き上げた場合にマクロで見た際の雇用情勢に大きな影響を与えるとまでは

言えないと考えられること、 

⑥ 地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対す

る最低額の比率を引き続き上昇させていく必要があること、また、賃金改定状

況調査結果第４表のうちＡランクとＣランクが最も高い賃金上昇率であった

一方、雇用情勢については昨年においてＡランクを中心に悪化したこと等を総

合的に勘案する必要があること、 

⑦ 最低賃金を含めた賃金の引上げにより、可処分所得の継続的な拡大と将来の

安心の確保を図り、さらに消費の拡大につなげるという経済の好循環を実現さ

せることや非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められていることを特

に重視する必要があること 

等を総合的に勘案し、検討を行ったところである。 

目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最

低賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態を見極めつつ、目安を十分に参酌

することを強く期待する。また、中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会の審

議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。 

  

（２）生活保護水準と最低賃金との比較では、昨年度に引き続き乖離が生じていない

ことが確認された。 

  なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第９条第３項及び平成 29 年

全員協議会報告の３（２）に基づき、引き続き、その時点における最新のデータに

基づいて生活保護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認する

ことが適当と考える。 

 

（３）最低賃金引上げの影響については、平成 29 年全員協議会報告の３（２）及び

４（３）に基づき、引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討して

いくことが必要である。 
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  別紙２ 

中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告 

 

令和３年７月 14 日 

 

１ はじめに 

令和３年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催

し、目安額の提示の是非やその根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるな

ど、十分審議を尽くしたところである。 

  

２ 労働者側見解 

労働者側委員は、現在も新型コロナウイルス感染症による影響は予断を許さない

状況であるが、コロナ禍から１年余が経過した今、先行きを見通す環境は確実に変

化していることから、今年度は、ワクチン接種や世界・日本経済の回復など昨年度

とは明らかに異なる環境変化を見極めた上で議論を尽くす必要があるとの認識を

示した。その上で、最低賃金を改定しないことは社会不安を増大させ格差を是認す

ることと同義であり、中賃の役割からしてあってはならず、最低賃金の確実な引上

げにつながる有額の目安を示すことで、セーフティネットとしての機能を果たし、

最低賃金法第１条にある「国民経済の健全な発展に寄与する」という目的を達成す

るべきであると主張した。 

さらに、日本の最低賃金は国際的に見ても低位であり、諸外国ではコロナ禍でも

最低賃金の引上げを行っている中、グローバルスタンダードを見据え、ナショナル

ミニマムにふさわしい水準に引き上げるべきであると主張した。 

また、エッセンシャルワーカーの中には処遇が高くない労働者も少なくなく、コ

ロナ禍で懸命に働き続けている労働者の努力に報いるためにも、最低賃金の引上げ

を行うべきであるとともに、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクや手指

消毒液などの恒常的な支出増が、最低賃金近傍で働く者の家計に大きな影響を与え

ていることも考慮すべきであると主張した。 

加えて、1年余のコロナ禍により労働者の生活困窮度は深刻さを増し、緊急小口

資金等による貸付はリーマンショックの 50 倍となっており、労働者は賃金を得て

返済するしか術はないと主張した。 

さらに、中小企業が賃上げしやすい環境整備に向けては、最低賃金引上げの各種

支援策の拡充と各省庁が連携した周知や、中小企業が生み出した付加価値を確実に

価格に転嫁できる環境整備が重要であり、政府も政策対応をはかっていることを踏

まえて審議すべきと主張した。 

以上を踏まえれば、「誰もが時給 1,000 円」を実現するため、今年度は「800 円

未達の地域をなくすこと」「トップランナーであるＡランクは 1,000 円に到達する

こと」の両方を達成する目安を示すべきであると主張した。併せて、最低賃金の地
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域間格差は隣県や大都市圏への労働力流出の一因ともなっており、昨年度の地方審

議の結果を見ても各地方は懸命に地域間格差の縮小の努力をしていることから、今

年度は地域間の「額差」の縮小につながる目安を示すべきであると主張した。 

労働者側委員としては、上記主張が十分に考慮されずに取りまとめられた下記１

の公益委員見解については、不満の意を表明した。 

 

３ 使用者側見解 

  使用者側委員は、最初の緊急事態宣言から１年３ヶ月経過し、足下では新型コロ

ナウイルス感染症の感染再拡大の兆候が見られ、第５波の到来が懸念されているう

え、休業要請等により経済活動が抑制された状況では、業況の回復はほど遠く、中

小企業への貸付残高も上がっており、事業を立て直す上でも大きな負担となってい

ると指摘した。さらに、中小企業は、価格転嫁が困難であり、労働分配率も高いが、

コロナ禍では、従前にもまして、賃金支払能力が乏しい状況にあるとの認識を示し

た。 

また、最低賃金は、各種データによる明確な根拠をもとに、納得感のある水準と

すべきであり、賃金水準の引上げなど、法が定める目的以外に用いるべきではない

と主張した。 

さらに、今年度は、コロナ禍における中小企業、とりわけ厳しい状況にある業種

の中小企業の窮状を考慮すると、３要素のうち通常の事業の賃金支払能力を最も重

視して審議を進めるべきであり、企業の業況が二極化している状況を踏まえ、平均

賃金や平均的な状況のみに着目するのではなく、とりわけコロナ禍の影響が深刻な

宿泊・飲食、交通・運輸などの業種における経営状況や賃金支払余力に焦点を当て

るべきであると述べた。 

経済界が事業の存続と雇用の維持に最大限努めた結果、雇用情勢が悪化する状況

には至っていないが、雇用への影響がデータに表れてからでは手遅れであり、最低

賃金の引上げが雇用調整の契機となることは避けるべきであることや、最低賃金の

引上げによって、企業の人件費を増やした結果、倒産、廃業や雇用調整を招く懸念

があり、そのトリガーを引くことになることは避けなければならないと主張した。 

コロナ禍でも、賃金引上げが可能な企業は賃上げに前向きに取り組み、消費の拡

大につなげ、地域経済の活性化をはかることが望ましいが、現状では、 飲食業や宿

泊業のみならず、これらと取引のある関連産業も厳しい状況にある。最低賃金の引

上げは、危機的な経営状況の経営者にとって、雇用を維持したいという切実な想い

を切り捨てるものにほかならないとの認識を示した。 

以上を踏まえると、今は、「事業の存続」と「雇用の維持」を最優先すべきであり、

今年度は、最低賃金を引き上げず、「現行水準を維持」すべきであると主張した。 

使用者側委員としては、上記主張が十分に考慮されずに取りまとめられた下記１

の公益委員見解については、不満の意を表明した。 
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４ 意見の不一致 

本小委員会（以下「目安小委員会」という。）としては、これらの意見を踏まえ

目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺

憾ながら目安を定めるに至らなかった。 

 

５ 公益委員見解及びその取扱い 

公益委員としては、今年度の目安審議については、平成 29 年全員協議会報告の

３（２）で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、加えて、「経済財政運営

と改革の基本方針 2021」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」に配

意しつつ、各種指標を総合的に勘案し、下記１のとおり公益委員の見解を取りまと

めたものである。 

目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、

これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することと

した。なお、使用者側委員は、下記１の公益委員見解を地方最低賃金審議会に示す

ように総会に報告することは適当でないとの意見を表明した。 

また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記２の

とおり示し、併せて総会に報告することとした。 

さらに、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性に

ついては労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた

取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し強く要望する。特に、事業

場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給さ

れる業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことを政府に

対し強く要望する。 

また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金

額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じること

がないよう、発注時における特段の配慮を要望する。 

 

 

記 

 

（以下、別紙１と同じ） 
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